
文

書

目

録



例

本
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
新
編
島
津
氏
世
録
支
流
系
図
」
中
の
文
書
の
全
部
を
、
底
本
の
配
列
に
従
い
、
通
し
番
号
を
付
し
て
収
録
し

た
も
の
で
あ
る
。

文
書
は
、
番
号
の
ほ
か
、
年
月
日
、
文
書
名
を
記
載
し
だ
。

底
本
に
あ
る
補
筆
の
年
紀
に
つ
い
て
は
、

「

」
又
は
『

』
を
付
し
、
編
者
の
注
に
は
(

〉
を
付
し
た
。
修
正
し
た
箇
所
に
は

r・1

〕
を
付
し
た
。

月
の
異
称
は
数
字
に
改
め
た
が
、
正
月
、
朔
目
、
晦
日
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。



新
編
島
津
氏
世
録
支
流
系
圃

番

号

文

名

書

年

月

日

伊
集
院
氏
一
流
第
一

伊
集
院
氏
系
圏
第
一

正
和
三
年
三
月
十
五
日
沙
弥
某
書
下

建
武
二
年
五
月
廿
五
日
島
津
貞
久
書
下

建
武
弐
年
十
一
月
廿
七
日
伊
集
院
助
久
書
下

貞
治
弐
年
五
月
六
日
伊
集
院
道
忍
酷
外
三
名
運
署
鋪
書
下

正

千

四

年

九

月

廿

日

某

感

状

嘉
暦
四
年
四
月
十
三
日
伊
集
院
道
助
・
忠
国
連
署
譲
状

「
正
平
十
五
」
一
一
月
十
一
日
伊
集
院
道
忍
臨
書
状

応
安
六
年
八
月
十
七
日
伊
集
院
観
了
・
這
応
連
署
宛
行
状

お
う
あ
ん
七
年
十
一
月
廿
二
日
伊
集
院
久
氏
譲
状

応
安
八
年
三
月
廿
七
日
今
川
了
俊
感
状

永
和
二
年
五
月
廿
五
日
今
川
了
俊
書
下

応
永
二
年
六
月
十
八
日
伊
集
院
観
了
臥
譲
状

応
永
二
年
十
一
月
廿
日
伊
集
院
観
了
以
譲
状

応
永
ニ
年
十
一
月
二
日
伊
集
院
久
氏
事
進
状

応
永
ニ
年
十
一
月
二
日
伊
集
院
久
氏
寄
進
状

永

享

六

年

九

月

廿

日

沙

弥

天

用

寄

進

状

応
永
六
年
十
二
月
品
川
日
伊
集
院
頼
久
契
状

七六五四三 二一 0 九八七六五四三二一

番

号

年

月
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応
永
七
年
八
月
十
八
日

応
永
九
年
十
二
月
廿
七
日

応
永
十
一
年
八
月
廿
二
日

応
永
十
五
年
四
月
十
三
日

応
永
十
九
年
十
一
月
十
五
日

応
永
廿
五
年
十
二
月
十
三
日

応
永
廿
五
年
十
二
月
十
三
日

応
永
廿
七
年
二
月
三
日

応
永
廿
七
年
二
月
三
日

六

月

二

日

応
永
廿
九
年
八
月
十
八
日

応
永
三
年
十
二
月
廿
六
日

正
長
二
年
八
月
二
二
日

永
享
五
年
四
月
廿
九
日

永
享
六
年
四
月
十
六
日

〈
享
)

永
亨
六
年
六
月
廿
六
日

〈
享
)

永

亨

六

年

十

月

五

日

永
享
六
年
十
月
廿
九
日

永
享
六
年
十
二
月
十
五
日 日

文

名

書

伊
集
院
頼
久
寄
進
状

伊
集
院
頼
久
譲
状

伊
集
院
頼
久
・
為
久
連
署
寄
進
状

伊
集
院
頼
久
寄
進
状

伊
集
院
道
応
畑
宛
行
状

伊
集
院
道
応
寄
進
状

伊
集
院
道
応
寄
進
状

伊
集
院
道
応
寄
進
状

伊
集
院
選
応
寄
進
状

今
川
満
範
書
状

伊
集
院
道
応
品
川
寄
進
状

伊
集
院
頼
久
・
久
勝
蓮
署
寄
準
状

住
定
山
桃
隠
定
書

伊
集
院
矯
久
宛
行
状

伊
集
院
照
久
寄
進
状

伊
集
院
矯
久
証
状

伊
集
院
照
久
寄
、
議
状

伊
集
院
照
久
寄
、
#
睡
状

伊
集
院
照
久
寄
進
状
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三
七

三
八

三
九

四

O
四一四

二
四
三

四
四

伊
集
院
氏
一
流
第
二

「
猪
イ
」

伊
集
院
氏
支
流
伊
鹿
倉
系
園

伊
集
院
氏
支
流
日
置
系
園
前
腕
玖
春

古
垣
助
七
久
蔵
一
流
系
園

不
知
所
自
由

古
垣
新
四
郎
一
流
系
圃

春
成
刑
部
少
輔
久
智
一
流
系
圃

日
置
讃
岐
守
久
庚
一
流
系
圃

日
置
周
防
介
忠
頭
一
流
系
圃

日
置
兵
庫
久
義
一
流
系
圃

伊
集
院
氏
支
流
寮
生
国
系
圃

四

五

六

月

三

日

親

成

書

状

有
屋
田
三
郎
兵
衛
忠
房
一
流
系
圃

伊
集
院
氏
一
流
第
三

伊
集
院
氏
支
流
大
重
系
圃

大
重
八
郎
二
郎
忠
夫
一
流
系
園

永
享
十
一
年

伊
集
院
照
久
禁
制

伊
集
院
照
久
書
状

伊
集
院
照
久
書
状

伊
集
院
照
久
証
状

伊
集
院
照
久
証
状

伊
集
院
照
久
書
状

伊
集
院
照
久
寄
、
遜
状

島
津
久
元
・
喜
入
忠
続
連
署
書
状

嘉
吉

嘉
吉

二
月
初
五
日

十
月
五
日

十
二
月
廿
九
日

元
年
十
二
月
十
三
日

三
年
八
月
廿
八
日

九
月
廿
七
日

八
月
六
日

三
月
三
日

長
禄

年

大
重
菊
五
郎
久
春
一
流
系
園

大
重
漏
五
郎
忠
成
一
流
系
国

大
重
菊
七
郎
忠
清
一
流
系
園

大
重
封
馬
助
忠
康
一
流
系
圃

大
重
停
左
衛
門
久
永
一
流
系
圃

伊
集
院
支
流
大
重
氏
之
庶
族
忠
清
系
圃

伊
集
院
支
流
黒
葛
原
系
圃

黒
葛
原
伊
橡
守
久
順
一
流
系
圃

黒
葛
原
孫
二
郎
久
長
一
流
系
圏

不
知
自
所
出

盟
問
葛
原
左
近
忠
次
一
流
系
圃

不
知
所
白
出

黒
葛
原
十
左
衛
門
久
矩
一
流
系
圃

伊
集
院
氏
支
流
忠
治
系
圃

伊
集
院
氏
一
流
第
四

伊
集
院
氏
支
流
今
給
契
系
圃

伊
集
院
右
衛
門
佑
久
昌
一
流
系
闘

天

正

九

年

三

月

九

日

島

津

義

久

感

状

天
正
拾
五
年
三
月
十
七
日
島
津
義
久
感
状

⑮
六

三
月
つ
一
〕
目
島
津
義
弘
書
状

『
天
正
十
六
年
』
八
月
十
九
日
島
津
義
弘
書
状

天
正
拾
七
年
七
月
二
日
島
津
義
久
直
書

『
天
正
十
九
年
』
一
一
月
十
六
日
島
津
義
弘
書
状

文
禄
四
年
二
月
廿
二
日
島
津
義
弘
直
状

『
文
縁
四
年
』
二
月
廿
八
日
島
津
竜
伯
崎
直
状
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島
津
竜
伯
鴻
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
久
袖
加
判
町
田
久
倍
書
状

島
津
忠
恒
煉
証
状

島
津
忠
恒
一
切
書
下

島
津
義
弘
書
状

島
津
竜
伯
煉
書
状

島
津
忠
恒
一
言
状

島
津
忠
恒
一
言
状

島

津

惟

晶

表

『

慶

長

四

年

』

島

津

惟

新

時

書

状

『
慶
一
長
七
年
』
十
二
月
廿
三
日
島
津
忠
恒
一
言
状

伊
集
院
伊
賀
守
久
寅
一
流
之
系
園

伊
集
院
氏
庶
流

伊
集
院
樺
之
助
忠
光
一
流
系
園

伊
集
院
氏
庶
流

伊
集
院
茂
兵
衛
久
堅
一
流
系
圃

伊
集
院
長
門
守
久
綱
一
流
系
圃

六
六
天
正
拾
五
牢
)
八
月
廿
七
日
島
津
義
弘
感
状

六
七
慶
長
十
七
年
五
月
十
日
島
津
家
久
書
状

伊
集
院
氏
一
涜
第
五

伊
集
院
氏
支
流
土
橋
系
厨

土
橋
市
左
衛
門
久
純
一
流
系
国

土
橋
助
右
衛
門
久
盆
一
流
系
園

六六六六六六五五五五五五
五四三二一 O 九八七六五四

『
文
様
四
年
』

『
文
様
四
年
』

文

禄

五

年

文

禄

五

年

『
慶
長
元
年
』

『
慶
長
二
年
』

『
慶
長
四
年
』

『
慶
長
四
年
』

『
慶
長
四
年
』

正九七五
月月月月
十廿十
四七三廿
日 日 日 目

六
月
廿
四
日

八
月
十
日

七
月
三
日

一
一
月
廿
四
日

五
月

七
月
十
三
日

十
一
月
廿
五
日

i¥ 
日

土
橋
二
郎
太
郎
忠
次
一
流
系
国

伊
集
院
支
流
飛
松
系
圏

五
月
十
三
日
島
津
日
新
随
感
状

飛
松
左
衛
門
尉
久
重
一
流
系
園

伊
集
院
支
流
四
本
系
圏
第
十

伊
集
院
氏
一
流
第
六

伊
集
院
氏
支
流
讃
岐
守
久
教
系
園

伊
集
院
氏
支
流
入
佐
系
圃

伊
集
院
氏
支
流
大
国
系
国

伊
集
院
氏
支
流
南
郷
系
圃

南
郷
治
部
左
衛
門
久
徳
一
涜
系
圃

南
郷
若
狭
守
忠
俊
一
流
系
園

伊
集
院
氏
一
流
第
七

伊
集
院
氏
支
流
松
下
系
園

松
下
助
左
衛
門
尉
忠
政
一
流
系
国

松
下
助
五
郎
久
嘉
一
流
系
園

松
下
助
七
郎
久
平
一
流
系
圃

松
下
助
九
郎
久
景
一
流
系
国

松
下
助
五
郎
久
以
一
流
系
園

松
下
助
三
郎
久
武
一
流
系
圃

松
下
助
二
郎
久
栄
一
流
系
圃

松
下
五
郎
左
衛
門
久
宣
一
流
系
園

松
下
七
左
衛
門
久
長
一
流
系
園

ノ、

八，

709 



伊
集
院
氏
一
流
第
八

伊
集
院
氏
支
流
丸
田
系
圃

伊
集
院
伊
橡
守
忠
安
一
流
系
園

六
九
慶
長
五
(
年
)
拾
月
十
日
島
津
排
出
新
一
時
感
状

伊
集
院
助
左
衛
門
尉
秀
久
一
流
系
圃

丸
田
助
八
左
衛
門
久
村
一
流
系
圃

伊
集
院
氏
一
流
第
九

伊
集
院
氏
支
流
縫
久
系
圃

伊
集
院
加
賀
守
久
寅
一
流
系
圃

伊
集
院
三
河
守
忠
諒
一
流
系
圃

伊
集
院
氏
支
流
掃
部
助
忠
之
系
圃

伊
集
院
氏
支
流
倍
久
系
圃
第
十
六

天
文
十
九
年
八
月
十
六
日
伊
集
院
忠
朗
外
二
名
連
岩
契
状

『
永
藤
五
年
』
七
月
廿
四
日
伊
集
院
忠
朗
書
状

慶
長
弐
年
二
月
廿
九
日
伊
集
院
抱
節
・
比
志
島
国
貞
蓮
署

証
状

天
正
十
四
年
六
月
二
日
伊
集
院
忠
棟
書
状
案

六
月
廿
日
鍋
島
飛
弾
守
信
昌
書
状

八
月
廿
四
日
伊
集
院
忠
棟
書
状

『
天
正
年
間
』
十
二
月
十
八
日
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写

伊
集
院
氏
支
流
忠
俊
系
園

伊
集
院
家
庶
流

伊
集
院
次
郎
右
衛
門
辰
久
一
流
系
圃

伊
集
院
婿
津
介
忠
隆
一
流
系
園

伊
集
院
氏
支
流
孝
久
系
圃

伊
集
院
治
部
少
輔
久
近
一
流
系
圏

不
知
所
自
出

伊
集
院
日
向
忠
粂
一
流
系
圏

不
知
所
自
由

伊
集
院
長
右
衛
門
一
流
系
園

伊
集
院
氏
庶
流
財
部
士
伊
集
院
俊
盈
家
之
系
圃

伊
集
院
氏
支
流
隅
州
山
田
士

伊
集
院
周
防
助
系
圃

伊
集
院
氏
入
一
家
之
事

新
納
氏
一
流
第
一

新
納
氏
正
統
系
圏
第
一

文
保
二
季
三
月
廿
三
日

文
保
二
年
三
月
十
五
日

建
武
二
年
十
二
月
十
一
日

建

武

三

年

四

月

一

日

八
月
廿
四
日

十
二
月
廿
一
日

十
二
月
廿
三
日

応
永
十
九
年
四
月
廿
八
日

応

永

廿

年

七

月

日

寛

正

七

年

二

月

晦

日

『
慮
、
氷
十
四
年
欺
』十

一
月
廿
四
日

『
文
明
年
間
』
一
一
月
十
三
日

(
マ
マ
)

『
文
明
十
七
年
己
巳
』

闇
三
月
廿
四
日

三
年
十
二
月
廿
七
日

七七七七七七七
六五四三二一 0

八 八 八八八八八八八七七七
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享

710 

関
東
外
題
安
堵
状

島
津
道
義
譲
状
弁
関
東
外
題
安
堵

状足
利
尊
氏
宛
行
状

高
師
直
施
行
状

高
師
直
書
状

高
師
直
書
状

沙
弥
明
眼
書
状

新
納
久
臣
寄
進
状

新
納
久
臣
寄
進
状

犬
、
遺
物
手
組

卒
田
兼
宗
・
村
田
経
安
蓮
署
状

島
津
国
久
書
状

島
津
武
久
間
書
状

新
納
家
伝
重
物
目
録



九

一

二

年

四

月

四

日

九

二

二

年

四

月

六

日

九

三

二

年

四

月

十

八

日

九

四

十

二

月

十

三

日

九
五
『
永
正
年
間
欺
』
正
月
十
一
日

九
六
『
永
正
恒
之
間
歎
』
十
月
十
九
日

九

七

十

一

月

廿

一

日

ーも

L

『
永
正
十
四
五
ノ
問
欺
』

4
ノ

/

十

二

月

十

三

日

九

九

十

二

月

十

三

日

新

納

氏

一

流

第

二

新
納
氏
正
統
系
圏
第
二

六

月

一

日

護霊震

一O
O

一O
一

一
O
二

永

正

七

年

十

月

一
O
三

永

正

十

二

年

四

月

一
O
四
『
大
永
田
之
問
欺
』
十
月
廿
一
日

一
O
五

大

永

七

年

十

二

月

三

日

一
O
六
『
享
帳
元
年
』
七
月
廿
コ
一
日

一
O
七
『
享
厳
二
年
欺
』
一
一
月
十
六
日
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手
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物
手
組
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物
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津
忠
治
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昌
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書
状
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田
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日

島
津
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征
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兼
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状
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物
手
組
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江
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中
野
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信
連
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状
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津
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勝
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大
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状
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納
忠
勝
書
状
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文
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日
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文
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五
日
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日
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月
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日

天

文
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天

文
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天

文
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文
二
年
欺
』
十
月
廿
六
日

『
天
文
五
六
ノ
間
欺
』二

月

新
納
氏
庶
流

五

月

一

日

六
月
廿
六
日

九

月

六

日

九

月

六

日

八
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一
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仏
書
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流
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新
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年
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日
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月
五
日
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月
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四
日

一
四
一
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四
二
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四
三
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流
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五
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流
系
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永
銭
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年
』
三
月
十
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日
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『
永
録
七
年
』
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月
十
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日

十
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月
十
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日

一
四
四

一
四
五

一
四
六

新
一
納
安
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代
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蜘
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文

島
津
日
新
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状

島
津
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書
状

島
津
忠
恒
嫁
書
状
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三
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日
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四
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年
十
一
月
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日
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天
正
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五
年
』
十
月
廿
一
日

一
五
一
『
天
正
十
五
年
』
十
月
廿
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日

一
五
二
『
天
正
十
五
年
』
十
一
月
十
日

一
五
三
『
天
正
十
五
年
』
十
一
月
廿
六
日

一
五
四
『
天
正
十
六
年
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』
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月
十
三
日

一
五
五
『
天
正
十
六
年
』
四
月
廿
三
日
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五
六
『
天
正
十
六
年
欺
』
五
月
十
日

一
五
七
『
天
正
十
六
年
』
五
月
十
一
日

一
五
八
『
天
正
十
六
年
』
五
月
十
五
日

一
五
九
『
天
正
十
六
年
』
八
月
七
日
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天
正
十
六
年
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月
八
日

一
六
一
『
天
正
十
六
年
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月
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日

一
六
二
『
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正
十
六
年
』
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一
月
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日

一
六
三
『
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正
十
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納

氏

一

流
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六

新
納
氏
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流
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圏
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一
六
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天
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年
六
月
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六
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一
六
五
『
天
正
十
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年
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月
六
日

一
六
六
『
天
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九
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齢
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月
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六
日

一
六
七
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年
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書
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津
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久
感
状

豊
臣
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吉
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細
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玄
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・
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三
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連
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津
義
弘
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安
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寺
恵
積
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津
竜
伯
鴻
書
状

細
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孝
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津
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津
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状
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六
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七
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文
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元
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廿
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総
元
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六
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七
二
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文
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元
年
』
四
月
六
日

一
七
三
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廿
年
四
月
廿
八
日
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七
四
『
文
藤
元
年
』
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月
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日

一
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五
『
文
縁
元
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日
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文
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年
』
八
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廿
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稔
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縁
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四
年
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五
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日
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年
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四
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言
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島
津
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誓
詞

細
川
忠
興
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津
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弘
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烏
津
久
保
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状
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津
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弘
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弘
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一
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文
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年
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元
年
』
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一
月
廿
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日

一
九
三
司
慶
長
四
年
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七
月
三
日

一
九
四
『
慶
長
四
年
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七
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廿
八
日

一
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五
『
慶
長
四
年
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八
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日
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九
六
『
慶
長
四
年
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二
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四
日
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九
七
慶
長
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三
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廿
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日
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慶
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五
年
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二

月

九

日

観
応
元
年
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十
二
日
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応
二
年
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月
十
三
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観
応
三
年
四
月
廿
五
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文
和
三
年
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六
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O
三

二
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四

二

O
五

二
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六

二
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七

十
日

七
日
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津
忠
恒
嫁
書
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、
基
龍
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畑
詠
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島
津
忠
恒
一
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状

島
津
忠
恒
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回
状
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津
忠
恒
嫁
書
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津
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言
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島
津
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新
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時
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島
津
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新
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時
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津
忠
恒
嫁
室
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産
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書
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新
納
忠
元
詠
草
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津
忠
恒
煉
詠
草

島
津
家
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状
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鴻
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久
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行
状

一
色
範
氏
挙
状

713 



三二二二二二二二二二二一一一一一一一一一一 00
0 九八七六五四三二一 O 九八七六五四三二一 O 九八

正
一
や
十
三
年
六
月
十
八
日

康
安
元
年
十
月
十
六
日

露
安
一
冗
年
)
七
月
廿
日

貞
治
四
年
壬
九
月
廿
六
日

応

安

六

年

二

月

七

日

応
安
六
平
)
一
一
一
月
十
一
日

応
安
六
年
五
月
十
四
日

応
安
六
年
十
一
月
五
日

応

安

八

年

六

月

七

日

永
和
元
年
七
月
十
八
日

永
和
元
年
八
月
十
一
日

正
月
廿
五
日

二

年

六

月

九

日

参
年
七
月
廿
五
日

五
年
十
二
月
廿
五
日

六

年

十

月

一

日

七

年

七

月

廿

日

二

年

六

月

九

日

三
年
六
月
廿
九
日

五

年

四

月

七

日

五
年
八
月
十
五
日

四
年
五
月
十
三
日

七
年
二
月
廿
四
日

応 応明明天永応応応、貞永
永永徳徳授和安安安治和

征
西
将
軍
宮
令
旨

斯
波
氏
経
軍
勢
催
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行
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書
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廿 十十十十 十廿十十十十廿
廿廿五三三四四七二六八三七七三九一九
日日日日日日日日日日日日日日日日日日

十
月

四
月
十
三
日

九
日

樺
山
道
春
一
一
譲
状

島
津
久
豊
書
状

島
津
孝
久
ば
寄
進
状

島
津
孝
久
書
下

島
津
久
豊
加
冠
状

島
津
忠
図
書
状

島
津
好
久
畑
契
状

島
津
忠
国
安
堵
状

島
津
忠
国
宛
行
状

島
津
孝
久
起
請
文

島
津
忠
国
契
状

島
津
忠
国
書
状

島
津
忠
国
起
請
文

本
田
重
経
等
連
署
起
請
文

島
津
忠
国
安
堵
状

島
津
忠
国
安
堵
状

大
覚
寺
尊
有
一
時
内
書

足
利
義
教
御
教
書

足
利
義
教
御
教
書

足
利
義
教
御
教
書

足
利
義
教
御
内
書

可
嘉
吉
元
年
』

永
享
十
三
年

二
七
四

二
七
五

二
七
六

二
七
七

二
七
八

二
七
九

二
八

O

二
八
一

二
八
二

二
八
三

二
八
四

二
八
五

二
八
六

二
八
七

二
八
八

二
八
九
嘉
吉
四
年

二
九
O
『
宝
徳
元
年
欺
』

二
九
一
長
禄
四
年

二
九
二
長
禄
五
年

二
九
三
明
応
四
年

樺
山
氏
一
流
第
三

樺
山
氏
系
圏
第
三

永
正
十
七
年
七
月

永永永永文文文文嘉嘉
享享享享安安安安吉吉〈享〉

永
亨

二
九
四

五
月
十
日

七
月
十
三
日

元
年
九
月
十
二
日

元
年
十
二
月
十
二
日

元
年
十
月
十
四
日

二

年

四

月

三

日

三
年
九
月
十
六
日

三
年
九
月
廿
九
日

四
年
七
月
十
三
日

四
年
七
月
十
三
日

四
年
七
月
十
三
日

四
年
七
月
十
三
日

八
年
十
二
月
十
三
日

八
月
五
日

三
月
八
日

六
月
廿
三
日

十
月
廿
六
日

三
月
十
二
日

六
月
廿
一
日

北
郷
知
久
契
状

樺
山
孝
久
書
状

島
津
持
久
畑
契
状

足
利
将
軍
家
御
教
書

伊
東
祐
売
契
状

伊
東
六
郎
四
郎
契
状

伴
兼
忠
等
蓮
署
契
状

島
津
忠
国
契
状

樺
山
孝
久
譲
状

樺
山
孝
久
書
状

樺
山
孝
久
書
状

樺
山
孝
久
書
状

樺
山
教
久
停
書
状

島
津
忠
国
加
冠
状

樺
山
満
久
起
請
文

島
津
持
久
畑
安
堵
状

島
津
好
久
矧
書
状

北
郷
義
久
契
状

島
津
立
久
契
状

島
津
忠
昌
宛
行
状

日

樺
山
宗
栄
一
服
・
広
久
蓮
署
契
状
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二

九

五

七

月

二

日

二
九
六
永
正
十
七
年
七
月
廿
二
日

二

九

七

十

二

月

二

日

二

九

八

七

月

七

日

ニ

九

九

大

永

七

年

二

月

六

日

三
O
O
大
永
七
年
二
月
十
九
日

三
O
一

大

永

七

年

二

月

廿

一

日

三
O
二

二

月

廿

一

日

三
O
三

大

永

七

年

二

月

廿

六

日

三
O
四
享
禄
二
年
十
二
月
廿
六
日

三
O
五
天
文
五
年
十
二
月
吉
官
)

三
O
六

天

文

六

年

八

月

廿

五

日

三
O
七

八

月

廿

八

日

三
O
八

天

文

廿

年

九

月

十

四

日

三
O
九
可
弘
治
三
年
』
五
月
十
八
日

三一

O

弘
治
四
年
六
月
十
四
日

三

二

永

禄

十

年

七

月

十

三

日

三
一
二
天
正
三
年
三
月
廿
二
日

三

一

三

七

月

三

日

三

一

四

十

二

月

廿

日

三
一
五
天
文
廿
二
年
二
月
十
八
日

三
一
六

三
一
七

島
津
忠
朝
書
状

島
津
忠
朝
書
状

島
津
忠
昌
書
状

肝
付
久
兼
一
時
書
状
同
裏
書

樺
山
信
久
契
状

様
山
信
久
契
状

島
津
忠
良
契
状

町
田
忠
如
書
状

肝
付
兼
演
契
状

伴
久
兼
契
状

北
郷
忠
相
起
請
文

島
津
忠
朝
契
状

財
部
元
式
書
状

詠
月
前
白
菊
題
和
歌

島
津
義
久
書
状

樺
山
幸
久
崎
契
状

島
津
義
久
起
請
文

島
津
義
久
書
下

島
津
竜
伯
煉
書
状

島
津
竜
伯
浦
書
状

樺
山
忠
副
契
状

島
津
義
久
詠
草

島
津
竜
伯
鴻
迫
悼
和
歌

樺
山
氏
一
流
第
四

樺
山
氏
系
圃
第
四

三
一
八
『
慶
長
五
年
』
十
一
月
十
五
日

三
一
九
『
慶
長
九
年
欺
』
十
一
月
五
日

三
二

O
『
慶
長
九
年
』
十
二
月
十
八
日

三
二
一
『
慶
長
九
年
』
十
二
月
十
九
日

三
二
二
『
慶
長
九
年
』
十
二
月
十
九
日

三
二
三
『
慶
長
十
年
』
正
月
十
日

三
二
四
『
慶
長
十
年
欺
』
正
月
十
日

三
二
五
慶
長
十
四
年
二
月
廿
六
日

三
二
六
『
慶
長
十
四
年
』
三
月

三
二
七
慶
長
十
四
年
三
月

三
二
八
『
慶
長
十
四
年
』
三
月

三
二
九
『
慶
長
十
四
年
』
五
月

三
三

O
『
慶
長
十
四
年
』
五
月

三
三
一
『
雲
十
六
年

3
一
月
廿
四
日

三
三
二
『
寛
永
四
年
』
四
月
十
三
日

三
三
三
『
寛
永
四
年
欺
』
八
月
廿
七
日

三
三
四
『
寛
永
五
年
』
十
二
月
期
日

三
三
五
寛
永
六
年
八
月
廿
四
日

三
三
六
寛
永
六
年
九
月
廿
一
日
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四
日

島
津
惟
新
時
書
状

島

産

品

書

状

島
津
忠
恒
嫁
書
状

島
津
竜
伯
一
言
状

島
津
竜
伯
雄
書
状

島
津
竜
伯
焼
書
状

島
津
惟
新
時
書
状

島
津
竜
伯
外
二
名
連
署
琉
球
渡
海

軍
衆
控
書

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
判
物

島
津
家
久
書
状

島

津

惟

晶

表

島
津
竜
伯
渦
書
状

島
津
家
久
書
状

樺
山
久
高
書
状

樺
山
久
高
書
状

樺
山
久
高
申
状

樺
山
久
高
申
状

樺
山
久
高
申
状

ロu

廿
日

一一日
三
日



樺
山
氏
庶
流

棒
山
氏
構
左
衛
門
久
盈
一
流
系
圃

樺
山
氏
二
部
第
五

樺
山
氏
庶
流

樺
山
三
郎
右
衛
門
奥
久
一
流
系
圃

樺
山
氏
庶
流

樺
山
伊
賀
守
資
春
一
流
系
圏

構
山
氏
庶
流

樺
山
出
雲
守
久
任
一
流
系
圃

費
春
一
流

樺
山
伊
賀
守
一
流
系
圃

樺
山
氏
四
男

外
城
掃
部
助
久
恭
一
流
系
固

樺
山
氏
二
男

樺
山
因
幡
守
音
卒
一
流
系
圃

樺
山
氏
庶
流

樺
山
中
務
少
輔
久
任
一
流
系
圃

樺
山
氏
庶
流

篠
山
豊
高
丸
一
流
系
圃
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諸

郷

地

頭

系

図



〔
諸
郷
地
頭
系
図
〕

凡

伊j

底
本
寸
諸
郷
地
頭
系
図
」
を
補
充
し
た
典
拠
史
料
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
日
置
郡
地
誌
備
考
」

ハ
尚
古
集
成
館
所
蔵
〉

「
出
水
郡
地
誌
備
考
」

底
本
の
配
列
に
従
い
郷
名
に
番
号
を
付
し
た
。
但
し
、
補
充
し
た
郷
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
は
順
に
配
列
し
た
。

ハ
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
)

人
名
の
頭
部
に
あ
る
点
「
・
L

は
、
原
本
で
は
朱
の
合
点
で
あ
る
。

朱
書
部
分
は
『

』
で
囲
ん
だ
。
朱
書
部
分
が
広
範
囲
に
わ
た
り
、
そ
の
中
に
墨
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
黒
丸
「
・
」
を
文
字
の
横

に
付
し
て
、
墨
書
で
あ
る
旨
を
示
し
た
。

貼
紙
部
分
は
寸

」
で
囲
ん
だ
上
に
ハ
貼
紙
〉
の
注
記
を
付
し
た
。

本
文
中
に
は
抹
消
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
可
能
な
限
り
復
元
し
た
。

記
事
の
配
列
は
特
に
入
れ
替
え
ず
、
「
前
」
「
後
」
、
寸
イ
」
「
「
ロ
・
」
「
ハ
」
等
の
原
注
は
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。



指
宿

「
島
津
掻
津
介
篤
久

永
正
十
三
年
丙
子
三
月
諏
方
枇
井

同
十
五
寅
三
月
、
御
前
枇
棟
札
ニ
地
頭
ト
ア
リ
、

享
稔
元
年
・
三
年
・
四
年
・
天
文
h
U年

棟
札
ニ
地
頭
ト
ア
リ
、

伊
地
知
一
や
朝
臣
重
詰

晶
君
洪
ノ
執
事
天
文
三
四
比
勝
久
公
御
代

田
代
民
部
サ
輔
欄
娃
氏
物
也
、

分

(

家

臣

カ

)

津
曲
入
這
俊
宗
国
代
氏
ヲ
落
シ
テ
押
領
ス
、

天
文
七
・
天
文
十
四
・
天
文
廿
・
天
文
廿
一
一
棟
札
各
ミ
ヘ
タ
リ

津
曲
若
狭
守
伴
粂
任
俊
宗
ノ
子
、
天

入
道
道
参
文
十
三
年
比
、

大
永
五
乙
酉
年
ヨ
リ
地
頭
也
、

天
文
四
年
未
九
月
廿
七
日
、
田
代
民

P
介
ヲ
攻
落
シ
、
地
頭
ト
シ
テ

頴
娃
氏
ノ
領
ト
ナ
ル
、

¥
頴
娃
左
近
終
監
天
文
比
ヵ
、

一
卒
田
豊
前
守
宗
祇
民
部
宗
貞
の
子
、
天
正
拾
八
九
年
比
、

r

民

p
左
衛
門
ト
モ
云
、

/

天

文

二

年

十

二

月

十

九

日

、

貴

久

公

ヨ

リ

地

頭

〆
頴
娃
左
馬
允
粂
洪
ヲ
賜
フ
、

諸郷地頭系図

初
圃
書
助
、
天
正
拾
九
年
J
御
家
老
と
成
、
寛

永
九
年
比
ト
ア
リ
可
札
、

永
稔
七
年
・
九
年
・
十
一
年
・
元
亀
元
・
天

津
曲
若
狭
守
伴
象
一
耳
目
正
三
年
棟
札
各
ミ
ヘ
タ
リ
、
俊
宗
入
道
ト
ア

入
道
舜
宗
ル
モ
舜
宗
也
、

鎌
田
出
雲
守
政
近

鎌
田
識
人
頭
政
冨

政
近
の
子
、
慶
長
三
死
去
、

L

ハ
「
」
ノ
部
分
ハ
底
本
ニ
ハ
抹
消
シ
ア
リ
〉

高岡
崎多
惣去内
右』膳

衡正
門忠

祭

初
出
雲
守
、
御
家
老
職
勤
、
政
富
ノ
子
、
寛

永
十
五
年
ぷ
同
廿
年
迄
地
頭
、
按
鎌
田
譜
に

寛
永
十
八
年
よ
り
蒲
生
地
頭
と
ア
リ
、

盛
淳
子
、
横
目
頭
勤
、
寛
永
廿
年
十
二
月
十
九

日
ぷ
明
暦
三
年
迄
、

鎌
田
治
部
少
輔
政
統明

暦
四
年
七
月
廿
四
日
よ
り
蹴
記
岬
軌
剖
一
円
相
河
川
、

・
伊
集
院
十
右
衛
門
久
朝
間
弐
一
肌
一
梓
同
一
切

l

日
よ
り
時
ほ
せ
一
日
天

天
和
三
年
亥
二
月
廿
四
日
よ
り
域
に
山
内
JM
月
貞
享
二

年
十
一
月
迄
、

4

-
島
津
大
事
忠
守

伊
集
院
遠
江
久
照

貞
享
二
年
十
一
月
よ
り
元
議
十
一
年
要
迄
、

-
鎌
田
隼
人

元
稔
十
二
年
卯
五
月
九
日
ぷ
賓
永
二
年
酉
十
月
三
日
迄
、

-
島
津
大
蔵
久
明

宝
永
三
戊
正
月
廿
七
日
J
一
語
作
一
団
什
明

-
比
志
島
隼
人

享
一
保
三
年
成
三
月
朔
日
J
、

-
島
津
内
膳
久
兵

正
徳
五
任
園
老
、
賞
帯
万
久
元
二
男
也
、

享
保
七
年
寅
二
月
十
三
日
よ
り
同
十
一
年
午
六
月

廿
六
日
迄
後
明
所
』
、

(
卯
)

享
保
十
一
年
午
七
月
十
三
日
よ
り
同
廿
年
午
八
月

九
日
迄
『
後
明
所
』
、

一
冗
文
二
年
巳
五
月
朔
日
，

s、
『
延
享
四
卯
十
二
月
十
四
日

J
明
所
』
、

-
島
一
津
矢
柄
久
純
一
誠
一
一

r
…F理
一
時
一
咽
時
・
6
同
四
年
未
閏
六
月
七

日
迄
依
願
御
兎
『
後
明
所
』
、

-
小
松
帯
万
清
香
調
器
開
ヨ
ニ
日
ぷ
天
明
元
丑
閏
五
月
十

久
致
カ
天
明
二
年
寅
正
月
十
五
日
J
享
和
元
酉
十
月
朔

日
迄
『
後
明
所
』
、

-
卒
岡
内
匠
之
品

-
磯
付
外
城
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-
川
上
久
馬



享
和
元
酉
十
二
月
廿
七
日
J
同
二
年
成
十
二
月
廿

七
日
迄
『
後
明
所
』
、

享
和
一
口
年
亥
十
二
月
廿
三
日
J
文
化
十
年
酉
十
二

月
廿
六
日
迄
『
後
明
所
』
、

『
美
濃
』
後
久
馬
、
文
化
十
一
年
成
七
月
十
七
日
ぷ
天
保

久
芳
カ
三
年
辰
五
月
十
六
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
諏
訪
治
部
武
敬
純
一
雑
一
一
柑

γ
日
銀
模
拡
供
呪
廿
一
一
日
・
2
同
六
年

始
稽
碇
山
氏
、
弘
化
三
年
午
八
月
廿
五
H
J
、

-
山
田
伯
嘗
有
議

-
頴
娃
信
濃
久
喬

-
川
上
右
近

-
島
津
持
曹
久
徳

喜
入
多
門
久
通

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
ヨ
リ
、

新
納
駿
河
久
仰

嘉
永
七
年
寅

同
月
λ

。、

惣
高
六
千
八
百
八
十
九
石
像

百
九
十
六
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

三
原
重
香

J

成
立
特
有
b

議
討
議
議

仏
削
ト
モ

上
木
筑
後
守
貞
俊
天
文
五
年
比
、

阿
多
郡

伊
作

狩
夫
九

新
納
尾
張
守
忠
光

大
中
公
御
代
棟
札
ニ
ア
リ
、
年
間
不
詳
、

高
崎
播
磨
守
能
名

天
文
十
二
年
比
、

本
田
下
野
守
親
倫

仕
日
新
会
、

高
崎
播
磨
守
能
宗
入
遁
有
閑

勝
久
公
御
家
老
、
後
貴
久
公
へ
被
召

付
伊
作
地
頭
也
、
天
正
初
比
迄
、
天

正
五
年
棟
札
ニ
ア
リ
、
同
十
四
年
棟

札
能
宗
ト
ア
リ
、
永
稔
六
年
河
上
寺

高
崎
兵
部
少
輔
能
賢

観
誼
回
棟
札
-
一
嘗
職
高
崎
播
磨
守
能

宗
・
同
兵
部
少
輔
能
賢
ト
ア
リ
、

能
宗
の
子
、
能
堅
ト
モ
、
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能
賢
の
子
、
天
正
八
年
比
、

比
志
島
紀
伊
守
園
貞
一
泊
，
守
ん
酔
一
馴
壮
一
河
一
等
堂
棟
札
エ
嘗
職
ト

三
原

L

次
郎
左
衛
門
重
行
備
中
重
賓
の
子
也
、

高
崎
大
炊
能
康

高
崎
伊
豆
守
能
乗

能
庚
の
子
、
御
用
人
動
、

此
年
棟
札
-
一
見
ユ

町
田
勝
兵
衛
尉
久
幸
晴
一
服
ぴ
耕
一
対
耕
一
同
蹴
一
地
内
ん
ゆ
年
A
O
高
山

後
備
前
守
、
元
和
六
年
よ
り
寛
永
六
年
迄
、

市
来
掃
部
助
宗
繁

樺
山
美
濃
守
久
高
入
這
玄
屑
硯
…
依
存
グ
同
十
一
年
正
月
四
日
、

同
人
ナ
ル
ベ
シ
、
久
高
ノ
孫
助
太
郎
久
辰
ノ
コ
ト
ヵ
、

然
ア
レ
ハ
寛
永
中
ナ
ル
ヘ
シ
、
久
辰
モ
十
七
歳
早
世

ト
ミ
ユ
可
考
、
寛
永
十
二
年
乙
亥
三
月
十
七
日
船
木

大
明
紳
棟
札
ニ
棒
山
助
七
郎
久
次
ト
ア
リ
、
久
高
ニ

非
サ
ル
コ
ト
明
ケ
シ
可
考
、

後
忠
倫
、
寛
永
十
六
年
，
g

延
賓
二
死
、
賓

〈
島
津
家
久
)

琴
月
公
六
男
也
、
久
幸
矯
養
子
、

樺
山
助
七
郎

町
田
出
現
守
忠
共

島
津
中
務

久
輝
カ

川
上
因
幡
守
久
園

川
上
勝
監
久
時

慶
安
・
承
慮
ノ
問
、

-
仁
櫨
費
左
衛
門

~
初
太
郎
兵
衛

景
治
、
吟
味
役
也
、
寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』

伊
作
地
頭
之
時
ハ
蔵
人
と
云
シ
ト
ミ
ュ
、



-
頴
娃
左
京
久
甫

貞
享
元
年
九
月
よ
り
疎
開
紙
一
縫
い
肘
に
刊
ゾ
ト
モ
、

鎌
田
出
雲

賓
永
元
八
月
比
、

-
島
津
頼
母
久
記

賓
永
七
寅
三
月
十
八
日
J
、

-
伊
集
院
蔵
人
久
短

正
徳
四
年
午
五
月
三
日
J
、
御
家
老
也
、

享
保
三
年
成
三
月
朔
日
J
、

『十三日』

・
種
子
島
織
部
時
針
『
転
位

1
一二日
J
一
冗
文
四
年
末
五
月
十

・
平
田
新
左
衛
門
晴
一
帯
総
監
担
l

一
日
ぷ
延
享
五
年
辰
正
月
廿
一

札
へ
シ
、

-
菱
刈
藤
馬

山
田
新
助

-
比
志
島
隼
人

延
享
五
年
辰
三
月
十
五
日
J
賓
暦
三
酉
六
月
廿
九
日

迄
『
後
明
所
』

-
伊
集
院
十
戴

『廿九日』

久
邦
カ
賓
暦
三
年
酉
七
月
廿
八
日
『
同
五
一
亥
一
十
月
朔

日，
ho
明
所
』
、

-
鎌
田
隼
人

賓
暦
六
年
『
子
』
正
月
十
一
日
、

諸郷地頭系図

賓
暦
十
一
年
巳
正
月
十
一
日
J
明
和
二
年
酉
十

『十七日』

月
十
五
日
迄
『
後
明
所
』
、

久
純
ノ
子
ナ
ル
ヘ
シ
、

明
和
七
年
寅
正
月
十
一
日
J
安
永
六
年
酉
十
二
月

十
二
日
迄
忍
俊
明
所
』
、

-

宮

之

原

主

膳

遁

直

謹

話

最

詰

説

明

一

日

J
、

可
後
札
殿
』
天
明
二
年
寅
二
月
廿
八
日
・
2
同
八
年
申
正

月
十
一
日
迄
『
後
明
所
』
、

寛
政
三
年
『
b
C
正
月
十
一
日
よ
り
同
十
一
年
未

十
一
月
廿
八
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
河
野
八
郎
左
衛
門

-
島
津
矢
柄
久
簿

-
関
山
軍
兵
衛

-
大
重
五
郎
左
衛
門

寛
政
十
一
年
来
十
二
月
十
五
日
ぷ
文
化
四
年
卯
九
月

七
一
訂
迄
『
後
明
所
』
、

-
長
崎
甚
七
義
護
政
一
説
匙
駐
駐
呪
十
一
日
ぷ
文
政
九
成
六
月
廿
七

コ
両
橋
甚
五
兵
衛
略
的
山
成
十
一
月
三
日
ぷ
同
十
一
子
十
一
月
廿
六

・
園
師
崎
源
兵
衛
尚
超
式
服
主
時
一
U
1月
十
一
日
J
天
保
八
酉
十

・
碇
山
八
郎
右
エ
門
久
珍
恢
鰍
軌
賄
側
正
月
十
一
日
J

二
一
階
堂
志
津
馬
行
健
特
定
時
一
軒
官
月
十
一
日
J
嘉
永
二
年
酉
二

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、

-
西

費
兵
衛

山
口
直
記

諸
膝
郡飯

野

狩
夫
二
百
七
人

永
稔
七
年
十
一
月
よ
り
元
亀
ノ
比
迄
、

五
年
棟
札
ア
リ
、
九
年
モ

初
貞
序

l

糠
札
ア
リ
、
貞
序
ト
ア
リ
、

伊
勢
雅
楽
助
貞
異
入
遁
任
世
柄
引
説
明
白
棚
上
認
嘩
踏
段

同
十
一
年
比
棟
札
ア
リ
、

有
川
貞
居
眠
ト
ア
リ
、

文
磁
の
末
比
、

川
上
左
京
亮
忠
智

新
納
武
菰
守
忠
元

伊
集
院
肥
前
守
久
春
入
道
玄
巣

慶
長
の
比
、

伊
勢
卒
左
ヱ
門
貞
成

任
世
嫡
子
、

久
春
子
、
寛
永
九
年
比
、

賓
玄
集
ノ
長
子
也
、
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伊
集
院
遠
江
守
久
族



島
津
越
前
守
忠
祭

吉
利
下
穂
守
忠
張

吉
利
仲
失
郎
久
良

寛
永
十
年
ぷ
地
頭
也
、
寛

初
忠
俊
大
勝
亮

永
十
九
死
ス
、

寛
永
十
六
年
卯
十
二
月
三
日
被
仰
付
候
、

或
作
仲
四
郎
、
承
慮
ノ
比
ヵ
、

寛
文
初
欺
、
延
賓
元
年
棟
札
ニ
ア
リ
、
可
札
、

『定』

a
z
-
-

-
桂
太
郎
兵
衛
久
澄
州
首
蹄
賓
場
一
昭
和
見
守
間
町
品
川
ト
月
よ

・
島
津
内
膳
久
兵
憶
は
一
七
洋
成
正
月
廿
七
日
、
二
年
酉
十
月
三
日
ヨ

・
頴
娃
長
左
ヱ
門
賓
永
七
寅
二
月
程
述
、

-
島
津
左
中
久
春
カ
僻
湖
町
，
一
醐
町
内
明
M
M
J、

・
相
良
源
太
夫
享
保
七
寅
十
月
廿
八
日
J
同
十
二
未
正
月
廿
一
日
迄
、

♂

田

奥

5
3
5
議

塑

故

直

日

J
寛
延
二
年
十

訂
津
一
郷
太
夫
入
道
カ
後
頼
母
、
醇
一
判
断
謹
…
一
世
一
比
一
切
l

一日
J
延
享

・
喜
入
主
馬
賓
暦
六
年
子
正
月
十
一
日
・
2
同
十
四
申
三
月
十
八
日
迄
、

・
島
津
内
膳
久
中
現
世
ハ
幹
細
紅
呪
知
…
齢
別
措
政
三
亥
二
月
十
九

・
北
郷
権
五
郎
久
富
時
唯
一
h
許
可
十
一
月
六
日
J
『
文
化
十
酉
正
月

『
新
納
縫
殿
紋
市
十
三
子
七
月
廿
四
日
J
天
保
二
卯
十
二
月
晦
日

永
江
伊
右
衛
門

『
大
野
多
宮
久
甫

川
上
上
野
介
久
運

天
保
四
巳
八
月
廿
六
日
ぷ
同
十
五
辰
七
月
十
九
日

迄』、
弘
化
二
巴
正
月
十
一
日
J
、』

伊
佐
郡
惣
高
五
千
四
百
九
十
五
石
徐

沼

月

百

三

十

人

本

丸

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』
一
藤
之
尾

天
正
中
迄
ハ
大
口
ニ
一
周
居
候
ニ
丸

と

見

ゆ

る

也

、

一

水

天

之

城

三
之
丸

一
柳
之
城

四

猿
渡
越
中
守
信
光

二下の一 一

新猿猿
納渡渡
武大掃
戴炊部
守助兵
忠信衛
元隆信

豊

旦
両
崎
伊
豆
守
可
能
延
』

狩
夫
二
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初
掃
部
介
、
天
正
八
年
比
、

番
船
ニ
テ
戦
死
、
初
月
城
本
丸
藤
之
尾
江
居

城
ト
ア
リ
、

見
系
園
、

大
口
・
弱
月
・
曾
木
地
頭
ト
申
停
云
云
と
元
禄

中
書
出
ニ
見
ゆ
れ
ハ
、
大
口
ニ
一
局
居
候
と
見
え

た
り
、

寛
永
ノ
初
比
、

圃
師
喜
兵
衛

初
月
分
立
比
地
頭
ト
元
藤
中
唆
書
出
ニ
ア
リ
、

竜
伯
公
・
惟
新
公
ニ
仕
へ
弱
月
地
頭
ト
ア
リ
、

一
一
一
伊
勢
兵
部

五
伊
地
知
杢
右
衛
門
重
政

平
田
狩
野
助
宗
弘

有
馬
衣
右
衛
門
純
生

肥
後
長
左
ヱ
門
盛
行

-
本
田
禰
五
右
ヱ
門
親
一
や

寛
永
十
年
六
月
廿
二
日
山
野
・
8
移
、
同
十

三
年
三
月
廿
六
日
迄
、

寛
永
十
三
年
ぷ
同
十
六
年
正
月
迄
、
同
月
ぷ
野

尻
ニ
縛
す
、
御
使
役
也
、

賓
伊
勢
内
記
貞
朝
二
男
、
御
納
戸
奉
行
、

十
人
衆
役
・
奏
者
番
・
吟
味
役
等
勤
、

甲
斐
親
良
養
子
、
賓
毛
利
肥
前
嫡
子
、
吟

味
役
・
京
都
蔵
奉
行
動
也
、
高
治
の
比
地

頭
欺
、
後
右
衛
門
ト
云
、
寛
文
二
ぷ
財
部

地
頭
ニ
轄
す
、



-
東
郷
藤
兵
衛
重
利

-
比
志
島
内
記

寛
文
二
年
七
月
四
日
『
定
』
、

『

H
E
-

寛
文
七
年
二
月
一
一
一
百
家

Z
J同

八
年

-
樺
山
長
門
守
忠
重

寛
文
八
年
九
月
十
日
『
定
』
、

元
禄
中
唆
書
出
ニ
ハ
見
へ
す
、

-
村
尾
源
左
ヱ
門
重
栄
匂
白
…
苧
哨
一
明
一
時
間
ト
慌
時
喰
・
線
団
地
奉

延
宝
八
年
申
八
月
十
二
日
、

伊
東
仁
右
エ
門

-
伊
勢
兵
部

『
五
辰
九
月
五
日
』

初
七
右
衛
門
主
水
、
貞
享
四
年
ぷ
一

Z
2

元

稔

十

一

年

迄

、

月

ト

そ

-
種
子
島
衣
郎
右
ヱ
門
時
春

-
大
野
隼
人
久
短

元
藤
十
二
年
卯
五
月
九
日
J
、

-
吉
田
右
ヱ
門
次
郎

宝
永
二
年
酉
十
月
三
日
J
、

-
山
口
杢
左
ヱ
門

十ル賓七正
一、北日徳
日ノ郷迄三
J納作、年
同戸左 巳
十・衝十
九町門二
年奉三 月
寅行男 廿
正勤ニ 九
月、テ日
十亘寺 J 
士保山 享
H十氏保
需主嗣十
ザー

扇子午
.ïE~六
月 ナ 月

-
寺
山
源
右
ヱ
門

諸郷地頭系図

元
文
五
年
申
正
月
十
一
日
J
寛
保
三
亥
十
二
月

廿
八
日
迄
、

-
桂
太
郎
兵
衛
久
中
世

4
日
、
経
灰
一
一
一
月
十
三
日

A
O
宝
暦
八
年
寅
正
月

.
大
野
擢
太
夫
包
輔
部
噴
煙
忠
一
午
一
一
月
六
日
J
安
永
六
年
酉
正
月
十

・

島

主

税

E
絞

足

完

呪

十

一

日

4
寛
政
八
辰
正
月
十
信

-
大
田
五
郎
右
ヱ
門

-
卒
田
孫
太
郎

『
寛
政
八
辰
三
月
廿
八
日
・
8
』、

-
北
傑
織
部

『
文
化
十
四
丑
二
月
十
五
日
ぷ
文
政
三
辰
三
月
廿
日
迄
』
、

『
文
政
五
午
六
月
八
日
ぷ
天
保
十
五
辰
十
月
廿
七

日
迄
』
、

『
後
右
源
太
』
、
『
弘
化
二
巳
正
月
十
一
日
，
s
h

-
島
津
戴
人
久
武

-
山
口
衣
右
ヱ
門

五

惣
高
三
百
十
九
石
徐

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
四
百
三
人

川
遁
郡

坊
泊

島
津
左
兵
衛
尉
尚
久

天
文
之
比
、

河1土
上¥持
備若
前狭
守守
忠
本 天

文
中
、天

文
十
九
肥
後
・
川
村
・
鮫
島
一
列
ニ
連
名
嘗

奉
行
ト
ア
リ
、
是
ハ
地
頭
ノ
外
ヵ
、

島
津
又
五
郎
忠
長

永
蔽
之
比
、

肥
後
蔵
人

盛天仕
吉文日
ト十新
ア九公
リ年、
、、賜

泊泊
九地
玉頭
棟事
札見
ニ子
当大
奉概
行記
玄、

々
肥
後
蔵
人

鮫
島
備
後
守
宗
秋

泊
之
地
頭
、
仕
日
新
公
、
於
日
州
戦
死
、
天
文

十
九
肥
後
・
川
村
連
名
ニ
ア
リ
、

本
田
甲
斐
守
親
良

土
持
若
狭
守

日
新
御
領
ノ
時
泊
之
地
頭
ト
大
概
記
ニ
ア
リ
、

天
文
十
九
年
泊
九
玉
棟
札
ニ
嘗
奉
行
云
々
河
村

七
郎
左
衛
門
末
重
ト
ア
リ
、

賞
岩
切
三
河
入
道
二
男
、
後
甲
斐
守
親
良
、
天

正
十
三
五
月
廿
七
日
九
玉
枇
棟
札
ニ
ア
リ
、
泊

ノ
地
頭
ト
ア
リ
、

伊
豆
守
政
綱
ノ
子
、
天
文
中
矯
泊
地
頭
職
、
見
系
岡
、
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川
村
七
郎
左
ヱ
門

本
田
奥
五
郎
親
知



六
月
廿
六
日
九
玉
社
棟
札
ニ
ア
リ
、

寛
永
五
年
棟
札
ニ
見
ヘ
タ
リ
、

是
枝
忠
存
坊
快
永
鰍
一
段
い
袖
津
地
頭
寛
永
七
霜
月
棟
礼
二
重
存

寺
山
又
右
ヱ
門
績
准
多
伯
看
守
三
男
、
寛
永
十
五
年
J
同
十
七
年

卸
屋
形
奉
行
・
御
勘
定
奉
行
・
口
事
奉
行
・
御
船
奉
行
、

伊
東
肥
前
寛
、
7
十
七
ぷ
明
暦
三
年
迄
、

東
郷
肥
前
守
重
位
正
保
二
年
九
玉
枇
鳥
居
再
興
ニ
ア
リ
、

寺
山
出
現
守
久
豊

東
郷
肥
前
重
方

明
暦
三
ノ
二
月
J
同
九
年
迄
、

東
郷
藤
兵
衛
重
利

後
肥
前
、
御
兵
具
奉
行
・
吟
味
役
、

蔦
治
元
棟
札
エ
ア
リ
、

-
新
納
大
蔵
久
盛
入
道
一
酔
開
封
.
日

μ判
、
吟
味
役
、
寛
文
二
年
九

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
、

大
野
源
右
ヱ
門

-
五
代
勝
左
ヱ
門
友
善

-
鎌
田
後
藤
兵
衛
政
辰

初
四
郎
右
エ
門
、
寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
、

-
相
良
民
部
左
ヱ
門
頼
常
御
勘
定
奉
行
、
寛
文
八
年
申
二
月
一
目
、

相
良
様
兵
衛
頼
英
晴
一
一
昨
・
町
一
引
績
坊
泊
地
頭
被
下
候
へ
共
さ

寛
文
十
・
四
月
五
日
、

-
有
馬
勘
左
ヱ
門

-
伊
地
知
杢
右
ヱ
門
重
倫

延
賓
二
年
寅
二
月
十
五
日
J
、

-
蒲
生
十
郎
兵
衛

日享雪
迄 保ニ
ィ『七成
後 寅正
明十月
所ー廿
ー、月主

習3
首詰
合リ十

半期
十

月
十
ノ、

-
調
所
藤
内
左
ヱ
門

-
向
井
四
郎
右
衛
門
帰
思
議
長
時
↓
ト
齢
経
駐
日
日
よ

・
祢
疲
孫
左
衛
門
時
諮
問

r一
』
呪
廿
四
目
見
文
四
年
未
三
月
朔

『廿』

・

戸

田

停

五

郎

鐸

築

山
l
L勧
一
配
』

3
賓
妻
子
七
月
廿
八
日

『九月九日』

・
山
津
小
左
衛
門
等
動
可
月
五
日
ぷ
同
十
三
未
五
月
九
日
迄

・
伊
集
院
費
左
ヱ
門

J
H
服
什
一
一
一
昨
獄
鮎
郡
山

3安
永
三
年
午
十

・

大

島

休

左

ヱ

門

諜

鞍

駐

針

τ
3天
明
一
一
年
寅
一
一
月
廿

『
イ
ユ
闇
ナ
シ
』
『
十
一
日
』

-
郡
山
権
臓
器
開
四
伊
昨
民
主
正
月
十
九
日
ぷ
同
八
年
申
八
円
十
九
日

主
夫
必
官
日
両

nk』
『

四

ト

モ

』

-
石
原
龍
助
語
辞
官
正
月
廿
一
日
重
要
酉
八
月
士
一
一
日
迄

・

川

田

伊

普

賢

謀

議

開

守

十

五

日

J
同
八
年
辰
正
月
十
一
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-
末
川
主
膳

寛
政
八
年
辰
三
月
廿
八
日

J
『
文
化
元
子
十
月
十

四
日
ぷ
明
所
』『十三日』

文
化
二
年
丑
七
月
十
九
日
J
、

文
政
三
年
辰
正
月
十
一
日

J
『
天
保
七
申
十
二
月

三
日
ぷ
明
所
』
、

天
保
八
年
西
三
月
二
日
J
弘
化
四
未
九
月
三
日

迄
『
後
明
所
』
、

-
岡
本
千
右
ヱ
門

-
小
林
仲
太
兵
衛

-
新
納
四
郎
幹

p

-
頴
娃
織
部

弘
化
五
年
申
正
月
十
一
日
J
、

喜
入
主
水

初
主
鈴
、
安
政
二
年
卯
正
月
十
一
日
於
江
戸
、



惣
高
五
千
三
百
六
十
三
石
鈴

百
四
十
三
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

比
志
島
宮
内
少
輔
国
真
入
遁
暁
翁
議
高
守
子
、
永
縁
十
二

重
富
村
天
神
一
吐
棟
札
-
一
代
官
ト
ア
リ
、
文
様
五

申
八
月
廿
五
日
ト
記
ス
、
地
頭
ノ
コ
ト
モ
粂
ル

ヵ
、
挨
考
、

.ι. 
/， 

菱
刈
郡

本
城

狩
夫

大
島
出
現
守
忠
泰

新
納
刑
部
大
輔
忠
清

元
和
，
g
寛
永
初
比
、

吉
田
貞
左
ヱ
門
清
貞

大
蔵
清
盛
養
子
、
寛
永
九
年
比
、

吉
田
休
兵
衛
清
房

清
貞
ノ
子
、
正
保
ノ
比
ヵ
、

-
川
上
右
京
久
昌

『
定
』

伊
荷
風
久
晴
子
、
寛
永
十
七
正
月
八
日
J

O
寛
文
四

年
七
月
平
城
諏
訪
棟
札
ニ
ア
リ
、

初
仲
次
郎
、
御
兵
具
奉
行
動
、
寛
文
五
・
二

月
二
日
.8
『定』、

-
新
納
仁
左
ヱ
門
忠
彰

-
平
山
衣
郎
右
ヱ
門
忠
知
寛
文
六
・
十
一
月
十
七
日
誌
に
引
計
五
豚

十
一
年
迄
棟
札
ニ
ア
リ
、
御
使
役
也
、

・
諏
訪
衣
郎
左
ヱ
円
余
秩
一
牧
師
d
h開
干
僧
誠
一
一
切
関
唯
仲
一
時
胤
鞭

動
、
元
禄
十
二
卯
五
月
九
日
よ
り
、

享
保
二
年
酉
十
月
朔
日
J
、

-
島
津
六
郎
衣
郎

諸郷地頭系図

-
闘
山
軍
兵
衛

享
保
九
辰
閏
四
月
朔
日
ぷ
同
十
八
年
丑
七
月
十

一
日
迄
、

元
文
三
卯
七
月
廿
六
日
J
寛
延
二
巳
十
一
月
廿
三
日

迄、

-
町
田
郷
九
郎
久
連

-
町
田
孫
七

寛
延
三
午
七
月
廿
三
日
・
8
費
暦
五
年
一
亥
九
月
九
日
迄
、

賓
暦
十
二
年
午
正
月
十
一
日
よ
り
明
和
二
年
酉

『七』

十
月
十
五
日
迄
、

『
ナ
シ
』

・
海
江
田
中
工
臓
間
百
年
亥
壬
九
月
朔
日

A
O

同
六
年
丑
八
月
廿
四
日

・
川
上
主
鈴
胡
哨
七
年
寅
正
月
十
五
日
・
2
『
寛
政
九
丑
七
月
廿
五
日

・
卒
田
肇
『
寛
政
十
午
正
月
十
一
日
乏
宇
和
三
一
亥
八
月
十
三
日
迄
』
、

-
棒
山
権
十
郎
『
一
露
出
)
亥
十
二
月
廿
一
一
一
日
・
2
文
化
十
一
成
六
月
廿

・
川
上
九
戸
『
訪
山
十
三
子
正
月
十
一
日
よ
り
同
十
四
丑
八
月
十
五
日

・
橋
口
奥
三
夫
『
文
政
二
卯
六
月
九
日
J
同
三
辰
二
月
朔
日
迄
』
、

-
島
津
十
太
右
エ
門

-
川
上
主
鈴

・
伊
勢
兵
部

『
文
政
四
巳
正
月
十
一
日
ぷ
天
保
一
冗
寅
三
月
十
一
日
迄
』
、

『
天
保
二
卯
正
月
十
一
日
J
同
七
申
八
月
廿
六
日
迄
』
、

・
伊
集
院
源
助
久
照
『
眼
耕
一
川
酉
正
月
十
一
日
J
同
十
亥
七
月
廿
九

『
天
保
十
亥
八
月
十
二
日
ぷ
同
十
二
丑
正
月
廿
三
日
迄
』
、

-
小
林
新
戴

-
鎌
田
杢
之
亙

典
膳

政
典
、
『
天
保
十
二
丑
四
月
十
三
日

d
h

七

惣
高
六
千
三
百
三
十
三
石
余

百
七
十
一
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
四

薩
「
郡

東
郷寛

永
ノ
初
ヵ
、
十
年
ニ
ハ
二
十
歳
ニ
テ
死
去
、

島章敷
津エ根
弾 三
正十
大 郎
弼頼
久園
慶
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寛
永
十
一
補
園
老
、
同
十
八
僻
職
、



領
主

島
津
大
膳
久
殻

本
姓
喜
入
氏
、
久
慶
ノ
養
子
ト
ナ
ル
、
承
慮
ノ
比
、

後
主
水
久
馬
、
『
文
政
十
亥
九
月
十
一
日
・
6
』、

『
初
久
命
』

『
天
保
十
一
亥
九
月
四
日
ぷ
』
、

-
末
川
将
監
久
平
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-
島
津
三
郎
右
ヱ
門
忠
朝
後
忠
康
、
賓
琴
月
公
十
一
男
也
、

初
忠
興
後
左
エ
門
、

『
初
叉
十
郎
』
、

『
延
賓
八
申
年
』
、

-
本
田
六
左
ヱ
門
貞
前

-
嶋
津
丹
波
久
竹

地了客

車八千
高 51

言葉
ど石

量生

狩
夫
百
九
十

八

薩
摩
郡

中
郷

-
新
納
武
左
ヱ
門

吟
味
役
、
貞
享
五
年
辰
九
月
五
日
ぷ
、

-
扮
陽
八
右
ヱ
門
盛
春

烏
丸
紀
伊

天
正
二
年
比
、

元
議
十
二
年
卯
五
月
九
B
J
、

-
島
津
新
八
郎

弟
子
丸
越
後
守
宗
盆
入
道
紹
閑

寛
永
九
年
比
死
去
、

久
組
四
方
享
保
三
成
三
月
朔
日
J
、

-
篠
崎
八
右
ヱ
門
辞
喉
三
成
八
月
期
日
ぷ
同
十
一
年
午
九
月
廿
一
日

・
小
笠
原
彦
八
郎
享
保
十
二
年
未
正
月
廿
一
日
，
そ

-
堀
寓
右
ヱ
門
町
一
訟
一
)
年
午
一
一
月
朔
H
J
寛
保
三
年
亥
『
一
一
月
六

・

大

場

庄

太

左

ヱ

門

暗

号

辰

正

月

十

一

日

量

持

託

料

・
棒
山
左
京
久
智
初
久
倫
、
時
一
世
叩
蒔
日
常
八
月
二
日
ぷ
賓
暦
六
年
子
四

久
漣
力
、
久
傍
ト
モ
云
賓
暦
十
二
年
午
閏
四
月
朔
日

-
町
田
主
計
『
後
監
物
』
和
九
辰
十
一
月
廿
二
日
迄
、

-
佐
久
間
九
右
ヱ
門
時
政
巳
向
精
]
七
月
六
日
ぷ
安
永
五
年
申
十
一
月

安
永
十
丑
正
月
十
一
日
J
寛
政
四
年
子
二
月
廿
五

日や色、

後
掃
部
、
『
寛
政
四
子
九
月
廿
八
日
J
h

『
文
化
十
四
丑
二
月
十
五
日
ぷ
文
政
十
亥
八
月
廿

九
日
迄
』
、

-
島
津
求
馬
久

卒
田
監
物
宗
乗

初
兵
十
郎
式
部
後
新
左
衛
門
、
御
家
老
・

志
布
志
地
頭
也
、
寛
文
元
年
迄
ナ
ル
ヘ
シ
、

御
勘
定
奉
行
・
御
船
奉
行
・
口
事
奉
行
・
町
奉

行
・
吟
味
役
等
勤
、

寛
文
元
年
ヨ
リ
御
曳
付
ニ
ミ
ュ
、

後
六
郎
右
衛
門
政
方
、
寛
文
三
年
十
一
月
廿

日
『
定
』
、

-
卒
田
夫
郎
兵
衛
宗
正

村
田
藤
兵
衛
経
固

-
鎌
田
後
藤
兵
衛
政
辰

寛
文
七
年
二
月
三
日
守
定
』
、

-
岩
切
彦
兵
衛

仁
瞳
輿
三
左
ヱ
門

森『郷
川甲田
侍4諸
八』右

ヱ
門

天
和
二
年
冬
ぷ
貞
享
二
年
春
迄
、

『寅』

貞
享
三
年
九
月
廿
七
日
J
元
議
八
年
迄
、

(
大
夫
カ
)

後
伊
織
権
元
藤
九
年
十
一
月
三
日
・
6
、

-
小
林
仲
太
兵
衛

-
平
田
新
左
ヱ
門

島
津
弥
市
郎
久
近

初
宇
左
衛
門
、
賓
永
四
年
亥
十
月
廿
九
日
叶
↑
日
ロ

-
田
畑
武
右
ヱ
門

-
喜
入
右
衛
門
久
致



享
保
七
年
正
月
十
三
日
ぷ
同
九
年
辰
五
月
九
日
迄
、

・
鎌
田
源
左
ヱ
門
醇
掛
町
甲
巳
正
月
十
一
日
J
同
廿
年
卯
十
一
月
廿

・
児
玉
四
郎
兵
衛
匂
〈
二
年
未
六
月
六
日
ぷ
同
四
年
未
四
月
廿
七
日

・
川
上
瀬
兵
衛
問
混
百
年
子
十
一
月
廿
一
日
よ
り
寛
延
二
巳
六
月
七

・
迫
水
善
左
衛
門
事
一
年
申
正
月
十
一
日
J
同
十
二
午
正
月
十
一

明
和
三
戊
正
月
十
一
日
ぷ
安
永
十
丑
正
月
十
一
日
迄
、

-
岩
山
宇
兵
衛

-
鎌
田
典
膳

諸郷地頭系図

天
明
元
丑
六
月
十
九
日
ぷ
、

寛
政
三
年
亥
十
一
月
六
日
ぷ
同
七
卯
正
月

久
芳
ヵ
十
八
日
迄
、

-
佐
多
六
郎
・
次
郎
『
現
職
凱
時
一
一
一
月
廿
八
日
ぷ
文
化
十
四
丑
二
月
十

・
今
村
競
文
化
十
四
年
七
月
廿
二
日
J
文
政
六
未
二
月
廿
五
日
迄
、

・
北
郷
樫
五
郎
久
得
力
時
当
山
町
木
九
月
朔
日
，
g
天
保
二
卯
十
月

・
肝
付
主
殿
粂
善
待
旅
三
辰
正
月
十
一
日
J
同
十
三
寅
八
月
十
七
日

・
坂
元
樺
之
進
猷
喉
十
四
年
卯
閏
九
月
一
一
一
日
ぷ
同
十
五
辰
二
月
四
日

・
田
中
善
左
ヱ
門
一
説
許
可
辰
十
月
廿
七
日
ぷ
『
嘉
永
三
成
正
月
廿

『
島
津
内
記
』
久
雄
『
嘉
永
三
成
五
月
廿
四
日
d
h

-
北
郷
権
五
郎
久
富

-
桂
太
郎
兵
衛

九

狩
夫
百

惣
高
一
高
五
千
七
十
三
石
余

三
十
三
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

大
永
六
年
成
十
二
月
七
日
帖
佐
城
主
遁
川
肥
前

{
寸
ヲ
攻
落
シ
玉
ヒ
昌
久
ヲ
地
頭
ト
ナ
シ
玉
フ
、

伊
地
知
民
部
少
輔
重
辰
百
一
時
耳

r繭
醐
酬
地
調
、
仁
喜
二
年
丑

弘
治
二
年
六
月
廿
九
日
諏
方
棟
札
ニ
ア
リ
、
同

三年・
8
曾
於
郡
地
頭
ニ
縛
ス
、

始
羅
郡

帖
佐

島
津
下
野
守
昌
久

三
原
遠
江
守
重
秋

鎌
田
刑
部
左
ヱ
門
政
年
入
道
寛
栖

後
尾
張
守
、

弘
治
三
年
J
、

永
乱
脈
の
比
、
子
孫
川
遁
大
井
七
郎
右
衛
門
也
、

卒
由
美
濃
守
昌
宗
入
遁
乗
月
一
切
鳴
宗
右
馬
助
、
天
正
七
死
去

平
田
美
濃
守
光
宗
入
遁
舜
車
天
正
八
年
比
、

島
津
豊
後
守
久
賀
…
箱
一
一
沼
町
一
一
昭
一
時
計
紅
一
齢
、
雄
一
酬
一
政
一
惣
山
山
小
ニ

上
井
・
次
郎
左
ヱ
門
里
粂
畑
一
計
一
時
滑
一
切
位
一
地
一
娘
、
寛
永
八
年
於
帖
佐

島
津
左
近
勝
監
久
守
弘
明
ソ
子
、
正
保
元
年
十
月
九
B
J
慶
安
四

樺
山
長
門
守
雄
一
話
一
昨
十
日
V
明
暦
三
ま
也
、

阿
多
内
膳
正
忠
策
課
匹
、
・
七
月
詩
よ
り
O
同
年
十
二
月
四
日

御
兵
具
奉
行
・
吟
味
役
・
帖
佐
地
頭
ト
ア
リ
、

『定』

間
曙
四
年
十
月
七
日
阿
倍
咋
九
寛
文
三
年

大
井
石
見
守

東
郷
肥
前
重
利
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-
伊
集
院
十
右
ヱ
門
久
朝



『
担
ヒ
=

忠
朝
ト
モ
、
寛
文
二
年
七
凡
四
日
目
一
昨
出
、

同
四
年
迄
、

J

よ

下
線
常
久
ノ
養
子
、
賓
家
久
会
十
一
男

也

、

『

定

』

寛
文
四
年
二
月
十
六
日
叶
仁
明
同
六
年
迄
、

τ
定』

寛
文
五
年
二
月
二
日
，
g
世清一
hyt、
光
久
公
四
男
、

明
暦
二
佐
志
三
千
石
ヲ
賜
フ
云
々
、

『定』

寛
文
七
・
二
月
三
日
時
一
日
一
叶
た
川
、

『定』

寛
文
八
年
九
月
十
日
川
吋
uu

三

日

『

定

』

・
鎌
田
後
藤
兵
衛
政
辰
喰
諒
鳴
門
政
方
、
寛
文
十
了
=
一
月
計

後
出
雲
守
、
寛
文
十
二
子
七
月
七
日
ぷ
天
和
三
年

E
-、
或
寛
文
十
=
一
年
二
月
よ
り

お
丈
夫
和
コ
一
年
迄
ト
モ
、

〈
賜
カ
)

忠
栄
子
口
畠
山
、
後
式
部
、
貞
享
元
年
九
月
J
同

二
年
九
月
迄
、

貞
享
三
年
九
月
廿
七
日
J
元
職
十
二
年
春
迄
、

-
島
津
三
郎
右
ヱ
門
久
心

-
諏
訪
杢
右
ヱ
円
余
利

-
島
津
又
六
久
峯

-
川
上
特
監
久
持

-
肝
付
宇
兵
衛

-
鎌
田
又
七
正
長

-
阿
多
淡
路
園
偉

-
川
上
彦
左
ヱ
門

-
種
子
島
蔵
人
久
時
元
総
十
二
年
卯
五
月
九
日
、

-
入
喜
志
望
二
戊
正
月
廿
七
日
ぷ
豪
華
卯
三
月
廿
五
日

・
本
田
作
左
ヱ
門
辞
喉
廿
卯
十
一
月
廿
四
日
・
2
延
享
四
卯
八
月
九
日

・
新
納
五
郎
右
ヱ
門
現
時
一
程
』
辰
二
月
十
五
日
ぷ
寛
延
二
巳
十
一
月

賓
暦
七
丑
正
月
十
一
日
J
安
永
六
年
酉
正
月
十
一
日
迄
、

-
島
津
内
記

安
永
九
年
子
正
月
十
一
日
J
『
寛
政
因
子
六
月
廿
日

迄』、
『
寛
政
五
丑
正
月
十
九
日
J
享
和
元
酉
六
月
廿
六
日

迄』、

-
卒
田
平
右
ヱ
門
『
一
日
明
一
冗
酋
七
月
十
二
日
J
同
二
成
四
月
廿
八
日

・
吉
井
七
郎
右
ヱ
門
『
拝
醐
巴
掛
川
一
一
月
廿
九
日
J
文
化
十
一
成
九

・
黒
田
才
之
丞
『
文
化
十
二
亥
十
月
八
日
J
文
政
二
卯
七
月
八
日
迄
』
、

-
義
岡
宗
ム
次
郎

-
吉
井
新
太
夫
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-
早
川
安
積

『
文
政
二
卯
九
月
廿
四
日
ぷ
同
五
午
四
月
六
日
迄
』
、

『
文
政
五
午
八
月
廿
六
日
，
hE、

-
川
上
孫
左
ヱ
門
久
齢
謹
一
一
四
一
月
茂
投
践
し
正
月
十
一
日
J
弘
化

弘
化
五
申
正
月
廿
二
日
よ
り
』
思
召
を
以
、

-
島
津
矢
柄
久
計

『
島
津
周
防
殿

『
卒
松
帖
佐
一
所
ニ
成

鎌
田
四
郎
右
衛
門
時
世
私
月

北
郷
又
衣
郎
諜
宝
・
一
一
月
一
百

財
部
停
右
衛
門
暗
号
九
月
十

。
伊
佐
郡

大
村

比
志
島
美
濃
守
園
守
入
道
玄
心

寛
文
三
・
十
一
月

十
二
日
『
定
』
、

黒
葛
原
左
近
諸
政
匙
己
一
月

鎌
田
又
七
郎
一
段
位
岳
山
一

後
出
雲

嶋
津
又
六

豆警逼
入室頭

郎永 z職
稔 r41高

源十 阜五
左年 皇拾

寵宍 芋百
ト 初手

守番
狩
夫
三

彦一一



東
郷
周
防
守
二
男
也
、
近
侍
貴
久
会
・
義
久
会
、

天
正
十
五
討
死
云
々
、重

政
子
、
天
正
八
年
比
、
初

淀
谷
衣
郎
左
ヱ
門
重
治
入
遁
倖
松
白
演
ト
競
ス
、

寛
永
十
年
轄
馬
越
補
大
村
、
京
都
・
大
坂
蔵

菱
刈
竿
右
ヱ
門
重
楽
奉
行
、
同
十
七
年
十
月
死
去
、

初
内
膳
、
賓
受
右
衛
門
元
房
弟
に
て
養
子
、
御
兵

具
奉
行
・
御
船
奉
行
・
御
支
配
奉
行
等
動
、

自
演
周
防
守
重
政

毛
利
肥
前
元
親

有
馬
衣
右
ヱ
門
純
生

諏
訪
采
女
粂
延

御
使
役
、
承
膝
元
年
三
月
，
g
、

-
樺
山
長
門
守

忠
重
ナ
ル
ヘ
シ
、
明
暦
四
年
九
月
十
日
『
定
』
、

-
川
上
左
京
司
久
虎
』

寛
文
八
年
九
月
十
日
『
定
』
、

-
岩
切
彦
兵
衛

延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
、

-
村
田
卒
右
衛
円
程
寧

平
内
左
衛
門
純
辰
智
養
子
、
賓
堀
四
郎
左
衛

門
貞
延
二
男
也
、
大
坂
蔵
奉
行
・
御
用
人
等

動
、
貞
享
三
年
九
月
廿
七
日
よ
り
、

-
様
山
助
太
郎
忠
郷

資
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
巴
ト
背
中
吋
閉
口
一

諸郷地頭系図

-
伊
東
十
郎
右
ヱ
門
枯
房
賓
永
七
寅
七
月
一
百
、

-
川
上
桂
一
蹴
久
眼
力
一
」
吋
山
首
辰
正
月
七
日

A
O
元
文
三
年
午
十
一
月
廿

寛
保
元
年
酉
十
一
月
六
日
ぷ
延
享
四
年
卯
八
月
四

・
川
田
奥
右
ヱ
門
日
迄
、

己
延
享
五
年
辰
三
月
七
日
ぷ
寛
延
二
年
巳
十
一
月
廿

・
島
津
内
記
久
腺
三
日
迄
、

-
石
黒
戸
後
左
ヱ
門
欄
一
控
洋
己
十
一
月
廿
一
一
一
日
ぷ
賓
暦
七
主
ハ
月

-
海
江
田
学
購
入

-
島
津
登

-
鎌
田
蔵
人

-
三
崎
治
部

-
二
階
堂
蔀

-
卒
島
卒
八

-
樺
山
権
十
郎

書
士l日空
午て天

君主
百音
£千
円乃 i¥ 
和円

t1: J 
平里
月ム
廿
一巳

E育
指廿

七

安
永
二
年
巳
七
月
六
日
『
ぷ
寛
政
六
寅
正
月
十
一
日
迄
』
、

『
寛
政
六
寅
正
月
十
一
日
ぷ
同
九
己
十
月
廿
二
日
迄
』
、

『
又
靭
負
介
左
門
、
寛
政
十
午
正
月
十
一
日
J
文
化
九

申
六
月
朔
日
迄
』
、

『
文
化
十
一
成
三
月
三
日
ぷ
同
十
四
丑
八
月
廿
二
日
迄
』
、

『
久
寛
方
、
文
化
十
五
寅
三
月
十
五
日

λ
E、

-
三
原
藤
五
郎
『
経
一
帽

-
野
崎
良
右
ヱ
門
『
粂
中

『
組
問
津
又
七
郎

-
島
津
左
膳

菱
刈
伊
勢
重
政

菱
刈
兵
庫
重
根

天
保
二
卯
正
月
十
一
日
J
h

天
保
五
午
正
月
十
一
日
J
h

前

又
中
務

後
主
殿

天
保
十
亥
九
月
四
日
ぷ
』
、

『
弘
化
三
午
正
月
十
一
日

λ
E、

重 也左
年永政、兵
、稔ノ何

十 そ 重
二一時百惣42
巳 同 一二嵩謹
九聖 真十二羅
臼 究 ニ九蔦哩
2型 テ人千空
慶?重/拾
長時時早戸

塁堤否ず
迄 宇露

語時
査地
ケ頭

伊
佐
郡

大
口

狩
夫
四
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新
納
武
戴
守
忠
元



町
田
出
現
守
久
倍
入
道
存
松
慶
長
四
年
一
ヶ
年
同
一
帯
四
年

新
納
武
臓
守
忠
元
銀
一
般

f12叫
ん
月
飯
野
J
再
地
頭
、
同
十
五
年

伊
勢
兵
部
少
輔
貞
昌

伊
集
院
宇
右
ヱ
門
吋
晴
天
十
五
年
十
二
月
ぷ
元
和
三
巳
年
迄
八
ケ

敷
根
中
務
少
輔
立
頼
元
和
三
年
巳
ぷ
同
五
年
未
迄
三
ヶ
年
、

三
原
備
中
守
重
種

元
和
五
年
未
J
寛
永
三
寅
年
迄
八
年
、

原
左
衛
門
佐

寛
永
四
年
ぷ
同
五
辰
年
迄
二
年
、

初
刑
部
太
輔
、
寛
永
五
年
十
二
月
ぷ
承
慮
三
年

一
一
月
迄
廿
七
年
、

新
納
衣
郎
右
ヱ
門
忠
鏡
措
一
号
，
十
二
月
ぷ
高
治
三
年
子
七
月
迄

・

新

納

弥

兵

衛

喜

朗

読

建

主

細

心

予

噌

三

部

月

ぷ

・
新
納
文
左
ヱ
門
久
了
時
諮
問
U
K一
丹
市
官
そ
よ
り
同
六

-
島
津
帯
万
久
元
初
主
計
清
太
夫
、
一
詩
人
民
後
嗣
ト
ナ
ル
、

寛
文
六
年
午
八
月
十
一
日
同
刊
十
四
日
よ
り
延
賓
二

年
寅
八
月
迄
『
九
ヶ
年
』
、
司
定
司

-
島
津
新
八
郎
久
武
職
四
時
一
仁
城
崎
信
監
畑
一
討
中
町
一
b
m口
λ
o

同
八
年

初
又
七
郎
、
延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
J
賓
永
七

年
迄
ヵ
、
延
賓
二
年
甲
寅
園
老
ニ
補
セ
ラ
レ
、
賓

永
七
年
庚
寅
正
月
職
ヲ
僻
ス
、
在
職
三
十
七
年
也
、

賓
永
七
寅
J
享
保
十
四
酉
八
月
十
八
日
迄
、

初
伊
賀
勘
解
由
、
御
家
老
・
御
城
代
、

新
納
加
賀
守
忠
清

-
島
津
中
務
久
輝

-
島
津
終
監
久
嘗

享
保
十
五
年
成
正
月
十
一
日
、

後
北
条
氏
ニ
改
、
元
文
四
年
未
五
月
十
五
日
・
2

延
享
四
卯
五
月
迄
、

-
郷
原
轄
久
雄
初
金
太
夫
、
延
享
四
年
『
卯
七
月
廿
二
日
・
8
』
、

-

卒

田

靭

負

朗

建

担

一

晴

呂

田

議

程

埼

差

「

射

器

・
川
田
伊
織
園
逼
賓
暦
五
亥
九
月
九
日
J
同
十
三
未
十
月
迄
、

『

七

』

・

名

越

左

翼

譲

位

一

撃

事

訴

焔

け

四

申

一

一

月

十

八

賓
暦
十
四
年
申
三
月
十
八
日
・
8
明
和
六
年
丑
十
二
月
迄
、

-
島
津
市
太
夫
久
倫
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-
種
子
島
織
部
時
守

-
喜
入
主
馬

-
町
田
監
物

(
明
和
)
『
二
年
酉
十
一
月
十
七
『
山
岡
賢
官
殿
へ
差
引
被

日
J
明
和
八
卯
十
月
仰
付
候
、
向
可
札
事
也
』
、

廿
五
日
迄
』
八
年
鴫
大
目
付
、
任
園
老

明
和
六
年
丑
十
二
月
六
日
・
2
明
和
九
年
辰
十
一
月

迄
、
初
樺
太
左
衛
門
後
市
正
、

明
和
九
辰
十
一
月
廿
二
日
よ
り
安
永
五
年
申
正

月
迄
、

-
山
岡
斎
宮
久
澄久

漣
カ

-
菱
刈
大
炊
賓
耐

寛曇!~
Eき刈Y
主義卒
辰能成
正ヲ宍各
月士差月
釘引士
子治月

i 提言
三是七
耳亦杢
迄可禾『

車L七JZ
也月八
』、迄E

-
川
田
伊
織
佐
賢

『
文
化
三
寅
八
月
七
日
嶋
津
将
監
殿
江
差
引
被
仰
付
』
、

文
化
四
年
卯
四
月
J
同
十
一
月
迄
、

『
廿
三
日
』
『
廿
一
日
』

文
化
四
年
卯
十
一
月
J
同
九
年
申
四
月
迄
『
頴
娃

信
濃
殿
へ
差
引
被
仰
付
候
』
、

『
文
政
七
申
七
月
コ
日
町
田
監
物

付
候
、
同
十
亥
九
月
廿
四
日
川
上

-
樺
山
主
税
久
言

-
喜
入
主
水
久
欽

へ
差
引
被
仰

殿
へ
同
断
、



-
猪
飼
央
向
敏

同
十
一
子
八
月
廿
一
日
嶋
津
丹
波
殿
へ
同
断
、

天
保
五
午
六
月
十
九
日
嶋
津
但
馬
殿
へ
同
断
片

天
保
十
二
丑
正
月
十
一
日
J
本
地
頭
、
弘
化
ニ
巳
十

一
一
月
八
日
迄
』
、

¥
島
津
査
岐
『
久
武

¥
此
三
人
差
引
也

一
島
津
豊
後
久
賓
差
引
被
仰
付
候
、

/
川
上
筑
後
久
封

島
津
下
纏
久

白
坂
美
濃
守

梅
北
安
義
守
粂
秋

梅
北
左
兵
衛
粂
陸

梅
北
刑
部
太
輔
粂
隆 弘

化
ニ
巴
十
二
月
十
日
差
引
被
仰
付
候
』
、

嘉
氷
七
寅
口
月
口
ヨ
リ
差
引
被
仰
付
候
、

安
政
二
年
卯
六
月
廿
七
日
ヨ
リ
本
地
頭
被
仰
付
候

事
、
同
五
年
午
四
月
志
布
志
地
頭
ニ
縛
し
、
差
引

本
の
こ
と
く
被
仰
付
候
、

桑
原
郡

踊

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

惣
高
四
千
四
百
十
九
石
飴

二
人

狩
夫
百
八
十

北
原
臣
、
永
稔
四
年
比
、

率
三
人
道
忠
粂
子
、
自
系
-
て
、
、
ュ
、

粂
秋
子
、

川
上
助
七
久
如

三
原
衣
郎
左
ヱ
門
重
貞
入
道
永
安

粂
秋
弟
次
郎
左
衛
門
粂
陽
ノ
孫
也
、
天
正
ノ

比
カ
、

諸郷地頭系図

川
上
助
之
進
久
盛

考然賦寛
盛久、レニ永
如ハ踊初

初弟生ニよ
助也響阿り
兵、 地多同
衛久頭掃八
如ニ部年

掻死補助十
洋後 セト月
介矯 ?雪辺

、需日量
軍基幸先
頭 Tι年

時 1之常
久竣え甑

-
川
上
左
京
久
慮

寛
永
十
六
久
盛
僻
地
頭
職
、
久
慮
に
譲
云
々
、

-
黒
葛
原
左
近

寛
文
八
年
九
月
十
日
『
定
』
、

延
資日;初
七、十
未左

す需
T 日六
古後J年
同 樺ト戊

之自午
丞系十

延ァ月
賓リ廿
七、九
正
月
廿
七

-
土
持
城
之
助
信
金

-
川
上
仁
右
衛
門

・
伊
勢
六
郎
左
ヱ
門
貞
秋

-
伊
集
院
宇
兵
衛
天
和
三
年
亥
五
月
十
三
日
、

初
刑
部
忠
侍
、
賓
永
四
年
一
亥
十
月
八
当
時
一
時
遣
い
伴

・
新
納
左
京
久
敦

h
M
1
り
享
保
九
年
『
辰
』
正
月
十
一
日
一
一
一
}
?
日
d

-
諏
訪
甚
六
博
唱
廷
判
明
川
、
享
保
九
辰
六
月
廿
八
日
・
2
同
十
五
正
月

・
仁
躍
十
兵
衛
辞
喉
十
六
亥
正
月
十
一
日
J
寛
保
元
商
十
月
廿
七
日

.
諏
訪
衣
郎
左
ヱ
門

延
賓
八
年
申
十
月
九
日
、

延
享
二
丑
十
一
月
六
日
J
同
四
年
卯
十
二
月
十

九
日
迄
、

『
後
隼
人
、
寛
永
元
年
辰
九
月
四
日
J
賓
暦
六
年
『
子
』

』
正
月
十
一
日
迄
、

・
岸
良
清
右
ヱ
門
賓
暦
八
年
寅
正
月
十
一
日
・
8
明
和
四
年
亥
十
一
月

廿
二
日
迄
、

・
篠
崎
競
太
左
ヱ
門

4
町一
U
1子
正
月
十
一
日
J
安
永
七
成
九
月
十

・
島
津
多
門
『
後
市
太
夫
』
、
安
永
九
子
正
月
十
一
日
J
、

-
伊
集
院
臓
主
『
間
一
明
十
午
正
月
十
一
日
J
文
化
十
五
寅
正
月
廿
日

二
局
橋
蚕
五
兵
衛
『
紙
切
一
一
卯
正
月
十
一
日
J
同
七
申
六
月
十
七
日

-
鎌
田
小
藤
衣
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『
始
六
郎
失
後
司
、
文
政
八
酉
五
月
十
五
日

ぷ
天
保
十
二
丑
八
月
十
九
日
迄
』
、

-
二
階
堂
右
八
郎
行
健
『
後
志
津
馬
、
天
保
十
三
寅
三
月
十
九
日
J
h

-
上
野
善
兵
衛
篤
貫

-
東
郷
左
太
夫

『
弘
化
三
午
正
月
十
一
日
J
h

肝
属
郡

大
姶
良

岸
良
識
人
佐
粂
直

会リ議
アニ
リ年
、 正四 惣2

月十高謹
十二六濯
六人千響
日 九里
宕百ま
殿一回
大石ど
明 富余

震
キL

ア

狩
夫
七
百

同
四
郎
次
郎
余
興

伊
集
院
刑
部
少
輔
久
光

天
正
末
比
地
頭
、
幸
侃
領
時
也
、

鮫
島
筑
右
ヱ
門

自
家
ノ
家
扶
ニ
ア
リ
、

鮫
島
幸
左
ヱ
門

寛
永
元
年
九
月
九
B
J、

-
村
田
太
右
エ
門
秀
鰹

栓
靭
負
久
常
人
道
恕
休

後
太
郎
兵
衛

辰
十
一
月
、

久
澄
、
横
目
頭
、
寛
文
四

諏
訪
杢
右
ヱ
円
余
利

-
鎌
田
太
郎
右
ヱ
門
政
策

初
大
炊
助
、
寛
文
五
年
二
月
二
日
ぷ
司
定
』
、

-
平
田
民
部
左
ヱ
門
宗
門

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

-
野
津
菊
五
右
ヱ
門

寛
文
十
二
年
七
月
七
日
，
S
『定』、

延
賓
五
年
己
十
月
朔
日
ぷ
、

吉
田
六
郎
右
ヱ
円
滑
粂
譜
誠
一
期
軒
(
行
雌

xp常
鴇

一
月
廿
日
J
、

年

ト

モ

・

弟

子

丸

委

主

門

弘

之

服

地

強

思

議

一

諸

国

唱

・
義
岡
右
京
久
中
ノ
コ
ト
ヵ
、
牌
時
吐
昨
一
叫
月
十
三
日
ぷ
同
九
年
辰
六

・
町
田
八
左
ヱ
門
或
八
右
衛
門
、
時
湖
町
一
時
ル
月
四
日
ぷ
同
廿
卯
八

・
島
津
権
五
郎
久
置
地
主

γ一
世
以
巳
許
申
]
七
月
朔
日
ぷ
延
享
四
年
卯

寛
延
二
巳
十
一
月
廿
三
日
J
賓
暦
十
一
巳
七
月
廿
七

日
迄
、

謹
ヨ
ニ
未
七
月
廿
八
日
ぷ
明
和
九
年
辰
一
一
月
士
一
一

明
和
九
年
十
月
廿
二
日
ぷ
、

-
長
谷
場
伊
角
純
眼
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-
闘
山
軍
兵
衛

-
財
部
孫
之
丞

-
島
津
登
久
連

-
岩
下
佐
衣
右
ヱ
門

天
明
五
年
巳
五
月
十
三
日
ぷ
、

『
本
城
源
七
郎

寛
政
七
卯

月
八.
日

J 
文
化
フじ
子

口・四
迄・月
、廿

五
日

迄・

山
田
構
右
衛
門

文
化
ニ
丑
正
月
十
一
日
よ
り

卒
嶋
一
千
八

文
化
十
四
丑
八
月
廿
二
日
ぷ
文
政
四
巳
正
月
廿
七
日
迄
、

野
村
主
躍
文
政
四
巳
三
月
十
五
日
ぷ
同
七
申
九
月
廿
七
日
迄
、

山
田
新
介
和
帳
略
目
八
酉
十
月
廿
八
日
J
天
保
三
反
四
月
廿
八
日

川
上
東
馬
久
封
天
保
四
巳
六
月
廿
二
日
・
2
、

嶋
津
求
馬
久
漏

天
保
八
酉
七
月
廿
九
日
J
、



新
納
内
臓
久
伸

弘
化
四
未
八
月
廿
五
日
ぷ
、
L

四

大
隅
郡

大
根
占

惣
高
五
千
二
百
十
八
石
鈴

百
六
十
九
人

可
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
八

桂
太
郎
兵
衛
忠
増

寛
永
十
四
死
去
、

東

圏
分
十
右
ヱ
門
友
知

慶
・
元
・
寛
ノ
比
、

・
本
田
休
左
ヱ
門
親
宣
入
道
景
黄
諭
州
炉
一
牌
新
勺
吟
味
役
『
承
慮

或
卒
右
衛
門
ト
モ
、
寛
文
七
年
二
月
三
日
よ

・
土
持
卒
左
ヱ
門
綱
辰
り
『
定
』
、

寛
文
九
・
五
月
五
日
『
定
L

、

和
田
讃
岐
正
貞
方

-
祢
寝
八
郎
右
ヱ
門

貞
享
元
年
九
月
一
一
清
祝
日
勺
リ
貞
享

明
久
始
虎
之
丞
式
部
ト
云
、
貞
享
元
十
月
一
日

島
津
大
戴
久
刈
諸
に

υモ
、
元
稔
六
年
十
一
月
十
五
日
迄
、

町
田
式
部

-
新
納
五
郎
右
衛
門
久
致

芸雲後
2T治
~~部

j];実
日よ元
迄り様
、賓十
水 牛
二正
年月
十口
】一

三日~

諸郷地頭系図

-
町
田
孫
七

或
八
右
衛
門
ト
モ
、
賓
永
三
年
成
正
J
廿
七
日
碍
一
一
世
L

唯一

モ
、
よ
り
正
徳
五
年
未
九
月
廿
七
日
、
迄

島
津
大
蔵
久
春

-
小
林
仲
太
兵
衛

享
保
一
冗
年
申
十
月
十
六
日
・
2
寛
延
元
年
辰
八
月
廿

八
日
迄
、

-
宮
之
原
甚
五
兵
衛
遁
奥
技
界
長
盟
諒
建
一
一
語
い
ひ

(
続
方
)

十
一
日
迄
、

・
山
田
元
右
ヱ
門
理
一
摂
一
洋
子
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
一
年
巳
八
月
廿

・
島
津
備
中
帯
百

l

一
一
午
正
月
十
五
日
J
同
十
三
未
七
月
十
九
日
迄

・
鎌
田
太
郎
右
ヱ
門
叩
語
辞
明
正
月
十
一
日

λ

失
明
六
年
午
正
月

・
愛
甲
戴
記
押
矧
一
説
羽
目
以
ふ
百
八
年
申
八
月
十
九
日
ぷ

可
(
貼
紙
〉
大
根
占

「
愛
甲
蔵
記

次
ニ
左
之
遁
、

文
化
三
寅
正
月
十
一
日
よ
り
同
六
日
正
月
十
一
日
迄
、

菱
刈
杢
之
介
政
一
明
l

五
寅
正
月
十
一
日
J
文
政
五
午
十
月
廿
五

文
政
七
申
八
月
廿
一
日
J
、

一
い
保
五
午
正
月
十
一
日
J
同
十
四
卯
五
月
九
日

天
保
十
四
卯
九
月
廿
三

H
J、
後
主
計
、

嶋
津
相
馬

嶋
津
登

平
田
兵
十
郎

二
階
堂
左
門

岩
下
新
太
夫

弘
化
三
午
正
月
十
一
日
J
、

川
上
式
部

弘
化
五
申
正
月
十
一
日
J
、」

』
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五

諸
鯨
郡

大
崎

惣
高
一
高
三
石
徐
狩
夫
千
九
十
五
人

『
地
頭
職
高
玉
拾
石
』

件
余
活
・
同
粂
秋

見
天
文
廿
二
年
三
月
六
日
妻
蔦
五
社
棟
札
、
可

肝
付
一
族
人
、

初
又
七
郎
後
援
永
看
斎
、
天
文
七
宗
領
忠
勝

志
布
志
波
落
後
肝
付
省
釣
ニ
随
身
シ
、
後
大
崎

地
頭
ニ
補
セ
ラ
ル
ト
自
系
で
、
、
ュ
、
子
孫
大
口

ノ
士
也
、

新
納
安
義
守
忠
氏

初
義
貞
一
線
左
衛
門
、
肝
付
御

手
ニ
入
時
大
崎
地
頭
賜
と
あ
り
、

天
正
二
年
よ
り
天
正
九
年
迄
か
、

初
彦
三
郎
源
左
衛
門
、
父
園
守
引
績
き
地

頭
を
賜
ふ
、

三
俣
御
陳
に
御
使
衆
と
あ
り
、
前
後
可
考
、

新
納
五
郎
右
ヱ
門
久
能
人
道
遊
甫
蛾
酬
明
附
十
一
円
比
一
砕
い
大
崎

桂
山
城
守
忠
詮
後
太
郎
兵
衛
、
『
末
士
口
』
根
元
記
で
、
、
ュ
、

権
頭

L

土
持
左
馬
盈
信
鷺
言
需
品
一
議
五
宇

賜
ひ
大
崎
・
高
江
・
曾
於
郡
・
山
崎
等
之
地
頭
を

賜
ふ
と
あ
り
、

町
田
勘
解
白
衣
官
久
則
嗣
赫
一
一
補
臥
雄
、
後
伊
賀
、
寛
永
九
年
比
、

『
紳
左
』

諏
訪
甚
右
ヱ
門
正
粂
正
保
ノ
比
ヵ
、

諏
訪
采
女
粂
延
吟
味
役
・
御
使
役
、
明
暦
三
年
九
月
十
六
日
・
2
、

高
治
三
年
子
十
月
四
日
点
九
段
高
橋
右
近

太
夫
二
男
ニ
て
右
近
太
夫
御
改
易
之
節
御

家
ニ
被
召
出
、
御
高
千
石
被
下
候
、

比
志
島
美
濃
守
園
守
入
道
玄
心

比
士
。
島
美
濃
守
園
親

新
納
右
ヱ
門
佐
康
久

-
高
橋
七
郎
右
衛
門
種
直

-
高
橋
権
左
衛
門
種
周

子
、
後
左
内
『
左
門
共
』
七
郎
右
衛
門
、

彼
・
番
頭
、
延
費
二
年
九
月
十
六
日
ぷ

種
直
引
績
地
頭
、

善
太
夫
と
も
、
延
賀
八
年
申
八
月
十
二
日
J
、
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-
村
田
爵
左
衛
円
程
智

-
若
松
十
左
簡
門

貞
享
元
九
月
よ
り
、

新
納
衣
郎
四
郎
久
敦
後
刑
部
左
京
前
哨
堵
行
・
大
御
目
附
、

元
禄
九
年
子
十
一
月
口
ぷ
賓
永
四
年
迄
補
踊

地
頭
職
、

賓
永
四
年
亥
十
月
廿
九
日
ぷ
享
保
十
五
成
七
月
十
三

日
迄
、

-
山
口
五
太
夫

新
納
右
衛
門

享
保
十
六
一
亥
正
月
十
一
日
J
一
冗
文
五
申
八
月
十

一
日
迄
、

享
保
三
年
一
亥
亥
正
月
十
一
日
λぷo
『
延
享
元
子
十
月
朔
日
迄
』
h
、

.
示
木
村
菌
四
郎
堅
左
衛
需
門
芝
叩
雪
年
子
手
十
士
一
百
月
廿
主
百
日

3J角同

十
口
日
迄
、

-
義
岡
左
手
太
久
中
『
後
相
馬
』
、
延
享
四
年
卯
八
月
四
日
J
、

-
菱
刈
孫
兵
衛
芳
笠
宮
，
巴
十
一
月
廿
一
一
一
日
J
賓
暦
七
年
丑
正
月
十

・
畠
山
数
馬
賓
暦
十
二
午
正
月
十
一
日
，
g
天
明
四
年
辰
六
月
二
日
山
込
、

同
-
十
八
日
』

・
郡
山
権
戴
訴
明
八
年
申
八
月
十
九
日
J
寛
政
二
年
成
五
月
廿
九
日

.
谷
村
孫
右
衛
門

-
木
村
四
郎
左
衛
門

-
戸
田
卒
次

『
鎌
田
源
左
衛
門

寛
政
三
年
一
亥
正
月
十
一
日
J
コ
字
和
二
成
八
月
朔

日
迄
』
、

享
和
二
成
九
月
廿
八
日
J
文
化
三
寅
正
月
十
一

日
立
、



町
田
主
馬

文
化
十
四
丑
二
月
十
五
日
ぷ
文
政
二
卯
十
月
十
四
日
迄
、

嶋
津
内
膳

文
政
二
卯
十
月
十
七
日
ぷ
、

嶋
津
要
人
文
政
七
申
十
二
月
晦
日
J
同
八
酉
十
一
月
朔
日
迄
、

嶋
津
靭
負
久
倫

文
政
九
成
正
月
十
一
日
ぷ
、
』

一六

惣
高
八
千
五
百
八
十
二
石
徐

三
百
二
十
七
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
千

}II 
遁
郡

)1[ 
連

王
新
納
伊
勢
守
康
久

天
文
・
弘
治
ノ
問
、

-
一
酒
匂
新
左
ヱ
門

(マ
7
)

文
亀
三
年
亥
十
一
月
十
五
日
棟
札
ニ
ア
リ
、

永
正
ノ
比
地
頭
也
、
大
日
堂
棟
札
ニ
ア
リ
、

大
永
・
天
文
ノ
問
、

一
川
上
掃
部
介
祭
久

諸郷地頭系図

『
一
脚
殿
村
九
玉
棟
札
ニ
天
文
十
五
丙

ー
:
午
九
月
廿
二
日
冨
地
頭
貞
女
ト
ア
リ
』
、

六

平

田

安

房

助

吾

川

道

清

甫

義

諸

説

塑

ハ

規

鴻

・

七
平
田
新
左
ヱ
門
宗
弘
一
戒
勧
一
軒

f
M一
社
軒
目
料
一
一
伊
都
庁
禁
止
が
僻

ト
ミ
ュ
、
同
人
ヵ
、
蓑
輪
自
記
ニ
川
漫
ノ
地

頭
平
田
安
房
守
卒
宗
康
ト
ア
リ
、

三
俣
御
陣
地
頭
列
ニ
見
ゆ
、

八
阿
多
掃
部
介

四
卒
目
安
房
助
宗
吉

天
文
十
九
年
庚
成
十
二
月
廿
五
日
棟
札
ニ
ア

リ
、
不
弘
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ン
、
挨
考
、

御
兵
具
奉
行
、
慶
長
ノ
初
比
か
、

丸
本
田
倖
兵
衛
家
親

十
新
納
五
郎
右
衛
門
久
鏡
人
道
遊
甫

初
右
衛
門
佐
伊
勢
守
、
初

川
遁
地
頭
、
慶
長
ノ
末
再
補

地
頭
、
元
和
ノ
末
迄
、
元
和

五
棟
札
ニ
五
郎
右
衛
門
入
道

久
勝
ト
ア
リ
、
小
の
村
諏
方

棟
札
ニ
慶
長
十
九
甲
寅
四
月

一
一
日
嘗
地
頭
藤
原
朝
臣
久
行

ト
ア
リ
、

本
田
大
炊
公
親

左
京
親
粂
之
嫡
子
也
、
御
兵
具
奉
行
、

一

一

一

原

備

中

守

重

種

厳

臥

議

事

知

事

持

、

伊
地
知
四
郎
兵
衛
重
賢
始
新
四
郎
、
寛
永
九
年
比
、

慶
安
三
年
寅
十
一
月
棟
札
-
て
、

i
、
寛
永
廿

亥
八
月
廿
六
日
棟
札
ニ
ミ
ュ
、
十
二
年
ト
モ

ミ
ユ
、

高
崎
惣
右
衛
門
能
延

桂
山
城
守
忠
能

寛
永
六
年
十
一
月
棟
札
-
て
:
-
、

右
衛
門
ト
ア
リ
是
ヵ
、
承
慮
三
年
棟
札
ニ
右
衛

門
ト
ア
リ
、

光
久
公
御
代
ト
ア
リ
、

-
伊
集
院
十
右
衛
門

吉
利
下
組
守
忠
張

寛
文
二
年
二
月
廿
五
日
ぷ
、

-
堀
四
郎
左
衛
門
奥
延
入
這
宗
動
矧
明
製
鋼

r桝
一
枝
川
十
哨
域

り
同
十
三
年
迄
、

寛
文
十
三
年
七
月
三
H
J延
費
六
年
十
二
月
迄
、

延
漬
-
ハ
年
十
二
月
枇
時
間
一
作
…
そ
よ
り
同
八
年
七

回
月
持
H

也、

-
喜
入
婿
津
守
忠
政

-
新
納
縫
殿

-
平
山
久
馬
助
久
行
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-
若
松
十
左
衛
門

延
賓
八
年
七
月
日
…
計
二
よ
り
貞
享
三
年
迄
、



後
式
部
、
貞
享
三
年
九
月
十
一
日
ぷ
刊
日
日
元
議
二

練
札

-7、
へ

タ

リ

、

」

・
町
田
八
左
衛
門
俊
昌
賓
永
四
年
亥
十
月
廿
九
日
ぷ
、

-
阿
多
淡
路
園
偉

-
市
来
衣
郎
左
衛
門

賓
永
六
年
丑
八
月
廿
五
日
J
、

後
大
蔵
、
享
保
五
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
同
七
年
寅

十
月
五
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
一
戸
階
堂
舎
人
行
篤
課
題
講
話
荷
額
抗
議
時

・
嶋
津
檎
左
衛
門
久
憐
齢
昨
杭
紋
仁
噌
]
七
月
朔
日

λ

。
、
浄
園
会

・
河
野
八
郎
左
衛
門
開
請
許
制
験
問
1
・6
寛
延
二
年
巳
十
一
月

寛
延
四
年
未
八
月
二
日
、

賓
暦
六
年
子
七
月
廿
八
日
J
同
十
一
年
巳
九
月
十
三
日

迄
『
後
明
所
』
、

久
利
カ
賓
暦
十
二
年
午
十
一
月
朔
日
ぷ
同
十
三
年
未

正
月
八
日
迄
『
後
明
所
』
、

後
波
門
明
和
四
年
一
亥
六
月
廿
一
日
J
天
明
元
年
丑
十

一
月
三
日
迄
『
後
明
所
』
、

『
盛
常
カ
』
天
明
二
年
寅
二
月
九
日
J
同
五
年
巴
正
月

廿
二
日
迄
『
後
明
所
』
、

天
明
五
年
巳
五
月
十
三
日
、

-
相
良
新
右
衛
門

-
高
橋
縫
殿

-
祢
寝
式
部

-
嶋
津
求
馬

-
新
納
四
郎

-
市
田
勘
解
由

-
町
田
式
部

後
主
馬

久
粂
カ

『
久
漣
』

『
嶋
津
市
太
夫
寛
政
十
午
正
月
十
一
日
、

嶋
津
典
膳
明
一
問
山
l

二
申
八
月
十
五
日
、
享
和
三
亥
九
月
廿
二
日
・
6

若
松
猪
右
衛
門
鳩
一
時
伝
一
昨
)
一
月
廿
一
一
百
、
文
化
四
一
卯
十
一
月
十

-
嶋
津
登

寛
政
八
年
辰
正
月
十
一
日
ぷ
、

上
野
善
兵
衛
文
化
十
二
亥
六
月
九
日
、

堀
殿
衛
政
靴
山
l

四
丑
十
二
月
朔
日
、
文
政
十
三
寅
三
月
十
三
B
J

門口，
t
H
h

山
田
新
介
ぽ
牒
恒
官
四
月
廿
八
日
、
天
保
十
年
亥
十
二
月
十
七
日

damnu，ロ
H
h

新
納
四
郎
右
衛
門
眠
減
伊
咋
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
二
丑
七
月
一
一
一

坂
元
卒
左
衛
門
一
誠
一
打
耽
旧
日
八
月
十
九
日
、
弘
化
四
未
十
二
月
十

弘
化
五
申
正
月
十
一
日
、
』

有
川
勇
馬

(
貼
紙
〉「

紳
殿
村

雨
添
村

宮
村

永
田
村

野
間
村
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清
水
村

野
崎
村

今
田
村

小
野
村

高
田
村
之
内
里

別
府

田
部
田
村

平
山
村

古
殿
村

合
試
千
葉
百
七
拾
五
人

現
用
夫
蒐
千
拾
人

七

始
羅
郡

蒲
生

惣
高
七
千
九
百
三
十
石
徐

十
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
百
六

比
志
島
美
濃
守
園
守
入
遁
玄
心

初
義
貞
源
左
衛
門
尉
、
弘
治

三
年
蒲
生
落
城
後
自
郡
山
被
召



諸郷地頭系図

市
来
内
蔵
介

ハ
禄
)

移
地
頭
、
永
保
十
・
十
一
年
比

迄
ヵ
、
後
大
村
地
頭
ニ
縛
す
、

弘
治
三
年
ぷ
地
頭
と
有
り
、
可
札
、

川
上
上
野
介

久
隅
ヵ
、
其
後
よ
り
か
可
札
、

猿
渡
大
炊
助
信
種

見
系

三
俣
御
陳
ニ
御
家
老
、

十
五
年
比
迄
ハ
姶
良
地
頭
也
、

伊
地
知
伯
嘗
守
重
秀
入
道
培
也
天
正
之
末
ぷ
文
稔
三
年
迄
、

伊
地
知
勘
解
由
左
ヱ
門
重
元
帥
繋
…
日
丁
、
天
正
廿
一
年
迄
、
後
朝

慶
長
之
初
ぷ
同
五
年
関
ケ
原
戦
死
迄
、

村
田
越
前
守
経
定

長
蕎
院
盛
淳

伊
勢
卒
左
衛
門
貞
成

慶
長
六
年
J
か
、
慶
長
十
二
年
迄
、

本
田
源
右
衛
門
親
筒
慶
長
十
年
死
去
、
貞
成
の
前
か
可
札
、

伊

地

知

隼

人

佐

藤

帥

慧

γ
課
程
也
、
初
平
次
郎
ト
云
、

市
来
備
前
守
家
繁
欄
一
銭
飾
品
川
伊
作
補
地
頭
、

十
五
年
J
イ

市
来
八
左
衛
門
宗
友
初
掃
部
介
、
寛
永
九
年
比
、
同
十
六
年
迄
、

阿
多
内
膳
正
忠
楽
組
事
子
、
横
目
頭
、
寛
永
十
七
年
J
同
十
九
年

鎌
田
治
部
少
輔
政
統
初
卓

F
峰
、
章
者
一
一
年
十
二
月
ぷ

正
保
元
年
迄
辛
己
主
ト
ド
唄
、

f
，F

政
統
養
子
、
初
筑
後
守
、
御
家
老
也
、
正
保
元
年

八
月
ぷ
寛
文
六
年
、
迄
、

鎌
田
購
入
正
勝

川
上
将
監
久
勝

延
費
四

年延後
九賓忠
庁八朝

毛52Z
J 四
~年
一ー

を平
コー」

日

そ主宰
月

-
島
津
三
郎
右
衛
門
久
心

元
藤
二
年
巳
四
月
五
日
よ
り
晴
一
問
主
月

-
入
来
院
主
馬
重
矩
一
誠
一
旬

E
九
月
十
四
日
J
軍
氷
二
年
酉
十
月

初
求
馬
右
衛
門
又
兵
衛
、
賓
永
三
年
戊
正
月

廿
七
日
十
月
三
日
ト
モ

畠
山
氏
裕
す
、
初
淡
路
義
基
ト
モ
、
賓
永
四
年
亥

十
月
廿
九
日
、

-
川
上
伊
織
久
重

-
喜
入
安
房
久
亮

-
阿
多
式
部
園
偉

『
六
日
』

正
徳
二
年
辰
九
月
よ
り
、
初
源
左
衛
門

字
右
衛
門
、

後
久
雄
、
享
保
二
年
酉
八
月
廿
八
B
J同
十
二

未
迄
、

享
保
十
二
ニ
正
月
十
八
日
ぷ
同
十
八
年
丑
十

一
月
十
五
日
迄
、

元
文
五
申
七
月
廿
三
日
J
寛
延
元
辰
八
月
廿

『
後
主
殿
』
八七

日
迄
、

後
右
膳
、
寛
延
元
辰
九
月
廿
三
日
J
明
和
三
年
戊
正
月

十
一
日
迄
、

間
市
四
年
亥
正
月
十
一
日
ぷ
安
永
四
年
未
正
月
十
一
日

・
桂
杢
右
ヱ
門

4
昧
注
目
成
九
月
十
一
日
J
天
明
二
年
寅
十
一
月
十

後
相
馬
、
天
明
五
年
巳
正
月
十
一
日
ぷ
、

-
町
田
勘
解
由
久
孝

甲
斐

-
島
津
市
太
夫
久
倫

-
島
津
仁
十
郎
久
一
繭

-
島
津
卒
八

-
島
津
主
水

-
川
上
龍
衛

-
島
津
頼
母
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-
黒
田
嘉
右
ヱ
門

『
文
化
三
寅
正
月
十
一
日
J
同
七
午
十
月
廿
八
日

記
4
A
』



『
文
化
八
未
十
月
三
日
ぷ
文
政
八
西
十
一
月
廿
八
日

迄』、

・
種
子
島
六
郎
時
防
『
文
政
八
酉
十
二
月
晦
日

d
h

-
烏
津
助
之
亙

『
伊
集
院
織
衛

天
保
十
亥
十
一
月
廿
四
日
J
L
、

-
伊
木
七
郎
右
ヱ
門
常
誠

『
天
保
十
三
寅
三
月
十
九
日
J
h

-
菱
刈
杢
之
介

『
弘
化
四
未
八
月
廿
五
日
ぷ
』
、

八

諸
牒
郡

加
久
藤

惣
高
九
千
四
十
三
石
像

四
十
三
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
二
百

天
正
之
比
、

五
代
勝
左
衛
門
友
泰
諮
問
平
野
V
官
長
五
闘
ケ
原
乱
後
ぷ
寛
永
九

伊
地
知
杢
右
衛
門
重
政
官
、
諸
民
甲
子
三
月
廿
四
日
J
正
保
三
年

伊
地
知
主
膳
重
頼
正
保
四
年
よ
り
高
治
三
年
迄
、

イ
八
月
ト
モ
、

・
諏
訪
采
女
粂
延
高
治
三
年
十
月
四
日
ぷ
『
定
』
、

-
栓
八
左
簡
門
忠
守
一
課
一

P雄
一
銭
…
一
服
日
時
一
一
時
計
晶
子
桓
頼
景

寛
文
十
年
四
月
五
日
ぷ
『
定
』
、

南
郷
若
狭
守
忠
鏡

-
伊
東
五
右
衛
門

-
鎌
田
後
藤
兵
衛

延
賓
六
・
十
二
月
忠
一
一
山
閉
そ
元
議
九
年
春
迄
、

卒
田
清
右
衛
門

元
禄
九
ノ
冬
J
同
十
二
年
迄
、

-
中
紳
内
臓
之
亙

-
新
納
小
右
衛
門

-
島
津
主
水

賓
永
二日元さ士大

士宅撃を露
月 二竺月塞

青 E肘
t_ 耳三御
主孟 十 返 用
百点 日 開 人
、正 ト四手

月 モ月C 元

賓離
万<. 2 
二年
年正
酉月
十廿
月五2
三日~
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正
徳
二
年
よ
り
、

・
尾
上
甚
五
左
衛
門
時
獄
可
寅
七
月
十
八
日
J
同
十
六
亥
五
月
廿
一

享
保
十
七
子
正
月
十
一
日
J
、

義
同
右
京
久
守

-
島
津
求
馬

-
肝
付
弾
正

寛
延
四
年
未
八
月
二
日
ぷ
賓
麿
五
亥
九
月
九
日
迄
、

後
主
殿
、
費
層
八
寅
九
月
十
八
日
A
O

同
十
二
年
巳
十
一

月
十
九
日
迄
、

-
島
津
主
右
衛
門
瑚
湖
町
続
薮
臥
明
廿
四
日
ぷ
安
永
五
申
九
月
十
五

-
川
田
伊
織

(
貼
紙
〉

「
嶋
津
主
右
備
門
衣

後
右
京
、
安
永
十
丑
正
月
十
一
日
J
寛
政
三
一
亥
三
月
廿

一
日
迄
、

寛
政
三
一
亥
十
月
六
日
ぷ
同
十
二
申
十
月
二
日
迄
、

守
山
岡
粛
宮

畠
山
内
膳

山
田
権
右
衛
門

相
良
典
檀

吉
井
源
七
郎

寛
政
十
三
酉
正
月
廿
三
日
ぷ
、

文
化
二
丑
正
月
十
一
日
ぷ
文
政
元
寅
十
月
廿
八
日
迄
、

後
笑
八
郎
、
文
政
二
卯
六
月
九
日
ぷ
同
十
一
亥
閏
六
月

廿
一
B
迄
、

後
内
蔵
、
文
政
十
一
亥
九
月
十
一
日
ぷ
広
化
四

未
八
月
廿
五
日
迄
、

新
納
・
次
郎
四
郎
久
仰



嶋
津
縫
殿

後
勘
解
由
、
弘
化
四
未
八
月
廿
七
日
J
、』

L 

九

(
尻
カ
)

明
麿
四
年
二
月
二
日
新
外
城
今
野
尾
へ
属
す

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

紙
屋

後
八
左
衛
門
、
琉
球
奉
行
・
御
用
人
、
明
暦
四
年
二

『定』

月
十
四
日
よ
り
寛
文
一
冗
年
十
二
月
十
四
日
迄
、

-
肥
後
長
左
衛
門
盛
行
寛
文
二
年
二
月
間
一
詳
ニ
同
六
年
三
月
迄
、

『
晦
日
定
』

・
伊
東
五
右
衛
門
寛
文
七
・
二
月
三
日

d
『定』、

『定』

寛
文
十
年
二
月
廿
二
日
尚
一
汗
」
月

延
賓
八
年
中
十
月
九
日
記
同
州
同
十
・
二
月
迄

源
左
衛
門
代
延
賓
九
年
又
‘

如
本
野
尻
エ
属
す
、

-
桂
外
記
忠
守

-
比
志
島
主
膳

-
村
尾
源
左
衛
門
重
祭

ニ
O
肝
属
郡
惣
高
七
千
四
百
九
十
七
石
像

鹿
屋
七
十
四
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

領

地

ノ

時

ハ

マ

マ

〉

宵
鈎
一
族
、
忠
治
・
永
銭
之
比
、

寛
永
中
外
城
ニ
立
地
頭
也
、

狩
夫
千

肝
付
武
蔵
介
粂
賢

諸郷地頭系図

鮫
島
五
郎
左
衛
門

一
帽
屋
助
左
衛
円
余
昭

伊
賀

-
大
山
伊
抽
出
庚
綱

三
郎
右
衛
門
ト
モ
、
慶
安
二
年
比
、

-
丹
生
粥
兵
衛
信
詮

信
常
ト
モ
、
寛
文
七
年
二
月
三
日
J
『定』、

-
嶋
津
樺
十
郎
忠
顕
寛
文
九
年
五
月
廿
八
日
ぷ
『
定
』
、

-

島

津

萱

岐

久

侶

類

、

震

後

期

苛

一

致

窮

者

・

島

津

備

中

久

茂

監

之

韓

、

競

廷

梓

d
m
h一
位
、

元
稔
十
二
卯
五
月
九
日
よ
り
、

-
市
来
勘
左
衛
門
賓
永
三
年
成
六
月
六
日
・
2
、

-
二
階
堂
新
五
右
衛
門
行
篤
級
官
人
、
賓
永
四
年
一
亥
十
月
廿
九
日

・
山
津
十
太
夫
盛
香
時
獄
叫
ん
年
九
月
四
日
J
同
十
六
年
亥
十
月
十
二

・
向
井
十
郎
太
夫
主
鉱
喜
正
月
十
一
日
J
同
廿
一
年
辰
正
月

元
文
三
年
午
二
月
朔
日
ぷ
寛
保
元
酉
十
一
月
六
日
迄
、

説
明
四
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
明
和
四
年
一
亥
六
月
廿
一
日

-
山
田
新
助

-
新
納
四
郎

-
新
納
内
戴
久
停

4
時
一
吟
『
卯
』
四
月
十
三
日
J
安
永
九
年
正
月
十

後
峰
山
監
、
安
永
九
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
『
天
明
六
未
六
月

廿
八
日
迄
』
、

『
久
槌
』
力
、
天
明
七
年
未
七
月
廿
一
日
・
2
、

-
末
川
織
衛

-
島
津
求
馬

-
比
志
島
要
人

寛
政
二
年
成
正
月
十
一
日
J
、

-
喜
入
安
房

寛
政
三
年
一
亥
三
月
廿
一
日
J
『
同
四
子
七
月
八
日
迄
』
、

後
駿
河
又
内
蔵
、
寛
政
五
丑
正
月
十
九
日
ぷ
享

和
三
亥
十
二
月
廿
三
日
迄
』
、

初
瀬
一
郎
、
御
用
人
・
寺
枇
奉
行
也
、
『
文
化
元
子

四
月
十
三
日
J
文
政
四
巳
十
一
月
七
日
迄
』
、
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司
新
納
・
次
郎
四
郎

-
島
津
矢
柄
久
宅



守
川
田
信
濃

文
政
五
午
六
月
八
日
ぷ
、

文
政
六
未
九
月
九
日
ぷ
同
十
三
寅
正
月
十
一
日
迄
、

調
所
笑
左
衛
門
紋
明
十
三
寅
三
月
六
日
J
弘
化
三
午
七
月
廿
五
日

弘
化
四
未
八
月
廿
五
日
ぷ
』
、

北
郷
式
部

嶋
津
求
馬

吉
利
仲

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
，
Z
、

(
貼
紙
)

「
勝
岡
地
頭
御
小
姓
奥
番
頭

頴
娃
織
部
久
武
可
札
事
」

諸
廓
郡

勝
岡

惣
高
二
千
八
百
十
九
石
飴

七
人

狩
夫
二
百

北
郷
領
の
時
、
天
文
十
二
・
十
五
年
比
、

習
の
子
、
初
宮
内
少
輔
と
云
、
永
稔
五
年
死

和
国
民
部
少
輔
匡
薫
匡
隆
ノ
甥
也
、
天
正
・
文
様
中
、

北
郷
大
炊
助
蹴
明
領
ノ
時
、
天
正
八
年
比
、
大
炊
太
夫
久
猶
同
人

本
田
甲
斐
守
親
良

後喜
入
丹
波
守
久
憲

前本
田
右
衛
門
親
卒

和
田
越
中
守
匡
盈

和
田
越
中
守
正
隆

元
和
六
年
よ
り
公
領
ニ
付
初
テ
地
頭
、

初
会
白
人
助
、
大
炊
久
正
二
男
、
寛
永
十
七
年
J
、

-
喜
入
五
郎
兵
衛
久
治

初
含
人
、
久
憲
ノ
子
也
、
正
保
元
年
，
ho
、

寛
文
二
・
三
年
比
よ
り
欺
、

ニ
ニ
原
次
郎
左
衛
門
重
儀

4
脚
一
得
轄
一
世
一
4
7寸

r一
月
一
叶
↑
伸
一
円

モ『定』、

・
伊
東
刑
部
左
衛
門
延
賓
七
年
正
月
廿
七
日
ぷ
、

・
高
官
邸
右
衛
門
哨
該
警
コ
ト
ヵ
、
元
禄
二
年
巳
四
月
五
日

4
よ
り
ト
モ
、

・
中
一
脚
奥
五
左
衛
門
増
武
一
四
一
位
申
請
一
出
川
四
日
〈
享
保
十
三
申

・
大
野
清
右
衛
門
清
賢
享
一
保
十
五
年
成
正
月
十
一

B
J
、

後
-
讃
良
善
助
延
享
四
年
卯
八
月
四
日
ぷ
賓
暦
八
年
正
月
廿
九
日
迄
、

・
一
引
田
・
次
郎
兵
衛
問
一
日
ハ
年
酉
二
月
廿
一
日
ぷ
寛
保
四
年
正
月
十
一

・
島
津
又
七
郎
久
芳
川
市
昨
年
糊
八
一
殿
町
一
明
暗
誌
一
銀
行
比
月
十
一
日
よ

・
島
津
杢
安
永
二
年
巳
七
月
六
日
ぷ
同
九
年
子
正
月
十
一
日
迄
、

『
十
五
日
』

・
伊
集
院
四
郎
時
一
佐
川
年
丑
正
月
十
九
日
〈
文
化
元
子
十
一
月
三

・
新
納
隼
見
久
『

U
M切
子
十
二
月
廿
八
日
J
同
十
二
一
亥
五
月
十
五

・
淀
谷
喜
三
左
衛
門
貫
『
成
問
一
位
計
官
月
十
一
日
ぷ
文
政
十
二
丑

『
山
田
京
三
二
紋
喰
十
三
寅
正
月
十
一
日
・
8
天
保
三
辰
正
月
廿
六
日

天
保
四
巳
六
月
廿
二
日
ぷ
同
五
午
六
月
十
四
日
迄
、

一
原
停
左
衛
門
重
隆

740 

卒
田
桑
衡

碇
山
仲
左
衛
門

天
保
五
午
八
月
十
九
日
、



卒
原
四
郎
兵
衛

天
保
九
成
正
月
十
四
日
、

宮
之
原
三
十
郎
遁
哲

後
主
計
、
天
保
十
二
丑
七
月
三
日
ぷ
、
』

平
宗
綱

惣
高
一
蔦
六
百
八
十
二
石
徐

二
千
九
百
二
十
三
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

初
民
部
少
輔
、
文
明
十
八
年
十
一
月
十
五
日
鷹

屋
大
明
紳
棟
札
ニ
見
へ
た
り
、

姓
氏
未
考
、
草
藤
四
年
十
一
月
津
貢
邑
八
王
子
棟
札
ニ
見

ゆ、 JI[ 
漣
郡

力日
世
田

狩
夫

市
来
備
前
守
家
康

初
右
衛
門
佐
、
天
文
七
年
十
二
月

加
世
田
の
城
攻
落
し
玉
ひ
て
、
後

地
頭
職
を
賜
ふ
、

日
新
会
ニ
仕
へ
て
天
文
十
四
年
日
州
飲
肥
ニ
戦
死

な
り
、

永
藤
元
戊
午
九
月
廿
三
日
盆
山
邑
八
幡
へ
歌
仙
寄
進

之
内
ニ
嘗
地
頭
と
あ
り
、

大
野
駿
河
守
忠
穂
永
議
八
年
比
、

新
納
伊
勢
守
康
久
人
道
一
珪

奈
良
原
長
門
守

大
寺
大
炊
介

栢
冨
左
京
亮
長
秀

永
稔
九
年
八
月
廿
八
日
津
貫
村
八
王
子
様
札
ニ

見
ゅ
、

大
田
周
防
介
忠
春

周
防
守
忠
奥
ト
モ
作
ル
、
永
稔
十
二
年
比
、

諸郷地頭系図

初
新
左
衛
門
、
元
亀
二
年
卯
月
七

日
浄
一
一
帽
寺
棟
札
ニ
安
房
介
千
宗
茂

ト
あ
り
、

平
田
安
房
助
宗
清
入
遁
清
甫

喜
入
擬
津
守
季
久

猿
渡
越
中
守
信
光

平刀
掃
部

兵
衛
尉
、
天
正
之
初
比
、

本前三後

田原
因 謹
幡江
守守
親重
治秀

入
蓮
昌
安

本
田
刑
部
少
輔
宗
親

天
正
十
年
村
原
村
山
王
権
現
棟
札

ニ
有
り
、

天
正
八
年
三
俣
御
陣
列
ニ
御
使
衆
と
有
り
、

天
正
十
二
申
九
月
石
原
寺
棟
札
、
同
十
三
年

酉
十
一
月
廿
三
日
津
貫
村
妙
見
棟
札
-
一
有

nJ 
三
河
守
、
初
出
水
地
頭
也
、

本
田
六
右
衛
門
正
親

本
田
助
左
ヱ
門
親
光

左
衛
門

文
稔
ヨ
リ
慶
長
元
年
比
、

後
刑
部

或
親
昌
ト
モ
有
り
、

本
田
下
野
守
親
貞
入
遁
三
省

本
田
甚
兵
衛

慶
長
年
問
、

吉
田
美
作
守
清
存

慶
長
の
比
地
頭
ト
ア
リ
、

慶
長
十
年
野
間
宮
棟
札
亦
ハ
同
十
五
年
鷹
屋

宮
棟
札
ニ
ア
リ
、
諸
右
衛
門
ト
記
す
、

元
和
四
年
J
寛
永
八
年
迄
、

一
原
左
ヱ
門
佐
重
種

島
津
下
野
守
久
元

寛
永
九
年
J
同
十
六
年
迄
、

三
原
左
衛
門
佐
重
庸
謹
犠
ト
モ
、
寛
永
十
六
年
三
月
J
正
保
元
年

ミ

ス

司

b
t
s

-
島
津
安
義
守
久
雄
簿
誠
一
世
し
年
六
月
朔
日
ぷ
寛
文
十
二
年
迄
護

・
町
田
勘
解
由
忠
代
久
則
ト
モ
初
久
昌
一
一
訴
肝
要
源
左
衛

門
後
伊
賀
、
寛
文
八
年
申
二
月
一
目
、

初
忠
弘
大
隅
主
計
慶
忠
坊
賓
書
院
蔦
山
、

寛
文
九
年
酉
五
月
廿
八
日
J
延
賓
八
年
十
二
月

迄
、
或
寛
文
七
年
J
延
賓
七
年
迄
ト
モ
、

喜
入
括
津
守
忠
政

-
島
津
市
正
忠
康
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賓
永
四
年
亥

M
U年
十
月
八
日
ぷ
享
保
三
年
迄
、

後
大
蔵
、
享
保
九
年
辰
正
月
十
一
日
ぷ
延
享
三
年

寅
二
月
廿
三
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
島
津
右
平
太
久
品
磁
当
時
午
事
短
時
伝
縫
明
r
J
1
日露

・
高
橋
縫
殿
積
害
後
『
此
』
面
、
賓
暦
六
年
団
明
日
年
子
七
月
廿
八
日
・
2
明

和
五
年
子
七
月
廿
五
日
迄
可
後
明
所
』
、

-
二
階
堂
主
計
行
臼
一
州
事
端
伊
岡
、
知
、
恥
詔
諮
問
什
-
一
日

迄
『
後
明
所
』
、

寛
政
四
年
子
二
月
廿
五
日
ぷ
享
和
元
年
酉
七
月
十

日

持

也

・

-all

JY人
『

ιー=国
a
E

享
和
元
年
酉
十
月
加
七
日
ぷ
暗
汁
口
明
文
化
三
年
寅

八
月
三
日
迄
『
後
明
所
』
、

1

1

4

文
化
十
一
年
成
七
月
十
七
日
・
2
文
政
七
年
申
七
月

一
一
日
迄
『
後
明
所
』
、

文
政
七
年
申
十
二
月
晦
日
J
天
保
五
年
午
三
月
六

日
迄
『
後
明
所
』
、

天
保
五
年
午
九
月
廿
五
B
J
弘
化
三
年
午
三
月
廿

五
日
迄
『
後
明
所
』
、

弘
化
三
洋
午
八
月
廿
五
日
ぷ
『
嘉
永
三
戊
四
月
廿

八
日
ぷ
明
所
』
、

宣
菜
五
年
子
、

-
佐
多
豊
前
久
達

-
島
津
圃
書
久
方

-
島
津
左
仲
久
春

-
伊
勢
揺
摩
貞
矩

-
菱
刈
下
穂
陸
邑

-
島
津
安
房
久
備

-
島
津
但
馬
久
風

-
菱
刈
安
房
隆
観

-
島
津
査
岐
久
武

川
上
筑
後
久
封

一一一一一

宮
丸
中
務
少
輔
久
任 説

官
八
年
申
十
二
月
廿
七
日
λ
o
段
年
賀
、
氷
三
年

桑
原
郡

横
JII 

惣
高
四
千
三
百
三
十
五
石
徐

九
十
人

司
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
百

初
又
十
郎
ト
云
、
棒
山
美
濃
守
庚
久
ノ
弟
也
、

菱
刈
中
務

菱
刈
領
之
時
、
永
藤
中
、

742 

永
様
十
一
年
辰
正
月
ぷ
元
亀
元
春
迄
、
此
時

又
七
郎
と
稽
す
、
領
主
ニ
て
地
頭
ニ
非
す
と

い
へ
と
も
此
ニ
載
す
、

後
兵
部
左
衛
門
越
後
守
忠
包
、
天
正
八
年
よ

り
以
前
な
る
へ
し
、
文
稔
元
年
ニ
ハ
死
去
也
、

伊

集

院

肥

前

守

久

春

献

嬬

哩

儲

訳

滋

野

ニ

移

る

、

踊

慶
長
之
比
、

嶋
津
中
務
少
輔
家
久

新
納
十
郎
久
包

猿
渡
新
助
信
一
商

上
原
大
蔵
太
輔
倫
演

初
右
衛
門
と
云
欺
、
寛
永
五
よ
り
九
年
比
、

-
伊
勢
六
郎
左
衛
門
貞
秋
正
保
二
年
比
J
寛
文
之
初
迄
欺
、

初
彦
三
郎
外
記
頑
張
、
御
用
人
、
賓
仁
趨

頼
景
之
三
男
、
寛
文
二
年
二
月
晦
日
よ
り
『
定
』
、

寛
文
八
年
九
月
十
日
ぷ
『
定
』
、

-
桂
八
左
衛
門
忠
守

-
別
府
式
部
左
衛
門

-
岩
切
六
右
衛
門

延.G延寛
賞ト賓文
八モ七十
年、年三
申正・
八月七
月廿月
十七三
二日日
日 . G .G 
J イ司

六 定
年』、
十

月
廿

日

-
諏
訪
采
女
粂
延

-
志
蚊
藤
左
衛
門

-
猿
渡
喜
右
衛
門

御
用
人
、
元
議
四
年
未
七
月
廿
九
日
ぷ
、

-
町
田
孫
七

初
久
芳
吉
右
衛
門

『
廿
二
日
』

成
九
月
廿
七
日
ぷ
、

元
稔
十
二
年
卯
五
月
九
日
ぷ
、

志
賀
、
元
緑
七
年

-
伊
集
院
震
右
衛
門
久
鏡

-
讃
良
権
左
衛
門
貞
件

賓
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
、



正
徳
三
年
巴
十
一
月
十
九
日
J
享
保
九
年
辰
八

月
九
日
迄
口

umt

-
諏
訪
仲
右
衛
司
仲
左
衛
門
ト
モ
、
享
保
十
一
年
午
一
訂
正
ぜ

亥
十
二
月
十
一
日
迄
、

-
尾
上
権
六
峨
一
雄
一
豆
一
鋼
一
回
日
日
明
十
八
年
丑
正
月
十
一
日
ぷ
元
文

・
コ
一
崎
卒
太
後
文
民
崎
、
寛
保
三
年
亥
七
月
十
八
日
J
寛
延
元
年
辰
八

月
廿
八
日
迄
、

・
菱
刈
孫
兵
衛
寛
延
一
冗
年
辰
九
月
四
日
J
、

-
山
田
元
右
ヱ
門
博
唯
一
L

許
申
]
十
一
月
廿
一
一
一
日
J
賓
暦
六
年
子
正
月

頼
母

・
島
津
求
馬
等
八
年
寅
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
三
年
未
七
月
十
八
日

・
村
橋
左
膳
明
和
五
年
子
二
月
朔
日
ぷ
安
永
六
年
酉
九
月
六
日
迄
、

安
永
十
年
丑
正
月
十
一
日
・
8
『
寛
政
十
二
申
七
月
十

四
迄
』
、

寛
政
十
二
年
申
七
月
十
日
ぷ
、

-
卒
田
孫
太
郎
宗
恒

-
町
田
幸
太
郎

島
津
内
膳
久
中

-
石
黒
戸
後
左
ヱ
門

『
寛
政
十
三
酉
正
月
十
一
日
d
h

-
村
橋
左
膳

『
文
化
二
丑
正
月
十
一
日
J
同
三
寅
四
月
十
一
日
迄
』
、

-
島
津
彦
太
夫

『
文
化
三
寅
六
月
九
日
ぷ
同
五
辰
九
月
廿
七
日
迄
』
、

諸郷地頭系図

-
島
津
直
江
『
文
化
六
日
正
月
十
一
日
J
h

『
求
馬
』

松
崎
善
助

ロ『

3翌
』ノ、

業蔵
五後
子隼
正見
月
十文

士政

美:±2
と年宇

亥
九
月
十

-
島
津
久
馬
久
徴

鎌
田
哲
二
郎

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
・
2
物
頭
ニ
テ
、

ニ
四

桑
原
郡

吉
松

狩
夫
百

惣
高
四
千
七
百
五
十
九
石
鈴

九
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

相
良
日
向
守

山
口
大
戴

異
本
ニ
越
中
守
地
頭
エ
テ
大

蔵
地
頭
代
と
有
り
、
可
卓
司
、

天
正
八
年
比
、
又
同
比
地
頭
代
ニ
曾
木
越
中
守
と
有
り
、

有
川
長
門
守
入
遁
恕
関
根
元
記
ニ
ミ
ュ
、

有
川
能
登
守
性
口
剛
脱
線
ニ
融
制
一
一
河
〈
咽
清
ド
ヨ
ほ
明
噌
鳴
り
唱

上
原
右
衛
門
尉
古
瑚
松
崎
一
畑
一
慨
は
れ
い
U
日
付
加
川
頴
娃
氏
由
緒

平
田
越
前
守
宗
親
慶
長
之
比
、

南
郷
治
部
少
輔

野
村
大
事

へ前

伊吹 川
地田
知助
周太
防郎
守義
重禦
康

寛
永
九
年
比
、

新
納
仲

L

次
郎
忠
彰

初
治
十
郎

ノ
比
カ
、

後
仲
左
衛
門
、
高
治
之
初
比
欺
、

初
大
炊
助
、
御
使
役
也
、
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治
部
左
衛
門

采
女
正
、
慶
長

鎌
田
太
郎
右
衛
門
政
策

-
新
納
四
郎
左
衛
門
久
辰

後
近
江
守

入
道
遠
心
斎
、
横
目
頭
、



卒
田
民
部
左
衛
門
宗
門

・
巴
後
長
左
衛
門
盛
行
賓
町
田
久
政
之
三
男
、
肥
後
氏
ノ
嗣
と
な
る
、

吟
味
役
、
寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
地
頭
、

『

b
t圃

延
賓
二
年
二
月
ぷ
『
定
』
、

j
E

-
伊
東
刑
部
左
衛
門

延
賓
七
年
六
月
十
二
日
ぷ
、

門
戸
脱
力
〉

・
伊
東
六
右
衛
門
一
桁
章
延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
J
、
後
御
納
奉
行

等
承
ル
、

貞
享
二
年
十
一
月
ぷ
元
蔽
四
年
迄
、

-
志
岐
藤
左
衛
門

-
伊
地
知
八
右
衛
門

-
野
村
才
右
衛
門

後
監
物
、
元
禄
四
年
『
未
』
五
月
十
七
日
比
一
日
市
九
日

-
赤
塚
源
太
左
帯
門

後
新
次
郎
、
賓
永
四
年
一
亥
十
月
廿
九
日
・
2
、

-
本
城
源
四
郎
忠
辰

賓
永
七
年
寅
七
月
二
日
J
、

-
大
山
後
角
右
衛
門
享
保
二
年
酉
八
月
廿
八
日
J
、

-
仁
瞳
仲
右
衛
門
享
保
四
年
亥
十
二
月
十
一
日
J
享
保
七
寅
十
二
月

十
七
日
迄
、

・
土
持
権
兵
衛
信
秋
博
司
哨
閉
山
ー
ヲ
晴
海
，
辰
正
月
十
一
日
J
同

・
森
川
孫
太
夫
鵠
喉
十
三
年
申
三
月
十
五
日
J
周
年
十
二
月
七
日

・
迫
水
喜
太
夫
時
鳴
十
五
年
成
正
月
十
一
日
J
同
十
六
一
亥
七
月
朔
日

、

ャ

『

正

』

・
米
良
藤
右
衛
門
享
保
十
七
年
子
八
月
十
一
日
ぷ
延
享
三
年
二
月
十

九
日
迄
、

『
延
享
五
辰
三
月
十
一
日
・
2
』

明
和
三
年
戊
正
月
十
一
日
『
迄
』
、

胡
和
五
年
正
月
十
一
日
美
明
八
年
七
月
六
日

-
川
上
捕
五
太
夫

-
種
子
島
十
郎
太
夫

-
北
郷
八
右
衛
門

『
へ
目
』

天
明
八
年
申
十
二
月
期
日
ぷ
、

744 

-
桂
外
記

『
寛
政
四
子
九
月
廿
八
日
ぷ
同
七
卯
七
月
朔
日
迄
』
、

『
寛
政
八
辰
三
月
廿
八
日
ぷ
文
化
十
四
丑
七
月
廿
二
日
迄
』
、

・
土
持
権
之
丞
盈
中
『
時
一
昨
話
明
一
一
一
月
十
五
日
J
文
政
九
成
六
月

『
石
原
庄
太
夫
紋
明
九
成
十
一
月
廿
八
日
J
同
十
二
丑
六
月
十
四
日

.
川
上
菊
五
太
夫
久
運

-
今
村
競

伊
集
院
周
右
衛
門

『
文
政
十
三
寅
正
月
十
一
白
J
嘉
永
二
酉
五

月
廿
八
日
迄
』
、

嘉
永
田
一
亥
八
月
J
、

ニ
五

鹿 払
見と彊
島E憲

τと
1=1 

田

狩惣42

喜重量
七千型
十六52
五百求
人十望

一』

石
像

桂
太
郎
兵
衛
忠
培

初
丹
後
民
部
左
衛
門
、
冒
圏
分
氏
、

後
筑
前
守
、
吉
田
城
代
ト
篤
リ
居
レ
リ
ト

自
家
ノ
譜
で
、
、
ヘ
タ
リ
、

日
隅
不
詳
、
寛
永
十
四
死
去
、

平
野
六
郎
左
ヱ
門
友
知

伊
地
知
式
部
少
輔
重
成

本
田
下
野
守
親
貞
入
道
三
省

(
飯
カ
)

伊
勢
卒
左
ヱ
門
貞
成
飯
野
・
吉
田
・
蒲
生
地
頭
と
有
り
、

比
志
島
掃
部
助
園
詮
懇
端
題
義
弘
御
隠
居
御
家
老
、

忠
柴
ナ
ラ
ン
、
元
和
ノ
比
ヵ
、

自
系
吉
田
・
加
世
田
地
頭
と
有
り
、

島
津
中
務



久
盈
ナ
ラ
ン
、
寛
永
中
ヵ
、
同
十
九
死
去
、

村
田
藤
兵
衛
経
団
側
一
楳
特
断
動
畑
一
船
奉
行
・
町
奉
行
・
吟
味
役
・

島

津

清

太

夫

久

元

頭

葉

挺

事

品

、

駐

一

室

哨

明
暦
三
年
迄
欺
、

・
島
津
又
助
忠
清
眠
官
服
脱
一
切
一
口
一
倍
以
和
守
久
章
之
子
也
、
『
明
暦

・
大
野
源
右
ヱ
門
寛
文
二
年
九
月
三
日
『
定
』
、

隼
人
久
明
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ン

阿
多
十
左
ヱ
門
寛
文
五
年
二
月
二
日
『
定
』
、

樺
山
擢
左
ヱ
門

-
鎌
田
太
郎
右
ヱ
門

延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
、

島
津
大
蔵
久
明

式
部
、
天
和
二
年
三
月
廿
八
日
・
2
、

初

久
始

-
町
田
式
部

天
和
二
年
成
八
月
七
日
、

-
島
津
助
太
夫

貞
享
三
年
寅
九
月
廿
七
日
ぷ
元
稔
三
年
迄
、

-
相
良
四
郎
五
郎

元
様
四
年
未
七
月
廿
九
日
、

諸郷地頭系図

久
記
ヵ
、
賓
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
一
-
手
酉
吋
問
、

『
十
一
日
』
一
-

a

d

-
島
津
十
郎
左
ヱ
門
晴
駄
百
年
一
一
一
月
十
八
日
J
享
保
三
年
成
三
月
朔

享
保
三
年
成
四
月
十
八
日
J
同
十
一
年
午
八
月
五
日

迄、享
保
十
二
年
未
正
月
廿
一
日
J
同
十
八
年
丑
八
月
朔

日
迄
、

享
保
廿
年
卯
九
月
十
八
日
J
延
享
三
年
寅
七
月
『
廿

日
』
迄
、

-
島
津
頼
母

-
和
田
衣
兵
衛

-
相
良
源
太
夫

-
土
持
新
八
祭
貞

延
享
四
年
卯
八
月
四
日
ぷ
『
覚
延
四
未
八
月
二
日
迄
』
、

・
祢
寝
孫
左
ヱ
門
認
可
短
説
揖
百
年
成
正
月
十
一
日
J
同
六
年

・
四
本
庄
臓
簿
一
十
一
年
巳
九
月
四
日

A
O

同
十
三
年
未
六
月
廿
二
日

・

村

上

言

語

辞

唱

一

年

酉

一

一

月

十

七

日

{

四

年

未

『
八
月
十
五
日
』

・
市
田
喜
内
後
勘
解
由
、
安
永
五
年
申
九
月
十
九
日
J
、

『
元
』
『
正
月
十
一
日
』

-
岩
下
佐
衣
右
ヱ
門
技
開
)
一
年
寅
二
月
九
日
J
同
五
年
巳
五
月
十
三

f
a
k

『
正
月
十
一
日
』

-
谷
村
孫
右
エ
門
限
開
花
年
未
四
月
十
日
・
8
『
寛
政
三
亥
正
月
十
一

tふ
た

L

『二月』

-
村
田
伊
左
ヱ
門
一
団
法
)
年
一
亥
一
一
一
月
十
九
日
〈
同
九
巳
閏
七
月
十

『
寛
政
十
午
正
月
十
一
日
J
K

-
一
帽
山
平
太
夫

-
富
山
逸
見

-
川
上
頼
母

『
享
和
二
成
八
月
廿
一
日
J
文
化
七
午
十
月
廿
七
日
迄
』
、

-
岩
切
嘉
藤
失
『
文
化
九
申
正
月
十
一
日
J
同
十
一
成
二
月
六
日
迄
』
、

-
肝
付
帯
万

『
文
化
十
一
成
六
月
四
日
ぷ
同
十
四
丑
八
月
十
一
日
迄
』
、

『
文
化
十
五
寅
正
月
十
一
日

t
h

-
平
山
五
郎
右
ヱ
門
『
恨
叩
踏
切
正
月
土
日
J
同
五
午
士
一
月
廿

・
里
村
藤
十
郎
『
日
銀
情
未
七
月
十
九
日
ぷ
同
十
一
子
十
二
月
十
一

・
寺
尾
庄
兵
衛
『
眼
一
白
川
一
一
丑
四
月
十
三
日
J
嘉
永
三
成
四
月
十
二

嘉
永
三
成
五
月
十
五
日
』
、

-
島
津
頼
母
久
武
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コ
亦
松
主
水



ニ占ハ

諸
鯨
郡

吉
田

物
語
三
千
四
百
八
十
二
石
鈴

三
人十

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
五

本
村
石
見
守

北
原
安
審
守

鎌
田
尾
張
守

初
刑
部
左
衛
門
、

南
郷
若
狭
守
忠
寛

白
坂
美
濃
守
粂
頼

天
正
之
比
、

弟
子
丸
越
後
守
宗
槍
人
道
紹
閑

始
美
作
守
肥
前
守
、
吉
田
・

幅
島
地
頭
と
あ
り
、

寛
永
九
・
三
月
死
去
也
、
寛
永

五
・
四
月
十
七
日
貞
昌
・
久
一
光

連
判
書
-
一
員
幸
・
吉
田
江
被
召

移
云
々
と
有
り
、

伊
地
知
甚
左
衛
門
重
辰
人
道
昌
繁

弟八
子木
丸越
藤翠後
左究守
コこカ

門
'三"刀可Z

辰

(
覚
、
参

同
十
一
年
七
月
弟
子
丸
弥
八
殿
虞
幸
・
吉
田
移
落
着
ニ

付
、
知
行
百
石
御
加
増
云
々
口
ミ
ユ

寛
永
十
五
J
寛
文
元
迄
、
寛
、
水
九
年
J

欺
、
同
廿
年
死
去
と
あ
れ
ハ
寛
文
元
年
ハ

誤
な
ら
ん
、

宗
辰
子
、
初
右
京
播
「
守
と
云
、
寛
文

一
元
年
死
去
と
有
り
、

『
親
藤
左
衛
門
地
頭
直
ニ
』
、
『
定
国

・
長
谷
場
兵
右
ヱ
門
盟
諸
湾
、
寛
文
一
一
年
一
一
月
晦
日
J
同
十

兵
右
衛
門
ト
モ
、
寛
文
十
年
十
二
月
ぷ
同
十
二
年
九

白
川
措
品
、

-
弟
子
丸
藤
左
ヱ
門
宗
盈

長
谷
場
縫
殿

『
六
日
』

寛
文
十
三
年
九
月
十
八
日
ぷ
延
賓
六
年
迄
、

-
大
島
清
太
夫
久
成
同
諮
問
計
頭
、
延
賓
七
正
月
廿
七

・
喜
入
休
右
衛
門
久
則
鯉
口
兵
衛
後
十
郎
右
衛
門
、
貞
享
元
九
月

ヰ
同
一
門
司
リ
同
五
年
二
月
迄
、

貞
享
五
年
辰
九
月
五
旦
百
け
晶
、
元
蔵
二
年
迄
、

元
職
二
巳
四
月
五
日
に
一
日
記
貿
永
二
年
十
月
三
日
迄
、

-
鎌
田
後
藤
兵
衛
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-
五
代
舎
人

-
島
津
主
水

-
川
上
上
野
久
倫

賓
永
三
成
正
月
廿
七
日
一
-
一
時
一
凋
一
円
刊
、

後
一
挙
慰
岐
、
賓
永
六
年
丑
九
月
十
四
日
M
開け一九日ロ

初
彦
太
郎

-
川
上
久
馬
久
東

-
新
納
右
衛
門

-
西
平
太

後
五
郎
右
衛
門
、
享
保
九
辰
正
月
十
一
日
J
、

久
幸
ヵ
、
延
享
五
年
辰
二
月
十
五
日
ぷ
『
賓
暦
十
辰

正
月
十
一
日
迄
』
、

賓
暦
十
三
年
未
七
月
廿
八
日
J
明
和
元
申
閏
十
三
月

廿

九

日

迄

、

『

・

四

』

後
恰
之
助
、
明
和
四
年
一
亥
八
月
廿
四
H
J
安
永
六
年
酉
十

月
晦
日
迄
、

安
永
十
年
丑
正
月
十
九
B
J
『
寛
政
五
丑
十
月
十
九

日
記
』
、

寛
政
六
寅
正
月
十
一
日
間
八
辰
八
月
十
四
日
迄
、

-
島
津
小
卒
太

-
本
田
太
兵
衛

-
伊
集
院
伊
膳

『
大
野
清
太
夫

北
係
織
部

寛
政
九
巳
三
月
朔
日
ぷ
文
化
十
四
丑
二
月
十
五
日
迄
、

種
子
嶋
六
郎

文
政
五
午
七
月
七
日
ぷ
、

紋
喰
九
戊
正
月
十
一
日
ぷ
天
保
十
三
寅
三
月
十
七
日

平
田
助
太
夫



御
納
戸
奉
行
・
吟
味
役
・
京
大
坂
御
留
守

居
、
寛
文
三
年
十
一
月
廿
臼
ぷ
『
定
』
、

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

『

定

』

・
川
上
上
野
介
久
運
寛
文
十
一
年
亥
三
月
三
日
什
4
ゲ
ト
制
一
品
、

『
定
』

・
平
田
民
部
左
ヱ
門
宗
門
寛
文
十
二
年
子
七
月
七
日
叶
ト
昨
持
、

延
賓
七
年
正
月
廿
七
日
、
釜
ロ
太
夫
経
智
の
事
な
る

へ
し
、
御
用
人
也
、

相
良
典
檀
長
洪

市
来
源
右
衛
門

竹
下
仁
左
ヱ
門

扮
陽
衣
郎
右
衛
門

上
村
休
兵
衛

ニ
七

新
納
仲
左
衛
門
忠
雄

敷
根
筑
前

北
郷
佐
渡

-
北
郷
作
左
ヱ
門

-
一
幅
屋
助
左
ヱ
円
余
金

-
本
田
六
左
ヱ
門

誇郷地頭系図

-
村
田
矯
左
ヱ
門

天
保
十
四
卯
正
月
十
一
日
J
、』

事
氷
四
年
口
月
教
授
ニ
て
、

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、
物
頭
三
問
、

安
政
三
年
辰
J
、

高
城
郡

高
城

惣
高
五
千
七
百
五
十
七
石
像

百
五
十
五
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
七

寛
永
九
年
比
、

-
碇
山
衣
右
ヱ
門

延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
間
樫
午
前
か
げ
り
、

-
向
井
市
之
充

天
和
三
年
亥
五
月
十
三
日
一
切
嶋
巨
情
。
り

-
鎌
田
十
左
ヱ
門

賓
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
J
、

賓
永
四
年
亥
十
月
八
日
J
、

資
永
六
年
丑
八
月
廿
五
日
ぷ
正
徳
元
年
卯
八
月
廿

一
日
迄
、

Z
E

『十ニ

E

ニ
ニ
原
佐
々
右
ヱ
門
叩
一
語
辞
官
正
月
十
日
J
享
保
四
年
亥
十
一
月

・
米
良
藤
右
ヱ
門
享
保
七
年
寅
七
月
十
八
日
ぷ
、

-
伊
集
院
高
等
十
一
一
未
正
月
廿
一
目
白
廿
年
卯
七

4
八
日

・
野
村
勘
兵
衛
得
〈
一
一
一
年
午
七
月
朔
日
ぷ
延
享
元
年
子
六
月
十
五
日

・
鎌
田
六
郎
太
夫
轍
誌
鰐
一
品
い
1
4時
判
官

E

卯
八
月
廿
一
日
J
明

・
菱
刈
孫
兵
衛
明
和
六
年
丑
十
二
月
六
日
d
、

-
篠
崎
戴
太
左
ヱ
門
銭
百
年
成
九
月
十
一
日
貧
富
子
五
月
廿

寛
政
四
年
子
八
月
廿
八
日
J
寛
政
五
年
丑
四
月
三

・
北
郷
八
右
ヱ
門
日
迄
、

-
新
納
五
郎
右
ヱ
門
一
誠
一
龍
一
副
主
月
十
一
日
J
文
化
四
年
卯
十
一

文
化
五
年
辰
正
月
十
一
日
J
同
十
一
年
成
三
月
三
日
迄
、

『
寅
』
『
廿
日
』

文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
五
年
正
月
十
一
日
迄
、

文
化
十
五
年
寅
正
月
廿
日
J
天
保
三
年
辰
十
二
月
廿

六
日
迄
、

-
本
田
六
左
ヱ
門

-
伊
集
院
用
之
助

-
川
田
求
馬

新
納
織
部
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-
伊
集
院
戴
主



-
町
田
監
物
久
要

『
廿
二
日
』

天
保
四
年
巳
六
月
廿
一
日
ぷ
、

ニ
八

惣
高
三
千
四
百
十
六
石
像

六
十
人

『
地
頭
職
高
百
石
』

山
田
越
前
守
有
信
入
道
理
安
蔵
人
有
徳
之
子
、
初
新
助
と
云
、

御
家
老
也
、

'its-

、、

野
村
市
右
ヱ
門
清
綱
一
首
八
年
比
、
高
麗
御
供
、
高
江
地
頭
と
有

土
持
左
馬
権
頭
盈
信
一
絞
必
一
地
一
軒
一
議
一
服
ド
駄
一
明
、
.
賄
杭
ん
特

辛
丑

(
7
3
特
大
崎
高
江
地
頭
ニ
補
ス
ト
ア

伊
地
知
彦
右
ヱ
門
重
停
輝
一
日
一
明
人
道
安
心
之
子
、
初
掃
部
内
蔵

御
兵
具
奉
行
也
、

賓
諏
訪
采
女
粂
延
三
男
也
、
信
金
高
江
地
頭
ノ

コ
ト
、
自
系
ニ
ミ
ヘ
ス
、

薩
「
郡

高
江

狩
夫
二
百

伊
東
肥
後
守
枯
辰

土
持
権
之
丞
信
金

-
伊
東
三
左
ヱ
門

-
伊
勢
六
郎
左
ヱ
門
寛
文
五
年
二
月
二
日
『
定
』
、

-(吟
hr
久
左
ヱ
門
親
宣
入
差
是
貝
御
納
戸
奉
行
・
吟
味
役
、
寛
文
七

年
二
月
三
日
『
定
』
、

寛
文
八
年
九
月
十
日
『
定
』
、

-
岩
切
六
右
ヱ
門

-
扮
陽
衣
郎
右
ヱ
門
光
東

吟
味
役
、
寛
文
八
年
九
月
十
日
『
定
』
、

-
鎌
田
源
左
ヱ
門

延
賓
四
年
九
月
『
定
』
、

-
新
納
小
右
ヱ
門

貞
享
五
年
辰
九
月
五
日
J
、

-
別
府
式
部
左
衛
門

元
藤
十
二
卯
五
月
九
日
J
、
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-
山
田
源
之
丞

御
用
人
、
『
初
四
郎
兵
衛
』
、

-
上
村
権
兵
衛
行
隆
資
永
六
年
『
丑
御
語
文
ニ
有
之
』
、

-
戸
田
卒
衣
一
時
一
時
八
年
卯
十
二
月
十
一
日
ぷ
寛
保
三
年
一
亥
正
月
十
一

・
堀
堀
右
ヱ
門
銀
哩
四
年
卯
八
月
四
日
よ
り
明
和
二
年
七
月
十
八
日

・
仁
瞳
仲
右
ヱ
門
岡
羽
詰
，
寅
正
月
十
五
日
ぷ
天
明
四
年
辰
正
月
廿

・
岸
喜
右
衛
門
猷
明
五
年
巳
正
月
十
一
日
ぷ
同
八
年
申
八
月
十
一
日

寛
政
二
年
戊
正
月
十
一
日
ぷ
文
化
十
年
酉
四
月
二
日
迄
、

-
西
恰
之
助

文
化
十
一
年
成
六
月
四
日
J
文
政
九
年
、

-
比
志
島
相
馬
賊
紙
切
年
成
正
月
十
一
日
〈
天
保
五
午
八
月
廿
七

・
士
口
利
主
馬
久
利
天
保
六
年
未
正
月
十
一
日
ぷ
『
同
九
年
迄
』
、

『
十
年
亥
』

『
後
要
人
』
、
天
保
十
一
年
子
正
月
十
一
日
J
、

-
島
津
靭
負

-
島
津
敷
馬

江
田
五
郎
左
ヱ
門

ニ
九

出
水
郡

高
尾
野

初仕『主，、
民薩地旦里
部州頭ーユL

少家職人工
輔、高是
ト文五旦
云稔拾;ヒ
、三吾入
亮亙
去跡
也

狩
夫

市
来
加
賀
守
家
諸
人
道
元
粛



仁
檀
左
近
将
監
景
頼

寛
永
九
年
比
、

-
島
津
民
部

日寛
寛 J文
文島三
吉 津 年

年藤杢塁塑明

貢真言 :EE
三 術 云 心主同年

宗 H 三百足九
『政よ.， I:l 

害之.りFR十
IZ養持?夫旦是
!，:tそ同云岩手手』
九賓~ !支持
弟冬フ五詐
均迄族空戸
寛 宅月
文十
七五

-
諏
訪
甚
左
ヱ
門
正
粂

-
比
志
島
内
記

-
卒
田
藤
右
衛
門
宗
則

-
川
上
持
監
久
終

寛
文
八
年
九
月
十
日
『
定
』
、

-
伊
東
衣
郎
右
ヱ
門
曲
之

寛
文
十
一
年
一
亥
七
月
十
七
日
J
『定』、

諸郷地頭系図

延
賓
四
年
九
月
『
定
』
、

-
卒
田
清
右
衛
門
純
雷
吟
味
役
・
京
大
坂
誠
警
で
御
用
人
、
延
賓

七
未
正
月
廿
七
日
廿
h
H
モ
明

-
五
代
采
女
初
勝
左
衛
門
『
延
賓
八
申
八
月
十
二
日
』
、

-
相
良
吉
右
ヱ
門
何
一
報
誌
，
、
正
月
廿
五
日
『
定
丸
昨
叶
い
け
そ
同
十
二

・
伊
勢
調
九
郎
後
兵
部
、
元
縁
十
二
卯
五
月
九
日
、

愛
主
計
、
享
保
三
年
成
三
月
朔
日
J
同
九
年

・
樺
山
権
左
ヱ
門
久
堅
辰
六
月
廿
一
日
迄
、
縛
市
来
、

愛
左
京
、
享
保
九
年
辰
九
月
四
日
J
廿
年
卯
七
月

・
頴
娃
長
左
ヱ
門
廿
八
日
迄
、

元
文
四
年
未
七
月
廿
一
目
、

寛
延
二
年
巳
六
月
十
五
日
ぷ
賓
暦
十
三
年
未
七
月

廿
八
日
迄
、

-
卒
山
久
馬
助
久
行

-
北
郷
助
太
夫

-
相
良
瀬
市
兵
衛

-
河
上
久
馬

明
和
四
年
亥
八
月
廿
四
日
ぷ
安
永
七
成
九
月
十
一
日
迄
、

-
愛
甲
蔵
記

御
側
役
・
御
側
御
用
人
、
安
永
八
年
一
亥
正
月
十
一
日
J
、

-
相
良
兎
毛

天
明
八
年
申
八
月
十
九
日
ぷ
、

-
薬
丸
猪
右
ヱ
門

『
寛
政
七
卯
正
月
十
一
日
』
、

-
島
津
波
門

『
寛
政
十
二
申
正
月
十
一
日
』
、

『
文
政
二
卯
十
月
廿
九
日
』
、

-
卒
川
市
左
ヱ
門
常
昭
『
域
一
昨
一
一
一
時
証
明
十
一
日
ぷ
天
保
十
五
辰

・
森
川
利
右
ヱ
門
長
喬
『
諒
什
f

野
1
七
日
ど
嘉
永
五
年
子

事
水
五
年
子
正
月
十
一
日
一
〈

-
喜
入
多
門
久
遁

三
原
藤
五
郎
経
理

『
地
頭
職
高
百
石
』

惣
高
一
高
二
千
六
百
十
石
絵

狩
夫
千
四
百
五
十
六
人

伊
地
知
右
衛
門
兵
衛
重
勝
時
伊
揖
砕
妻
、
領
谷
山
地
頭

大
野
駿
河
守
・
伊
集
院
山
城
守
天
文
八
年
比
地
頭
ナ
リ
、

。
谷
山
郡

谷
山

有
川
六
郎
左
ヱ
門
貞
末

初
長
門
守
、
貴
久
公
御
代
、

川
上
左
近
勝
監
久
辰

天
正
七
、
八
年
比
、
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本
田
甚
兵
衛



伊
勢
兵
部
少
輔
貞
昌

慶
長
元
年
・
2
寛
永
十
八
年
迄
、

八
月
四
日
死
去
也
、

寛
永
十
八
年
ぷ
寛
文
三
年
迄
、

伊
東
肥
後
守
祐
昌
初
仁
右
衛
門
、
谷
山
・
水
引
・
頴
娃
・
栗
野
等

地
頭
と
有
り
、

・
諏
訪
杢
右
ヱ
円
余
利
寛
文
八
年
九
月
十
日
比
一
刊
延
賓
八
年
迄
、

-
肝
付
主
殿
久
晶
京
証
事
一
郎
年
『
申
』
八
月
廿
一
一
日
比
沌
日
天
和
三
年
迄

晦
日
迄
ト
モ
、

・
町
田
…
勘
解
由
忠
代
初
源
左
衛
門
後
伊
賀
、
天
和
二
年
成
四
月
十

五
日
一
壮
一
時
貞
享
三
・
九
月
迄
、

-
中
紳
内
戴
之
亙
酬
四
一
肌
判
明
貞
警
一
年
『
寅
』
九
月
十
日
誌
自
主

・
野
村
太
駅
ぶ
ヱ
門
持
株
投
・
御
用
人
、
元
職
六
年
商
正
月
廿
四
日

配
当
HeT
月
元
禄
九
迄
、
『
定
』

元
禄
十
年
正
月
廿
五
日
刊
一
律

F
、

伊
勢
兵
部
貞
昭

-
鎌
田
後
藤
兵
衛
政
方

-
向
井
市
之
允
友
貞
賓
永
三
年
成
六
月
廿
日
担
当
時
「
極
官

・
米
良
藤
右
ヱ
回
』
御
側
御
用
人
、
後
比
応
島
家
後
嗣
隼
人
ト
改
、
賓

F
永
五
年
正
月
廿
八
日
初
判
明
そ
『
後
比
志
嶋
隼
人
』
、

・
義
岡
右
京
久
守
謹
二
年
成
三
月
朔
日
〈
同
十
三
死
去
、
御
家

・
島
津
彦
太
夫
享
保
七
年
寅
正
月
十
三
日
J
同
十
六
一
亥
六
月
六
日
迄
、

久
営
方

『
明
所
享
保
十
六
亥
六
月
六
日
』

-

島

署

万

久

名

運

船

辞

減

計

十

1
龍
一
眼
月
廿
一
一
一
日

享
保
廿
年
卯
七
月
廿
八
日
J
、

-
頴
控
左
京

-
鎌
田
太
郎
右
ヱ
門
翌
日
程
群
暗
朕

3延
享
四
年
卯
七
月

・
本
田
作
左
ヱ
円
建
思
髄
併
せ
日
J
寛
延
-
一
年
巳
八
月
十
五

寛
延
二
年
巳
十
一
月
廿
三
日
ヨ
リ
若
年
寄
ニ
テ
、
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-
島
津
内
記
久
映

賓
暦
四
年
成
四
月
十
一
日
、

-

島

津

小

卒

太

久

金

強

制

特

設

計

肘

彊

匙

鮭

醇

後
小
松
ト
競
ス
、
賓
暦
十
一
年
巴
九
月
十
三
日
、

『七・』

明
和
八
年
卯
四
月
十
三
日
ぷ
安
永
九
年
子
七
月
十
四
日

迄
『
其
後
明
所
』
、

後
伊
豆
播
「
、
安
永
十
年
丑
正
月
十
一
日
、

-
島
津
杢
久
峯

-
蘭
襲
式
部

-
島
津
采
女

-
伊
勢
兵
部

-
山
岡
雅
楽
久
方

寛
政
三
年
亥
三
月
廿
一
目
、

-
小
林
仲
太
兵
衛
税
十
一
六
月
時
一
域
間
経
守
一
一
月
廿
五
日
よ
り
十
一
年

・
赤
松
市
正
則
方
寛
政
十
二
申
八
月
十
五
日
ぷ
、

-
島
津
勝
監
拝
和
子
惜
吉
一
月
廿
七
日
，
g
文
化
三
年
寅
五
月
朔
日
迄

久
泰
カ
£

ZKEpt-

-
島
津
安
房
司
久
備
』
文
化
四
年
卯
四
月
六
日
J
、

-
島
津
相
馬
故
佐
駐
出
官
月
十
一
日
ぷ
同
十
四
年
丑
五
月
十
三
日

・
市
団
長
門
誌
一
戦
開
軒
以

1
二
日
ぷ
文
政
二
年
卯
之
四
月
廿

・
川
田
信
濃
佐
模
盟
諸
経
紘
一
明
九
日
ぷ
『
文
政
十
二
年
丑
四
月

・
菱
刈
杢
之
介
隆
観
時
一
昨
に
桝
畑
一
u
月
九
日
J

『
天
保
五
午
九
月



-
島
津
持
監
久
品

天
保
五
年
午
十
月
六
日
ぷ
『
同
十
五
辰
十
二
月
廿

二
日
J
明
所
』
、

弘
化
三
年
午
正
月
十
一
日
ぷ
事
氷
五
年
子
正
月
十

一日山込、

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
よ
り
、

-
喜
入
多
門
久
遁

島
津
右
門
久
一
踊

阿
多
郡

田
布
施

後

圃
書
助
中
原
貞
息

惣
高
四
千
四
百
二
十
四
石
徐

七
百
十
四
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

成
申
七
月
廿
一
日
諏
方

棟
札
ニ
ア
リ
、

有
川
氏
欺
、
長
享
二
年
比
棟
札
ニ
同
人
二
高
橋

村
モ
一
所
ニ
領
ス
ル
カ
、
と
と
と
と
と
と
と

友
久
所
領
ノ
御
地
頭
ト
大
概
記
ニ
ア
リ
、

狩
夫

前

伊田
集部
院三
大河
和守
守義
宿康
久

文
明
十
八
年
比
棟
札
ニ
ア
リ
、

伊

地

知

衣

郎

左

ヱ

門

尉

重

頼

脚

立

転

出

暗

黙

腕

崎

嘉

ニ
ア
リ
、
左
太
夫
租
也
、

天
文
四
年
未
十
二
月
久
玉
明
紳
棟
札
ニ
ア
リ
、

上
木
貞
俊

鎌
田
園
書
助
政
郷

天
文
六
年
八
月
池
部
村
諏
方
棟
札
ニ
ア
リ
、

諸郷地頭系図

鮫
島
又
左
ヱ
門
尉

天
文
六
年
比
ヨ
リ
、
同
十
年
十
二
月
稲
荷
駐
棟

札
ニ
ア
リ
、

十
三
年
棟
札
ニ
モ
ア
リ
、
十
八
年
ニ
モ
ア
リ

宗
増
ト
モ
、
永
稔
十
年
比
ぷ
天
正
之

末
迄
棟
札
ニ
ア
リ
、

十
一
年
棟
札
ニ
ア
リ

永
除
四
年
酉
十
二
月
伊
勢
大
紳
宮
棟
札
ニ
鮫
島
藤
原
宗
増
ト
ア
リ
、
永
隊
十
年
ノ
棟
札
ニ

鮫
島
入
道
双
月
藤
原
宗
靖
ト
ア
リ
、
天
正
十
八
年
大
野
村
鎮
守
大
明
肺
棟
札
ニ
ミ
ユ
、

鮫
島
土
佐
守
宗
豊
入
道
双
月

初
圃
書
助
、
義
久
会
御
代
天
正
八
年
、

此
年
、
七
月
十
七
日
諏
方
棟
札
ア

村
田
刑
部
少
輔
経
永
嘘
長
中
ヨ
リ
任
職
、
元
和
九
年
J
移
地
頭
ト

ア
リ
、

寛
永
七
牛
九
月
廿
四
目
、
四
十
三
歳
江
戸
-
一
死
去
、
此
年
十
一

上
井
東
市
正
晶
水
道
哩
滑
り
守
い
制
使
役
也
、
寛
永
五
年
J
同
七
年

月
棟
札
-
一
諏
訪
初
六

T
I
l
-
‘、

迄
、
同
九
年
比
上
井
、

政
徳
ノ
子
也
、
御
使
役
、
寛
永
十
年
J
慶
安
三

年
十
月
迄
、

粂
道
ノ
弟
也
、
余
道
引
績
地
頭
ナ
ル
ヘ
シ
、
寛

永
九
年
比
同
十
年
酉
七
月
五
日
江
戸
ニ
死
去
、

十
八
才
、

鎌
田
出
雲
守
政
近

シル後間寸
」ベア前此

上鎌
井田
甚左
三京
郎亮
象政
吉喬

-
伊
集
院
右
衛
門
忠
良

-
諏
方
甚
六
正
粂

島
津
又
十
郎
忠
奥

-
嶋
津
清
太
夫
久
元

本
田
四
郎
右
エ
門
親
遁

-
鎌
田
太
郎
右
衛
門
政
策

慶
安
三
年
十
月
ぷ
同
五
年
迄
、

寛
永
十
年
十
一
月
棟
札
ニ
ア
リ
、
粂
吉
引
績
キ
カ
、

正
粂
ハ
後
甚
左
衛
門
ト
云
ナ
ル
ヘ
シ
、

也後年承
、帯午磨、

市宣明万七元
右親暦、月 j

Fノ三一常i4子年旦札

嘉手持活
士宮郷十氏十暦
左1右三後郎三
士モ衛日嗣忠ノ
古門ぷト知八
三 寛成ト月
百大永、ア迄
品 炊 六 御 リ
ム太年物、承
i~ 夫迄奉感
ヨ十 、行三

一
山
一
山
一
同
時
一
ハ
ト
ヨ
リ
問
七
年
迄
、

十 寛監
一文物
年八吉政
迄年主貞

二二ギノ

月z子
直-~、
ニ日目御

室定幸理
但八十モt又
11百平一ァ

F キTリネ刀
江45大

ア延炊
リ賓が

同
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寛
文
十
二
年
子
六
月
J
延
賓
八
年
迄
、

『
込
高
M

園

七
月
ト
モ
」
E

I

E

延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
制
一
円
伊
川
一
時
亭
天
和
三
年
迄
、

・
仁
曜
奥
三
左
ヱ
門
天
和
二
年
一
能
町
一
一
時
吋
ヨ
リ
貞
享
五
年
迄
、

-
島
津
頼
母
久
記
入
道
査
峰
雄
翻
源
七
、
元
禄
元
年
十
月
J
賓
永
五

元
検
中
ト
ア
リ
、

-
鎌
田
衣
右
衛
門

-
高
橋
左
門

島
津
圃
書

-
島
津
又
之
進

賓賓
永永

年年
成十
六告月
月各廿
プミ四力A

Bs 日

J4t吾
正、て口
徳
五

z 

-
堀
甚
左
エ
門

或
事
保
三

初
源
蔵
御
側
御
目
付
・
御
用
人
、
正
徳
五

年
J
ト
モ
ア
リ

午
十
月
廿
七
日
J
享
保
十
三
申
九
月
十
三
日

迄
『
後
明
所
』
、

享
保
十
五
成
正
月
十
一
日
ぷ
同
年
五
月
晦
日
迄

『
後
明
所
』
、

享
保
十
九
寅
正
月
十
一
日
時
寸
臥
作
日
時
廿
年
八
月

九
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
相
良
仁
右
エ
門
聴
香

-
諏
訪
甚
左
エ
門

-
寺
山
源
右
エ
門

元
文
二
年
巳
五
月
朔
日
ぷ
延
享
三
年
迄
、

或
三
年
ト
モ

延
享
四
年
卯
八
月
四

B
J
同
五
年
辰
四
月
廿
六
日

迄、

-
蒲
生
十
帥
詫
飢
そ
誕
百
仔
館
喋
可
月
廿
五
日
J
賓
暦
四
年
十
月
七
日

、
u
X
4
h日
回
同
，

Fr』

・
名
越
左
源
太
一
帯
一
社
接
什
正
明
十
一
日
J
同
十
三
年
未
十
月
十
五

-
t

話

E
f
E
F』

『
十
一
日
』
『
十
七
日
』

明
和
三
年
戊
正
月
よ
り
安
永
二
巳
十
月
迄
『
後
明
所
』
、

-
鎌
田
源
左
エ
門

-
大
野
清
右
エ
門

-
島
津
右
膳

-
平
田
平
太
左
エ
門

安
永
四
年
未
正
月
十
八
日
・
2
天
明
九
年
酉
正
月

十
七
日
迄
『
後
明
所
』
、
七
年
二
月
芯
ト

F

J
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-
嶋
津
内
膳
久
中

寛
政
三
年
亥
二
月
十
九
日
J
、
若
年
寄
、

後
右
近
、
享
和
元
年
酉
十
二
月
廿
七
日
，
g
、

文
化
、
年
未
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
四
年
丑
八
月
廿

・
村
田
孝
右
エ
門
二
日
迄
『
後
明
所
』
、

文
化
十
五
年
寅
二
月
廿
八
日
J
文
政
三
年
辰
九
月
八
日

迄
『
後
明
所
』
、

-
川
上
縛
久
芳

-
鷲
頭
主
水

-
島
津
主
計
久
賀

十
一
月
ト
モ

文
政
三
年
辰
十
月
六
日
J
文
政
九
年
成
T
二

月
廿
三
日
迄
『
後
明
所
』
、

後
典
膳
長
左
衛
門
、
文
政
十
年
一
亥
二
月
廿
日

ぷ
『
天
保
五
午
五
月
朔
日
迄
』
『
後
明
所
』
、

天
保
五
年
午
八
月
十
九
日
ぷ
『
同
十
亥
九
月
十
九
日

tu芳
副
長
桐
内
情
4
a
、

争

、

.

7

、、

2
T
E
F
y
a

甘
ハ
日

d
ト
そ

天
保
十
年
亥
九
月
十
九
日
J
『
弘
化
四
未
七
月
十

一
日
迄
後
明
所
』
、

-
坂
元
卒
左
エ
門
直
嵩

-
岩
下
半
右
衛
門
這
格

-
種
子
島
六
郎
時
昭

-
伊
木
七
郎
右
エ
門
常
誠

弘
化
四
年
未
八
月
廿
五
日
・
2
、

惣
高
四
千
三
百
五
十
八
石
除

百
七
十
六
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』
天
正
四
年
丙
子
八

月
始
置
地
頭

刑
部
左
衛
門
政
年
入
道
寛
栖
ノ
事
な
ら
ん
、
刑
部
左
衛

尾
張
守
寛
栖
の
事
な
る
へ
し
、

門
政
庚
も
天
正
八
年
比
、
志
布
志
地
頭
ト
見
へ
同
時
代

な
れ
ハ
考
フ
ヘ
シ
、
天
正
四
年
比
ト
ア
リ
、

平
成
原
長
門
守
鮮
そ
訳
紅
胴
酔
軒

ZJO天
正
士
一
一
年
酉
七
月

一ー一一一
諸
牒
郡

高
原

狩
夫

後
欺
ハ
刑
カ
)

鎌
田
形
部



土
井
衣
郎
左
エ
門
秀
秋

天
正
之
比
、

吉
田
若
狭
守
清
親

若
狭
守
朝
滑
ト
云
モ
ア
リ

滑
存
ノ
コ
ト
カ

山
田
越
前
守
有
信
入
道
理
安

新
納
休
閑
粛
族
庵

入
来
院
又
六
重
時

慶
長
四
年
比
、

O
後
越
前
守
忠
祭

忠
条
ト
モ
、
慶
長
十
二
比
J
寛
永
九
年
比
迄
見

と

と

と

と

ユ

、

寛
永
十
一
年
ぷ
同
十
九
年
迄
、
太
右
エ
門
秀
経

高
原
地
頭
ト
あ
れ
ハ
同
人
を
指
す
欺
、

島
津
大
膳
亮
忠
俊

鎌村
田田
源九
左郎
エ i右
門叫エ

政門
有

寛
永
廿
年
A
O
慶
安
元
年
迄
、

猿
渡
大
炊
慶
安
二
年
J
明
暦
元
年
迄
、

初
吉
右
衛
門

・
相
良
主
税
官
浅
瀬
年
十
一
月
会
主
事
三
月
ト
モ

明
暦
元
十
一
月
定
地
理
志
ニ
寛
文
六
・
十
月
J
同
十
三
迄
相
良
吉
右

衛
門
ト
記
セ
ト
モ
、
八
年
九
月
ヨ
リ
阿
久
根
地
頭
ニ
特
ス
ト
ミ
ユ
レ
パ
謀

ナ
ル
コ
ト
明
ケ
シ
、

相
良
吉
右
エ
門
寛
文
六
年
十
月
J
同
十
三
年
迄
、

諸郷地頭系図

天
和

主五初年久
茎月弥二供
ニ廿九月
耳八郎三2子
広、 r可、「寸lF、
、長時jF寝

和有二'役
三条

主ノ 初
四 吉

、男 兵
也術

寛寛
文文
九 七

-
喜
入
休
右
エ
門
久
守

(
少
カ
)

・
山
田
民
部
口
輔
有
隆

-
若
松
彦
兵
衛

-
村
尾
、
源
左
エ
門
重
祭

-
喜
入
休
右
衛
門
久
則

北
条
時
貞
ノ
子
、
初
七
右
衛
門
主
水
、

貞
享
元
年
十
二
月
・
2
日
岬
清
巳
河
川
'
貞
享

四
年
迄
弱
月
地
頭
ニ
縛
ス
、

初
吉
兵
衛
後
十
郎
右
エ
門
、
貞
享
五
年
辰

四
月
六
日
に
一
見
込
町
口

-
種
子
島
次
郎
右
エ
門
時
春

諸

様
山
権
右
エ
門
諸
右
エ
門
ト
モ

久
幅

・
清
水
調
兵
衛
賓
永
三
年
戊
正
月
廿
七
日
ぷ
正
徳
元
三
月
品
川
幸

・
左
主
題
夫
湾
一
年
辰
吉
七
回
二
壁
一
一
年
成
三
月
朔
日

・
市
来
勘
左
エ
門
享
保
十
一
年
午
正
月
十
一
日
ぷ
、

-
伊
集
院
仁
左
エ
円
余
矩
問
時
一
一
昨
日
い
1
月
朔
日
J
寛
保
二
年
成
五

・
畠
山
数
馬
四
時
時
戸
警
五
年
辰
二
月
十
五
日
妥
暦
十
二
午

・
伊
集
院
伊
膳
明
暗
針
恒
年
未
七
月
廿
八
日

λ
O

『
明
和
四
一
亥
七
月
廿

・
石
黒
戸
後
左
エ
門
聞
一
副
官
年
一
一
亥
八
月
廿
四
日
ぷ
同
八
卯
七
月
廿
九

『六』

明
和
九
年
辰
七
月
九
日
ぷ
、

元
稔
九
年
十
一
月
三
日
・
2
、

「ー
c::;J ÍI~ 

樺罷樺
山〉山

助助
之之
進進
次

平
嶋
平
八

鵠
、
享
和
三
一
亥
五
月
朔
日
J
文
化
七
午
四
月
廿
白

文
化
八
未
五
月
廿
九
日
J
同
九
申
正
月
廿
七
日
迄
、
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高
失
左
衛
門



義
阿
蘇
人
後
久
馬
、
文
化
九
申
十
二
月
朔
日
よ
り
文
政
七
申
六
月

久
休
カ
十
九
日
迄
、

嶋
津
典
櫨
久
平
後
相
馬
、
文
政
八
酋
五
月
十
五
日
よ
り
、
L

L 

一ー一ーー一
諸
膝
郡

高
崎

奮
属
高
原
、
延
賓
八
年
申
十
二
月
廿
九

日
命
割
大
牟
田
・
前
田
・
縄
瀬
之
三
邑
、

建
外
城
、
始
置
地
頭
云
、

惣
高
二
千
九
百
三
十
石
絵
狩
夫
百
四
十

二
人

-
村
尾
源
左
衛
門
重
築

初
舎
人
、
延
賓
八
年
十
二
月
廿
九
日
J
、

-
最
上
孫
左
ヱ
門

賓
永
三
年
成
六
月
六
日
一
円
一
咋
Y

-
卒
岡
五
郎
右
エ
門
之
品
後
内
匠
、
賓
永
五
年
子
三
月
三
日
司
明
日
明

会

醍

院

喜

兵

衛

良

政

理

環

L

輸
相
訴
時
時
匂
廿

町
田
郷
九
郎
享
保
三
年
成
六
月
二
日
・
2
、

-
木
脇
賀
左
エ
門
辞
喉
九
辰
六
月
廿
八
日
J
同
廿
年
一
卯
正
月
十
一
日

・

有

川

孝

右

エ

門

喜

重

明

鰐

舞

語

認

軒

佐
多
等
地
頭
ト
ア
リ
、

・
岩
下
佐
衣
右
エ
門
時
明
日
常

l

正
月
廿
七
日
A
O
賓
暦
十
三
未
七
月

・
有
馬
源
五
右
エ
門
噸
曜
日
山
百
申
正
月
十
一
日
ぷ
明
和
二
年
酉
六
月

明
和
二
年
酉
十
二
月
十
五
日
J
安
永
十
丑
正
月
十
一

日
迄
、

-
町
田
幸
太
郎

-
掘
四
郎
太
夫

『
占
ハ
日
ド
陶

安
永
十
年
丑
二
月
十
五
日
ぷ
、
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『
山
田
静
馬
享
和
三
亥
五
月
朔
日
・
8
文
化
五
辰
九
月
廿
八
日
迄
、

上
野
善
兵
衛

文
化
九
申
正
月
十
一
日
J
同
十
二
亥
六
月
九
日
迄
、

鹿
嶋
侍
後
左
衛
門

文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
J
、

大
窪
源
五

文
政
二
卯
正
月
十
一
日
J
天
保
二
卯
正
月
十
一
日
迄
、

天
保
三
辰
正
月
十
一
日
ぷ
同
五
午
二
月
十
六
日

迄、天
保
六
未
正
月
十
一
日
ぷ
、
』

義有
岡川
蔵藤
人右
久・衛
起・門

四

諸
牒
郡

高
岡

惣
高
二
寓
千
七
百
八
十
二
石
徐

千
百
三
十
三
人

『
虫
顕
一
職
高
百
石
』

実

初
宮
内
少
輔
、
慶
長
五
年
・
2
、

比
志
島
宮
内
少
輔
園
陸
調
官
子
、
後
被
訣
、
元
和
六
年
ぷ
寛
永
五

島
津
下
野
守
久
元
寛
永
五
年
ぷ
同
九
年
迄
、

初
小
吉
舎
人
信
濃
守
、
寛
永
九
年
ぷ
同
十
六

仁
耀
戴
人
頼
景

It--¥

年
迄
、
正
保
三
年
死
去
、

頴
娃
左
馬
介
久
政
寛
永
十
六
年
ぷ
正
保
元
迄
、

比
志
嶋
紀
伊
守
園
貞

北
郷
佐
渡
久
加

正
保
元
年
ぷ
承
慮
三
年
迄
、『

H
E
-

慶
安
二
年
七
月
十
六
日

-A護
担
当
、

-
島
津
筑
前
守
久
頼
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『
或
三
年
ト
モ
』
回
目
定
』

政
統
養
子
、
初
筑
後
守
、
寛
文
四
年
二
月
十
六
日

同

六

年

迄

、

『

定

』

・
新
納
又
左
エ
門
久
了
鏡
味
六
年
八
月
十
一
日
ぷ
元
禄
八
年
五
月

・
肝
付
主
殿
象
柄
初
帯
万
典
膳
、
元
帳
八
年
九
月
廿
一
日
J
、

1
1
1
1
、、

・
佐
多
豊
前
久
這
繍
輪
一
群
一
程
呪
廿
三
日
J
、
正
徳
元
九
月
島
津

・
島
津
杢
久
武
享
保
三
成
七
月
五
日
・
2
、

此
日
死
去

・

樺

山

主

計

久

堅

議

主

号

事

一

、

謀

議

、

寿

駅

語

引
被
仰
付
候
』
、

・
島
津
主
鈴
久
品
寛
延
三
年
『
午
』
十
一
月
六
日
・
2
、
i

・

・
島
津
仲
久
健
明
和
四
年
一
亥
二
月
十
七
日
J

『
明
所
ニ
相
成
差
引
被

仰
付
候
』
、

初
久
智
纏
左
衛
門
ト
云
、
明
和
二
任
園
老
、
天
明
七
御
克
、

・
桂
織
部
中
久
明
和
四
年
亥
六
月
廿
五
日
J
、・・

『
九
月
廿
一
日

t
明
所
-
-
相
成
差
引
被
仰
付
候
、
本
地
頭

安
永
九
子
正
月
廿
九
迄
』

-
山
岡
粛
宮
久
容
後
市
正
、
明
和
八
年
卯
十
月
廿
五
日
J
、

御
家
老
也
、

二
階
堂
主
計
行
旦
カ
安
永
九
年
子
二
月
十
五
日
ぷ
、

-
宮
之
原
主
膳
遁
直
轄
伊
邪
註
時
咲
い
伝
聞
い
一
寅
正
月
口

喜
入
安
房
久
扇
天
明
七
年
未
五
月
廿
九
日
・
8
『
差
引
欺
』
、

『
十
二
日
』

・
関
山
札
金
輝
夫
明
八
年
申
正
月
十
一
日
J
同
年
四
月
十
一
日
迄
、

寛
政
二
年
成
正
月
十
一
日
ぷ
『
同
八
辰
四
月
廿
八

・
島
津
求
馬
可
久
純
』
日
迄
、
同
廿
九
日
川
上
久
馬
殿
へ
差
引
被
仰
付

候』、

-
鎌
田
購
入
正
勝

可
山
田
伯
嘗
』
有
儀

『
赤
松
市
正
』
則
方

『
鎌
田
典
膳
』
政
輿

『
市
団
長
門
』
義
宣

『
嶋
津
丹
波
』
久
長

『
嶋
津
石
見
』
久
浮

一五

野
間
武
蔵
守

町
田
甚
兵
衛
久
時

町
田
休
右
エ
門
久
延 『

寛
政
九
巴
六
月
廿
一
日
，
g
h

『
享
和
三
酉
十
二
月
廿
七
日
J
文
化
三
寅
七
月
十

一
日
迄
、
文
化
三
寅
七
月
十
三
日
頴
娃
信
濃
殿
へ

差
引
被
仰
付
候
』
、

『
文
化
五
辰
正
月
十
一
日
J
文
政
二
卯
二
月
廿
四

日
迄
、
明
所
ニ
成
川
上
右
、
沢
藤
へ
差
引
被
仰
付
候
』

『
文
政
二
卯
閏
四
月
廿
五
日
間
四
午
四
月
九
日
迄
、

新
納
内
蔵
殿
へ
差
引
被
仰
付
候
』
、

『
文
政
九
成
十
一
月
廿
八
日
ぷ
天
保
五
午
六
月
十

九
日
迄
、
諏
訪
治
部
殿
へ
差
引
被
仰
付
候
、
同
六

年
未
三
月
五
日
菱
刈
安
房
殿
へ
差
引
被
仰
付
候
』

『
天
保
十
亥
八
月
十
二
日
d
h

大
隅
郡

田
代

惣
高
二
千
四
十
七
石
除

十
六
人

司
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
三
百
六

感
永
ノ
比
、
祢
寝
領
地
之
時
地
頭
也
、

初
久
守

三
郎
五
郎
、
慶
長
十
九
年
九
月
J
、

堀
四
郎
左
エ
門
興
延
入
道
宗
動

久
時
ノ
子

り吟均

益事
御幸
署内
寛
方t

z 
よ

新
納
縫
殿

-
岩
切
嘉
左
エ
門

-
堀
四
郎
左
エ
門

高
治
三
年
九
月
廿
九
日
J
『定』、
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奥
延
ノ
子
ニ
テ
二
代
ア
ル
ヵ
、



地
頭
ニ
代
ア
ル
方

監
物
ト
モ
ア
リ
、
吟
味
役
・
御
納
戸
奉
行
、
寛
文

二
年
五
月
十
七
日
よ
り
『
定
』
、

-
鎌
田
太
郎
右
衛
門
政
策
難
議
笠
肝
一
一
聞
は
讃
御
使
役
、

『一日』

寛
文
八
年
申
二
月
八
日
ぷ
『
定
』
、

賢
イ

・
滋
谷
周
防
重
堅

-
野
津
禰
五
左
衛
門

-
大
野
源
右
衛
門
久
明

寛
文
八
年
九
月
十
日
J
『定』、

次
郎
左
衛
門
ト
モ
云
、
寛
文
九
年
六
月
八
日

ぷ
『
定
』
、

-
村
田
五
郎
左
衛
円
程
貞
太
右
衛
門
秀
経
養
子
、
賓
新
納
右
衛
門
三

男
也
、
御
勘
定
奉
行
・
奏
者
番
、
田
代
・

敷
根
地
頭
、
延
賓
二
年
二
月
J

可申告、

・
野
村
才
右
衛
門
昌
綱
延
賓
七
年
正
月
廿
七
日
J
、

-
新
納
主
税
久
口
問
一
絹
可
思
和
三
年
一
亥
一
一
一
月
十
八
日
ふ
議
室

・
嶋
津
主
計
忠
雄
後
帯
印
切
林
、
元
禄
六
年
十
二
月
十
九
日
J

智一一

村
一
~
一
同
一
打
ト
り
同
十
二
年
春
迄
、

-
比
志
島
善
八
元
職
十
二
年
卯
五
月
九
日
J
、

-
幅
山
平
太
夫

f
鴫
一
一
完
，
巴
十
一
月
十
九
日
ぷ
享
保
十
二
未
口
月
廿

・
島
津
一
繍
市
郎
久
純
時
哨
叶
主
汗
鯨
恒
聞
か
一
日
ぷ
元
文
四
未
口
月

・
岡
元
千
右
衛
門
現
時
百
年
子
正
月
十
一
日
J
延
享
三
年
寅
五
月
朔

・
本
田
孫
右
エ
門
警
四
年
卯
八
月
九
日
五
延
四
年
未
八
月
二
日

・
島
津
助
之
丞
賓
暦
十
二
年
午
閏
四
月
朔
日
J
明
和
四
年
亥
八
月
廿

四
日
迄
、

明
和
九
年
辰
正
月
十
一

B
J安
永
四
年
未
正
月
十
一
日
迄
、

-
是
枝
重
右
衛
門
快
安

-
山
田
司

-
島
津
内
記

安
永
六
年
酉
正
月
十
一
日
J
『
寛
政
九
巳
八
月
廿
一
日

迄』、
寛
政
十
午
正
月
十
一
日
ぷ
、
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『
町
田
監
物

文
化
四
卯
四
月
六
日
J
、

佐
多
六
郎
・
次
郎
政
略
l

四
丑
二
月
十
五
日
J
天
保
十
亥
正
月
十
一

相
良
甚
太
夫
天
保
十
一
亥
八
月
十
二
日
ぷ
、

華
氷
三
成
五
月
十
五
日
J

種
子
嶋
加
衣
右
衛
門
嘉
永
六
年
丑
正
月
十
一
日
迄
』
、

嘉
永
六
年
丑
正
月
十
一
日
ヨ
リ
、

長
崎
甚
七

伊
集
院
隼
衡

一占ハ

惣
高
二
千
七
百
三
十
五
石
余

三
十
二
人

警
属
串
良

狩
夫
百

肝
属
郡

高
隈

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

藤
原
秀
字

永
蔽
九
年
三
月
廿
六
日
、
中
津
宮
大
明
一
脚
棟

札
ニ
見
ュ
、
肝
付
良
粂
串
良
領
之
時
也
、

姓
氏
不
詳
、
慶
長
十
一
比
地
頭
ト
ア
リ
、
敷
根
氏
家
臣
ナ

ル
ヘ
シ
、

河
越
丹
後
守
卒
家
貫

初
小
吉
、
明
暦
四
年
二
月
十
四
日
J
『定』

寛
文
四
年
辰
十
二
月
迄
、
『
定
』

二
ニ
原
失
郎
左
エ
門
重
儀
宮
間
限
嶋
一
ノ
哩
池
宮
，
二
月
二
日
・
2
ト
ア

・

卒

田

清

右

エ

門

純

昔

銀

長

期

以

諮

接

一

落

語

宵

『
白
ヒ
E

後
元
仲
、
延
賓
三
年
四
月
十
一
正
出

ι昨
日
…
↑
明

-
仁
躍
民
部
左
エ
門
頼
定

-
卒
山
久
馬
助
久
行

-
長
谷
場
伊
角
純
昭

延
賓
四
年
九
月
J
『定』、
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-
伊
東
仁
右
エ
門
描
秋
割
程
心
崩
一
月
現
湖
一
印

mm品ゆ
7
味
役
、
延

・
上
井
五
郎
左
エ
門
鵠
官
八
年
申
八
月
十
二
日
ぷ
元
稔
十
三
年
春

・
菱
刈
孫
兵
衛
費
永
二
年
酉
十
月
十
二
日
ぷ
享
保
三
成
三
月
朔
日
迄
、

『辰』

・
鎌
田
休
之
進
韓
宝
明
仁
淳
保
九
年
正
月
十
一
日
・
8
同
十
一
一
未

・
富
山
侍
内
左
エ
門
時
時
計
三
年
申
一
一
一
月
十
五
日
J
十
八
年
丑
八
月

・
薬
丸
長
左
エ
門
限
切
一
一
年
巴
四
月
廿
七
日
〈
寛
延
四
未
十
月
九

賓
暦
二
年
申
正
月
十
一
日
J
同
十
二
年
午
十

・
伊
地
知
新
太
夫
季
周
一
月
十
二
日
迄
、

至
御
勘
定
奉
行

・
藤
野
休
左
エ
円
四
時
包
洋
子
正
月
十
一
日
J
天
明
二
年
寅
正
月
廿

・
島
津
右
膳
久
有
初
仁
十
郎
欺
天
明
五
年
巳
正
月
十
一
日
J
、

-
伊
霊
祭
場
元
酉
十
二
月
廿
七
日
J
文
化
十
四
丑
八
月
廿
一
一
日

『
志
岐
休
之
』
進
『
銃
一
日
川
五
寅
三
月
十
五
日
J
文
政
十
一
子
七
月
九

円
{
頁
カ
)

『
文
政
十
三
修
正
月
十
一
日
・
8
天
保
七
申
三
月
廿
八
日

崎
日
』

『
天
保
七
申
六
月
廿
六
日
ぷ
同
十
亥
七
月
廿
二
日
迄
』
、

『
天
保
十
亥
八
月
十
二
日
d
h

範
雅
『
車
中
水
二
酉
六
月
廿
八
日
，

E
、

『
一
幅
崎
助
七
L

『
北
郷
左
門
』

久
敬

『
竪
山
武
兵
衛
』

『
比
志
嶋
静
馬
』

七

日
州
庄
内

諸
膝
郡

高
城

悪
四
郎
忠
能
/
子

1
l
¥

初
十
郎
兵
部
太
輔
、
寛
正
六
年
比
A
O
ヵ
、
文
明

一
冗
死
去
、

惣
高
九
千
百
十
三
石
鈴

人
『
地
頭
職
高
百
石
』

狩
夫
三
百
七

新
納
越
後
守
忠
泰

(
度
)

北
郷
蔵
人
久
慶

文
明
元
年
J

1

i

t

¥

忠
泰
子
引
績
地
頭
、
初
十
郎
三
郎
、
明
感
三

戦
死
子
志
和
地
野
久
尾
、

叩

it--

、

忠
相
三
男
、
天
文
中
J
、
永
一
議
元
年
戦
死
恒
吉

宮
ケ
原
、
年
三
十
九
、

新
納
刑
部
少
輔
忠
親

天
正
五
棟
ニ
モ
ミ
ユ
、
元
亀

久
度
ノ
子
、
父
引
績
任
職
、
永
藤
十
二
・
三
年
比

=
Z
棟
剥
仙
ニ
モ
ミ
ユ
、

A
O
耳
川
戟
死
迄
ヵ
、

天
正
八
年
比
久
盛
引
績
補
職
ヵ
、
後
蔵
人
久
根

或
主
膳
正
ト
モ
改
ル
ナ
ル
ヘ
シ
、

市
来
備
前
守
家
繁
文
様
・
慶
長
之
比
力
、

-
伊
東
右
衛
門
松
齢
会
飯
野
御
在
城
ノ
比
、
高
城
地
頭
ト
大
概
記
ニ

ミ
ユ
、
可
考
、

市
来
八
左
エ
門
家
友
護
群
九
ぷ
寛
永
迄
、

吉
田
右
エ
門
佐
清
長
崎
峨
一
麟
舵
守
下
一
市
一
柄
欄
胴
船
、
一

F
f

関
ケ
原
御
供
也
、
寛
永
中
地
頭
欺
、

一
一
一
原
失
郎
左
エ
門
重
奥
入
道
永
安
蛸
献
一
時
比
、
同
十
四
年
比

・
村
田
藤
兵
衛
程
固
諜
撒
弘
簿
一
寛
永
廿
一
年
六
月
朔
H
J

寛
文
元
年
ぷ
、

貞
享
三
死
ス

寛
文
七
年
二
月
三
日
・
8
『定』、

北
郷
蔵
人
久
盛

北
郷
文
衣
郎

卒
田
監
物
宗
乗
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-
岩
切
六
右
エ
門



-
栓
杢
之
助
忠
保

『

b
t

・

寛
文
八
年
九
月
七
町
四
時
多
延
賓
六
年
十
月
迄
、

後
嘉
納
右
衛
門
、
延
賓
七
年
正
月
廿
七
日
一
服
は
咋
十

元
藤
九
年
夏
、
迄
、
『
を
-

元
禄
十
年
正
月
廿
五
日
ぷ
一
判
明
打
ト
吋
同
十
三
年
迄
、

-
溢
谷
周
防
重
依

-
平
田
藤
右
衛
門

-
桂
徹
巌
元
議
十
四
年
巳
九
月
十
四
日
ぷ
、

-
桂
外
記
忠
厚
調
弥
日
明
そ
訣
切
兵
衛
、
費
永
三
年
成
八
月
四
日
J
、

・
島
津
内
歳
時
市
一
一
時
一
司
月
十
四
日
広
州
思
日
享
保
『
十
五
成
七

・
市
来
次
郎
左
エ
門
後
左
中
、
享
保
十
六
一
亥
正
月
十
一
日
J
、

-
川
上
瀬
兵
衛
等
地
二
年
巳
六
月
七
日
ぷ
賓
暦
二
年
申
八
円
十
五
日

uu品
川
目
ロ

・
河
野
安
之
右
エ
門
峨
一
刊
引
一
説
明
…
ぃ
l
謹
一
一
元
，
酉
七
月
廿
六
日
J

後
四
郎
太
夫
、
貿
暦
十
二
午
閏
四
月
朔
H
d
『
明
和

・
堀
甚
左
エ
門
八
卯
六
月
七
日
迄
』
、

愛
靭
負
、
安
永
二
年
巴
七
月
六
日
，
g
『
寛
政
四
子
二

・
平
田
新
左
エ
門
月
六
日
迄
』
、

『
北
郷
賀
門
時
針
明
、
寛
政
因
子
十
一
月
九
日
ぷ
同
十
一
未
十
月
九

『
名
越
右
膳
寛
政
十
二
申
正
月
十
一
日
ぷ
文
化
八
未
十
二
月
七
日
迄
、

田
中
藤
右
衛
門
献
刊
…
院
一
一
一
月
十
五
日
病
死
後
地
頭
職
之
筋
を
以

後
主
馬
、
文
政
七
申
八
月
廿
一
日
J
同
十
一
子
十
月
廿

畠
山
式
部
八
日
迄
、

新
納
四
郎
右
衛
門
文
政
十
三
寅
正
月
十
一
日
J
、

小
田
庄
之
亙

天
保
十
一
子
正
月
十
一
日
J
、

入
来
院
卒
馬

事
水
二
酉
五
月
廿
八
日
ぷ
、
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』

蒲
生
郷
右
エ
門

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
、
町
奉
行
ニ
テ
、

吉
井
源
七
郎

島
津
蔵
人

八

雌
咽
験
郡

財
部

惣
高
八
千
九
十
八
石
徐

十
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
三
百
四

天
正
八
年
比
、

鎌
田
筑
前
守
政
心
献
組
長
官
炉
供
輪
切
天
正
ノ
比
ハ

喜
入
大
炊
助
久
正
入
這
紹
嘉
園
書
助
忠
遁
ノ
養
子
、

北
郷
掃
部
助

慶
長
ノ
比
、

初
冒
稲
留
氏
、
新
介
新
右
衛
門
ト

相
良
日
向
守
長
泰
入
道
閑
栖

;

1

L

云
、
元
和
比
ヵ
、
寛
永
七
死
去
、

相
良
杢
之
助
長
信
駐
浦
湖
一
雄
守
、
初
玄
番
ト
云
、
御
使
役
也
、

・
相
良
杢
助
長
員
投
開
長

r旬
新
右
衛
門
長
治
、
寛
文
二
年
比

uu

見
限
之
城
地
頭
、

後
弥
五
右
衛
門
初
新
介
奥
五
郎
、
吟
味
役
・

・
本
田
右
エ
門
親
卒
京
都
蔵
奉
行
、
初
月
・
財
部
・
綾
等
地
頭
也
、

寛
文
二
年
五
月
廿
九
日
ぷ
『
定
』
、

-
伊
集
院
十
右
エ
門
久
朝
寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

伊
集
院
宮
内
少
輔
忠
昭



-
伊
東
五
右
エ
門

延
賓
七ト四後御
年モ司倉納目コ初
正 4岡戸 J21清
月定移奉 J六兵
す』、地行よま衛
官 頭・両
国 也奏十御
J 、者年使

里香 ;E伎
町 ι 言 、

十 町 寛
守奉 文
"'x /.~_ 

S長生
22室主
U 平・ ー

-
伊
集
院
矯
右
エ
門
忠
能

-
財
部
停
右
エ
門
盛
桑

仁
曜
奥
三
左
エ
門

天
和
三
年
亥
五
月
十
三
日
J
、

-
伊
集
院
十
右
エ
門
久
朝
ば
一
空
銃
一
州
V
元
稔
二
年
春
迄
、
一
一
代
ア

元
禄
二
年
二
月
十
日
ぷ
同
十
一
年
迄
、

-
高
橋
左
門

伊
集
院
刑
部
久
弘

-
伊
集
院
源
助
久
矩

『禰寝』

-
種
子
島
仙
十
郎

初
久
寛

後
蔵
人
、
元
蔽
十
二
卯
五
月
九
日
ぷ
、

正
徳
五
年
未
十
月
期
日
J
、

-
種
子
島
十
左
エ
門
時
成
輸
判
明
暗
ド
博
誠
一
器
官
九
月
四
J
同
十
一

(
7
7
)
 

・
島
津
藤
ム
次
郎
日
間
一
伴
、
一
年
午
九
月
朔
日
J
至
同
十
六
年
亥
十
ニ

自
享
保
廿
卯
正
月
十
一
日
至
元
文
三
年
午
二
月
朔
日
、

-
山
田
新
助

諸郷地頭系図

-
二
階
堂
林
左
エ
門
享
保
二
年
成
正
月
十
一
日
ぷ
、

延
賓
五
年
辰
正
月
十
一
日
J
賓
暦
二
年
申
九
月
二

・
町
田
直
右
エ
門
日
迄
、

湖
和
三
年
成
正
月
十
八
日
ぷ
同
五
年
子
五
月
廿
二
日

-
川
上
勘
解
由

-
・
北
郷
七
郎
左
エ
門
盟
問
一
昨
官
正
月
十
一
日
ぷ
安
永
四
年
未
九
月

・
島
津
求
馬
雫
六
年
酉
正
月
十
一
日
J
天
明
七
年
未
七
月
廿
一
日

新
納
衣
郎
四
郎
久
命

天
明
七
年
未
八
月
十
五
日
ぷ
、

『
新
納
織
部

寛
政
五
丑
正
月
十
九
日
、

関
山
軍
兵
衛
文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
文
政
十
二
丑
六
月
七
日
、

北
郷
男
吏
久
央

文
政
十
三
寅
正
月
十
一
日
、

』

惣
高
三
千
六
百
六
十
五
石
徐

百
四
十
五
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

久
富
木
千
代
太
郎
丸
、
一
一
端
什
洋
卯
七
月
曾
木
村
諏
方
大
明
紳
棟
札

菱
刈
越
後
重
昌
埼
捻
官
木
一
所
ヲ
賜
ふ
と
ア
リ
、
地
頭
ニ
て
ハ

『
天
正
八
年
h

新
納
治
部
少
輔
忠
誠
久
厚
ハ
別
人
ヵ
、
三
俣
御
陳
地
頭
列
ニ
ア
リ
、

九

狩
夫

菱
刈
郡

曾
木

新
納
駿
河
守

天
正
之
比
、
慶
長
日
前
な
る
べ
し
、

新
納
孫
右
エ
門
尉

末
吉
根
元
記
ニ
見
へ
た
り
、

末
吉
根
元
記
之
内
ニ
見
へ
た
り
、
時
代
可
札
、

Tit--

、、

内
蔵
丞
親
孝
ノ
子
、
寛
永
ノ
初
比
地
頭
、
承
慮

二
年
死
去
也
、

宮
原
筑
前
守

本
田
伊
与
守
親
正
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伊
勢
美
濃
守
貞
長



初
源
七
勘
解
由
、
御
納
戸
奉
行
・
町
奉

行
也
、
勝
右
衛
門
忠
増
之
養
子
ニ
テ
賓
町

田
駿
河
{
寸
久
明
二
男
也
、

I

土
佐
義
時
ノ
子
、
郡
奉
行
也
、
寛
文
八
年
九
月
ぷ

『
十
日
定
』
、

二
一
一
原
停
左
エ
門
重
隆
明
持
袖
郡
一
周
一
博
才
一
帯
持
畑
一
円
惜
跡
一
明

・
相
良
奥
左
エ
門
延
寅
二
年
二
月
，
g
『定』、

吟
味
役
・
京
大
坂
蔵
奉
行
・
御
用
人
也
、
延

・
卒
田
清
右
衛
門
純
一
音
質
三
年
正
月
十
日
以
刊
け
リ
『
定
』
、

延
賓
七
年
未
正
月
ヨ
リ
、

-
阿
多
六
郎
右
エ
門
忠
朗

-
最
上
右
近
義
昌

-
伊
東
仁
右
エ
門

-
相
良
新
右
エ
門
長
隆

鎌
田
停
兵
衛

初
新
助
、
延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
J
、

後
伊
角
、
奏
者
番
也
、
天
和
三
年
二
月
廿
八

H
J
に
月
比
山
一
冗
藤
十
二
年
迄
、

元
蔵
十
三
年
春
よ
り
、

-
比
志
島
彦
四
郎
園
遁賓

永
二
酉
十
月
三
日
よ
り
、

村

田

伊

左

エ

門

的

鰭

耕

輔

男

国

聖

書

・

物

堵

同

・
伊
集
院
十
擁
時
一
服
百
年
寅
七
月
十
八
日
J
同
十
二
年
未
正
月
十
八

・
有
川
幸
右
衛
門
酬
棚
一
仏
両
噛
韓
併
一

F
時
駄
-
幅
一
博
一
唯
一
片
隅

十
八
年
丑
六
月
廿
八
日
迄
、
『
イ
成
』

・
菱
刈
孫
兵
衛
享
保
廿
年
卯
十
一
月
廿
四
日
J
、

・
島
津
要
人
後
市
太
夫
、
延
享
四
年
卯
八
月
四
日

J
4貝
暦
八
寅
十
二

月
十
九
日
』
、

・
新
納
五
郎
右
衛
門
賓
暦
十
年
辰
正
月
十
一
日
J
、

村
田
喜
右
衛
門

-
吉
利
左
門

安
永
五
年
申
正
月
十
一
日
ぷ
天
明
六
年
午
九
月
十
一

日
迄
、

寛
政
二
戊
三
月
十
五
日
J
『
同
八
辰
三
月
廿
日
迄
』
、
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-
一
間
山
卒
太
夫

-
諏
訪
甚
六

『
寛
政
九
巳
三
月
朔
日
J
文
化
三
寅
四
月
四
日
迄
』
、

『
文
化
三
寅
六
月
九
日
A
O
文
政
七
申
八
月
廿
一
日
迄
』
、

-
北
係
織
部

d
明
八
酉
五
月
十
五
日
・
2
天
保
五
午
十
一
月
廿
八
日

・
宮
之
原
式
部
『
天
保
六
未
五
月
十
六
日
J
同
年
十
二
月
廿
五
日
迄
』
、

七
鰍

・
桂
宇
右
エ
門
『
諸
市
八
申
六
月
廿
八
日
ぷ
同
八
年
酉
九
月
廿
三
日

-
島
津
仲

-
岩
切
彦
太
夫

諏
訪
敷
馬

『
佐
子
夫
又
合
人

十
二
月
朔
日
J
h

嘉
永
四
一
亥
五
月
廿
八
日
ぷ
、

直
記
、
天
保
十
一
子

-
山
口
五
郎
右
エ
門
利
紀

四
O 

明
験
郡

曾
於
郡

惣
高
四
千
三
百
四
十
一
石
徐

百
二
十
七
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫

北
郷
衣
郎
左
エ
門
尉
久
利

大
永
六
年
比
ぷ
忠
相
領
ノ
時
、

本
田
衣
郎
左
ヱ
門

大
永
ノ
比
、
忠
余
公
奉
行
衆
、

天
文
比
、
本
田
紀
伊
守
董
親
領
ノ
時
ト
ア
リ
、

γ
I
J
1
L

凶、

一
ロ
{
創
刑

天
文
廿
一
年
弘
治
之
比
、
北
郷
領
之
時
也
、

北
原
三
河
守
辰
綱

財
部
筑
前
守
盛
住



三
原
遠
江
守
重
秋

平
田
狩
野
介
宗
膝

税
所
新
助
篤
知
人
遁
休
心

永稔棟重
職九ま金
五年安入

室内穴雪
月安
J ト
トモ
アア

閥1 弘
ケl 治
原、=

撃手
証比

永

篤
澄
ト
モ
、
後
越
前
守
、
天
正
八
年
比
、

天
正
之
比
、

1
1
1
t

、、

本
田
与
左
エ
門
公
親
切

m…稽
A
Fハ
諸
問
一
叡
悼
す
、
一
冗
和
四

是
枝
大
膳
坊
快
順
義
久
公
御
代
富
隈
町
奉
行
也
、

本
田
作
左
エ
門
元
親
公
一
諸
島
い
い
初
又
二
郎
琵
肘
一
、
大
炊
太
夫

町
田
駿
河
守
久
門
町
一
次
充
ト
云
、
加
賀
守
忠
冬
ノ
子
、
寛
永
九
年

・
町
田
八
右
ヱ
門
忠
完
久
門
ノ
孫
也
、
初
右
京
ト
云
、

-
土
持
課
長
許
諾
場
喜
一
五
日
十
三
日
定
旨
系
ニ
ハ
八

月
ト
ア
リ
、

・
桂
杢
之
助
忠
保

元
禄
二
年
巳
四
月
五
日
ぷ
同
十
二
春
迄
、

-
堀
四
郎
右
エ
門
輿
昌
一
緒
時
休
日
入
、
御
家
老
也
、
一
冗
稔
十
二
卯
五

賓
永
三
成
六
月
六
日
A
O
、

新
納
勘
解
由

-
新
納
縫
殿

諸郷地頭系図

-
別
府
式
部
左
エ
門

-
市
来
衣
郎
左
エ
門

-
相
良
極
太
夫

寛
文
五
年
二
月
二
日
ぷ
『
定
』
、

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

寛
文
十
三
年
七
月
三
日
J
『定』、

鎌
田
十
左
エ
門
政
常
明
米
八
年
比
J
享
保
十
三
申
十
二
月
一
一
一
日

・
本
田
新
助
時
一
噌
l

六
年
一
亥
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
八
年
丑
七
月
廿
二

・
北
郷
権
八
提
唱
一
年
丑
十
一
月
六
日
J
寛
延
二
年
巳
十
一
月
廿
六

・
種
子
島
宇
左
衛
門
晴
鍋
宮
成
正
月
十
一
日
ぷ
同
八
年
八
月
十
九

・
町
田
源
左
エ
門
暗
暗
号
，
辰
正
月
十
一
日
ぷ
明
和
二
年
酉
三
月
廿

.
佐
久
間
新
錆
哨
九
』
認
証
洋
戊
七
月
十
八
日
J
安
永
四
未
正
月
十

・
児
玉
祝
人
質
門
安
永
六
年
酉
八
月
廿
八
日
・
6
、

初
早
之
丞
、
御
側
役
格
、

北
郷
作
左
エ
門
寛
政
二
年
成
三
月
十
五
日
J
、

-
伊
勢
新
五
郎
『
晴
吋
佐
川
ニ
申
六
月
廿
一
一
日
J
同
十
三
里
一
月
廿
三

・
本
田
休
兵
衛
『
享
和
元
酉
十
一
月
十
三
日
d
h

-
清
水
源
左
エ
門
『
紋
明
五
辰
正
月
十
一
日
J
同
年
閏
六
月
廿
一
日

・
種
子
島
衣
右
エ
門
『
甥
抗
日
間
味
正
十
五
日
J
同
十
四
丑
十
一
月

・
竪
山
武
兵
衛
利
武
カ
『
文
政
元
寅
九
月
十
九
日
ぷ
同
二
卯
十
月

十
三
日
迄
』
、

・
松
元
百
集
喜
『
紙
一
明
五
午
正
月
十
一
日
J
天
保
十
亥
五
月
廿
五
日

『
天
保
十
一
一
亥
八
月
十
二
日
J
同
十
二
丑
五
月
十
日
迄
』
、

-
桂
式
部

-
卒
原
四
郎
兵
衛

『
天
保
十
二
丑
七
月
三
日
J
h
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北
郷
多
仲

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、
物
頭
ニ
テ
、



惣
高
四
千
五
百
三
十
三
石
飴

百
十
二
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

噌

1
1
1
、

加
賀
守
政
在
之
子
、
寛
永
九
年
比
、
同
十
一
年
死

去、

東
郷
若
狭
守
昌
重
姥
喜
右
衛
門
輪
一
斗
ド
諜
町
一
空

大
野
内
記

-
溢
谷
周
防
重
堅

四

伊
佐
郡

鶴
田

狩
夫

鎌
田
監
物
政
貞

-
岩
切
六
右
エ
門

吟
味
役
・
御
納
戸
奉
行
、
承
慮
四
年
正
月
八
日
・
2

『定』、
嘉
左
衛
門
ト
モ
、
寛
文
二
・
五
月
十
一
日
J
『定』、

-
北
郷
又
衣
郎

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

-
阿
多
六
兵
衛

四具六
月奉太
十行夫
ー・忠

行点五日吟寄
子商郎J味コ
奏ノ;属ξ役 T
者二術.こす
番男重 7..Lル

、英戸?
延御之倒y

費納養留、
『九戸子守御
F・奉、 居納
正行賓 、戸
月 ・ 卒 延 奉
J御山賀行

与態 論
奉術卯兵

-
三
原
衣
郎
左
エ
門
重
儀

大
野
源
右
エ
門

隼
人
久
明
ノ
コ
ト
ヵ
、

貞
享
三
年
寅
三
月
・
2
C
時一門仁明

-
諏
訪
仲
右
エ
円
余
近
坤
昭
一
明
川
粂
郷
二
男
、
元
稔
十
二
年
卯
五
月

・
米
良
九
郎
右
エ
円
増
一
世
完
酉
十
月
朔
日
J
同
七
年
寅
十
二
月
廿

享
保
九
年
辰
閏
四
月
朔
日
J
元
文
二
年
巳
四
月
廿
五

日
迄
、

-
仁
趨
費
左
エ
門

-
島
津
右
平
太

元
文
五
年
申
十
一
月
十
五
日
ぷ
延
享
四
年
卯
十
二

『
六
日
』

月
廿
六
日
迄
、

-
弟
子
丸
与
失
右
エ
門
弘
充
初
兵
橘
、
延
享
玉
井
一
線
叱
月
廿
五
日

ぷ
賓
暦
十
一
巳
二
月
六
日
迄
、

-
薬
丸
猪
右
エ
門
時
精
一
冗
申
七
月
九
日
ぷ
』
安
永
二
年
巳
八
月
十
四

・
町
田
勘
解
由
諮
問
早
川
一
一
時
猷
叫
ん
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
天
明
五
年
巳

・
山
田
一
掬
九
郎
郡
明
八
年
申
正
月
十
一
日
J
寛
政
三
年
亥
十
月
六
日

・
郷
原
金
太
夫
時
一
緒
年
子
正
月
十
一
日
〈
文
化
元
子
四
月
廿
一
-
一

・
小
林
中
太
兵
衛
『
政
批
U
丑
正
月
十
一
日

2
文
政
三
辰
正
月
十
一

『
文
政
四
巳
正
月
十
一
日
J
天
保
六
未
七
月
六
日
迄
』
、

-
川
上
平
右
エ
門
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-
鎌
田
典
膳

『
天
保
七
申
正
月
十
一
日
ぷ
同
九
戊
二
月
五
日
迄
』
、

-
市
田
右
近
義
近
『
日
一
紙
切
成
六
月
十
九
日
J
嘉
永
元
申
六
月
十
五

事
氷
二
酉
四
月
廿
五
日
ぷ
』
、

-
島
津
主
殿

司
東
郷
藤
兵
衛

田
原
藤
太
左
エ
門

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、

四

噌
験
郡

恒
吉

狩
夫
百
九
十
三

惣
高
三
千
四
百
石
除

人
『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

肝
付
加
賀
守
粂
吉

天
文
廿
二
年
比
、
肝
付
領
ノ
時
、



小
松
治
部
少
輔
頼
祭

初
又
八
郎
ト
云
、
天
正
八
年
比
、
同
十
四

年
十
二
月
七
日
豊
後
利
満
城
攻
玉
時
恒
吉

ノ
士
卒
ヲ
率
ヒ
城
乗
ノ
時
織
地
ニ
中
テ
死

ス
、
子
孫
大
口
ノ
士
ニ
ア
リ
、

天
正
十
一
年
比
、
北
郷
氏
臣
、

新
納
勘
解
白
衣
官
忠
家

寺
山
四
郎
左
エ
門
久
粂

慶
長
四
年
比
、
同
九
年
比
ニ
モ
ミ
ュ
、

卒
田
安
房
介
宗
衡

慶
長
十
五
年
ぷ
、
元
和
五
年
五
月
廿
日
病
死
、

伊
勢
美
濃
守
貞
長

寛
永
三
年
比
、

相
良
権
兵
衛
尉
頼
員

寛
永
九
年
比
、

吉
利
下
纏
守
忠
張

寛
永
十
六
年
卯
七
月
恒
吉
地
頭
職
被
仰
付
候
、

-
祢
震
右
近
重
長

或
重
永
、

-
伊
東
衣
郎
右
エ
門
祐
之
御
用
人
也
、

-
島
津
豊
前
久
邦
鞠
時
一
-
一
時
J
議
喰
守
、
大
目
附
役
、
寛
文
三

山
田
民
部
少
輔
有
隆
明
性
問
時
咽
崎
一
一
官
、
初
一
澗
九
郎
有
清
ト
云
、
寛

寛
文
九
年
五
月
廿
八
日
ぷ
『
定
』
、

-
丹
生
繍
兵
衛
信
詮

-
上
村
茂
兵
衛

吟
味
役
也
、
延
費
二
年
二
月
ぷ
『
定
』
、

諸郷地頭系図

-
若
松
十
左
エ
門

延
賓
四
年
九
月
廿
一
日
J
『定』、

イ
七
月
d
ト
モ

1
1
¥

御
使
役
也
、
延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
J
、
貞
享

元
年
八
月
四
日
五
十
九
歳
死
去
、

初
忠
成
孫
二
郎
掃
部
ト
云
、
貞
享
元
年
子

九
月
・
6
、

-
諏
訪
采
女
粂
延

-
大
島
清
太
夫
久
成

-
相
良
杢
之
助
長
賢

賓
永
三
年
成
六
月
六
日
J
、

-
上
村
権
兵
衛
行
隆

賓
永
四
年
十
二
月
十
六
日
ぷ
、

-
伊
地
知
八
郎
兵
衛
重
供

賓
永
六
年
丑
九
月
十
四
日
，
g
、

後
越
右
衛
門
、
至
御
用
人
・
御
勘
定
奉
行
、

享
保
三
年
成
正
月
十
五
日
ぷ
寛
保
元
酉
十
二
月
朔

日
迄
、

-
町
田
仲
右
エ
門
延
享
二
年
丑
正
月
十
一
日
J
寛
延
三
年
午
十
月
十

一一日迄、

・
名
越
左
源
太
賓
居
一
一
年
申
正
月
十
一
日
J
『
同
十
辰
正
月
十
一
日

主

主

後

内

蔵

奇
襲
郎
四
郎
久
停
暗
唱
頚
旭
町
帆
町
明
和
八
年
四
月
士
一
一

・
末
川
織
衛
政
一
双
二
年
巳
正
月
十
五
日
ぷ
安
永
七
年
成
九
月
十
一
日

.
伊
地
知
嘉
右
エ
門
季
置

-
大
野
七
郎
太
夫

-
有
川
勇
馬

安
永
十
丑
正
月
十
一
日
J
寛
政
二
年
成
十

一
月
六
日
迄
、

表
御
用
人
、
賓
中
原
伊
兵
エ
三
男
也
、
千
左
エ
門
季
伴
ノ

妻
子
ト
ナ
ル
、

寛
政
三
年
一
亥
十
月
六
日
J
『
同
十
午
十
一
月
三

口
u
』、

御
用
人
也
、
『
可
札
也
、
寛
政
十
一
未
三
月
晦
日
ぷ
』
、

-
迫
水
善
左
エ
門

『
伊
東
仙
太
夫
文
政
二
卯
正
月
十
一
日
ぷ
同
四
巳
七
月
廿
日
迄
』
、

『
本
田
久
米
時
主
湖
、
文
政
五
午
正
月
十
一
日
、
同
九
成
七
月
廿
一

滋
谷
充
内
文
政
九
成
十
一
月
三
日
J
同
十
亥
八
月
廿
七
日
山
込
、

伊
集
院
伊
膳
久
文

卒
田
靭
負
正
保

雪文
要五エ
月五
~月
合士
ぷ日
.主
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四

出
水
郡

長
島
『司

地成出
頭』水
職之
高内
五明
拾 暦
石四
』・

狩惣こ
ぎ高月
」一一一
百 千 口
四八品
十百宮l

交思議
島幸 ニ

-
仁
曜
左
近
景
頼

明
暦
四
年
二
月
十
四
日
ぷ
『
定
』
、

仁
曜
太
郎
兵
衛
景
治

後
寛
左
衛
門
、
吟
味
役
也
、

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

-
相
良
杢
之
助
長
貞
均
一
帯
月
語
潤
和
一
一
眠
一
輪
場
時
『
由
没

後

林

・

隈

之

城

等

地

頭

也

-
山
田
培
右
エ
門
延
賓
三
年
卯
四
月
移
、

前
相
良
新
右
エ
門
長
隆
賎
一
期
W
街
M
r
m
仰
新
助
ト
云
、
延
賓
ノ
初
比

増
右
衛
門
コ
ト
ヵ
、
又
ハ
子
ヵ
、

-
川
上
勝
監
久
勝

-
山
田
四
郎
兵
衛

-
中
原
矯
兵
衛

賓
永
七
寅
J
、

-
讃
良
権
左
エ
門

正
徳
二
年
辰
七
月
六
日
J
、

正
徳
五
年
末
十
月
朔
日
・
2
、

辞
保
七
寅
八
月
六
日
ぷ
同
十
年
巳
十
一
月
廿
四
日

・
長
束
一
郎
右
エ
門
博
一
辞
缶
百

l

五
月
廿
六
日
ぷ
同
十
六
年
亥
三
月

可
札
也
、

-
町
田
孫
右
エ
門

-
山
田
四
郎
兵
衛

町
田
孫
右
エ
門

-
中
村
早
太

享
保
十
六
年
一
亥
四
月
廿
八
日
J
、

-
町
田
孫
七

元
文
三
年
午
二
月
四
日
J
、
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寛
延
三
年
午
七
月
廿
三
日
J
、

-
吉
利
杢
右
衛
門
晴
耀
叶
主
洋
午
十
月
廿
日
ぷ
安
永
六
年
酉
十
二
月

安
永
六
年
酉
十
二
月
廿
一
日
J
寛
政
三
亥
十
一
月
七
日

迄、寛
政
四
年
子
正
月
廿
八
日
ぷ
、

-
谷
山
角
太
夫

-
新
納
隼
見

鎌鎌
田田
甚衛
兵守
衛

-
川
上
弥
三
太

『
寛
政
七
卯
玉
月
十
三
日
』
、

-
寺
尾
荘
兵
衛

『
享
和
二
成
八
月
廿
四
日
』
、

-
折
田
清
右
エ
門

『
文
化
三
寅
正
月
十
一
日
同
六
巳
五
月
晦
日
迄
』
、

-
三
崎
平
太

『
文
化
六
巳
九
月
廿
五
日
ぷ
同
十
酉
七
月
四
日
迄
』
、

-
津
留
八
左
ヱ
『
門

文
化
十
酉
九
月
廿
六
日
J
h

-
今
井
藤
太

『
文
化
十
四
丑
十
月
四
日
d
h

『
三
崎
卒
太

文
政
五
午
十
二
月
廿
七
日
J
、

西
彦
太
郎

文
政
十
亥
十
一
月
廿
六
日
ぷ
、
』

-
伊
勢
卒
四
郎

可
天
保
三
辰
閏
十
一
月
三
日
J
h

『
有
馬
善
助

天
保
十
一
子
十
一
月
廿
四
日
ぷ
』
、

『
谷
川
衣
郎
兵
衛

天
保
十
二
丑
閏
正
月
廿
七
日
ぷ
』
、



『
加
藤
権
兵
衛
』

『
藤
井
綴
喜
』

嘉
永
三
成
四
月
十
五
日
ぷ
、

四
四

諸
膝
郡

穆
佐

狩
夫
百
八

宮
丸
中
務
少
輔
久
任

天
正テ初
八罵叉
年ニ十 十惣
比居良~ ~九高
、ルト書人四

ぷ革主
山横里百
庚川孟十
久ヨ翌七
ノリど石
弟穆 絵
ナ佐

、縛

シ
移

吉
利
刑
部
左
エ
門

義
朗
ノ
子
也
、
閥
ケ
原
巴
前
な
る
へ
し
、

村
田
刑
部
少
輔
経
、
水
市
川
宝
年
比
J
同
九
年
比
、
九
郎
右
衛
門
ト

伊
地
知
四
郎
兵
衛
重
賢
組
理
拾
賠
鳩
品
川

r鞠
蹴
明
石
附
ト
云
、
寛

・
伊
地
知
十
左
エ
門
重
一
一
間
重
賢
子
、
初
新
四
郎
ト
云
、
寛
文
元
死
、

・
新
納
縫
殿
寛
文
二
年
九
月
廿
三
H
J『定』、

川
田
大
膳
園
鏡

-
伊
集
院
宮
内
少
輔

『
藤
之
丞
』

-
平
田
藤
兵
衛
宗
漏

寛
文
六
年
七
月
四
日
移
『
地
頭
』
、

藤
右
エ
門
宗
則
二
男
ニ
テ
別
立
、
御
兵
具
奉
行
・

奏
者
番
・
京
都
御
留
守
居
等
動
、
貞
享
四
年
卯

一
一
月
三
日
J
、

元
職
二
年
巴
三
月
二
日
ぷ
、

諸郷地頭系図

-
伊
東
刑
部
左
エ
門

・
今
井
翠
諸
貞
恒
持
澗
留
守
居
也
、
元
稔
六
年
酉
五
月
十
九

御
納
戸
奉
行
・
江
戸
御
留
守
居
・
御
側
御
用
人
、

元
稔
十
四
年
巳
十
月
十
三
日
J
移
る
、

-
市
来
勘
左
エ
門

-
野
村
才
右
エ
門

実役初
五・ 11百
年江七
圭戸、
ニ御御
d...留納
孟三守戸
BE居奉

ベ現行
賓御
永兵
二具
年奉
酉行
J・
、吟

味

-
阿
多
六
太
夫
忠
寄

-
和
田
衣
兵
衛

賓
永
六
年
J
、

二
局
崎
四
郎
右
エ
門
能
盈
吟
味
役
、
賓
永
七
寅
八
月
十
二
日
・
2
、

・
相
良
仁
右
エ
門
聴
香
紅
一
盟
主
主
鮭
…
制
問
枇
必
…

r一
錦
繍
後
帰

代
ぷ
彼
地
在
番
ヲ
止
ラ
ル
、
卒
回
才
右
衛
門

を
し
て
地
頭
代
と
す
云
々
、

-
伊
地
知
越
右
エ
円
程
山
五
年
午
十
月
朔
日
ぷ
享
保
九
辰
二
月
六
日

・
讃
良
善
助
享
保
九
年
辰
閏
四
月
朔
日
J
同
十
五
成
四
月
十
四
日
迄
、

・
谷
山
角
太
夫
一
時
一
埼
玉
成
七
月
十
三
日
ぷ
元
文
二
年
巳
四
月
廿
八

司
十
二
日
』

・
種
子
島
弾
正
元
文
二
年
巳
五
月
十
一
日
ぷ
延
享
元
八
月
廿
日
迄
、

・
伊
集
院
十
右
エ
門
暗
号
巳
情
立
正
月
十
一
日
ぷ
賓
麿
四
年
成
五
月

・
伊
勢
兵
部
費
暦
六
年
子
正
月
十
一
日
J
安
永
二
巳
七
月
六
日
迄
、

-
新
納
五
郎
右
衛
門
埼
京
忠
明
正
月
十
一
日
〈
寛
政
六
寅
正
月

『
喜
入
大
戴
後
主
水
時
一
誠
一
一
日
明
ι月
十
一
日
J
文
化
四
卯
十
一
月

宮
之
原
甚
五
兵
衛
謀
略
五
辰
正
月
十
一
日
・
6
文
政
三
辰
正
月
十
一

文
政
五
午
正
月
十
一
日
・
6
同
六
未
二
月
廿
六
日
迄
、

新
納
浪
江
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鎌
田
太
郎
右
衛
門

天
保
六
未
五
月
十
六
日
ぷ
、



(
貼
紙
)

「
穆
佐

鎌
田
太
郎
右
衛
門
衣

染
川
五
郎
左
衛
門

天
保
八
酉
八
月
廿
四
日
・
2
、

嶋
津
九
十
九

-
一
天
保
十
四
卯
十
一
月
四
日
ぷ
、
」

『
F
L『
，
訓
叩
'

』

四
五

惣
高
千
五
百
五
十
一
石
齢

二
十
九
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

一
宇
山
庶
流
也
、
本
田
氏
旗
下
な
ら
ん
、
天
文
中

地
頭
也
、

伊
集
院
下
野
守
久
遁
入
道
魯
笑
粛

大
関
郡

牛
根

狩
夫
二
百

小
川
尾
張
守
武
明

此
年
正
月
牛
根
域
陪
ル
、

天
正
二
年
ぷ
地
頭
也
、

伊
集
院
右
ヱ
門
太
夫
忠
棟
同
三
年
比
久
通
ノ
誤
ヵ
、

四
年
比
ハ
馬
越
地
頭
也

鎌
田
尾
張
世
勾
軒
縦
攻
正
五
・
六
・
七
・
八
年
比
沼
一
抗
野
ヨ

剛
山
一
、
十
一
年
七
月
死
ス
、

自
系
牛
根
地
頭
ト
ア
リ
、
史
館
ニ
不
詳
ト
也
、

三
原
飛
弾
守
重
長

川
上
又
左
エ
門
忠
遁

伊
勢
美
濃
守
貞
長

初
松
山
地
頭
、
寛
永
十
年
J
、

卒
左
エ
門
貞
成
ノ
子
、

鮫
島
筑
右
エ
門

家
紋
ニ
ミ
ュ
、

-
島
津
民
部

初
大
堕
且
冗
忠
俊
、
寛
永
中
飯
野
よ
り
移
ル
、

同
十
九
年
九
月
晦
日
死
去
、
墓
モ
ア
リ
、

寛
永
十
五
年
ぷ
四
月
一
川
、

島
津
越
前
守
忠
栄

佐
多
越
後
守
忠
増

寛
永
九
年
比
、
此
雨
三
代
前
後
可
札
事
、

寛
文
三
年
二
月
廿
日
J
『定』、

寛
文
五
年
二
月
二
日
『
定
』
J
、
初
小
右
エ
門
入
道

し
て
一
酔
ト
云
、
初
坊
泊
地
頭
・
吟
味
役
、
寛
文

七
年
ぷ
向
島
地
頭
ニ
縛
ス
、

-
種
子
嶋
矯
兵
衛
時
蕎
寛
文
七
年
二
月
三
日
・
8
『定』、

-

大

山

六

右

衛

門

網

遁

慨

較

整

ぷ

器

材

雛

罫

車

宮

駅

主
馬
ト
云
、

・
野
津
弥
五
左
エ
門
寛
文
八
年
九
月
十
日
ぷ
『
定
』
、

-
伊
地
知
新
左
エ
門
重
昌
議

2
F諜
喰
也
、
寛
文
士
了

伊
地
知
越
右
衛
門
延
享
七
年
J
貞
享
五
年
迄
、

静
六
ト
モ
云
ナ
ル
ヘ
シ

貞
享
五
年
辰
九
月
五
日
J
、

-
康
瀬
次
郎
兵
衛
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-
新
納
大
戴
久
盛

-
諏
訪
合
人
貴
粂

-
卒
田
清
右
衛
門

賓
永
二
年
十
月
三
日
J
、

-
伊
集
院
嘉
左
衛
門

賓
永
七
年
間
八
月
九
日
J
『定』、

-
樺
山
助
太
郎
久
堅

主

正
徳
三
年
巳
九
月
二
日
J
、
後
構
左
衛
門

計
久
初
、
園
老
也
、

享
保
三
年
成
三
月
朔
日
ぷ
同
十
七
子
十
二
月
十
日

迄、後
大
場
ニ
改
、
庄
太
左
衛
門
と
稽
す
、
享
保
十
九

寅
正
月
十
一
日
J
延
享
五
年
辰
正
月
十
一
日
迄
、

・
伊
集
院
十
左
衛
門
誠
一
酎
晴
れ
一
円
八
晴
鵠
涜
年
辰
九
月
四
日
J
賓
暦

『
廿
九
日
』

理
一
百
年
成
正
月
十
一
日
J
同
八
年
六
月
廿
九

賓
暦
十
一
年
巳
正
月
十
一
日
ぷ
『
同
十
一
巳
十

月
期
日
迄
』
、

-
左
近
允
奥
太
夫

-
大
馬
場
杢
卒
太

-
溢
谷
嘉
納
右
衛
門

-
二
階
堂
森
右
衛
門



-
闘
喜
左
エ
門
調
印
槽
叫
一
一
詩
午
正
月
十

E
J明
和
八
年
卯
二
月

後
軍
兵
衛
十
三
日
迄
、

安
永
二
巴
十
一
月
廿
五
日
ぷ
同
六
年
酉
十
二
月
十

・
竹
原
兵
右
衛
門
八
日
迄
、

-
大
島
休
左
衛
門
技
百
年
成
九
月
十
一
日
J
親

誇

一

時

任

・
南
雲
新
右
衛
門
一
日
制
ト
)
年
成
四
月
十
五
日
〈
同
五
丑
七
月
廿
五

寛
政
六
寅
正
月
十
一
日

d
h

『
鷲
頭
喜
兵
衛

『
堀
四
郎
太
夫

享
和
三
一
亥
五
月
朔
日
J
文
化
七
午
九
月
十
九
日
迄
、

嶋
津
樺
五
郎
後
文
化
八
未
十
月
九
日
J
、

桂
権
七
郎
ル
法
服
一
冊
叩
一
一
口
紋
一
J
七
申
八
月
廿
一
日
，
g
嘉
永
三
戊
七

嘉
永
四
一
亥
五
月
廿
八
日
J
、

畠
山
藤
衣
郎

四
六

一出
族雲
也守 ι 

、狐昌孝孟里空百一

霊護法王字国
高璽 Tさ型一千
て空甘2百人主
天語企害主 E
EE2R面
習 4T官毎
置 要望えー

墾J域狩
肝 嘉晶喜夫
付 ヲ暦τ 二

肝
属
郡

内
之
浦

諸郷地頭系図

薬
丸
弾
正
少
弼
粂
牌

東
郷
安
房
守
重
治

川
上
伊
輸
出
久
晴

卒
田
豊
前
守
宗
直

宗
位
ノ
子
、
後
民
部
左
エ
門
ト
云
、
正
保
ノ
比

カ、

相
良
主
税

蔦
治
・
寛
文
ノ
比
ハ
高
原
地
頭
ト
ア
リ
、

岩
切
彦
兵
衛

後
伊
賀
、
御
右
筆
也
、
寛
文
中
也
、

一
踊
屋
助
左
エ
円
余
金
仰
鰍
貯
一
鍔
引
M
J味
役
・
京
大
坂
御
留
守
居

・
東
郷
藤
兵
衛
重
利
減
叩
仕
切
ハ
神
岱
龍
一
断
一
昨
桝
州
喰
也
、
明
暦
三

御
船
奉
行
也
、
明
暦
四
年
二
月
二
日
・
2
岸
良
地
頭
也
、

一
帽
屋
助
左
エ
円
余
昭

伊
東
肥
前

-
伊
集
院
宮
内
少
輔

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『
定
』
、

-
一
一
帽
屋
助
左
エ
門

粂
全
ノ
子
、
寛
文
七
年
二
月
三
日
J
『
定
』
、

-
伊
地
知
八
右
衛
門

元
禄
四
年
未
七
月
廿
九
日
J
、

-
鎌
田
六
郎
太
夫

後
太
郎
右
衛
門
、
賓
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
J
、

或
二
年
酉
十
月
三
日
止
ト
モ
、

廿
六
日

元
文
三
午
七
月
廿
六
日
J
延
享
四
年
卯
十
二
月
廿
五

日
迄
、

延
享
五
辰
七
月
廿
五
日
ぷ
寛
延
二
年
巳
十
一
月
廿
九

日
迄
、

-
伊
地
知
嘉
右
衛
門
時
唯
一
一
一
一
昨
百
正
月
十
一
日
J
同
十
一
年
巳
七
月

・
小
林
仲
太
兵
衛
宝
詳
)
一
午
正
月
十
一
日
J
安
永
十
年
丑
正
月
十

・
有
川
勇
馬
、
比
一
誠
一
同
信
伊
神
間
臥
刊
桜
永
け
は

A

正
月
十
一
日

島
津
内
匠
久
停
蹴
持

mu協
同
抗
日
叶
未
七
月
廿
八
日
J
『
文
化
五

後
内
膳
、
文
化
六
己
正
月
十
一
日
J
文
政
二
卯
十
月

十
七
日
迄
、

-
山
津
十
太
夫

-
皆
吉
九
千
太
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可
嶋
津
藤
衣
郎



文
政
三
辰
正
月
十
一
日
ぷ
同
士
亥
九
月
十
七
日
迄
、
L

司
伊
集
院
十
戴
』
久
道
『
諮
問
い
1
4世
知
正
月
十
一
日
J
弘
化
五
申

嘉
永
二
酉
四
月
廿
五
日
J
』、

宮
之
原
主
膳

『
得
能
彦
左
衛
門

『
岸
良
但
内
之
浦
之
内
明
暦
四
・
二
月
二
日
新
外
城
ニ
成
、

伊
東
肥
前

明
暦
四
・
二
月
十
四
日
定
、

』

四
七

出
水
郡

野
田

狩
夫
三
百
六

惣
高
五
千
八
十
二
石
徐

十
三
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

寛
永
九
年
比
、

・
鎌
田
太
郎
右
衛
門
政
策
博
一
校
…
明
白
官
役
也
、
明
暦
四
年
四
月

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

蒲
地
備
中
入
選
伸
如

-
本
因
調
五
右
衛
門
親
卒

-
東
郷
藤
兵
衛

寛
文
七
年
二
月
三

H
J『定』、

御
兵
具
奉
行
・
御
納
戸
奉
行
・
奏
者
番
・
町
奉

行
也
、
寛
文
八
年
九
月
十
日
J
『定』、

延
賓
五
年
巳
八
月
十
五
日
J
『定』、

-
本
田
奥
兵
衛
親
昌

-
菱
刈
孫
兵
衛
重
敦

-
上
村
茂
兵
衛

貞
享
二
年
十
一
月
廿
H
J元
職
二
年
迄
、

元
職
二
年
巳
四
月

L
出
品
じ
月
同
十
一
年

冬
迄
、

J

-
入
来
院
志
「
介
重
堅

川
村
少
左
エ
門
元
蔽
士
ア
春
J
同
十
四
年
夏
迄
、

・
黒
葛
原
主
左
エ
門
元
禄
十
四
年
巴
九
月
十
四
日
ぷ
、

後
久
香
、
園
書
久
竹
ノ
二
男
也
、
賓
永
四
年
ぷ
、

・
島
津
左
内
久
知
警
亙
十
一
月

肱
羽
目

u
レ」験机ツ

-
佐
多
平
左
エ
門
時
一
四
百
年
申
十
一
月
八
日
，
g
同
七
年
寅
十
月
十
二

・
町
田
宇
右
エ
門
一
時
一
時
U
1辰
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
五
年
成
九
月
十

・
宮
原
甚
五
兵
衛
遁
興
寺
-
政
奉
行
也
、
元
文
四
年
未
七
月
廿
一
日
・
2
、

長
八
回
月

・
北
郷
八
右
エ
門
守
~
二
年
巳
六
月
七
日
J
賓
暦
二
年
申
七
月
九
日

・
島
津
矢
柄
久
鱒
賓
暦
六
年
子
正
月
十
一
日
・
2
、

-
上
村
笑
之
亙
胡
市
七
寅
正
月
十
一
日
ぷ
安
永
九
年
子
四
月
四
日

・
相
良
調
一
兵
衛
服
、
昧
注
目
丑
正
月
十
一
日
ぷ
天
明
四
年
辰
十
二
月

・
伊
集
院
隼
衛
眠
湖
町
年
巳
正
月
十
一
日
〈
寛
政
三
亥
十
月
廿
五

・
西
費
兵
衛
寛
政
三
年
一
亥
十
月
六
日
J
、

-
山
本
五
郎
兵
衛
設
計
、
一
未
十
二
月
十
五
日
文
化
元
子
九
月
十

・
石
黒
戸
後
左
エ
門
『
文
化
元
子
十
二
月
三
日
ぷ
』
、
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-
上
村
笑
之
亙
『
文
化
二
丑
七
月
十
三
日
d
h

文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
J
文
政
四
巳
三
月
十
五
日

『
野
村
主
鈴

U
』

向
井
十
郎
太
夫



『
文
政
五
午
七
月
七
H
J
同
九
成
五
月
朔
日
迄
』
、

・
木
場
-
次
郎
兵
衛
『
紋
哨
十
亥
二
月
廿
一

H
J
同
年
間
六
月
廿
一
一
日

・
山
本
字
源
太
『
紋
一
以
十
一
亥
九
月
十
一
日
J
同
十
一
子
十
月
十
四
日

・
川
田
彦
九
郎
『
誇
叫
一
一
卯
正
月
十
一
日
ぷ
同
七
申
二
月
十
六
日

・
平
田
直
之
進
『
訴
時
八
酉
三
月
廿
九
日
J
同
十
四
卯
九
月
廿
一
一
一
日

・
伊
集
院
卒
格
【
策
善
『
一
一
一
詳
細
切
十
月
廿
八
日
J
弘
化
三
午
七
月

『
弘
化
四
未
正
月
十
一
日

d
h

-
圃
師
崎
源
兵
衛

-
猪
飼
釧
太
郎
向
香

諸郷地頭系図

惣
高
三
千
二
百
三
十
一
石
絵

百
二
十
七
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

後
八
左
衛
門
な
ら
ん

美
作
守
ト
モ
云
ヵ
、
天
正
八
年
此
、

鎌
田
出
雲
守
政
近
一
諸
守
閣
竹
宮
、
龍
伯
公
御
家
老
也
、
末
吉
根

敷
根
仲
兵
衛
頼
豊
鞭
一
時
法
一
古
和
一
明
叶
航
時

.M4側
花
一
回
一
明
-
戸

談
セ
ラ
ル
、

新
納
孫
右
エ
門
尉
数
久
市
説
明
即
位
'
鮎
子
噂
j
h

酎
長
時
以
一
明
…
勺

元
和
九
年
死
去
、

寛
永
九
年
比
、

四
八

諸
牒
郡

野
尻

狩
夫
三

市
来

E八美
と左生
Eコ二回

E 門

川
上
伊
預
守
久
晴

阿
多
内
膳
忠
祭

琉
球
在
番
奉
行
・
横
目
頭
也
、
寛
永
十
五
年
J
、

卒
田
狩
野
介
宗
弘

噌
役
也
、
寛
永
十
六
年
正
月
ぷ
明
暦
三
年

-
三
原
停
左
エ
門
重
隆

山
奉
行
・
御
兵
具
奉
行
・
奏
者
番
相
勤
、
明

暦
三
年
A
O
寛
文
二
年
六
月
迄
、

『
定
』

寛
文
二
年
六
月
十
五
日
ぷ
同
五
年
七
月
迄
、

-
東
郷
十
左
エ
門
重
伺

菱
刈
孫
兵
衛
重
敦

延
賓
五
年
よ
り
、

-
卒
田
新
左
エ
門
宗
正

月寛初
迄文兵
、七十
年郎

月二
三郎
日兵
ぷ衡
『

害式
元部
様、
コ1卸

平室
士主

-
島
津
内
記
元
稔
四
年
未
七
月
廿
九
日
・
2
服
花
時
叶
一
同
八
年
冬
迄
、

或
孫
左
エ
門
ト
作
ル
モ
ア
リ

-
町
田
源
左
エ
門
久
季
カ
元
禄
十
年
正
月
廿
五
日
ぷ
『
定
』
、

-

島

津

市

太

夫

久

雄

監

禁

嬰

望

者

駐

謀

議

仲

六
月
六
日
ト
モ
、

・

谷

山

長

右

エ

門

型

雪

弘

伊

湾

七

寅

十

月

廿

八

日

高

肝
付
典
膳
粂
加
粂
柄
ノ
子
、
御
家
老
也
、

-
島
津
小
平
太
久
幸
宇
時
計
百
戊
正
月
廿
五
日
ぷ
同
十
九
寅
六
月
十

元
文
三
年
午
二
月
四
日
ぷ
、

-
中
村
早
太

-
島
津
左
近

後
将
監
、
延
享
五
年
辰
二
月
十
五
日
，
g
寛
延
二
年
巳
十

一
月
廿
三
日
迄
、

『

申

一

同

三

』

司

廿

九

日

』

賓
暦
二
年
十
二
月
朔
日
A
O
同
三
年
酉
七
月
廿
八
日
迄
、

御
納
戸
奉
行
・
町
奉
行
也
、
賓
暦
四
年
成
正
月
十

一
日
ぷ
同
十
三
年
未
十
一
月
十
一
日
迄
、
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-
北
郷
民
部

-
寺
山
源
右
エ
門



『
正
月
廿
五
日
』

・
西
田
嘉
左
エ
門
間
市
六
年
丑
二
月
廿
八
日
J
安
永
五
年
四
月
廿
日

・
鹿
島
牧
多
議
~
永
六
年
酉
八

J
H日
明
八
年
申
一
一
一
月

・
伊
集
院
嘉
盛
後
主
水
一
七
晴
可
-
一
年
成
正
月
十
一
日
J
享
和
一
冗
年
酉

十
一
月
六
日
迄
、

・
相
良
此
右
エ
門
時
時
一
町
一
昨
官
十
一
月
十
三
日
J
文
化
十
四
年
四
月

名
越
右
膳
盛
胤
文
化
十
四
年
冬
ぷ
、

『
名
越
右
膳
文
政
二
卯
十
月
廿
九
日
，
S
天
保
十
二
丑
八
月
廿
日
迄
』
、

『
大
迫
札
人

天
一天保
日保士
迄十三
、四皇
卯ハ
正月
月明
十回
- .6' 
R 同

語士
』 二二

事寅
氷九
五月
年 廿
子ろ

育長
十

『
名
越
彦
太
夫

O
栓
太
郎

竪
山
武
兵
衛

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、

(
貼
紙
)「

四
九

日
置
郡

串
木
野

惣
高
五
千
九
百
八
十
九
石
齢

千
七
百
六
十
七
人

狩
夫

文
明
六
年
比
地
頭
ト
ミ
え
た
り
、

川
上
左
近
時
監
忠
塞

是
ハ
忠
克
ノ
弟
也
可
再
考
初
掃
部
介
ト
云
、
川
港
地
頭
也
、
上
野
守
ト
モ
云

川
上
信
濃
守
栄
久
忠
世
ノ
コ
ト
ナ
ル
へ
シ

ヵ
、
薩
州
賓
久
方
ニ
テ
、
初
市
来
地
頭
ヲ
領
ス
、

(
被
命
力
〉

天
文
八
年
六
月
賓
久
ヨ
リ
串
木
野
一
所
ヲ
A
叩
被

移
之
、
然
ト
モ
同
年
大
中
公
市
来
城
ヲ
攻
玉
フ

ニ
及
ン
テ
八
月
廿
八
日
串
木
野
城
ヲ
差
上
公
ニ

降
ス
、

山
田
識
人
有
徳

ト天
有文移築ト築

ナ天元リ弘リ久云久
キ正墾、市居ノ々ノ
カ六冗 ノシ子、跡
、 年 年 間 ナ 、 ニ
J春殺ラ父暫
佐一 'ン子移
土所市、トル
原ニ来後モ ト
ニ賜 ・考ニ イ
移ヒ串ヲ市ヘ
ル移木挨来ト
、居野ツヨモ
此之二、リカ
聞と H 串釜
地 有 置 木 テ
頭り地野降
ハ 、 頭 へ ル
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新
納
伊
勢
守
忠
歳

川
上
上
野
守
忠
克

島
津
中
務
大
輔
家
久

山
田
越
前
守
有
信
入
道
理
安

有
徳
ノ
子
也
、
」

川
上
左
近
勝
監
忠
塞

文
明
の
比
地
頭
、

川
上
掃
部
介
祭
久

上
野
守

或
信
濃
守
ト
モ
、
天
文
ノ
比
ヵ
、

『
地
頭
職
高
百
石
』

川
上
上
野
守
忠
克

A
祇
ぶ
一
一
九
一
日
明
防
一
安
一
位
一
一
…
日
町
一
課
朝

木
野
城
ヲ
差
上
大
中
公
へ
降
参
也
、

天
文
弘
治
の
間
欺
、
市
来
・
串
木
野
・
日
置
地
頭

と
あ
り
、元

亀
元
年
春
賜
串
木
野
移
居
之
、
天
正
六
年

移
佐
土
原
ト
ア
レ
ハ
此
間
外
ニ
地
頭
ハ
ナ
キ

カ、

串
木
野

山
田
戴
人
有
徳

島
津
中
務
大
輔
家
久

山
田
越
前
守
有
信
人
道
理
安

有
徳
ノ
子
也
、

宮
原
左
近
持
監
景
晴

天
正
八
年
比
、

新
納
五
郎
右
エ
門
久
鏡
入
道
遊
甫

初
右
衛
門
佐
伊
勢
守
ト
云
、

慶
長
初
比
よ
り
、
後
川
漫
地

-ロ
upv

ル
L

信
濃
守
ト
云
、
御
使
役
也
、
寛

仁
躍
蔵
人
頼
景

初
小
吉
舎
人

永
初
比
欺
、



御
用
人
也
、

鎌
田
左
京
亮
政
喬
帳
峨
ソ
子
也
、
御
使
役
也
、
寛
永
ノ
末
ぷ
慶
安

・
桂
内
記
忠
保
整
額
吟
味
役
・
奥
頭
也
、
喜
一
一
年
ぷ
寛
文

平

田

言

語

宗

正

議

議

伊

勢

老

也

、

寛

文

元

年

J
、

・
伊
東
三
左
エ
門
寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

-
大
野
源
右
エ
門
寛
文
七
年
二
月
三
日
J
『
定
品
開
年
延
賓
八
年
迄
、

後

権

左

エ

門

又

主

馬

;

:

-
大
山
三
郎
右
エ
門
六
右
エ
門
ト
云
ヵ
、
寛
文
八
・
九
月
十
日
・
8
『
定
』

同
十
一
年
春
迄
、

初
権
左
衛
門
、
吟
味
役
・
御
使
役
也
、
寛
文
十
年

春
ぷ
元
稼
九
年
迄
、

御
用
人
欺
、
元
縁
九
年
h
b
J
J

同
十
一
年
迄
、

野
村
大
事
助
元
綱

大
山
主
馬
綱
遁

-
大
山
樺
左
エ
門

-
市
来
衣
郎
左
エ
門

元
緑
十
二
年
『
卯
』
五
月
九
B
J
、

-
鎌
田
采
女

後
源
左
エ
門

要
人
ト
云
、
『
賓
永
三
成
六
月
六
日
ぷ
』
、

島
津
采
女

誇郷地頭系図

賓
永
二
年
酉
三
月
J
、

-
島
津
彦
太
夫
旺
轡
一
年
辰
十
二
月
朔
日
J
享
保
七
年
寅
正
月
十
三

・
島
津
左
仲
久
春
時
一
時
併
鳩
町
月
前
凱
れ

ω~同
九
年
辰
正
月
十
一

・
平
田
卒
太
左
衛
門
服
一
段
洋
辰
八
月
十
八
日
J
同
廿
年
卯
七
月
十

・
伊
集
院
十
戴
鵠
鳴
廿
年
卯
七
月
廿
八
日
ぷ
元
文
五
年
七
月
十
六
日

・
島
津
十
太
右
衛
門
現
存
弓
月
十
八
日
香
暦
十
一
年
巴
正

-
赤
喜
右
衛
門
諸
吐
一
年
一
件
日
日
日
ぷ
安
永
二
年
巳
七
月

川
上
龍
衡
後
頼
母
、
安
永
四
年
二
月
十
四
日
J
天
明
七
年
未
正
月

十
一
日
迄
、

・
矢
野
男
吏
寛
政
元
年
酉
四
月
廿
一
日
ぷ
享
和
元
年
十
月
三
日
迄
、

・
大
山
宗
之
丞
惇
剛
一
一
日
常
国
十
一
月
十
三
日
ぷ
文
化
十
二
年
亥
正
月

・
村
田
功
右
エ
門
湾
出
十
四
年
間
八
月
廿
二
日
J
同
年
十
月
十
一
日

・
上
野
善
兵
衛
双
山
川
許
四
年
丑
十
二
月
『
朔
日
』
J
文
政
七
年
申
八
月

十
六
日
迄
、
『
五
月
朔

E

・
有
馬
札
『
後
男
-Z
試
喰
九
年
成
四
月
四
日
・
2
天
保
四
巳
六
月
三
日

者
向
『
五
月
朔
日
』

-
岩
下
典
膳
這
格
詩
話
時
半
一
一
一
月
J
天
保
十
三
年
寅
正
月

f
U
M
-

-
梅
田
九
左
エ
門
治
敬
服
昨
証
明
寅
一
一
一
月
十
九
日

4
同
十
四
卯
六

・
種
子
島
六
郎
時
昭
地
時
四
日
叶
未
七
月
十
一
日

4
事
水
二
酉
十
一
月

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、

竪
山
武
兵
衛

五
O 

惣
高
六
千
三
百
石
徐

五
人

『
地
頭
職
高
百
石
』

薩
「
郡

隈
之
城

狩
夫
五
百
十

島
津
中
務
太
輔
家
久

一
冗
亀
ノ
比
従
横
川
移
地
頭
、

山
田
越
前
守
有
信
入
道
理
安

初
新
助
ト
云
、
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新
納
越
後
守
孝
久

忠
包
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
、
天
正
八
年
比
、



吉
田
美
作
守
清
存

若
狭
守
ト
モ
一
去
、

新
納
五
郎
右
エ
門
久
鏡
入
道
遊
甫

慶
長
中
ヵ
、

島
津
弾
正
大
弼
久
慶

寛
永
九
年
比
、

町
田
勘
解
由
久
慶

後
伊
賀

久
則
'
入
道
石
心
、
御
家
老
也
、

棒
山
諸
右
エ
門
尉
久
慶

正
保
ノ
比
ヵ
、

高
崎
惣
右
エ
門

初
左
近
将
監
、
明
暦
三
酉
，
g
、

-
相
良
新
右
エ
門
長
貞
明
月
一
明
』
澗
使
役
也
、
寛
文
二
年
五
月
廿
九

寛
文
三
年
十
一
月
廿
日
ぷ
『
定
』
、

-
島
津
豊
前
守
久
守

-
北
郷
作
左
エ
門

-
北
郷
惣
・
次
郎

寛
文
十
一
年
正
月
ぷ
貞
享
五
年
迄
、

貞
享
五
年
辰
十
月
十
五
日
ぷ
元
禄
十
二
年
春
迄
、

-
北
郷
宗
失
郎
服
一
哩
日
間
一
八
日
轡
l

二
卯
五
月
九
日
A
O

享
保
八
年

・
島
津
主
計
久
名
作
7

十
郎
後
帯
万
、
享
保
九
年
辰
正
月
十
一
日

・
肝
付
典
膳
鵠
喉
十
七
子
正
月
十
一
日
J
元
文
四
年
未
二
月
十
六
日

・
北
郷
四
郎
博
諸
戸
時
調

r鴻
〈
四
年
未
一
一
一
月
朔
日
ぷ
延
享
三
年
寅

・
喜
入
主
膳
久
茂
斑
詰
百
年
辰
二
月
十
五
日
j
寛
延
四
年
未
四
月
七

ー
、

1

2

μ

大

目

』

「

子

』

後
主
膳
、
賓
暦
三
年
酉
七
月
廿
八
日
ぷ
明
和
七
寅
十
月

朔
日
、
迄
、

-
島
津
大
事

-
北
郷
民
部

後
作
左
衛
門
、
明
和
八
年
卯
三
月
廿
一
日
ぷ
安
永
四

年
未
七
月
廿
六
日
迄
、

後
主
役
、
安
永
十
年
丑
正
月
十
一
日
ぷ
、

『
采
女
』

-
北
郷
作
左
エ
門
時
一
比
一
円
l
芳
野
)
一
申
六
月
廿
一
一
日
J
文
化
十
一
一
一

文
化
十
四
年
丑
八
月
廿
二

H
J
『
文
政
五
午
六
月
八

日
迄
』
、

文
政
六
年
未
正
月
十
一
日
J
、

-
北
郷
七
郎
次
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-
島
津
又
七
郎

-
伊
勢
雅
楽
貞
長

-
島
津
求
馬
久
宙
開

-
島
津
要
人

天

『日天理
フミ迄保手
保、七卯
十年八
五六 月
辰月十
九廿五
月六日
朔日 ぷ
日 J コ
d 里虫
、王里
震旦
五八
月一日
十西迄
一日』-..、

-
川
田
求
馬
佐
子

可
伊
勢
雅
楽
』
貞
章

五

惣
高
三
百
七
十
七
石
徐

百
七
十
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』O

園
久
領
ノ
時
也

寛
正
五
年
申
九
月
八
日
久
志
久
玉
枇
棟
礼
ニ
ア
リ
、
。

姓
氏
未
考
、

川
連
郡

久
志
秋
田

狩
夫

藤
原
秀
家

島
津
文
五
郎
忠
長

一
冗
亀
二
年
秋
目
地
頭
ト
ア
リ
、

元
亀
二
年
秋
百
九
玉
棟
札
ニ
ア
リ
、

飯
牟
躍
権
右
エ
門
尉
光
秀
晴
一
崎
市
年
三
月
一
棟
札
ニ
秋
目
地
頭
と

久
志
地
頭
と
ア
リ
、
慶
長
ノ
比
ヵ
、

初
治
部
左
衛
門
采
女
正
、

慶
長
年
間
久
志
地
頭
と
久
玉
世
一
明
吐
ノ
記
ニ

ミ
ユ
、

島
津
藤
原
朝
臣
尚
久

伊
地
知
周
防
守
重
康

東
郷
安
房
入
這
休
伴



大
寺
喜
左
エ
門

寛
永
十
五
年
比
、
興
親
ノ
コ
ト
ヵ
、

喜

左

エ

門

輿

親

入

道

春

粛

矧

堵

鱗

語

長

官

和

殿
役
也
、

寛
永
の
末
ニ
見
ゅ
、

堀
四
郎
左
ヱ
門

川
上
十
左
ヱ
門

伊
東
衣
郎
右
エ
門
一
耐
之

初
結
倫
、
御
用
人
・
久
志
地
頭
也
、

海
江
田
仲
左
エ
門
網
藤

吟
味
役
也
、

佐
多
六
郎
兵
衛

東
郷
十
左
エ
門

明
暦
三
年
J
寛
文
二
年
迄
、

-
野
村
彦
兵
爾

寛
文
二
年
六
月
十
五
日
ぷ
延
費
二
年
迄
、

『
定
』

延
賓
二
年
二
月
十
五
日
ぷ
同
六
年
迄
、

彦
兵
エ
後
名
欺
、
御
普
請
奉
行
・
山
奉
行
・
御
船

奉
行
・
御
納
戸
奉
行
・
吟
味
役
・
御
用
人
等
動
、

可
札
事
也
、

延
賓
七
年
正
月
廿
七
日
J
、

-
北
条
・
次
郎
右
エ
門
時
貞

野
村
太
左
エ
門

-
上
井
五
郎
左
エ
門

諸郷地頭系図

-
卒
田
主
膳

延
賓
八
年
十
二
月
廿
七
日
J
貞
享
三
年
迄
、

藤
右
エ
門
宗
則
二
男
、
一
二
百
石
分
地
、
御
兵

具
奉
行
・
奏
者
番
・
京
都
御
留
守
層
・
御
目
附

役
等
動
、
久
志
秋
田
・
穆
佐
移
地
頭
ト
ア
レ
ハ

主
膳
同
人
欺
、
可
札
事
、

卒
田
藤
之
亙
宗
満

-
仁
檀
惣
太
夫

貞
享
三
年
九
月
廿
七
日
，
g
元
藤
元
年
迄
、

-
伊
集
院
矯
右
エ
門

初
三
郎
兵
衛
兵
右
エ
門
ト
云
、
元
禄
ニ
巴

二
月
七
日
・
2
同
九
年
十
二
月
迄
、
『
二
年
巳

八
月
朔
日
ぷ
明
所
』
、

元
様
十
二
年
卯
五
月
九
日
J
、

-
二
階
堂
源
太
夫
行
朋

本
田
六
左
エ
門

賓
永
二
年
J
、

-
伊
集
院
権
右
エ
門

賓
永
四
年
一
亥
十
月
八
日
ぷ
享
保
十
三
申
正
月
十

一
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
米
良
九
郎
右
エ
門

享
保
十
三
申
三
月
廿
五
日
J
、

-
本
田
孫
右
エ
門
一
鳩
時
計
結
炉
一
』

1四
日
J
延
享
四
年
卯
八
月

・
諏
訪
甚
兵
衛
費
暦
己
申
八
月
十
八
日
ぷ
『
同
九
卯
十
二
月
廿
三
日
ぷ

H
，
R
L」
『
正
月
十
一
日
』

-
中
村
奥
太
夫
瑚
湖
毎
蜘
可
十
三
日
J

安
永
一
ト
見
守
一
一
一

・

伊

集

院

禰

五

左

エ

門

一

刊

誌

予

報

詰

智

街

路
1
2享

-
室
長
選
控
1
月
朔
日
J
文
化
十
五
年
寅
正
月
十
一
日

・
伊
集
院
織
部
政
措
冗
年
頃
八
月
三
日
J
同
九
年
成
六
月
廿
四
日
迄

，z
z
b
H
J
H川
L

『
六
月

・
市
来
次
郎
左
エ
門
快
勝
け
い
鮭
駁
月
十
一
日
J
天
保
四
年
巳
七
月

八
日
迄
、

・
伊
集
院
織
衛
俊
悦
底
値
昨
日
開
…
一
回
叫
一
日
よ
り
『
同
十
一
亥
十
一

・
北
郷
作
左
ヱ
門
汚
詳
伝
佐
野
昨
日
山
l

一
H
J
弘
化
四
年
末
六
月

弘
化
五
年
申
正
月
十
一
日
J
、

-
伊
集
院
亘
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五

裏手警
認二七

嵩人工
五 一

撃真
ど十

四
石
吉宗

実

桑
原
郡

栗
野

白
坂
下
総
介

永
稔
中
北
原
領
ノ
時
也
、

比
志
島
式
部
少
輔
義
知

天
正
ノ
初
四
年
よ
り
七
年
比
、

初
左
京
、
御
家
老
也
、
天
正
八
年
比

ぷ
同
十
八
年
比
一
律
」
一

川
上
美
河
守
忠
智
人
道
肱
枕

新
納
休
閑
驚
放
庵

阿
多
掃
部
助
忠
知

家
久
公
御
納
戸
役
、

喜
入
婿
津
守

猿
渡
奥
三
年
間
可
考
事
、

伊
東
仁
右
エ
門
跡
昌
一
蹴
仕
手
額
一
一
航
一
軒

ω味
、
谷
山
・
水
引
・

慶
安
・
承
慮
ノ
比
欺
、

島
津
市
正
忠
康

一
旦
喜
入
氏
モ
冒
ス
、
蔦
治
ノ
比
欺
、

zf毒島
山千津
衣毛大
郎』膳
右久
エ殻
門
，忠
知

御
使
役
也
、
寛
文
三
年
七
月
十
二
日
正
一
日
一

げ
よ
り
『
定
』
、

三
郎
右
エ
門
ト
モ
云
、
御
厩
別
嘗
・
御
使
役
也
、

寛
文
七
年
二
月
三
日
よ
り
『
定
』
、
寛
文
六
年
十
二

月
廿
六
日
御
引
付
-
て
、
、
ュ
、
然
ア
レ
ハ
六
年
ノ
冬

被
仰
付
候
宇
と
被
考
候
、

-
樺
山
権
左
エ
門
久
清
寛
文
八
年
二
月
朔
日
・
8
『
定
品
炉
一
一
時
緒
川
吋
、

-
大
山
伊
輪
出
庚
綱

-
島
津
内
藤

元
職
十
年
正
月
廿
五
日
・
2
『定』一
4
噌ー刊時一江、明月

新
左
エ
門
宗
正
ノ
子
、
奥
頭
役
也
、
賓
永
三

成
正
月
廿
七
日
，
S
享
保
十
九
年
寅
八
月
廿
六

日
迄
、

享
保
廿
年
卯
十
一
月
廿
四
日
J
寛
延
四
年
未
正
月

五

日

迄

、

『

十

五

日

』

賓
暦
二
年
申
三
月
朔
日
J
同
九
年
卯
三
月
廿
三
日
迄
、

・
島
津
求
馬
久
敦
葉
山
山
l
年
辰
五
月
九
日
J
同
十
二
年
午
十
一
月
朔

・
相
良
瀬
一
兵
衛
晴
唯
一
世
巳
許
可
ホ
七
月
廿
八
日
J
明
和
五
年
子
十
一

・
北
条
十
左
エ
門
時
胤
胸
帥
M
暗
証
明
十
一
日
亡
事
政
五
丑
十
二

・
鎌
田
戴
人
『
寛
政
六
寅
正
月
十
一
日
J
同
十
二
申
六
月
廿
一
日
迄
』
、

・
島
津
右
平
太
『
晴
一
回
川
一
二
酉
正
月
十
一
日
・
6
文
化
五
辰
九
月
廿
七

『
文
化
六
巳
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
一
成
十
二
月
臨
時
日
迄
』
、

『
文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
J
同
十
五
一
亥
正
月

十
一
日
迄
』
、

司
文
政
二
卯
四
月
十
二
日
，
g
h

-
平
田
新
左
エ
門
宗
房
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-
岸
良
喜
右
エ
門

-
入
来
院
石
見

-
赤
松
造
酒

-
伊
集
院
十
左
エ
門

-
島
津
仁
十
郎
久
明

-
嶋
津
右
門
久
一
一
帽
月
初
杢
、
文
政
十
三
寅
五
月
五
日
・
8
』、

-
島
津
清
太
夫
『
説
明
四
未
八
月
廿
五
日
J
嘉
永
三
戊
四
月
十
二
日

可
坂
本
休
左
衛
門
認
証
明
五
月
十
五
日
』
ヨ
リ
同
六
年
丑
正
月
十

嘉
永
六
年
丑
正
月
十
一
日
ヨ
リ
、

仁
鵡
小
吉



五

諸
豚
郡

倉
岡

惣
高
千
六
百
十
七
石
徐

十
八
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
二
百
三

敷
根
仲
兵
衛

天
正
七
年
比
、
城
ケ
峯
特
岬
論
上
居
城
ト
ゾ
云
停
フ
、

吉
利
山
城
守
久
金

天
正
八
年
比
、

天
正
ノ
末
ヨ
リ
慶
長
十
三
年
申
正
月
八
日
迄
、

慶
長
十
三
年
ヨ
リ

是
ナ
ル
ヘ
シ
、

初
縫
殿
助
、
御
船
奉
行
也
、
寛
永
十
五
年
ぷ
、

伊
地
知
佐
渡
守
重
順
自
系
作
十
三
年
同
十
九

hpt十三、

慶
長
十
九
・
元
、
和
六
・
寛
永
十
七
ノ
書
付
ア
リ
、

後
民
部
左
エ
門
、
寛
永
廿
ノ
七
月
J
明
暦
三
年
迄
、

丹
生
備
前
守
信
房

平
田
豊
前
宗
直
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明
暦
三
年
十
月
，
g
高
治
三
年
七
月
迄
、

『定』

高
治
三
年
九
月
廿
九
日
ぷ
寛
文
六
年
迄
、

-
喜
入
五
郎
兵
衛
久
治
-
叩
結
引
が
』
咽
使
役
也
、
寛
文
二
年
六
月
十
五

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

次
右
衛
門
純
生
ノ
子
、
寛
文
十
三
・
七
月
三

H
J『
定
』
、
兵
具
奉
行
、

延
賓
三
年
卯
七
月
ぷ
『
定
』
、

一
帽
屋
助
左
エ
円
余
金

-
新
納
縫
殿
久
宗

-
川
上
右
京

-
有
馬
衣
右
エ
門
純
良

-
伊
東
衣
郎
右
エ
門
結
之

-
扮
陽
衣
郎
右
エ
門

延
賓
四
年
九
月
ぷ
『
定
』
一
ml叫
日
時
-
M
、

御
納
戸
奉
行
・
奏
者
番
・
町
奉
行
・
吟
味
役

等
勤
、
延
賓
六
年
午
十
二
月
『
什
一
一
T
J移
地

頭、

-
財
部
停
右
エ
門
盛
完

初
甚
兵
衛
久
盛
、
京
大
坂
蕨
奉
行
・
御
用

人
、
山
崎
・
倉
岡
・
百
失
地
頭
也
、
天
和
三

年
一
亥
二
月
J
掛
持
ト
ゾ
、

-
大
囲
内
蔵
之
助
;
貞
享
四
年
卯
正
月
廿
六
日
J
元
禄
十
二
迄
、

筑
左
ヱ
門
ト
モ
云

・
川
上
八
郎
左
エ
門
元
議
十
二
卯
六
月
七
日
・
8
同
十
五
比
、

-
鎌
田
藤
四
郎
理
一
年
〈
正
徳
富
一
一
月
十
七
日
迄
啓
明
所
ニ

二
局
橋
外
記
享
保
二
年
酉
十
月
朔
日
J
同
十
五
成
七
月
十
三
日
迄
、

『
九
ト
モ
』

・
肥
後
藤
之
丞
辞
喉
十
五
年
七
月
十
三
日
J
同
十
九
寅
九
月
十
六
日

後
・
中
江
九
右
エ
門
雄
一
日
酔
官
七
月
廿
五
H
J
賓
暦
四
年
成
五
月

前
・
新
納
内
臓
久
品
湖
諸
説
掛
四
欣
時
一
論
れ
一
子
坤
一
議
一
伊

五
日
迄
、

・
小
林
仲
太
兵
衛
賓
暦
六
年
子
正
月
十
一
日
J
、

-
園
田
紋
八
一
時
唱
十
二
年
午
正
月
十
一
日

4
明
和
九
辰
四
月
十
五
日

・
北
郷
助
太
夫
紙
一
双
二
年
巳
正
月
十
五
日
J
天
明
七
未
八
月
廿
五
日

此
問
頴
娃
左
京
預
り
也
、

-
新
納
喜
右
エ
門
久
行

寛
政
三
年
亥
二
月
十
九
日
J
同
年
八
月
廿
九
日
迄
、

-
伊
集
院
平
治
現
時
担
哨
子
正
月
十
一
日
・

4
文
化
十
三
子
正
月
十

此
ヨ
リ
伊
勢
雅
楽
預
り
、

-
村
橋
左
膳
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『
北
郷
七
郎
左
衛
門

文
化
十
三
子
三
月
廿
四
日
ぷ
文
政
十
三
寅
正
月

十
一
日
迄
、



高
橋
要
人

後
式
部
、
天
保
三
辰
正
月
十
一
日
，
S
弘
化
五
申

正
月
十
一
日
迄
、

嘉
永
二
酉
五
月
廿
八
日
J
、』

川
上
源
十
郎
久
美

惣
高
一
蔦
八
千
七
百
九
十
五
石
像

夫
千
三
百
九
十
八
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

豊
州
忠
廉
ノ
弟
、
初
九
郎
右
衛
門
尉
、
領
松
山
、

明
感
四
年
よ
り
文
亀
三
年
比
迄
忠
朝
領
ノ
時
地

頭
な
り
、

検
見
寄
常
陸
介
粂
泰
肝
付
領
ノ
時
一
冗
亀
ノ
比
也
、

五
四

肝
付
郡

串
良

卒
山
越
後
守
忠
康

島
津
圃
書
頭
忠
長

天
正
五
・
六
年
比
ぷ
同
十
六
年
迄
、

佐
多
越
後
守
忠
培

天
正
ノ
末
比
、

敷
根
中
務
太
輔
立
頼

慶
長
・
元
和
ノ
比
、

新
納
右
エ
門
佐
久
詮
入
道
遊
山
一
夜
百
年
甲
子
春
ぷ
承
慮
三
甲

承
懸
三
年
九
月
・
8
『定』、

-
島
津
市
正
忠
康

-
伊
集
院
十
右
エ
門
忠
朝
寛
文
二
年
六
月
廿
日
J
『定』、

初
合
人
、
御
使
役
也
、
寛
文
五
年
二
月
二
日

・
喜
入
五
郎
兵
衛
久
治
ナ
ヨ
E
2
正
月
廿
一
日

4

c
・p
t
」
ト
モ

-
喜
入
衣
兵
衛
久
甫
倣
帥
ソ
貯

γ接
…
一
端
'gwu
郎
右
衛
門
、
御
使

・
赤
松
次
郎
右
エ
門
新
之
丞
ト
モ
一
玄
カ
、
一
冗
緑
六
年
十
一
月
五
日
J
、

一
時
流
七
成
八
月
廿
日
J
享
保
三
年
成
四
月
十
八
日

-
名
越
右
膳
恒
渡

狩

享
保
七
寅
二
月
十
三
日
ぷ
延
享
四
卯
十
二
月
廿

六
日
迄
、

寛
延
ニ
巴
十
一
月
廿
三
日
J
賓
層
二
申
九
月
二

日
迄
、

賓
暦
四
年
成
四
月
十
一
日
ぷ
同
五
年
亥
七
月
十
四
日
迄
、

久
金
力
賓
暦
十
一
年
巳
九
月
四
日
J
明
和
二
年
酉
十
月

『十一日』

十
五
日
迄
、

則
政
方
安
永
二
年
巴
七
月
六
日
J
同
八
年
亥
八
月
十
五

日
迄
、

安
永
九
年
子
正
月
十
一
日
J
天
明
六
午
五
月
十
三
日
迄
、

『廿七日』

天
明
七
年
未
正
月
十
一
日
ぷ
同
年
五
月
廿
九
日
迄
、

-
菱
刈
大
炊
童
謡
結
未
七
月
廿
八
B
J
『
享
和
元
商
十
一
一
月
廿

享
和
二
成
三
月
十
五
日
ぷ
、
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比
志
烏
隼
人
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-
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野
八
郎
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門

-
島
津
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記

-
島
津
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-
赤
松
造
酒

-
島
津
大
進

-
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頼
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嶋
津
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・

嶋
津
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文
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丑
正
月
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一
日
ぷ
、
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納
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臓
文
化
六
巳
正
月
十
二
日
ぷ
同
十
一
成
七
月
十
七
日
迄
、

赤
松
造
酒
誌
は
一
堵
i

一
成
十
二
月
晦
H
J
文
政
五
午
三
月
廿
八

二
階
堂
伊
豆
文
政
八
酉
十
月
廿
八
日
J
天
保
二
卯
六
月
三
日
迄
、

嶋
津
仁
十
郎
年
時
佐
官
伊
勢
石
見
、
天
保
五
午
九
月
廿
五

天
保
十
一
亥
九
月
四
日
ぷ
弘
化
二
巳
三
月
十
二
日
、

赤
松
主
水
間
W
骨

嶋
津
中
務
kr除

後
主
殿
、
弘
化
三
午
正
月
十
一
日
・
2
、

川
上
東
馬
ir骨

後
筑
後
、
弘
化
五
申
二
月
廿
八
日
J
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六
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六
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地
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職
高
五
拾
石
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狩
夫
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来
織
部
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慶
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六
年
熊
野
棟
札
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ア
リ
、

東
郷
安
房
守
重
治
入
遁
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仲

寛
永
七
年
午
霜
月
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川
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方
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ヘ
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守

東
郷
十
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重
恒
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持
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右
エ
門
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圏
分
十
左
ヱ
門
友
知
左
京
友
積
ノ
子
也
、

-
是
枝
喜
右
ヱ
門
快
溢
組
品
開
設
ノ
子
、
寛
永
什
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・
種
子
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伊
兵
衛
時
祷
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時
一
押
容
行
・
吟
味
役
、
寛
文
八
年
申
二
月

・
菱
刈
孫
兵
衛

E
寛
文
立
車
社
口
拐
サ
い
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l

〈
マ
マ
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延
賓
五
年
巳
八
月
十
五
日
J
、
延
賓
八
年
棟
札
-
一

・
野
津
安
右
ヱ
門
ミ
ュ
、

元
禄
五
年
申
六
月
十
五
日
J
日
同
市
八
日

後
舎
人
、
費
永
三
年
成
正
月
廿
七
日

若
年
寄

J
賊
一
-
一
昨
沼
田
叶

-
中
原
詩
兵
衛

-
二
階
堂
新
五
右
エ
門
行
篤

-
市
来
勘
左
エ
門

賓
永
四
一
亥
十
月
廿
九
日
・
2
、

初
左
門
宇
右
エ
門
停
左
エ
門
甚
五
太

夫
、
御
用
人
・
御
勘
定
奉
行
・
奥
頭
也
、
正

徳
六
年
申
正
月
七
日
・
2
享
保
十
九
寅
八
月
廿

六
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
木
脇
嘉
左
ヱ
門
誌
討
詳
細
時
子
一
日
ぷ
延
享
五
唯
一
は
十

・
西
彦
太
郎
怨
臣
官
七
月
廿
五
日
露
延
三
十
月
五
日
迄

・
本
田
孫
右
エ
門
開
設
一
詩
情
、
一
明
鵠
伊
唯
郡
市
月
一
百
ぷ
賓
暦

・
伊
地
知
新
太
夫
事
駐
飾
炉
一
』
明
十
一
百
三
永
四
未
七
月
廿

・
赤
松
造
酒
詩
体
拾
一
安
十
月
十
七
日
，
ho
天
明
五
巴
五
月
十
三
日
迄

，dη
世
目
白
打
E
b

-
山
田
司
間
給
自
国
一
味
正
月
十
一
日
ぷ
寛
政
五
年
丑
十
月
十
九
日
迄

E

今
世

E一
民
円

L

-

面

高

善

右

エ

門

謀

長

担

1
2
3享
和
一
見
一
月
廿
七

・
富
山
逸
見
透
壊
月
廿
一
『
刊
誌
化
十
一
号
一
月
廿
一
日

・
森
十
左
ヱ
門
感
情
院
院
辞
宜
月
廿
七
日
J
文
政
五
午
四
月
廿
九

文
政
七
申
六
月
十
七
日
ぷ
同
九
成
九
月
三
日
迄
、

同
九
成
十
一
月
廿
七
日

d
明

所
可
札
事
、

文
政
九
年
成
十
二
月
廿
三
日
A
O
、

-
宮
之
原
甚
太
夫
遁
貫

-
高
橋
甚
五
兵
衛

-
坂
元
卒
左
ヱ
門
直
基

-
高
田
十
郎
右
エ
門
利
容
天
保
十
二
年
丑
八
月
十
九
日
ぷ
、

『
十
二
日
』

・
海
老
原
宗
之
藍
議
時
正
月
十
七
日
手
水
一
一
年
酉
四
月
迄

宣
車
水
二
年
酉
四
月
廿
五
日
』
同
五
年
子
正
月
十
一
日

迄、
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『
竪
山
式
兵
衛



名
越
彦
太
夫

嘉
永
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、

山
田
村
八
幡
枇
棟
札
ニ
地
頭
下
野
守
ト
ミ
ユ
、
元
和
八
年
成
四
月
吉
日
ト
ア
リ
、
加
世
田
郷
ニ
属

シ
テ
地
頭
島
津
下
野
守
久
元
ノ
時
ナ
ル
ベ
シ
、

五
六

河
港
郡

山
田

惣
高
二
千
二
百
三
十
八
石
徐

百
二
十
一
人

明
麿
四
年
二
月
二
日
新
外
城
ニ
成
ル

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
三

O
久
友
初
長
三
郎

・
頴
娃
右
京
O

明
暦
四
年
二
月
十
四
日
J
、

-
諏
訪
八
郎
右
エ
門

寛
文
二
年
二
月
廿
五
日
賦
畑
地
一
一
一
前
中
一
月
廿
日
t

-
伊
集
院
兵
士
口
郎
久
孟
寛
文
五
年
二
月
二
日
・
2
、

後
外
記
忠
銀
、
御
番
頭
也
、
寛
文
八
年
申
二
月
朔
日
ぷ
、

七
年
末
十
二
月
廿
五
日
ト

自
系
ニ
ア
リ
、

延
賓
九
年
商
九
月
J
貞
享
迄
、

-
新
納
主
殿

-
川
上
右
京

『
外
』

・
富
山
九
右
エ
門

貞
享
三
年
寅
九
月
廿
七
日
J
、

-
肥
後
卒
右
エ
門
盛
昌
杭
一
野
)
一
卯
五
月
九
日
《
奏
者
番
・
吟
味

・
中
江
九
右
エ
門
賓
永
二
年
酉
十
月
三
日
J
、

-
名
越
右
膳
鯨
眠
時
-
梨
肘
山
口
川
肌
わ
陸
軍
氷
四
亥
十
月
廿
九
日
J
正

・
村
田
九
郎
左
ヱ
門
『
享
保
九
辰
二
月
六
日
J
明
所
』
、

享
保
十
一
年
午
正
月
十
一
日
J
同
十
七
子
九
月
十
日

迄
『
後
明
所
』
、

元
文
二
年
七
月
朔
日
J
延
享
四
年
卯
十
二
月
十
九
日

f
d司
シ
除
、
ョ
コ
』
千
l

、

話
叫

E

副
官
同
可
向
日
』

-
北
郷
停
太
夫

-
平
田
孫
太
郎

延
享
五
年
辰
正
月
十
一
日
J
賓
暦
十
三
未
七
月
廿
八

日
迄
『
後
明
所
』
、

明
和
三
年
戊
正
月
十
一
日
ぷ
天
明
二
年
寅
正
月
十
五

日
迄
『
後
明
所
』
、『

正
月
十
一
日
』

・
松
崎
衣
左
エ
門
訴
初
吐
酬
明
月
十
日
J
寛
政
七
卯
四
月
廿
六
日

・
山
岡
粛
宮
寛
政
七
卯
八
月
廿
八
日
J
、

-
卒
田
孫
太
郎
眼
枇
鮎
明
白
)
一
月
十
五
日
ぷ
同
年
丑
士
一
月
十
四

・
諏
訪
甚
六
収
地
什
恒
枠
百
三
月
十
五
日
《
文
政
十
三
寅
五
月

n
E
r
E
4
nロd

民打

-
大
窪
源
五
議
院
明
正
月
十
一
日
J
天
保
三
辰
十
月
一
一
日
迄

・
高
田
十
郎
右
エ
門
利
容
『
天
保
四
巳
六
月
廿
二
日
』
、

『廿日』

・

上

野

司

敦

賀

譲

位

涯

1
1
1
3
2月

廿
九

・
島
津
登
久
備
方
弘
化
四
年
未
八
月
九
日
J
、

-
財
部
孫
之
麗
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-
比
志
島
要
人

五
七

薩

「
郡

山
回

日露
司担川千

地長丙三
頭録茎百
職回~~主七
高御+十
五書萱石
拾宮号室余
石良穂
』被四2信

型ま芙
議十七
、旦十
曹人
被

伊
地
知
備
前
守
O
重
豊
入
道
休
可
天
正
八
年
比
、

伊
地
知
越
中
守
重
隆
天
正
十
五
年
比
、

天
正
ノ
初
天
辰
ヲ
一
所
ニ
賜
リ

旦
山
田
地
頭
ヲ
玉
フ
ト
ミ
ュ
、

本
田
紀
伊
守
董
親



町
田
勘
解
由
久
慶

後
伊車L初
賀、弥

九
郎

雲
之
初
比
欺

JlI 
遜
郡
欺
可

伊
勢
兵
部
少
輔
貞
昌

久
則
、

-
佐
多
六
郎
兵
衛

-
猿
渡
新
介

喜
右
衛
門
信
網
同
人
欺
、
寛
文
二
年
九
月
三
日
，
Z
『定』、

-
有
馬
衣
右
衛
門

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『
定
』
同
十
三
年
迄
、

-
若
松
十
左
衛
門

延
賓

御・御二
納九船年
戸月奉二
奉定行月
行、ム 45
延味害
賓役、

七惣
年回
正地
月奉
廿行
七
日延
ぷ賓
、四

-
村
尾
源
左
衛
門
重
祭

-
伊
東
六
右
衛
門
耐
章

-
中
一
脚
内
蔵
之
亙

御
船
奉
行
・
奏
者
番
・
大
坂
蔵
奉
行
・
御
用
人
也
、

-
川
上
右
京

貞
享
三
寅
九
月
廿
七
日
J
、

-
相
良
一
郎
左
衛
門

元
稔
九
子
、

-
五
代
助
太
夫

正
徳
元
卯
十
一
月
十
二
日
ぷ
同
年
十
二
月
十
九
日
迄
、

諸郷地頭系図

正
徳
二
辰
正
月
七
日
J
、

-
讃
良
権
左
衛
門
諮
問
朋

r日
一
四
百
年
『
未
』
十
月
朔
日
J
享
保
九
辰

・
伊
集
院
竿
太
夫
鵠
喉
十
巳
正
月
十
一
日
J
同
十
四
酉
二
月
十
三
日

享
保
十
五
成
七
月
十
三
日
ぷ
同
廿
卯
七
月
九
日
迄
、

-
若
恋
彦
兵
衛

-
土
岐
竿
助

-
祢
寝
採
左
衛
門

享
保
廿
卯
七
月
廿
八
日
J
、

-
島
津
主
水

『十一日記

享
保
廿
卯
十
二
月
廿
四
日
ぷ
元
文
二
巳
五
月
朔
日

迄、

『
一
冗
』

延
享
元
子
十
一
月
廿
一
日
ぷ
寛
延
二
辰
九
月
廿
三
日
迄
、

-
鎌
田
源
左
衛
門

賓
暦
二
年
申
正
月
十
一
日
，
S
同
年
九
月
二
日
迄
、

賓
暦
四
成
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
一
巳
正
月
十
一
日

迄
、
『
五
月
朔
日
』

天
明
五
巳
四
月
廿
八
日
ぷ
天
明
八
申
五
月
六
日

迄、

寛
政
二
成
四
月
十
九
日
J
文
化
元
子
六
月
晦
日
迄
、『十一日』

・
村
田
孝
右
衛
門
紙
市
二
年
丑
正
月
十
一
日
ぷ
同
八
未
正
月
十
五
日

・
有
馬
費
右
衛
門
文
化
十
二
亥
二
月
廿
七
B
J
同
年
五
月
十
日
迄
、

『十三日』

・

有

川

勇

馬

琴
ω
十
三
子
正
月
十
一
日
J
文
政
四
年
巳
二
月
廿
九
日

・
頴
娃
長
左
衛
門
紋
喰
五
年
午
六
月
八
日
J
同
七
年
申
四
月
十
三
日

梅
田
九
左
衛
関
」
文
政
八
年
酉
正
月
十
一
日
ぷ

F
治

教

『

十

二

日

』

-
野
崎
良
右
衛
門
粂
中
文
政
十
一
亥
四
月
十
九
日
・
2
、

-
高
城
六
右
衛
門
一
帯
五
午
正
月
十
一
日
ぷ
同
九
成
二
月
廿
七
日

天
保
九
成
六
月
十
九
日
J
、

-
丸
田
弥
右
衛
門

-
山
岡
鷲
宮
久
澄

-
石
川
庄
右
衛
門

-
町
田
孫
七

-
瀧
谷
左
膳

伊
勢
雅
繁
貞
量

溢
谷
左
膳
貫
峯

天
保
十
五
年
辰
九
月
朔
日
J
、

779 



五
八

伊
佐
郡

山
崎

惣
高
三
千
八
百
四
十
二
石
徐

百
二
十
七
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

1
l
t
、

天
正
日
前
ヵ
、
誠
一
一
叩
一
昨
町
一
功
…
畑
山
階
、
づ
か
駐
駒
山

補
セ
ラ
レ
、
利
網
天
正
ノ
比
ニ
嘗
ル
へ
シ

峻
考
、

1
l
L

天
正
八
年
比
良
綱
コ
ト
ヵ
、
天
正
ノ
比
山
崎
・
千

佐
地
頭
と
大
概
記
ニ
ア
リ
、

野
村
美
作
守
良
綱
利
綱
ノ
子
也
、
山
崎
・
一
や
佐
地
頭
と
ア
リ
、 狩

夫

野
村
美
作
守
利
綱

野
村
兵
部
少
輔

岩
切
六
右
エ
門

-
平
田
藤
右
エ
門
宗
則

寛
文
初
比
ヵ
、

吉
利
仲
失
郎
久
良

-
猿
渡
勘
左
エ
門

明
暦
三
年
九
月
十
八
日
J
寛
文
二
年
迄
、

-
堀
四
郎
左
エ
門
輿
延
入
遁
宗
動
議
晴
、
寛
文
二
年
二
月
晦
日

ぷ
同
三
年
迄
、

『定』

寛
文
三
年
十
一
月
七
日
J
同
四
年
十
二
月
迄
、

『
定
』
自
系
モ
コ
レ

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
時
一
雄
ー
で
一
一
間
一
日
一
百
迄

-
五
代
勝
左
エ
門

-
土
持
左
馬
棒
頭
盈
信

-
菱
刈
孫
兵
衛
重
敦

『
定
』
系
圃
ニ
八
年
ト
ア
リ

初
左
京
亮
、
寛
文
九
年
六
月
八
日
J

異
本
八
年
十
二
月
廿
E
J
同
十
年
十
一
月
渇
ト
モ
ア
リ
、

杢
助
長
貞
ノ
弟
、
寛
文
十
一
一
亥
三
月
三
日

『定』
A'
異
本
十
年
十
一
月
t

d
延
寅
二
年
迄
、

-
相
良
奥
左
エ
門
長
種

-
芦
谷
内
藤
之
亙

初
甚
兵
衛
久
盛
、
京
大
坂
蕨
奉
行
・
御
用

人
、
延
費
二
年
二
月
J
『
定
』
天
和
三
年
迄
、

粂
利
ノ
養
子
、
賓
弟
也
、
吟
味
役
・
御
使
役
也
、

天
和
三
年
三
月
J
同
四
年
迄
、

御
納
戸
奉
行
也
、
貞
享
元
年
九
月
J
同
五
年

迄、

御
船
奉
行
也
、
後
仕
寛
陽
公
、
御
近
習
、

五
年
『
辰
』
九
月
五
日
ヨ
リ
一
冗
稔
八
年
迄
、

『定』

一
冗
藤
十
年
正
月
廿
五
日
・
6
日間時一川山内叶」
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-
新
納
喜
右
エ
門
久
行

-
諏
訪
仲
左
エ
円
余
郷

-
伊
東
六
右
エ
門
結
章

貞
享

-
赤
塚
源
太
左
エ
門

-
西
八
左
エ
門
賓
永
二
酉
九
月
三
日
ぷ
、

-
西
彦
太
郎
官
九
年
辰
正
月
十
一
日
J
季
五
年
辰
七
月
廿
五
日

.
野
村
大
右
エ
門
綱
遁

-
鎌
田
衡
守

明
和日 曹
七ま乞露

警守f迄賓 二 後
lL 二、暦年勘月御
月 未六申解七使
十七 年 八 白 日 番
百月子月、

廿 九主十寛リ江

白骨 EE得雪 z
f t 廿是平正富
よ明ぷ、午午守
R 和同八二居
品五十 月 月 間 、
官年年十晦i.寛
ι 子辰八日E延
守八五 日 迄 二

月月ぷ、年
廿五賓巳
七日暦六

-
諏
訪
衣
郎
左
エ
門

-
市
来
次
郎
左
エ
門

-
本
田
新
失
郎

-
堀
孫
太
夫

明
和
八
年
卯
九
月
十
八
日
ぷ
天
明
八
年
申
七
月
六
日
迄
、

-
森
川
孫
六

天
明
九
年
酉
正
月
十
一
日
J
寛
政
四
年
子
正
月
十
日
迄
、

『
寛
政
四
子
九
月
廿
八
日
J
同
十
二
申
四
月
朔
日

品
五
』

-
仁
躍
仲
右
エ
門



『
寛
政
十
二
申
六
月
朔
日
J
文
化
八
未
正
月
廿
五
日

迄』、

『
文
化
八
未
十
月
三
日
J
同
十
三
子
六
月
十
四
日
迄
』
、

『
又
主
水
、
文
化
十
四
丑
二
月
十
五
日
J
同
十
五
寅
三

・
鷲
頭
喜
兵
衛
月
廿
八
日
迄
』
、

『
文
政
三
卯
十
月
廿
九
H
d
h

-
西
郷
八
郎
衣

-
島
津
傑
馬

-
橋
口
今
彦

手
〈
政
十
一
子
七
月
六
日
J
h

『
天
保
五
午
正
月
十
一
日
J
嘉
永
二
酉
正
月
六

・
土
岐
卒
太
夫
政
守
日
迄
』
、

嘉
永
三
成
正
月
十
一
日
ぷ
』
同
五
年
子
二
月
迄
、

-
赤
松
主
水
則
甫

『
有
馬
舎
人

橋
口
今
彦

嘉
永
六
年
丑
正
月
十
一
日
於
江
戸
被
仰
付
候
、

五
九

伊(
作三
郡)

山
野

惣
高
千
七
百
九
十
三
石
像

一人
『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
九
十

楠
原
内
匠
允
重
林

菱
刈
領
ノ
時
也
、
天
文
十
七
年
比
棟
札
ニ
ア
リ
、

天
正
九
年
棟
札
ニ
駿
河
守
篤
職
、
同
十
年
棟
札

ニ
上
総
守
ト
ア
リ
、

天
正
廿
年
棟
札
ニ
ア
リ
、

文
様
二
年
ヨ
リ
慶
長
三
年
迄
、

税
所
越
前
守
篤
識

諸郷地頭系図

税
所
神
祇
史
篤
良

伊
地
知
民
部
少
輔
重
堅

大
島
休
左
エ
門
忠
泰
初
出
現
守
、
慶
長
五
年
比
、

敷
根
仲
兵
衛
頼
豊
慶
長
十
五
年
比
、

本
因
調
六

慶
長
十
九
年
比
、

猿
渡
新
助
信
元

初
民
部
少
輔
、
慶
長
十
九
年
七
月
廿
九
日

J
寛
永
十
年
六
月
廿
二
日
迄
、

見
子
系
圃
、

伊
地
知
杢
右
エ
門
重
政

猿
渡
勘
左
エ
門

寛
永
十
一
年
ぷ
同
十
八
年
迄
、

児
玉
四
郎
兵
衛
利
貫

十
五

利
昌
ノ
子
、
御
兵
具
奉
行
・
納
殿
役
人
、
寛

寅
八
月
J
蔦
治
元
年
成
二
月
迄

永
十
六
年
よ
り
明
暦
迄
、

-
平
田
堅
物
宗
乗

高
治
ノ
比
、
寛
文
元
年
迄
ナ
ル
ヘ
シ
、

丹
生
調
兵
衛
信
詮

寛
文
元
ヨ
リ
御
曳
付
留
で
、
主
、

『
定
』

寛
文
七
年
二
月
三
日
J
延
賓
六
年
比
迄
、

-
五
代
勝
左
エ
門
友
善

-
仁
瞳
民
部
左
エ
門
頼
定

延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
・
2
、

-
仁
瞳
仲
右
エ
門

『
賓
永
七
寅
四
月
廿
八
日
J
明
所
』
、

-
谷
山
角
太
夫

賓
永
七
年
七
月
二
日
ぷ
正
徳
迄
、

-
相
良
扇
洲
市
兵
衛
博
一
祥
智

L

成
七
月
十
三
日
，
S
寛
延
二
年
巳
六
月

賓
暦
二
年
申
正
月
十
一
日
ぷ
同
六
年
子
正
月
十
一
日

迄、賓
暦
八
年
寅
二
月
十
五
日
ぷ
同
年
八
月
十
五
日
迄
、

賓
暦
十
年
辰
正
月
十
一
日
・
8
安
永
五
年
申
正
月
十
五

日汝唱、安
永
六
年
酉
正
月
十
一
日
J
天
明
三
卯
六
月
廿
七

日
迄
、

-
山
津
十
太
夫

-
相
良
源
太
夫

-
北
郷
権
五
郎
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-
菱
刈
新
五
兵
衛



天
明
六
年
午
三
月
十
三
日
ぷ
寛
政
三
年
亥
二
月

『
十
四
日
』

廿
二
日
迄
、

・
島
津
九
十
九
境
誠
明
年
子
正
月
十
一
日
J
『
同
九
巳
閏
七
月
十
七

久
芳
記
寄
、
後
仲
ト
云
、

-
樺
山
権
左
エ
門
久
言
明
一
明
、
御
家
老
也
、
寛
政
十
午
正
月
十
一

『
文
化
七
午
正
月
十
一
日
ぷ
文
政
四
巳
二
月
廿
九
日

迄』、

『
文
政
六
未
九
月
九
日
ぷ
天
保
四
巴
九
月
四
日
迄
』
、

-
伊
東
主
左
エ
門

-
岩
下
佐
八
郎

-
樺
山
休
太
夫

-
四
本
質
左
エ
門
『
天
保
四
巳
十
月
廿
八
日
ぷ
同
七
申
五
月
十
日
迄
』
、

-
山
津
十
太
夫

『
天
保
八
酉
正
月
十
一
日

λ
E、

-
九
良
賀
野
一
旦

『
天
保
十
一
子
正
月
十
一
日
J
h

。

惣
高
三
千
七
百
六
十
石
除

二
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
九
十

始
羅
郡

山
田

村
田
越
前
守

天
文
廿
二
年
比
、

梅
北
宮
内
左
衛
門
園
粂

弘
治
三
年
J
天
正
迄
、

新
納
越
後
守
忠
包

初
兵
部
左
衛
門
、
天
正
之
初
比
、

吉
田
若
狭
守

滑
存
カ

天
正
八
年
比
、

新
納
調
大
右
衛
門
尉
忠
増

慶
長
年
間
也
、

新
納
左
京
亮
久
連
一
殺
綿
一
一
肌
叩
副
知
一
諸
説
明
官
増
二
男
也
、
寛

島
津
中
務
忠
築
師
市
ノ
比
ナ
ラ
ン
、
忠
策
ハ
寛
永
元
、
廿
八
歳
死
去

棒
山
文
九
郎
久
偽
証
喉
ノ
初
ナ
ル
ヘ
シ
、
同
三
丙
成
十
八
歳
死
去

伊
集
院
十
右
衛
門
久
朝
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大
野
内
記

『
定
』

明
暦
二
年
八
月
十
九
日
・
2
熊一万一日町一川相リ。

後
肥
前
、
御
兵
具
奉
行
・
吟
味
役
也
、
寛
文
八

年
九
月
十
日
J
『
定
』
延
賓
二
年
迄
、

『

定

』

延
賓
三
年
四
月
十
一
日
・
2
朗
幹
か
じ
昨
日

v

後
右
近
義
隅
欺
、
御
勘
定
奉
行
・
御
納
戸
奉
行

也
、
延
賓
四
年
九
月
J
『定』、

・
向
井
市
之
丞
友
貞
延
賓
八
年
申
、

-
碇
山
衣
右
衛
門
戸
当
左
官
五
月
十
三
日
基
本
ニ
貞
享

7元

・
弟
子
丸
市
之
助
宗
重
市
郎
右
衛
門
と
も
、
吟
味
役
・
京
都
蕨
奉
行

也
、
貞
享
元
年
九
月
J
A一叫が町一一四日砕け」月

元
稔
四
年
未
七
月
廿
九
日
J
、

-
別
府
式
部
左
衛
門

・
東
郷
藤
兵
衛
重
利

-
有
馬
新
右
衛
門

-
最
上
伊
右
衛
門

-
土
岐
藤
左
衛
門

年
間
シ
レ
ス
、
』

伊
勢
八
右
衛
門
紙
一
帯
九
年
十
一
月
三
日
ぷ
賓
永
二
年
十
月
三
日

諏
訪
八
郎
右
衛
門
甚
太
夫
同
人
欺
、
賓
永
二
年
十
月
三
日
J
、

-
伊
勢
八
右
衛
門
貞
庸
捕
は
日
八
右
衛
門
同
人
欺
、
賓
永
七
寅
七
月
七

可
諏
訪
甚
太
夫



-
桂
太
七
郎
享
保
三
年
成
七
月
廿
二
日
J
同
九
辰
九
月
廿
六
日
迄
、

・
野
村
勘
兵
衛
辞
慌
十
一
年
午
正
月
十
一
日
ぷ
元
文
三
午
七
月
朔
日

・
黒
葛
原
源
左
衛
門

4
時
一
日
守
十
一
月
廿
一
日
J
同
四
年
卯
四
月
十

『
十
一
月
廿
七
日
迄
』

・
頴
娃
内
膳
延
享
五
辰
七
月
廿
五
日
ぷ
賓
暦
六
年
子
七
月
迄
、

-

木

脇

伊

左

衛

門

富

諦

通

百

年

丑

正

月

十

一

日

J
明

・
義
岡
左
平
太
湖
清
一
一
一
成
正
月
十
一
日
ぷ
安
永
七
成
十
二
月
廿
三
日

・
相
良
新
助
安
永
十
年
丑
正
月
十
一
日
ぷ
天
明
四
辰
十
二
月
七
日
迄
、

『八日』

・
開
山
軍
兵
衛
弔
時
一
訟
叶
申
十
二
月
朔
日
，
S
『
文
化
十
三
子
正
月
十

・
入
来
院
隼
人
『
訪
問
川
一
一
一
子
七
月
廿
四
日
J
文
政
六
未
八
月
十
八

・
吉
利
主
馬
『
文
政
六
未
九
月
朔
日
・
8
』
、

-
能
勢
甚
左
エ
門
『
詫
吐
ハ
未
正
月
十
一
日
J
同
七
申
十
一
月
晦
日

『
天
保
八
酉
三
月
二
日

λ
E、

-
倉
山
作
太
夫

諸郷地頭系図
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諸
膝
郡

山
之
口

『二惣

頭E里
高土工
芸人百
否ヰ

四
石
吉宗

狩
夫

吉
田
長
門
守
清
昌

文
明
の
比
欺
、

落
合
刑
部
亙
粂
有

伊
東
乱
ノ
時
也
、

蒲
生
式
部
亙
経
重

天
文
之
比
、

山
之
内
豊
前
守
義
清

義
住
ト
モ
、
忠
相
之
家
老
也
、
天
文
三
年
比
、

忠
相
一
族
、
後
北
郷
遠
江
守
と
云
、
天
文
十

三
年
比
棟
札
ニ
ア
リ
、

『
正
』
棟
札
ア
リ

久
友
之
子
、
天
文
廿
年
比
、
天
正
二
年
棟
札

ニ
ア
リ
、

忠
能
臣
、
久
猶
子
也
、
慶
長
五
ぷ
同
十
九

年
迄
、

上
田
宮
内
少
輔
久
友

北
郷
大
炊
太
夫
久
猶

北
郷
四
郎
右
衛
門
久
武慶

長
十
九
よ
り
寛
永
廿
年
比
迄
、
此
首
可
考
、

成
九
月

伊
集
院
備
後
守
久
望
視
、
持
ト
ー
即
時
耕
地
一
点
目
桐
肝
羽
一
昨
研
一
膿

増
ヲ
賜
フ
、
正
保
三
年
成
四
月
死
、
十
輪
寺

ニ
テ
火
葬
、
法
名
林
獄
宗
梅
居
士
、

伊
集
院
源
右
衛
門
久
往
諮
ヨ
ド
湾
一
一
一
年
成
六
月
議
治
元

大
寺
喜
左
衛
門
主
計
政
安
子
也
、
時
代
未
考
、

・
児
玉
四
郎
兵
衛
利
貫
筑
後
初
掃
け
い
市
兵
具
奉
行
・
納
殿
役
人
、

高
治
二
年
七
月
二
日
移
地
頭
、

-
丹
生
禰
兵
衛
信
詮
寛
文
十
三
・
六
月
廿
七
日
ぷ
『
定
』
、

-

最

上

右

近

義

隅

謀

議

Y
-
尽
謹
諸
問
戸
朝
位
明

賓
永
八
年
申
十
月
八
日
ぷ
異
本
天
和
三
平
冬
J
賓
永
一

迄
移
地
頭
、

・
村
田
九
郎
左
衛
門
御
用
人
也
、
賓
永
二
年
酉
十
月
十
四
日
J
、

大
寺
主
計
助
政
安
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-
肝
付
八
郎
右
衛
門

享
保
三
年
成
正
月
十
五
日
・
6
、



-
島
津
求
馬
享
保
三
戊
八
月
朔
日
J
、

享
保
七
寅
十
二
月
十
八
日
J
同
十
六
亥
六
月
八
日
迄
、

享
保
十
七
年
子
正
月
十
一
日
J
同
十
九
年
子
二
月
廿
一

日
迄
、

・
郷
原
金
太
夫
享
保
廿
一
年
辰
正
月
十
一
日
J
、

-
島
津
求
馬

-
祢
震
内
記

-
大
野
清
左
衛
門

元
文
六
年
酉
二
月
廿
一
日
J
、

新
納
縫
殿
久
宗

・
島
津
市
太
郎
離
脱
鵬
短
司
、
四
年
卯
八
月
四
日

4
賓
暦
十
二
午

・
岩
下
佐
次
右
衛
門
講
一
什
一
一
一
昨
一
M
w
u
月
廿
八
日
ぷ
明
和
八
年
卯
十

・
諏
訪
甚
六
時
当
臥
仁
官
永
二
年
正
月
十
五
日
ぷ
寛
政
四
年
子
八
月

『
比
志
嶋
隼
人
寛
政
五
丑
正
月
十
九
日
J
享
和
田
子
三
月
九
日
迄
、

野
村
興
藤
太

文
化
元
子
五
月
廿
八
日

6
同
四
卯
十
一
月
廿
日
迄
、

勝
部
軍
記

文
化
五
反
正
月
十
一
日
J
同
年
間
六
月
廿
一
日
迄
、

坂
元
卒
左
衛
門

文
化
八
未
六
月
朔
日
J
文
政
三
辰
十
月
六
日
迄
、

文
政
四
巳
二
月
廿
九
日
J
同
十
亥
四
月
廿
二
日
迄
、

嶋
津
新
八
郎
政
喰
十
亥
九
月
十
一
日
J
天
保
八
酉
十
二
月
十
二
日

伊
集
院
喜
左
衛
円
余
誼

有
川
勇
馬

天
保
九
成
正
月
十
一
日
J
、

』
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井
字
離
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菱
刈
郡

馬
越

書士喜
盗人図
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石
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狩
夫
九
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鎌
田
尾
張
守
寛
栖

天
正
四
年
八
月
棟
札
ニ
ア
リ
、

自
系
ニ
見
へ
た
り
、

伊
東
右
衛
門
佐
一
耐
延
河
川
社
八
年
比
同
十
六
年
一
切
耽
棟
札
ニ
結
延
と

川
上
美
河
守
忠
智
入
道
肱
枕
初
左
京
、
御
家
老
也
、

初
忠
在
、
後
島
津
下
野
守
と
稽
す
、
慶
長
十
四

酉・
2
翌
年
六
月
廿
六
日
宮
之
城
へ
移
ル
、

後
久
左
衛
門
と
云
、
文
様
之
比
欺
、

吉
田
若
狭
守
靭
清

後
新
納
新
八
郎
久
元

前
大
島
出
現
守
忠
泰

元
和
之
比
、
寛
永
四
年
死
去
、

菱
刈
宇
右
衛
門
重
楽
間
味
一
冗
年
・
6
同
十
年
迄
、
京
・
大
坂
蕨
奉
行

比
志
島
堅
物
義
之
謂
…
昭
雄
一
軒
一
瓢
永
博
一
訟
一
一
躍
師
一
句
賜

・
本
田
甚
兵
衛
盛
親
週
一
肌
柑
京
親
之
子
也
、
初
瀬
五
郎
と
一
京
、
正
保

・
野
村
太
兵
衛
寛
綱
開
錨
岬
一
朝
日
九
一
端
一
製
品
川
炉
耕
一
概
鵬
、
.
枇
酌

四
年
正
月
八
日
J
『定』、

寛
文
五
年
二
月
二
日
ぷ
『
定
』
、

鎌
田
左
京
亮
政
徳

-
康
瀬
衣
郎
兵
衛

-
野
村
太
兵
樹

寛
文
五
年
二
月
十
五
日
ぷ
『
定
』
、

-
平
田
堅
物
宗
乗

寛
文
七
年
二
月
三
日
J
『定』、



黒木
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衛E衛
門門
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澄春

延
賓
二
年
二
月
十
六
日
J
『定』、

延
賓
七
年
正
月
ぷ
、

-
川
村
勝
左
衛
門

貞
享
二
年
十
一
月
J
元
職
十
二
年
春
、
迄
、

『
四
元
甚
七
』

-
家
村
平
八

元
稔
十
二
年
卯
五
月
九
日
ぷ
、

-
土
井
勘
兵
衛

賓
永
三
年
正
月
廿
七
日
・
6
博牌一一一位作官

御
守
役
・
御
近
習
役
・
御
納
戸
奉
行
、
正
徳
二
年
ぷ
、

一
清
一
七
年
寅
七
月
十
八
日
J
同
九
年
辰
十
月
廿
一
一
一
日

・
山
岡
樺
太
左
衛
門
久
柄
享
保
十
四
年
正
月
十
一
日
ぷ
寛
保
三
一
亥

長
苦
八
月
二
日
迄
、
大
目
附
也
、

・
堀
甚
左
衛
門
腕
時
担
洋
辰
七
月
廿
五
日
ぷ
賓
暦
十
一
一
『
午
』
閏
四
月

・
島
津
幸
之
進
常
持
導
十
三
・
七
月
廿
八
H
J『

安
永
六
占

・
種
子
島
雲
治
議
六
年
『
酉
』
八
月
廿
八
日
三
明
七
年
未
九
月
十

五
日
迄
、

・
川
上
平
右
衛
門
寛
政
二
成
三
月
十
五
日
J
同
年
八
月
廿
七
日
迄
、

-
里
村
藤
太
夫

-
鴫
津
仁
十
郎

諸郷地頭系図
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日
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十
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日
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中
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エ
門
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月
十
一
日
ヨ
リ
、

-
川
上
九
戸

...... 
/¥ 

諸
鯨
郡

馬
関
田

狩
夫
八
十

惣
高
三
千
三
十
三
石
飴

三
人

『
地
頭
職
宣
向
五
拾
石
』

南
郷
若
狭
守
忠
寛

天
正
之
比
、

上
井
衣
郎
左
衛
門

天
正
四
年
比
、

伊
地
知
肥
前
守
重
辰

後
甚
左
衛
門

入
道
民
自
繁
、
義
久
公
御
代
、

伊
地
知
四
郎
兵
衛
重
賢

重
辰
之
子
、
初
新
四
郎
と
云
、

五
代
勝
左
衛
門
友
慶

後
右
京

川
上
上
野
介
久
運

入
道
友
慶
と
云
、
義
弘
会
御
代
、

初
彦
三
郎
、
寛
永
九
年
比
同
十
六
年
迄
時
十
酢
判

、
寛
永
十
五

J
同
十
六
迄
ト
ア
リ

-
庚
瀬
失
郎
兵
衛

御
船
奉
行
・
京
都
御
留
守
居
、
寛
永
十
七
年

正
月
八
日
よ
り
定
、
寛
文
六
年
十
月
ま
て
、

『定』

寛
文
七
年
二
月
三
日
・
2
盤
台
一
銃
吐

1

月・
2

『定』

延
賓
二
年
二
月
ぷ
同
七
年
迄
、

-
土
持
卒
左
衛
門
綱
辰

-
伊
勢
六
郎
左
衛
門

延
賓
八
年
申
八
月
士
一
日
J
欝
一
石
勺

-
比
志
島
彦
右
衛
門
義
時
枝
管
九
朝
、
貞
享
一
冗
年
九
月
J

詰

或
天
和
元
ヨ
リ
、

貞
享
三
年
可
寅
』
十
月
廿
九
日
J
一
冗
稔
二
年
迄
、

-
川
上
仁
右
衛
門

-
大
野
隼
人

-
四
本
紳
七

元
稔
二
年
『
巳
』
七
月
十
三
日
J
同
十
年
迄
、
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-
伊
集
院
用
之
助

元
藤
十
二
卯
五
月
九
日
J
、



-
別
府
式
部
左
衛
門
賓
永
六
年
丑
十
月
十
二
日
・
2
時
時
一
お
り
、

仲
林
ノ
子
、
初
奥
十
郎
後
帯
万
、
大
目
附
、
正

・
島
津
主
計
久
名
徳
五
未
十
二
月
廿
一
日
ぷ
享
保
九
年
辰
正
月
十
一

日
迄
、

・
北
郷
四
郎
享
保
九
辰
九
月
四
日
J
同
十
七
子
正
月
十
一
日
迄
、

-
平
田
・
次
郎
兵
衛
時
鍬
uu卯
十
二
月
廿
五
日
・
2
元
文
六
酉
二
月
廿
一

・
町
田
郷
九
郎
延
享
ほ
咋
辰
一
一
月
十
五
~
I
J
『
賓
暦
十
二
午
閏
四
月

t
'
1
4
4
t』
『

丸

月

野

日

』

-
卒
田
平
太
左
衛
門
一
虫
干
三
未
十
具
日
ぷ
安
永
田
未
正
月
十
八

・
伊
勢
織
衛
安
永
五
申
正
月
十
一
日
J
天
明
二
寅
二
月
三
日
迄
、

-
川
上
右
市
暗
唯
一
一
年
成
四
月
十
九
日
〈
寛
政
十
一
未
七
月
廿
六

『
小
嶋
甚
兵
衛
甥
噌
l

一
未
十
二
月
十
三
日
ぷ
享
和
三
亥
七
月
廿
一

種
子
嶋
衣
右
衛
門
一
読
湾
十
二
月
廿
二
日
J
文
化
十
酉
五
月
十

文
化
十
一
成
正
月
十
一
日
J
、

松
崎
善
助

得
能
正
助

文
政
六
未
正
月
十
一
日
同
六
未
五
月
十
六
日
迄
、

川
田
彦
九
郎

文
政
六
未
九
月
朔
日
天
保
二
卯
正
月
十
一
日
迄
、
』

『
天
保
三
辰
正
月
十
一
日
ぷ
』
事
氷
六
丑
正
月
十
一

日や込、

事
氷
六
年
丑
正
月
十
一
日
ヨ
リ
同
年
口
月
迄
、

『
仁
檀
小
士
口
』
仲
道

坂
本
休
左
エ
門

六
回

諸
牒
郡

松
山

惣
高
二
千
三
百
十
九
石
徐

十
四
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』
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狩
夫
百
八

初
小
四
郎
、
天
正
之
比
欺
、
矢
崎
城
戦
死
也
、

市
来
玄
蕃
左
衛
門
家
親
献
花
立
比
、
島
原
役
深
手
を
蒙
松
山
ニ
蹄

新
一
納
越
後
守
一
件
以
立
事
欺
、
末
吉
根
元
記
ニ
見
ゅ
、
慶
長
己
前
な

柏
原
周
防
介
公
盛
入
道
有
閑

市
来
備
前
守
家
朗

御
用
人
、
慶
長
四
年
比
、

初
左
近
務
監
、
天
正
年
間
足
軽
大
勝
也
、

川
上
又
左
衛
門
忠
遁

寛
永
九
年
比
、
同
十
年
牛
根
地
頭
ニ
縛
ス
、

相
良
丹
後
守

寛
永
十
年
よ
り
、

猿
渡
新
助

寛
永
十
八
ぷ
正
保
三
戊
迄
、

賀
東
郷
源
七
郎
重
虎
ノ
嫡
男
、
後
潟
養
子
、

初
東
部
若
侠
守
昌
重
と
云
、
正
保
三
年
J
、

樺
山
諸
右
衛
門
久
慶

法
谷
周
防
重
賢

堀
四
郎
左
衛
門
興
延
入
這
宗
動

初
弥
右
衛
門
、
吟
味
役
・
御
使

役
、
明
暦
元
，
g
、

後
北
郷
又
衣
郎

有
馬
絹
陳
、
御
普
章
受
付
・
其
後
御
兵
具

奉
行
・
御
吟
味
役
、

寛
文
二
・
二
月
廿
五
日
J
『定』、

-
長
谷
場
兵
右
衛
門
純
正

前
大
野
源
右
衛
門
久
明

寛
文
二
年
二
月
二
日
J
『定』、

伊
勢
六
郎
左
衛
門



寛
文
七
年
二
月
三
日
J
『定』、

-
新
納
四
郎
左
衛
門
会
会
君
主
初
噌
一
日
横
目
頭
、
寛
文

八
年
二
月
朔
日
ぷ
『
定
』
、

異
本
ニ
寛
文
七
年
九
月
A
O
延
賓
七
年
冬
ま
て
と
有
り
、

・
嶋
津
守
右
衛
門
久
寧
報
籍
珪
害
年
八
月
十
五
日

4
害
、

・
大
野
隼
人
久
明
「
雑
誌
は
日
結
晶
誇
短
詩
廿
七
日

G
r

-
森
川
利
右
衛
門
町
四
一
三
年
辰
正
月
七
日
J
享
保
七
年
寅
九
月
十
一
一
一

・
町
田
孫
右
衛
門
時
獄
可
年
寅
十
月
廿
八
日
λ
o
同
十
七
子
正
月
廿
七

・
士
口
利
杢
右
衛
門
辞
喉
廿
卯
霜
月
廿
四
日
J
延
享
五
辰
七
月
廿
五
日

・
町
田
源
左
衛
門
調
官
元
辰
九
月
十
五
日
・
8
同
三
年
午
一
一
一
月
十
八
日

・
北
係
十
左
衛
門
堵
鵠
咽
年
成
正
月
十
一
日
J
明
和
七
寅
正
月
十
一

後
左
京
、
明
和
七
年
寅
正
月
廿
一
日
・
6
寛
政
三
一
亥
三
月

廿
一
日
迄
、

『
寛
政
三
年
亥
十
一
月
六
日
J
享
和
二
成
九
月
廿

八
日
』
、

-
野
津
禰
五
左
衛
門

-
頴
娃
波
江

-
鎌
田
源
左
衛
門

諸郷地頭系図

『
讃
良
園
人

享
和
二
成
十
一
月
三
日
文
化
三
寅
二
月
十
三
日
迄
、

平
田
善
太
夫

文
化
四
卯
四
月
六
日
文
化
五
辰
九
月
十
六
日
迄
、

寺
尾
圧
兵
衛

文
化
七
午
正
月
十
一
日
ぷ
同
八
未
六
月
廿
九
日
迄
、

文
化
九
申
正
月
十
一
日
J
文
政
二
卯
五
月
廿
六
日

迄、

圃
師
崎
良
助

岩
下
長
左
衛
門

文
政
四
巳
二
月
廿
九
日
ぷ
、

今
井
藤
太

文
政
十
一
亥
壬
六
月
十
六
日
ぷ
、

天
保
四
巳
六
月
廿
二
日
J
、

伊
集
院
権
右
衛
門
日
銀
山
l

一
子
正
月
十
一
日
弘
化
四
未
十
一
月
一
一
一

嘉
永
二
酉
五
月
廿
八
日

6
、』

本
田
六
左
衛
門

北
郷
哲
五
郎

六
五

惣
高
二
千
四
百
九
十
四
石
徐

五
十
人

『
地
頭
職
高
百
石
』

狩
夫
百

明質
勝
郡

市局
山

山
田
越
前
守
有
信

慶
長
五
・
六
年
J
欺
同
十
四
年
迄
、

山
田
民
部
少
輔
有
楽

寛
永
六
迄
欺
、

吉
田
・
次
郎
兵
衛
康
清

寛
永
九
年
比
、

本
田
伊
議
守
親
正

内
蔵
允
親
孝
之
子
、
承
慮
二
死
去
、

-
本
田
六
左
衛
門
親
武

親
方
ト
モ
、

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

-
平
田
藤
右
衛
門
宗
則
禁
喝
時
級
品
守
、
賓
室
、
寛
文
八

親
武
之
子
欺
、
寛
文
十
一
年
三
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

-
桂
杢
之
助
忠
保

-
本
田
六
左
衛
門
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-
島
津
豊
後
守
久
邦

大
目
鮒
也
、
延
賓
五
年
八
月
十
五
日
J
『定』、



初
久
始
虎
之
歪
式
部
、
光
久
公
十
男
、
御
家

十
一
月
十
五
目
白
系

老
也
、
一
克
稔
六
年
十
二
月
十
九
日
J
賓
永
二
年
十

月
三
日
迄
『
定
』
、

初
五
郎
右
衛
門
舎
人
、
奥
頭
也
、
賓
永
三
成
正

『
L
lレ
】
臼
凶
圃

月
廿
七
則
λ
0
4
一一昨日一昨山

I
J定』

-
種
子
島
十
左
衛
門
町
一
噌
年
午
七
月
九
日
J
享
保
九
年
辰
九
月
四

・
嶋
津
内
記
享
保
十
一
年
午
正
月
十
一
日
J
、

-
蒲
生
十
郎
左
衛
門
時
一
昨
か
洋
亥
正
月
十
一
日
J
延
享
五
辰
七
月

・
北
郷
助
太
夫
寛
延
二
年
巳
六
月
十
五
日
ぷ
、

嘉
永
六
年
丑
正
月

十
一
日
ヨ
リ
、

明
和
七
寅
正
月
十
一
日
J
天
明
二
年
寅
正
月
十
五
日
迄
、

-
嶋
津
大
戴
久
明

-
新
納
治
部
久
致

島
津
藤
馬

-
高
橋
縫
殿

-
新
納
織
部

天
明
四
年
辰
三
月
廿
八
日
・
8
寛
政
五
丑
正
月
十
九
日
迄
、

寛
政
六
寅
正
月
十
一
日
ぷ

同
九
巳
十
二
月
晦
日
迄
、

『
高
田
猛
太
夫
規
一
昨
併
什
一
一
一
日
山
抗
日
制
、

森
山
三
十
野
師
一
諸
問
「
ト

U
V

森
十
左
衛
門
文
化
十
三
子
正
月
十
九
日
J
、

伊
集
院
六
左
衛
門

文
政
元
寅
八
月
三
日
ぷ

同
八
酉
九
月
十
九
日
迄
、

嶋
津
守
右
衛
門
怒
側
一
時
一
日
間
什
一
日

U
、

天
保
四
巳
六
月
廿
六
日
ぷ

同
八
酉
十
月
十
八
日
迄
、

田
原
喜
左
衛
門

東
郷
b
T
助

頴
娃
織
部

天
保
九
戊
正
月
十
一
日
迄
、

弘
化
五
申
正
月
十
一
日
，

E
事
氷
五
子
六
月
廿
一

日
迄
、
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嶋
津
購
入
久
武

占ハ占ハ

甑
島
郡

甑
島

惣
高
三
千
二
百
四
十
三
石
除

狩
夫
H
門
戸
一
一
間
廿
長
一
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

本
田
伊
賀
守
親
政

次
右
衛
門

奥
兵
衛
、

初
市
正

新
納
勘
解
由

正
保
元
ぷ
四
年
迄
、

肥
後
長
左
衛
門
盛
行
黙
秘
的
誠
一
ト
…
党
衛
門
久
政
之
二
男
也
、

図
貞
之
養
子
、
新
恩
地
五
百
石
を
賜
ひ
吟
味

役
也
、
慶
安
元
年
十
月
八
日
移
る
、

寛
文
七
・
五
月
十
七
日
移
、

大
野
正
右
衛
門
久
種

-
比
志
島
監
物
義
之

-
比
志
島
彦
右
衛
門

ハ刑〉

-
木
脇
形
部
左
衛
門

天
和
元
酉
正
月
廿
二
日
・
2
時
一
杯
臨
時
計
一
敬
，
S
元
禄

元
禄
八
一
亥
三
月
朔
日
・
2
唯
一
ユ
詰
す

-

菱

刈

十

兵

衛

害

賠

位

酔

ト

則

一

一

切

崩

臨

候

群

粧

門
重
英
ノ
弟
也
、

・
伊
勢
八
右
衛
門
貞
庸
賓
永
二
年
九
月
廿
三
日
J
、

-
新
納
小
右
衛
門

-
篠
崎
八
右
衛
門

賓
永
七
年
寅
三
月
晦
日
A
O
、



-
肝
付
八
郎
右
衛
門

享
保
三
戊
八
月
朔
日
J
、

-
米
良
九
郎
右
衛
門

享
保
七
寅
十
二
月
廿
五
日
ぷ
、

-
土
持
新
八
栄
貞
享
保
十
三
申
三
月
廿
五
日
J
、
役
料
高
百
五
十
石
、

・
河
田
奥
右
衛
門
享
保
廿
年
卯
九
月
十
八
日
・
2
、

-
弟
子
丸
輿
失
右
衛
門
弘
充
初
A
捕
、
御
目
付
・
後
物
頭
也
、
享
保

元
年
酉
十
一
月
六
日
J
、

-
士
口
利
杢
右
衛
門
健
一
一
湾
岸
灰
七
月
廿
五
日
ぷ
賓
暦
五
年
亥
六
月
十

賓
暦
五
年
亥
九
月
九
日
J
同
十
三
未
六
月
三
日
迄
、

-
町
田
孫
七

-
長
谷
場
伊
角

賓
暦
十
三
未
六
月
廿
三
日
J
、

-
鎌
田
衛
守

明
和
七
寅
十
二
月
朔
日
ぷ
安
永
三
午
五
月
廿
二
日
迄
、

諸郷地頭系図

安
永
三
午
九
月
九
日
J
天
明
元
丑
六
月
廿
二
日
迄
、

後
治
部
、
天
明
一
冗
丑
九
月
十
一
日
A
O
『
寛
政
五
丑
十
月

六
日
』
、

『
木
脇
権
一
兵
衛
寛
政
五
丑
十
月
六
日
・
2
、』

-
伊
勢
新
五
郎
『
調
味
十
三
酉
二
月
廿
一
一
一
日
J
文
化
五
辰
七
月
三
日

・
藤
野
休
右
ヱ
門
『
文
化
十
酉
十
一
月
三
日
迄
』
、

J
町
四
件
郎
四
郎
『
政
一
関
川
酉
十
二
月
廿
三
日
間
十
四
丑
八
月
廿
六

『
ロ
』
『
橋
口
権
蔵
訪
山
十
四
丑
十
一
月
十
七
日
J
文
政
三
辰
十
月
四
日

『
ハ
』
伊
勢
新
五
郎
『
文
政
三
辰
十
一
月
二
日
ぷ
同
六
未
二
月
廿
九
日
迄
』
、

-
谷
山
角
太
夫

-
三
崎
文
太
夫

『
ニ
旬
町
田
長
兵
衛

文
政
六
未
五
月
十
五
日
J
同
九
成
正
月
十
一
日
迄
』
、

?
』
山
田
直
記

『
天
保
三
辰
八
月
八
日
J
同
五
年
正
月
十
一
日
迄
』
、

可
ホ
』
様
山
助
之
進

文
政
九
成
七
月
廿
五
日
ぷ
、

『
へ
』
町
田
孫
七

文
政
十
一
子
七
月
四
日
ぷ
天
保
三
辰
八
月
六
日
、
迄
』
、

『
チ
』
小
笠
原
轍
長
照

『
天
保
五
午
正
月
廿
一
日
d
h

可
リ
』
江
田
正
蔵

『
天
保
十
一
亥
二
月
廿
二
日
ぷ
同
十
二
丑
九
月
五
日
迄
』
、

『
ヌ
』
菱
刈
八
郎
太

『
天
保
十
二
丑
九
月
十
七
日
J
h

『
ル
』
新
納
矢
太
右
エ
門

『
弘
化
四
未
九
月
十
五
日
J
h

『

Z
迫
水
善
左
エ
門

主
申
告
品
三
成
四
月
十
五
日

d
嘉
永
六
年
丑
、

林
藤
十
郎

事
水
六
年
丑

月

s 

六
七

雌
咽
験
郡

圏
分

惣
高
二
蔦
三
千
二
百
六
十
一
石
齢

狩
夫
九
百
十
八
人

『
地
頭
職
高
百
石
』

今
井
市
兵
衛
人
道
松
閥

圏
分
・
山
川
・
百
次
等
之
地
頭
と
有
り
、

喜
入
大
炊
介
久
正
入
這
紹
嘉

慶
長
十
六
年
よ
り
、

喜
入
休
右
衛
門
久
洪

初
士
口
兵
衛
大
炊
介
、
御
使
役
也
、
紹
嘉
之

子
ニ
テ
引
績
地
頭
、
正
保
四
年
死
去
、

久
洪
子
、
初
吉
兵
衛
、
御
使
役
也
、
寛
文
之

号
令
Lu'
骨
H
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-
喜
入
久
右
衛
門
久
守



賓
太
守
光
久
公
四
男
也
『
定
』

-
嶋
浄
又
六
久
峯
寛
文
七
年
二
月
三
日
J
同
八
年
迄
ナ
ル
ヘ
シ
、

又
六
久
峯
ノ
後
嗣
、
賓
光
久
公
十
一
男
也
、
『
初
植
七
』

・
島
津
勘
解
由
久
嘗
後
伊
賀
縫
殿
或
持
監
佐
官
)
御
技
老
也
、
寛

文
七
年
間
二
月
十
一
日
J
用
川
期
間
引
封
同
り
と
も
、

・
嶋
津
圃
書
久
行
賓
永
三
成
正
月
廿
七
日
，

s、

-
肝
付
主
殿
粂
柄
晴
紙
百
年
一
亥
十
月
八
日
ぷ
享
保
三
年
成
三
月
十
八

・
名
越
右
膳
怪
渡
享
保
三
成
四
月
十
八
日
・
2
同
十
巳
十
月
二
日
迄
、

此
年
六
月
任
園
老
、

・
樺
山
主
計
久
初
一
議
針
」
午
七
月
『
十
』
一
二
日
J
延
享
二
丑
十
月
十

初
構
左
衛
門
久
堅
、

・
島
津
仲
久
憐
延
享
四
年
八
月
四
日
ぷ
同
年
十
二
月
廿
六
日
迄
、

-
山
岡
粛
宮
久
柄
欄
腕
一
日
鯨

my廿
七
H
A
O

同
四
未
閏
六
月
七
日
迄
、

・
島
津
求
馬
久
純
カ
寛
延
四
未
八
月
二
日
J
、

此
年
十
二
月
任
閣
老
、

・
樺
山
左
京
賓
腎
宍
-
-
四
月
十
五
日
J
、

久
智
久
初
ノ
子
也

・
菱
刈
藤
馬
賓
暦
七
丑
正
月
十
一
日
J
同
十
三
未
正
月
廿
五
日
迄
、

-
島
津
十
太
布
衛
門

・
島
津
杢

後
大
造
、
明
和
二
酉
十
月
十
五
日
・
6
、

『.， 1.卑

後書

震長型
寛天』、
;a，.明
笠九月安
よ年廿永
E 酉八九
す正日子
官月迄正

午主 1
五'門日-

2〈 q
Ib '" 

天
明
七
未
七

『
後
豊
前

・
赤
松
造
酒

-
島
津
市
太
夫

・
町
田
監
物
『
文
化
四
卯
四
月
六
日
J
h

『
後
信
濃
、
文
化
十
一
成
三
月
三
日
ぷ
文
政
五
午
六
月
八

日
迄
』
、

-
菱
刈
杢
之
助
隆
観
『
文
政
五
午
十
月
廿
五
日

d
h

-
川
田
伊
織
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-
諏
訪
治
部

『
文
政
十
三
寅
五
月
四
日
，
h
o
h

『
天
保
五
午
正
月
十
一
日
J
h

-
嶋
津
頼
母
久
武
『
謄
誠
一
し
が
吠
七
酉
正
月
十
一
日
ぷ
弘
化
三
午
八

・
二
階
堂
主
計
『
続
可
申
正
月
十
一
月
ho
嘉
永
一
一
酉
士
耳
廿
六

『
川
上
矢
五
太
夫
嘉
永
三
成
五
月
十
五
日
』
、

久
淫
初
久
親

-
嶋
津
登
久
備

六
八

諸
牒
郡

小
林

狩
夫
六

長望
書人工
五い

百
拾-

E十

右
自余

家
嫡
武
蔵
董
粂
三
男
、
松
齢
公
御
家
老
也
、

|
上
井
次
郎
左
衛
門
皇
金
属
サ
宮
子
、
御
家
老
也
、
元
和
ノ
比
ナ
ル

秀
秋
之
二
男
、
庄
内
野
々
美
谷
戟
死
也
、

土
井
衣
郎
左
衛
門
秀
秋

上
井
仲
五
余
政

新
納
次
郎
四
郎
忠
清
カ
慶
長
十
八
年
比
、

|
|
l
i
l
i
-
-此
所
ニ
入
ル
力

鎌
田
左
京
亮
政
徳
元
和
J
寛
永
初
比
、
寛
永
四
年
ニ
ハ
死
去
也
、

仲
五
粂
政
之
子
也
、
寛
永
九
年
比
、
寛
永
十

四
小
林
ニ
死
ス
、

仲
右
衛
門
粂
安
子
、
御
家
老
也
、
寛
永
十
五

ぷ
寛
文
三
年
七
月
迄
、

諏
訪
仲
右
衛
円
余
安

-
諏
訪
杢
右
衛
円
余
利
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初
長
治
後
杢
助
、
寛
文
三
年
七
月
境
問
問
中

よ
り
同
六
年
十
月
三
日
ま
て
、

rh十

・
伊
集
院
十
右
衛
門
久
朝
初
久

F源
助
、
横
目
頭
、
寛
文
七
年
二

3
4
4
1
H異
本
六
年
十
月
廿
四

t
I
二

E
4日・
ha
同
八
年
ま
て
、

『
十
日
定
』

・
高
崎
惣
右
衛
門
寛
文
八
年
九
月
十
一
日
J
延
賓
五
年
ま
て
、

-
相
喜
右
衛
門
長
隆
初
減
、
吟
味
役
也
、
延
賓
五
巴
八
月
十
五

日
ぷ
同
七
年
迄
、

・
比
志
島
主
膳
園
治
問
一
官
時
耕
…

r鞠
繍
純
正
日
・
大
坂
蕨
奉
行
・
御

合
左
衛
門
延
賓
八
年
申
八
月
十
二
日
ぷ
天
和
三
年
ま
て
、

・
黒
葛
原
中
川
較
次
晴
縦
一
旭
時
相
U
甘
い
天
和
三
年
五
月
十
三
日
・
8
元

黒
葛
原
源
左
衛
門
主
」
錦
町
一
川
一
元
縁
九
年
十
一
月
一
一
一
H
J同

O
植
左
衛
門
久
清
ノ
子

.

椛

喜

右

衛

門

久

幅

。

璃

銃

弘

帯

主

理

一

年

卯

五

月

・
島
津
求
馬
久
房
賓
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
J
ヰ
叫
に
ぜ

l

月

-

義

岡

左

平

太

久

守

護

璃

日

義

一

一

謹

話

語

一

・
名
越
左
源
太
清
一
十
一
年
午
二
月
六
日
J
元
文
元
辰
十
月
廿
六
日

・
相
良
源
太
夫
説
明
三
年
一
一
亥
正
月
十
一
日
・
8
延
享
三
寅
八
月
十
一
日

・
仁
瞳
仲
右
衛
門
球
皇
室
正
月
十
一
日
J
明
和
七
年
寅
正
月
十

久
富
カ
後
隼
人
掃
部
、
安
永
六
年
酉
正
月
十
一
日

ぷ
『
寛
政
十
一
未
十
二
月
六
日
、
迄
』
、

寛
政
十
二
申
正
月
十
一
日
J
文
化
七
午
正
月
十
五
日
迄
、

-
相
良
新
右
衛
門
長
貞

-
大
野
多
宮

『
川
上
織
衛

市
田
壬
生

嶋
津
波
門

文
化
八
未
正
月
十
一
日
J
同
十
四
丑
八
月
廿
二
日
迄
、

文
化
十
五
寅
正
月
十
一
日
ぷ
文
政
二
卯
五
月
朔
日
迄
、

文
政
三
辰
正
月
十
一
日
間
八
酉
四
月
廿
一
日
迄
、

調
所
笑
左
衛
門
紋
吸
八
酉
五
月
十
五
日
J
同
九
成
十
二
月
廿
五
日

野
村
主
曜
文
政
十
亥
四
月
廿
二
日
J
天
保
二
卯
六
月
廿
四
日
迄
、

長
束
市
郎
右
衛
門
日
銀
一
一
一
辰
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
二
丑
七
月
廿
七

天
保
十
二
丑
八
月
十
九
日
ぷ
、

末
川
勝
監

名
越
右
膳

岩
下
新
太
夫

弘
化
五
申
正
月
十
一
日
J
、』

『
川
上
矢
五
太
夫
』
久
運

『
嘉
永
二
酉
六
月
廿
八
日
d
h

『
山
口
直
記

森
川
利
右
ヱ
門

九

嘉
永
三
成
五
月
十
五
日
ぷ
』
同
五
年
子
正
月
十
一
日
迄
、

事
X
五
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
同
六
年
丑
正
月
十
一

口
u
t缶
、後

良~ft

李14亘審
問号車干室
、佐響九千

そ室人里
拾 旦

百干

石
告余

日
置
郡

郡
山

狩
夫

有
川
内
記
貞
明

伊
勢
長
門
守
貞
末

伊
勢
京
亮
貞
則

貞
末
之
子
、

上
線
介
養
子
、
寅
有
川
助
兵
衛
子
也
、

行
、
寛
永
九
年
比
、

御
納
戸
奉
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鎌
田
後
藤
兵
衛
政
辰

初
四
郎
右
衛
門

後
六
郎
右
衛
門
、

-
新
納
二
左
衛
門
忠
彰

初
仲
次
郎
、
高
治
三
・
九
月
廿
九
日
ぷ
『
定
』
、

-
種
子
島
篤
兵
衛

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

-
新
納
二
左
衛
門

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

-
黒
葛
原
吉
左
衛
門

延
寅
二
年
寅
二
月
よ
り
『
定
』
、

-
伊
勢
六
郎
左
衛
門

天
和
三
年
一
亥
三
月
ぷ
、

-
上
村
横
兵
衛

元
稔
十
四
巳
九
月
十
四
日
J
、

-
島
津
市
之
助
久
白

後
助
之
盃
、
賓
永
三
成
六
月
六
日
，

s、

-
山
津
十
太
夫

享
保
七
寅
七
月
廿
七
日
J
同
九
年
辰
九
月
四
日
迄
、

久
白
ノ
養
子
、
賓
肝
付
粂
柄
二
男
、
後
助
之

豆
、
享
保
十
一
午
九
月
朔
日
J
同
十
四
年
酉

六
月
七
日
迄
、

享
保
十
五
年
成
正
月
十
一
日
J
寛
保
四
年
子
正
月

十
一
日
迄
、

-
新
納
十
郎
左
衛
門
略
耳
目
許
官
一
一
月
廿
七
日
・
2
寛
延
二
年
巴
二
月

後
勘
解
由
、
寛
延
ニ
巳
六
月
七
日
ぷ
明
和
三
戊
正
月
十

八
日
迄
、後

主
鈴
、
明
和
四
年
一
亥
八
月
廿
四
日
J
天
明
ニ
寅

七
月
廿
日
迄
、

-
島
津
市
左
衛
門
久
漏

伊
勢
兵
部
貞

-
川
上
式
部

-
島
津
直
衛
久
中

-
大
重
五
郎
左
衛
門

『
イ
ニ
ナ
シ
』

天
明
四
年
辰
関
正
月
十
一
日
・
2
、

-
橋
口
与
三
失

寛
政
三
年
一
一
亥
正
月
十
一
日
J
、

-
河
野
外
記

『
寛
政
十
二
申
正
月
十
三
日
J
文
化
四
卯
三
月
朔
日
迄
』
、
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-
隈
元
卒
太

『
文
化
五
辰
正
月
十
一
日
ぷ
同
年
間
六
月
廿
一
日
迄
』
、

-
山
田
助
左
ヱ
門
『
文
化
六
巳
正
月
十
一
日
d
h

二
一
階
堂
左
守
『
訪
山
十
二
一
亥
十
月
八
日
・
2
文
政
八
酉
四
月
廿
九
日

.
野
崎
良
右
ヱ
門
粂
中

『
文
政
八
酉
十
月
十
四
日
d
h

-
梅
田
九
左
ヱ
門
治
教
走
路
川
一
一
色
月
十
二
日
ぷ
天
保
二
卯
十
月

・
島
津
頼
母
久
武
司
眠
時
一
巳
正
月
十
一
日
J
同
七
申
十
二
月
廿
五

・
岩
下
新
太
夫
祐
之

J

諒
』
官
正
月
十
一
日

4化
三
午
正
月
十

・
海
老
原
宗
之
盃
『
叩
均
一
一
一
一
午
正
月
十
三
日
ぷ
同
五
申
正
月
十
一
日

『
嘉
永
二
酉
五
月
廿
八
日
J
h

『
郷
原
轄
』
久
寛

七
O 

惣
高
七
千
二
百
石
像

八
十
五
人

『
地
頭
職
高
玉
拾
石
』

狩
夫
千
四
百

大
関
郡

小
根
占

繭
自
殺
弥
二
郎
清
綱

和
田
玄
蕃
助

文
様
五
年
比
、

川
上
右
京

慶
長
五
・
六
年
比
地
頭
代
官
ト
ア
リ
、

相
良
勘
解
由
夫
官

慶
長
十
三
申
十
月
四
日
ぷ
地
頭
代
官
ト
ア
リ
、



有
馬
丹
波
重
純

伊
勢
六
郎
左
ヱ
門
貞
末

有
川
内
記
貞
明

相
良
土
佐
頼
元

川
上
伊
殻
久
晴

蒲
地
備
中

市
来
八
左
ヱ
門

初
失
右
衛
門
、
朝
鮮
有
功
勢
、
兵
具
奉
行
、

初
長
門
守
、

貞
末
ノ
子
、
寛
永
九
年
比
、

町
奉
行
・
御
使
役
、

彦
七
郎
久
昭
之
養
子
也
、

男
也
、

賓
同
氏
九
郎
左
衛
門
三

寛
永
ノ
末
正
保
ノ
初
ニ
カ
ケ
テ
、

正
保
中
ヵ
、

-
肝
付
宇
兵
衛
粂
屋
勲
一
月
謙
一
闘
い
〈
一
叫
ん
髄
洋
七
月
，

h
O
『定』、

鎌
田
太
郎
右
ヱ
門
政
策
初
大
炊
助
、
御
使
役
、
蔦
治
・
寛
文
比
ヵ
、

様
山
長
門
守
忠
則

-
頴
娃
権
三
郎
久
甫

-
村
田
矯
左
衛
円
程
智

後
左
京
、
寛
文
八
年
九
月
十
日
J
『定』、

善
太
夫
ト
モ
、
貞
享
元
年
九
月
ぷ
、

諸郷地頭系図

十
兵
衛
ト
モ
、
貿
永
三
年
戊
正
月
廿
七
日
，
S

享
保
九
年
辰
閏
四
月
二
日
迄
品
川
府
謂
一
語
時
、

初
鎌
田
源
右
衛
門
ト
云
、
後
御
家
老
也
、
享
保
九
年

辰
六
月
廿
一
日
ヨ
リ
同
十
三
年
申
七
月
四
日
迄
、

元
文
元
辰
十
月
十
八
日
J
延
享
四
年
卯
十
二
月
十
一
日
迄
磁
付
ニ
テ
無

地

頭

、

此

年

九

月

寄

合

ニ

列

ス

-
市
来
次
郎
左
ヱ
門
政
芳
強
路
子
欄
唯
一
主
唱
六
月
七
日
・
2
賓
暦
四

-
菱
刈
新
五
兵
衛
重
格

-
義
岡
右
京
久
守

初
太
郎
兵
衛
、
後
御
家
老
也
、
賓
暦
八
年
寅
正
月
十

一日
J
同
十
二
年
午
十
一
月
九
日
ニ
至
ル
、

-
菱
刈
藤
馬
晴
晴
山
l

三
未
正
月
廿
玉
日
，
S
明
和
六
丑
九
月
廿
九

z
重

詮

目

立

・
喜
入
主
馬
久
繭
純
一
一
時
的

r鞠
一
建
一
畑
町
開
哨
一
持
、
丑
十
二
月
六
日

・
名
越
右
膳
要
時
一
一
時
理
月
十
一
日
会
話
岬
『
同
十
一
未
八

『
十
一
未
十
二
月
十
五
日

th

-
頴
娃
信
濃
寛
政
十
二
申
年
・
8
享
和
三
年
迄
、

久

祷

『

亥

』

・
新
納
内
歳
時
喧
一
一
宅
十
二
』
月
『
廿
三
日
号
文
化
三
年
四
月

久

健

主

『

六

月

九

日

』

-
島
津
勝
監
久
美
訪
山
一
二
年
五
月
朔
日
合
同
十
一
成
八
月
十
二
日

後
佐
渡
内
記
、
文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
J
文
政

七
申
七
月
三
日
迄
、

-
桂
織
部
久
中

『
北
郷
主
膳
・
・久眠

嶋
津
内
膳
・
.

久
長

嶋
津
主
殿
ir肝

嶋
津
登
・
・
天
保
七
申
十
二
月
廿
五
日
J
同
十
一
亥
八
月
十
二
日
迄
、

久
満

嶋
津
主
計
Lr
胃
猷
鳴
十
一
亥
九
月
十
九
日
ぷ
同
十
五
辰
七
月
廿
九
日

二
階
堂
主
計
・
・
也
化
三
午
正
月
十
一
日
・
2
、

行
経

後
圃
書
、
弘
化
五
申
正
月
十
一
日
J
、
別
段
之
思
召

ニ-ア』、

文
政
七
申
十
二
月
晦
日
J
、

文
政
九
成
十
一
月
廿
八
日
J
、

鎌
田
刑
邦
・
・正純
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七

iE望
書4き
五ハ一
弘 千

若杢
Ib I 

石
吉宗

狩
夫
七

肝
属
郡

高
山

大
野
正
右
衛
門

肝
付
良
粂
落
去
後
、
此
人
可
札
也
、

伊
集
院
右
ヱ
門
太
夫
忠
棟

天
正
八
年
比
、

伊
集
院
下
野
守
久
治

慶
長
ノ
比
、

慶
長
ノ
比
、
同
五
年
末
吉
地
頭
ニ
縛
ス
、

町
田
勝
兵
衛
久
幸
鰍
一
相
官
一
頭
、
慶
長
五
・
六
年
比

3
、
経
宣
引

桂
山
城
守
忠
防
後
太
郎
兵
衛
忠
詮
、
慶
長
ノ
末
よ
り
、
元
和
元

七
月
死
此
地
、

話
イ

町
田
丹
波
守
久
吉
初
新
左
衛
門
、

仁
曜
蔵
人
頼
景
醐
伽
一
一
死
掛
け
八
信
濃
守
ト
云
、
寛
永
九
年
比
、

島
津
下
野
守
久
元

村
田
雅
楽
助
経
宣

島
津
圃
書
久
遁

寛
永
・
正
保
ノ
問
ヵ
、

・
新
納
右
エ
門
佐
久
詮
入
道
遊
山
諸
長
十
鎮
静
鳩
説
明
三

御
家
老
也
、

川
上
上
野
介
久
運

新
納
又
左
エ
門
久
了

-
島
津
市
正
忠
康

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

-
島
津
圃
書

寛
文
九
年
五
月
廿
八
日
，
S
『定』、

延
賓
元
ノ
冬
J
同
七
迄
、

-
新
納
近
江
守
久
辰
入
道
蓮
心
粛
初
四
郎
左
衛
門
、
横
目
頭
也
、
延

賓
五
年
八
月
十
五
日
J
『
定
』
開
叩

叶
五
元
禄
十
一
年
冬
迄
、

-
J

-
新
納
四
郎
左
ヱ
門
久
珍

4
F九
刊
日
刊
云
、
御
家
老
也
、
元
稔
十

・
島
津
中
務
久
貫
問
一
位
九
一
明
川
正
納
一
計
一
一
ね
い
l

理
純
一
回
向
精
永
七

島
津
内
記
御
家
老
也
、
正
徳
二
年
J
、

-
伊
集
院
蔵
人
辞
喉
三
年
成
三
月
期
日
ぷ
同
十
五
年
成
正
月
廿
一
一
日

・
島
津
大
拳
久
品
後
周
防
、
享
保
十
五
年
成
三
月
期
日
J
、

-
頴
娃
左
京
唯
一
割
晴
、
元
文
三
午
七
月
廿
六
日
ぷ
延
享
五
辰
二
月
十

・
島
津
大
戴
延
享
五
年
辰
二
月
十
五
日
J
同
年
七
月
十
四
日
迄
、

-
義
岡
相
馬
久
中
後
弾
」
一
官
官
延
二
年
巳
十
一
月
廿
三
日
J
賓
暦
十

辰
九
月
六
日
迄
、

後
蔵
人
、
賓
暦
十
一
巳
正
月
十
一
日
J
同
十
四
申
四
月

廿
九
日
迄
、

明
和
二
年
酉
正
月
廿
三
日
・
6
安
永
二
巳
九
月
十
五
日
迄
、

天
明
五
年
巳
五
月
十
三
日
.
，
S
時
一
時
一
日
明
日
山
一
時
寛
政
二
年

成
六
月
廿
三
日
迄
、

E
3
j
j
j

寛
政
三
年
亥
三
月
廿
一
日
J
周
囲
年
子
三
月
十
三
日

迄

喜

三

日

』

寛
政
四
年
子
五
月
廿
二
日
ぷ
『
同
六
寅
正
月
十
一
日

迄』、寛
政
八
辰
正
月
十
一
日
J
、

島
津
出
雲
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-
鎌
田
隼
人

-
樺
山
左
京

-
島
津
登
久
連

-
比
志
島
要
人

-
市
田
勘
解
由

『
山
田
伯
嘗
和
札
前



川
上
頼
母

寛
政
九
巳
六
月
廿
一
日
J
同
十
二
申
六
月
廿
四
日
迄
、

嶋
津
仁
十
郎

享
和
三
一
亥
五
月
朔
日
J
文
化
八
未
八
月
廿
五
日
迄
、

文
政
三
辰
正
月
十
一
日
・
8
同
六
未
六
月
十
七
日
迄
、

嶋
津
助
之
亙
hw
再
認
城
跡
官
十
月
廿
八
日
J
天
保
十
五
辰
十
月
廿

嶋
津
右
門
久
稿
弘
化
咽
未
八
月
廿
五
日
ぷ
嘉
永
五
年
子
正
月
十
一

l
i

日
マ
テ
』
、

E

捕
坦
』

島
津
隼
見
嘉
氷
五
年
子
正
月
十
一
日
J
、

畠
山
式
部

七

頴
娃
郡

頴
娃

狩
夫

ハ
石
飴

本
ノ
マ
、

竹
内
大
炊
介
賓
堂
天
正
三
年
九
月
諏
訪
棟
札
ニ
ア
リ
、

町
田
出
現
守
久
倍
入
道
存
松
天
正
十
五
年
J
、
後
大
口
地
頭
、

初
右
衛
門
佐
伊
勢
守
、
慶
長
ノ
比
ヵ
、

自
系
ニ
川
港
・
串
木
野
・
頴
娃
ノ
地
頭
ト

ア
リ
、

慶
長
十
九
春
ぷ
寛
永
十
三
迄
、

新
納
五
郎
右
ヱ
門
久
能

新
納
勘
解
由
ム
次
官
久
宣

諸郷地頭系図

川
上
上
野
介
久
運

寛
永
十
六
年
J
正
保
三
年
迄
、

伊
東
肥
後
守
一
両
昌

初
仁
右
衛
門
、
慶
安
元
ぷ
明
暦
元
迄
、

御
家
老
也
、
安
一

J34埼
界
有

五
ノ
六
月
迄

-
鎌
田
源
左
ヱ
門
政
有

-
島
津
市
正
忠
康

賓
琴
月
公
四
男
也
、
寛
文
二
年
六
月
廿
日
J
、

肝
付
竿
兵
衛
粂
屋

寛
文
二
年
ぷ
大
目
附
ト
ア
リ
、
可
考
、

-
諏
訪
杢
右
エ
円
余
利

寛
文
五
年
二
月
二
日
ぷ
、

市
来
備
前
守
家
繁

頴
娃
地
頭
ト
ア
リ
、

-
島
津
又
七
郎
久
輝

後
中
務
、
寛
文
八
年
申
九
月
十
日
ぷ
、

新
納
四
郎
左
ヱ
門
久
辰

後
近
江
守
、
延
賞
五
年
四
月
J
、

延
賓
五
年
巳
八
月
十
五
日
J
、

-
島
津
大
事
忠
守
川
一
地
問
4
4

・

zr鵠
官
八
年
『
申
』
十
二
月
廿
七
日

・
伊
集
院
十
右
ヱ
門
忠
朝
天
和
三
年
亥
五
月
朔
日
J
、

-
繭
疲
丹
波
清
雄
鞠
引
い
叩
即
右
衛
門
ト
云
、
貞
享
元
九
月
ぷ
元
禄
十
二

・
島
津
助
之
亙
忠
守
紙
帳
十
二
卯
五
月
九
日
ぷ
賓
永
二
年
十
月
一
一
一
日

後
相
馬
、
賓
永
三
戊
正
月
廿
七
日
会
見
富
十
月

初
宇
右
衛
門
、
賓
永
七
閏
八
月
五
日
J
、

-
佐
多
内
記
久
達

-
棒
山
助
太
郎

-
桂
織
部
久
結

-
伊
集
院
用
之
助
後
織
部
、
正
徳
元
卯
八
月
廿
一
日
J
、

-

島

帯

夜

立

諸

島

昨

鵠

長

ト

清

三

月

朔

日

ぷ

同

十

『

七

』

・
島
津
内
臓
鯨
肝
宝
成
七
月
十
三
日
J
寛
保
三
一
亥
七
月
十
八
日
迄

・
山
岡
粛
宮
寛
保
三
年
亥
八
月
二
日
d
、

久
柄
カ
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-
小
林
仲
太
兵
衛
政
一
唯
一
時
何
月
博
一
時
一
作
一
眼
一
昨
叶
廿
七
日
A
O
『
賓
暦

・
諏
訪
勘
解
由
理
担
幅
一
日
八
月
十
八
日
ぷ
同
四
年
成
二
月
八
日
迄

イ

zr
日，
RUL

-
宮
之
原
甚
五
兵
衛
遁
奥
賓
暦
四
年
成
四
月
十
一
日
J
同
六
年
子
十

一
月
廿
八
日
迄
『
後
明
所
』
、

・
島
津
擢
左
衛
門
後
仲
、
賓
暦
七
年
丑
正
月
十
一
日
ぷ
、

-
桂
織
部
鳴
一
一
年
酉
八
月
朔
目
白
四
年
一
亥
六
月
廿
五
日
迄
『
後
明

百
円
目
』

・
嶋
津
助
之
亙
問
問
細
摂

1
四
H
J
安
永
二
巳
十
二
月
廿
八
日

記
H
A
1

争
相
じ
聞
叩
向
円
』

-
宮
之
原
甚
五
太
夫
安
永
四
年
未
正
月
十
一
日
・
2
、

寛
政
八
年
辰
正
月
十
一
日
J
、

-
小
笠
原
郷
左
ヱ
円
高
拝
四
月
十
三
日
J
文
化
士
蚕
十
二
月

廿
七
日
山
込
可
後
明
所
』
、

獄
化
十
五
寅
正
月
十
一
日
J
文
政
二
年
卯
七
月
十
六
日

文
政
ニ
年
卯
十
月
十
四
日
J
同
四
巳
四
月
廿
一
日
迄

『
私
究
開
円
出
川
、

引
相
υ
同
叩
向
円
』

文
政
五
年
午
正
月
十
一
日
J
、

-
末
川
織
衛

-
川
上
久
馬

-
高
橋
縫
殿

-
島
津
矢
柄
久
宅

-
新
納
織
部

-
町
田
主
馬

-
島
津
縫
殿

-
島
津
要
人

-
島
津
求
馬
久
漏 安

永
七
年
成
九
月
十
一
日
J
、

安
永
九
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
、

天
明
二
年
寅
正
月
十
五
日
ぷ
、

文
政
八
年
酉
十
一
月
朔
日
ぷ
、

天
保
二
卯
八
月
十
五
日
ぷ
、

-
川
上
東
馬
久
封

天
保
八
年
酉
七
月
廿
九
日
ぷ
、
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-
島
津
主
殿
弘
化
五
年
申
二
月
廿
八
日
，
g
事
氷
四
年
一
亥
十
月
迄
、

久
陽

島
津
購
入
久
武

嘉
永
五
年
子
六
月
廿
一
日
ぷ
、

七

出
水
郡

阿
久
根

逼主宰
璽昔宍
胃六千
古十七
早四百
ど人三

十
九
石
室主

狩
夫

溢
谷
ム
次
郎
左
エ
門
重
治
入
道
件
松
朝
鮮
諸
所
従
軍
、

淀
谷
四
郎
左
ヱ
門
重
持
噌
ノ
一
一
男
、
京
都
留
守
居
・
一
番
奥

・
町
田
勘
解
由
久
慶
誘
時
五
局
日
以
諜
師
、
御
家
老
也
、
慶

町
田
勘
解
由
忠
代
鞠
雄
一
比
一
組
…
八
一
競
…
潤
い
御
呆
老
也
、
寛
文
二

・
島
津
又
七
郎
久
輝

A
4問
、
御
談
合
役
・
園
老
也
、
寛
文
八
申
二

月
二
日
・
2
『定』、

・
相
良
主
税
初
士
ロ
右
衛
門
、
寛
文
八
年
九
月
十
日
市
川
『
定
』
、

-
幅
屋
助
左
ヱ
門
委
且
仰
糊
一
貯
一
崎
市
川
一
長
鹿
y
p域
欣
一
諸
官
一
町
一
市

二

年

迄

、

在

九

日

』

元
職
十
二
年
春
よ
り
『
卯
五
月
九
日
』
、

初
源
左
術
門
後
宇
右
衛
門
勘
解
由
、
御
番
頭
・

御
勘
定
奉
行
費
永
三
年
成
六
月
六
日
・
2
特
句

-
相
良
吉
右
エ
門

-
町
田
甲
斐
久
孝

-
卒
岡
八
郎
太
夫
之
品

後
内
匠
、
正
徳
二
年
辰
九
月
六
日
J
享
保
十

一
午
七
月
十
三
日
迄
、



一
日
保
十
二
年
未
正
月
廿
一

H
J
同
年
七
月
五
日

・
伊
集
院
権
右
エ
門
持
伴
一
程
中
正
月
十
一
日
よ
り
同
十
四
酉
二

享
保
十
六
一
亥
正
月
十
一
日
よ
り
同
廿
卯
八
月
九
日
迄
、

-
米
良
藤
右
エ
門

-
島
津
内
記

-
島
津
右
卒
太

後
主
鈴
、
元
文
二
年
巳
四
月
廿
五
日
ぷ
、

-
島
津
大
蔵

延
享
三
年
寅
八
月
七
日
ぷ
同
五
年
辰
二
月
十
五
日
迄
、

諸郷地頭系図

覚
延
二
年
巳
十
一
月
廿
三
B
J、

-
福
山
卒
太
夫
調
官
四
年
未
八
月
一
一
自
主
永
一
一
年
巳
五
月
廿
七
日

・
伊
勢
兵
部
安
永
二
年
巳
七
月
六
日
ぷ
同
十
年
丑
正
月
十
一
日
迄
、

愛
右
膳
、
天
明
二
年
寅
正
月
十
五
日
ぷ
寛
政
二
成
正

・
名
越
左
源
太
月
十
一
日
迄
、

-
喜
入
右
ヱ
門
久
量
時
一
議
い
。
事
年
寄
ニ
至
ル
、
寛
政
二
年
戊
正
月

・
頴
娃
左
京
寛
政
三
年
亥
三
月
廿
一
日
J
、

-
岩
下
佐
衣
右
ヱ
門
一
誠
一
町
ト
培
l

一
一
月
十
五
日
ぷ
文
化
四
卯
十
一

・
川
上
右
近
文
化
五
辰
十
一
月
廿
八
日
ぷ
同
八
未
閏
二
月
五
日
迄
、

二
一
階
堂
左
門
『
博
伸
一
諸
島
、
文
化
九
申
士
一
月
朔
日
J
文
政
五
午

文
政
八
年
酉
十
一
月
朔
日
J
『
天
保
五
午
十
月
廿
日
迄
』
、

『
正
月
十
五
日
』

天
保
六
年
未
五
月
廿
日
J
、

『
正
月
十
一
日
』

『
後
近
江
』
、
弘
化
三
年
午
六
月
十
一
日
J
、

-
川
田
伊
織

-
島
津
縫
殿

-
喜
入
多
門
久
遁

-
末
川
久
馬
久
平

『
嶋
津
求
馬
』
『
事
水
三
成
五
月
十
五
日
』
、

久
百
拘

文
安
元
年
甲
子
十
一
月
熊
野
棟
札
エ
施
主
四
箇
所
地
頭
藤
原
友
久
忠
持
ト
ア
リ
、

惣
高
四
千
四
百
三
十
七
石
徐

狩
夫
八
百
七
十
七
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

永
正
十
六
年
棟
札
ニ
阿
多
忠
時
ト
ア
リ
、
同

人
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ン
、

島

津

治

部

左

ヱ

門

尉

忠

元

鰹

鯉

制

大

明

博

む

窺

世

一
年
ぷ
問
十
七
比
一
一
同
一
語
…
ー
た
問
地
一
引

年
申
日
吉
山
王
棟
札
-
一
忠
弘
ト
ア
リ
、

忠
興
ノ
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
、
永
蔽
ノ
初
中
津
野
村

大
田
門
領
之
云
々
、

永
稔
十
年
大
日
堂
棟
札
ニ
見
へ
た
り
、

魚
隠
弟
、
初
隠
岐
守
尾
張
守
ト
云
、
島
津
相

模
守
忠
幸
ニ
仕
ふ
、
大
中
公
篤
家
老
、
才
超
衆

遭
議
、
幽
死
子
山
之
寺
、

天
正
八
年
比
、
或
清
存
ト
モ
ア
リ
、

八
年
己
前
欺

天
正
中

七
四

阿
多
郡

阿
多

阿
多
右
ヱ
門
尉
忠
秋

大
田
周
防
守
忠
奥

大
寺
大
炊
介
安
辰

新
納
山
城
守
忠
光

伊前士後
方ロカ

地田
知美
伯 作
嘗 守
守清
重孝
秀
入
道
培
也

文
乱
脈
三
年
死
去
、

弟
子
丸
越
後
守
宗
盆
入
道
紹
閑

寛
永
九
死
去
也
、

桂
太
郎
兵
衛
尉
忠
詮

文
様
五
年
申
冬
阿
多
地
頭
被
仰
付
候
、
此
港
前

後
可
考
、
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吉
利
下
穂
守
忠
張



卒事伊勢
田集
安院
房 源
介次
宗郎
衡忠

異

慶
長
ノ
初
、

慶
長
五
年
ぷ
、

鹿
児
粂
ノ
子
、
寛
永
九
年
比
、

寛
永
元
年
子
四
月
日
吉
山
王
棟
札
ニ
ア
リ
、

経
粂
ノ
子
、
寛
永
十
五
年
ぷ
同
十
九
年
迄
、

寛
永
庚
成
三
月
大
年
寺
上
棟
ニ
ハ
衆
頭
ト
ア
リ
、
地
頭
ノ
コ

ト
ヲ
衆
頭
ト
モ
唱
へ
シ
ナ
ル
ヘ
シ
、

寛
永
十
九
年
十
二
月
J
慶
安
二
年
迄
、

寛
永
十
七
年
庚
卯
月
白
書
山
王
棟
札
ニ
島
津
東
市
正
忠
弘
ト
ア
レ

ハ
十
九
年
A
O
ハ
誤
也
、

伊
集
院
十
右
ヱ
門
忠
朝
慶
安
二
年
五
月
A
O
高
治
元
年
九
月
迄
、

諏
訪
治
部
少
輔
経
粂

諏
訪
甚
左
エ
門
正
粂

島
津
市
正
忠
康

-
頴
娃
穣
三
郎
久
甫

初
弥
右
衛
門
、
吟
味
役
・
御
使
役
也
、
蔦
治

元
九
月
三
日
J
同
二
年
七
月
迄
、

賓
喜
入
休
右
衛
門
久
洪
二
男
、
御
吟
味
役
也
、

高
治
二
・
八
月
九
日
ぷ
『
定
』
、

後
左
京
、
寛
文
二
年
五
月
北
九
日
J
Z
A』議一一コ

月
廿
日
J
同
八
年
十
二
月
迄
ニ
作
A

市堀
来『四
衣哲郎
十左
郎ヱ
家門
賀興

延

-
相
良
源
五
左
ヱ
門
頼
安

寛
文
九
年
六
月
八
日
J
『定』、

-
高
崎
樺
太
夫
能
多

伊
豆
能
延
子
、
御
用
人
、
延
費
四
年
九
月
J
『定』、

高
崎
四
郎
兵
衛

能
冬
同
人
欺
、
延
賓
八
年
ぷ
同
九
年
迄
、

天
和
二
年
成
八
月
七
日
，
S
謹
監
枠
組
市

3

後
要
人
、
元
議
七
年
十
一
月
十
七
日
ぷ
時
一
日
時
宜

・
町
田
八
左
ヱ
門
俊
昌
配
一
時
一
倍
催
眠
自
明
日

λ
O
享
保
九
年
辰
九
月

享
保
十
一
年
午
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
六
一
亥
正
月

十
一
日
迄
『
後
明
所
』
、

-
鎌
田
太
郎
右
衛
門
政
直

-
猿
渡
喜
右
衛
門

-
木
村
四
郎
左
衛
門

島
津
求
馬

享
保
十
七
年
子
正
月
十
一
日
J
、
異
本
ニ
有
り
峡
考
、
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享
保
十
七
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
、

-
伊
地
知
千
左
衛
門
季
件
鰐
知
洋
卯
十
一
月
廿
四
日
J
、
室
御
側

主
谷
喜
三
左
衛
門
現
時
一
伊
嵯
獣
呪
一
百
ぷ
明
和
五
子
十
一
月
朔

『
正
月
十
一
日
』

・
開
山
軍
兵
衛
翻
矧
翫
)
一
月
十
三
日
」
J
J
U
-
-
寅
一
一
月
廿
八
日

・
矢
野
清
右
衛
門
略
同
時
一
一
品
目
一
卯
十
一
月
十
六
日
ぷ
寛
政
一
冗
酉

・
小
笠
原
郷
左
衛
門
寛
政
三
年
一
亥
二
月
十
九
日
ぷ
、

-
島
津
杢
拭
此
時
十
子
咽
月
十
三
日
J
文
化
十
年
酉
十
二
月
廿
八
日

、一

;λT日，
R
L

『
六
日
』

-
島
津
縫
殿
読
む
配
転
一
千
一
一
月

-3文
政
五
年
午
正
月
十
一

・
有
馬
札
文
政
五
年
午
七
月
七
日
ぷ
、

司
五
月
朔
日
』

・
園
師
崎
源
兵
衛
尚
超
吋
岐
路
髄

1
日
〈
同
十
二
丑
正
月

・
喜
入
多
門
久
遁
文
政
十
三
年
寅
正
月
十
一
日
ぷ
、

『
十
五
日
』

・
島
津
仲
久
房
得
札

rt正
月
廿
日
ぷ
同
十
年
亥
一
一
月
廿
三
日
迄

・
野
崎
良
右
衛
星
中
猷
得
鞍
訪
日
日
同
十
四
年
卯
六
月
五
日

天
保
十
四
年
卯
閏
九
月
廿
三
日
ぷ
於
江
戸
被
仰
付
候
、

-
菱
刈
孫
兵
衛

-
卒
田
直
之
進



七
五

狩
夫
百
二

惣
高
四
千
七
百
三
十
二
石
徐

十
五
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

f
井
衣
削
除
左
ヱ
門
秀
秋
入
道
停
粛
猷
一
都
耕
一
話
猷
旭
川
尚
一
日
死
、

計
納
縫
殿
介
久
時
三
日
臥
詐
蹴
ぃ
輸
相
博
開
官
長
十
二
年
九
月
十

帥
村
監
ト
モ
、
慶
長
六
年
ぷ
、
寛
永
九
年
比

大
野
正
右
エ
門
久
武
エ
見
ヘ
タ
リ
、
可
考
、
慶
長
十
六
年
ヨ
リ
寛

永
サ
年
-
一
一
主
ル
ト
邑
司
書
出
セ
リ
、

相
良
主
税
正
保
元
年
十
二
月
ヨ
リ
明
暦
元
年
迄
ィ
、

ヨ
初
彦
四
郎
、
吟
味
役
、
明
暦
元
未
九
月
四
日
J

卒
山
七
兵
衛
忠
昭
イ
ホ
ン

高
治
二
迄
、

吟
味
役
・
御
使
役
、
高
治
二
年
八
月
九
日

6

・
堀
四
郎
左
ヱ
門
興
延
『
定
』
寛
文
元
年
十
二
月
迄
ィ
、

-
伊
勢
六
郎
左
衛
門
鵠
伏
一
一
年
二
月
晦
日
よ
り
『
定
』
、
四
年
十
二
月

・
卒
回
二
郎
兵
衛
宗
正
後
式
部

諸
膝
郡

綾

-
本
困
層
調
五
右
ヱ
門
親
平

新
左
エ
門
、
御
家
老
也
、
寛
文
五
年

(
7
7
)
 

一
一
月
二
日
・
8
『
定
』
見
町
村
温
十

後
右
エ
門
ト
云
、
寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ

『定』、

諸郷地頭系図

『

定

』

l
r
z
-
E
h

延
賓
二
年
二
月
十
六
日
J
対一間一品勺

イ
=
月
A
O

天
和
三
年
亥
五
月
十
三
日
ぷ
同
四
年
迄
、

イ
十
月
朔
日
d

可
札

貞
享
元
年
九
月
J
元
禄
五
年
冬
迄
、
重
敦
ハ
元

・
菱
刈
孫
兵
衛
重
敦
藤
七
死
去
也
、

諏
訪
仲
左
エ
門
晶
意
向
慨
時
'P明
使
役
・
物
奉
行
、
元
禄
二
年
七

-
若
松
彦
兵
衛

-
比
志
島
主
謄

-
鎌
田
太
郎
右
衛
門

イ
五
月
廿
五
日
，
S

可
札

元
稔
五
年
申
六
月
十
五
日
ぷ
同
九
年
迄
、

元
稔
十
年
正
月
廿
五
日
ぷ
『
定
』
品
川
一
目
梓
叶
、
一
月
五
日

二
月
廿
五
日
イ

・
市
来
次
郎
左
衛
門
賞
永
三
成
六
月
六
日
・
2
4併
に
百
十

イ朔日

・
北
郷
右
衛
門
八
賓
永
六
年
丑
九
月
十
四
日
・
2
、
後
助
太
夫
、

『十一日』

享
保
三
年
成
六
月
二
日
ぷ
、

-
鎌
田
采
女

-
肝
付
典
膳

-
北
郷
四
郎

享
保
十
七
年
子
正
月
司
十
一
日
』
J
、

-
輔
自
殺
孫
左
衛
門
元
文
四
年
未
三
月
朔
日
・
2
、

-
種
子
島
購
入
唯
一
比
一
刻
一
口
明
日
曜
四
成
正
月
十
一
日
ぷ
明
和
四
年
亥
十

・
伊
集
院
十
歳
滋
味
二
年
巳
正
月
十
五
日
J
同
三
年
午
九
月
十
八
日

安
永
五
年
申
正
月
十
五
日
.8
同
六
年
酉
五
月
十
六
日

迄、
安
永
九
子
正
月
十
一
日
J
天
明
四
辰
八
月
十
一
日
迄
、

島と伊豆北
津と集家郷
平院』樺
馬隼五

人郎
天
明
六
午
三
月
十
三
日
ぷ
『
寛
政
五
丑
正
月
十
九
日
』
、

肥
後
翁
助

『
本
田
助
之
亙
寛
政
五
丑
七
月
廿
八
日
J
同
十
二
・
九
月
五
日
迄
、

寛
政
十
二
申
十
一
月
廿
一

B
J文
化
二
丑
三
月
八
日
迄
、

隈
元
軍
六

鈴
木
門
十
郎

桂
字
右
衛
門

文
文 迄 文 化
政、化五
五七辰
午午 二
正正月
月 月 ろ

士±;
日日同

〈乙詰
'rl...ノ、

雪月

辰空
十
一 日

万宅
廿

日
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石
原
異
助

吉
利
仲

町
田
式
部

七
六

天
保
七
申
二
月
廿
八
日
ぷ
同
十
三
寅
二
月
十
九
日
迄
、

天
保
十
三
寅
三
月
十
九
日
ぷ
弘
化
五
申
三
月
十
五
日
迄
、

嘉
永
三
成
五
月
十
五
日
ぷ
、
』

肝
属
郡

姶
良

惣
高
六
千
四
百
一
石
除

必
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
四
百
三

肝
付
伊
勢
守
象
清

天
文
中
良
粂
領
之
時
也
、

伊
集
院
刑
部
少
輔
久
光

永
稔
十
年
戦
死
也
、

伊
地
知
伯
菅
守
重
秀

豆之天
そ浦正
地八
頭宅
也ι
君主干
荏干五

話
粂月 -

~:!!-其
望旦後
:q抱G
ト州sE
i霊後
ス之湯

諏
訪
仲
右
衛
門
粂
安

仲
五
粂
政
ノ
子
也
、
寛
永
九
年
比
、

初
四
郎
兵
衛
、
御
納
戸
奉
行
・
御
兵
具
奉
行
・

納
殿
役
、
寛
永
十
年
酉
十
二
月
ぷ
同
十
四
年
十

二
月
迄
、

於
江
戸
補
セ
ラ
ル
、
同
十
六
己
卯
五
月
死
ス
、

賓
佐
多
伯
吾
首
守
三
男
也
、
寛
永
十
三
ぷ
同
十
五
迄
、

異
本
寛
永
十
五
年
八
月
J

明
暦
三
年
酉
八
月
迄
、

明
暦
三
年
酉
九
月
・
6
寛
文
六
年
午
十
月
十
三
日
迄
、

寛
文
六
年
午
十
月
十
四
日
d
同
八
年
申
八
月
廿
二
日
ト
モ
、

監
物
ト
モ
、
吟
味
役
・
御
納
戸
奉
行
、
寛
文
七
・

『
三
固
定
』

二
月
二
日
J
、

児
玉
筑
後
守
利
昌

寺
山
又
右
衛
門

-
蘭
寝
右
近

-
瀧
谷
周
防
重
堅

土
持
宇
三
郎

寛
文
八
年
申
十
二
月
廿
日
・
2
、

学
三
郎
ト
モ
ア
リ
、
寛
文
九
年
六
月
八
日
ぷ
『
定
』
、

土
持
宇
右
ヱ
門
綱
慶
一
明
鐸
解
明
哨
理
主
、
御
兵
具
奉

・
木
脇
刑
部
左
衛
門
延
賓
六
年
午
十
二
月
廿
日
・
2
、

-
卒
田
清
右
衛
門
純
音
吟
味
役
・
京
大
坂
蔵
奉
行
慣
れ
愉
用
火
地
い
鳴

賓
八
年
申
八
月
十
二
日

2
ニ
作
川
河
成
円
一
川
前
七

月
廿
四
日
J
トモ、

貞
享
三
年
九
月
廿
七
日
・
8
或
九
月
十
日
ト
モ
、

-
土
持
伊
右
衛
門
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-
栓
杢
之
助
忠
保

賓
永
三
年
成
正
月
廿
七
日
，
S
得
議
永
二
年
商
十
月
=
百

又
イ
八
月
廿
五
日
J
トモ、

-
卒
岡
八
郎
太
夫
久
品
質
永
六
年
丑
九
月
五
日
λ

金
一
昨
日
↑
海
十
月

-
河
野
喜
卒
衣
純
一
郎
均
一
院
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持
左
馬
権
頭
盈
信

新
納
仲
衣
郎
忠
彰

上
原
太
郎
次
郎

伊
集
院
宮
内
少
輔

・
伊
東
肥
前
御
船
奉
行
也
、
寛
文
五
年
二
月
二
日
J
『定』、

-
土
震
翌
日
召
也
、
男
控
室
三
男
也
、
延
賓
二
年
二
月
十
五

吟
味
役
・
御
用
人
、
延
賓
七
未
正
月
廿
七
日
・
8
異
本

八
年
，
S
元
禄
五
之
冬
迄
、

3
1

-
野
村
太
左
衛
門



-
溢
谷
四
郎
左
衛
門

元
蔽
十
年
正
月
廿
五
日
J
『定』日
2
4
一
町
一
誠
司
平

迄、

-
若
松
平
八
左
衛
門
元
旅
十
二
卯
六
月
七
日
J
、

噺
右
衛
門
と
も
、
賓
永
五
年
子
三
月
三
日
，
g
博
一
首
博

ιL円
ロ
ト
ホ
机
ツ

-
相
良
杢
之
助

-
小
笠
原
彦
八
郎
享
保
五
子
正
月
十
一
日
J
、

『朔日』

享
保
十
二
未
正
月
廿
一
日
J
同
十
八
丑
八
月
十
八

日
迄
、

元
文
二
年
巳
七
月
朔
日
J
延
享
四
年
卯
十
二
月
十

九
日
迄
、

-
識
谷
喜
一
一
一
左
衛
門
議
号
辰
正
月
十
一
日

J
Z四
年
未
八
月

『
廿
九
日
』
『
四
月
廿
七
日
』

・
日
高
衣
左
衛
門
賞
暦
三
酉
七
月
サ
八
日
ぷ
同
九
卯
五
月
二
日
迄
、

・
山
田
元
右
衛
門
鑓
曙
十
二
午
正
月
十
一
日
ぷ
同
年
二
月
廿
一
日

・
山
元
猪
散
太
明
和
元
申
六
月
廿
八
日
J
同
年
十
月
十
六
日
迄
、

-
伊
地
知
嘉
右
衛
門
喜
朗
一
担
一
J

十
時
証
明
新
知
能
M
物
水
十
年
丑

天
明
元
年
丑
六
月
十
九
日
ぷ
『
同
六
午
五
月
十
三
日
迄
L

、

伊鎌
地田
知選平
三新右
七さ衡

門

-
小
松
右
近

諸郷地頭系図

天
明
七
丑
八
月
廿
五
H
J

『
小
平
失
ト

『
寛
政
十
二
申
八
月
十
五
日
J
文
化
九
申
三
月
十
六
日

迄』、

-
山
田
新
助
有
頑
『
文
化
十
一
成
正
月
十
一
日
J
h

『
文
政
八
酉
十
月
廿
八
日
J
天
保
三
辰
正
月
六
日

迄』、
『
天
保
三
辰
八
月
九
日

λ
E、

-
嶋
津
藤
馬

-
大
野
多
宮

-
窪
田
筑
右
エ
門

-
新
納
主
税
久
品

-
中
村
黒
人

『
天
保
七
申
正
月
十
一
日
ぷ
弘
化
四
未
十
二
月
廿
九
日
』
、

『
卒
田
善
太
夫

嘉
氷
二
酉
六
月
十
四
日
ぷ
』
、

富
山
学
蔵

嘉
水
四
年
亥
八
月
，
ho
、

八

高
城
郡

水
引

事人審
職手
喜八
若享
』 ぺ 」

徐

狩
夫
千
二
十
三

伊
東
仁
右
衛
門
跡
昌

後
肥
後
守
、
寛
永
九
年
比
、

相
良
穣
兵
衛

相
良
土
佐

王
子
村
犬
追
物
之
時
普
請
奉
行
、
承
阪
地
四
年

三
月
J
『定』、

後
伊
東
ム
次
郎
右
衛
門
一
桁
之
初
一
駈
倫
、
寛
文
八
年
七
月
十
日
・
2
『定』、

-
平
田
藤
右
衛
門
宗
則

前
相
良
吉
右
衛
門

寛
文
七
年
二
月
三
日
ぷ
『
定
』
、

川
上
持
監

寛
文
十
一
年
七
月
十
七
日
J
『定』、

相
良
源
五
左
衛
門

延
賓
四
年
九
月
，
Z
『定』、

比
志
嶋
彦
右
衛
門

天
和
二
戊
、

桂
杢
之
介

貞
享
元
年
九
月
J
、
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中
原
矯
兵
衛

貞
享
三
寅
九
月
廿
七
日
J
、



船
奉
行
・
奏
者
番
・
大
坂
蔵
奉
行
・
御
用
人
、
元
禄

六
酉
正
月
廿
四
日
J
、

-
仁
躍
費
左
衛
門
一
冗
様
十
年
正
月
廿
五
日
J
J昔、

-
中
紳
内
臓
亙

-
家
村
千
八

元
蔵
十
四
年
巳
九
月
十
四
日
ぷ
、

賞
、
水
三
成
正
月
廿
七
日
ぷ
、

-
高
橋
武
右
衛
門
甥
京
五
年
子
三
月
一
一
一
日
J
正
徳
元
卯
八
月
廿
一
日

・
山
田
新
助
正
徳
二
年
辰
正
月
七
日
J
、

-
堀
甚
左
衛
門
轍
咽
郎
太
夫
、
『
享
保
十
五
戊
正
月
十
一
日
ぷ
明

二
両
掃
外
記
享
保
十
五
成
七
月
十
三
日
J
同
十
九
寅
八
月
廿
六
日
迄
、

・
義
岡
左
手
太
久
中
諸
酢
一
時
獄
事
七
月
廿
八
日
J
寛
保
一
一
戊

・
肥
後
卒
左
衛
門
時
獄
百
年
子
正
月
十
一
日
J
賓
暦
四
成
四
月
十
一

・
山
津
十
太
夫
賓
暦
六
年
子
正
月
十
一
日
ぷ
同
八
寅
六
月
廿
一
日
迄
、

『
四
月
十
一
日
L

-
二
階
堂
源
太
夫
理
野
」
年
巳
五
月
十
九
日
ぷ
寛
政
一
一
戊
四
月
十

寛
政
三
一
亥
十
月
六
日
J
同
十
二
申
二
月
八
日
迄
、

-
鎌
田
出
雲

-
山
田
粥
九
郎

-
嶋
津
主
殿

寛
政
十
二
申
六
月
廿
二
日
J
、

-
島
津
仁
十
郎

享
和
元
酉
十
二
月
廿
七
日
ぷ
、

-
鷲
頭
喜
兵
衛

享
和
三
一
亥
一
五
月
朔
日
J
文
化
四
年
卯
八
月
五
日
迄
、

文
化
五
反
正
月
十
一
日
J
文
政
五
年
午
十
一
月

廿
八
日
迄
、

-
島
津
十
太
右
衛
門

-
向
井
十
郎
太
夫

文
政
七
申
七
月
廿
八
日
J
天
保
二
卯
五
月
廿
九
日

迄、
天
保
二
卯
十
月
十
九
日
J
、
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-
有
川
勇
馬
貞
則

二
両
国
十
郎
『
右
衛
門
』
利
容

ヲ
大
夫

と
と
』

弘
化
五
年
申
正
月
十
一
日
J
、

八

属
帖
佐
一
千
絞
と
い
ふ
、
寛
永
中
外
城
ニ
立
、

寛
文
十
三
丑
四
月
三
日
又
帖
佐
ニ
一
層
す
、

元
文
四
未
三
月
改
平
松
、
五
年
申
五
月
廿

一
日
重
富
と
改
ら
る
、

重
冨
平
松

新
納
仁
左
衛
門
忠
彰

初
大
炊
介
、
御
使
役
也
、
寛
永
十
六
年
J

明
暦
元
年
迄
、
、
松
地
頭
初
也
、

初
仲
次
郎
、

鎌
田
太
郎
右
衛
門
政
策

鎌
田
後
藤
兵
衛
政
辰

初
四
郎
右
衛
門
後
六
郎
右
衛
門
、
高
治
三

年
九
月
廿
九
日
J
、

島
津
又
六

寛
文
三
年
十
一
月
十
二
日
ぷ
、

北
郷
又
衣
郎

寛
文
五
年
二
月
二
日
J
、

岩
切
六
右
衛
門

寛
文
七
・
二
月
三
日
ぷ
、

財
部
停
右
衛
門
盛
尭
鯛
一
刻
一
袋
一
一
間
ト
博
開
局
、
・
町
奉
行
・
吟
味
役
、

後
出
雲
、
寛
文
十
一
子
七
月
五
日
J
、
同
十
二
・

七
月
七
日
よ
り
、
平
松
私
領
候
ヵ
、
十
三
年
四

月
三
日
、
属
帖
佐
故
帖
佐
地
頭
、

黒
葛
原
左
近

鎌
田
又
七
郎
政
長



八
四

明
験
郡

敷
根

惣
高
三
千
九
十
二
石
絵

人
『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

狩
夫
八
十
九

本
田
作
左
衛
門
元
親

初
叉
失
郎
大
炊
太
夫
美
作
守
、

元
親
子
、
初
又
二
郎
作
左
衛
門
、
貞
享
二

死
去
、

本
田
市
右
衛
門
宣
親

-
比
志
島
内
記

諸郷地頭系図

後
太
郎
兵
衛
入
道
恕
休
、
横
目
頭
也
、
寛
文
五
年

一
一
月
二
日
J
『定』、

宣
親
之
子

本
田
四
郎
左
衛
門
親
道
顎
筏
一
鍋
一
ト
一
一
慨
深
夫
市
右
衛
門
、

・
鎌
田
源
左
衛
門
政
有
寛
文
十
一
年
三
月
三
日
J
『定』、

-
村
田
篤
左
衛
門
軽
智
時
付
一
日
一
御
用
人
也
、
寛
文
十
三
・
七
月
三

・
村
田
五
郎
左
衛
門
経
貞
御
勘
定
奉
行
・
奏
者
番
・
御
用
人
、
延
賓

七
閏
正
月
廿
七
日
ぷ
、

弟
子
丸
市
之
介
宗
重
吟
味
役
・
京
都
蔵
奉
行
、
天
和
之
比
ヵ
、

-
相
良
四
郎
兵
衛
町
奉
行
・
物
頭
、
元
稔
九
年
『
子
』
十
一
月
三
日
J
、

・
新
納
禰
太
夫
現
時
吋
八
年
卯
十
二
月
十
一
日
ぷ
同
十
一
午
四
月
廿
六

・
肥
後
平
左
衛
門
埠
喉
十
一
午
九
月
朔
日
・
6
寛
保
因
子
正
月
十
一
日

『
童
子
古
厳
判
明
J
B
U
K

-
島
津
権
あ
衛
門
l
i

説
明
浩
一
一
巳
六
月
七
日
J
賓
暦
七
丑
正
月
十
一
日

後
桂
馬
、
賓
暦
十
一
巳
正
月
十
一
日
J
明
和
二
酉
二
月

十
七
日
迄
、

-
桂
靭
負
久
澄

-
村
上
彦
八

-
有
川
勇
馬

-
河
野
外
記

幸
右
衛
門
養
子
、
賓
二
階
堂
五
郎
太
夫
弟
也
、
江
戸
御
留

守
居
・
御
用
人
・
御
番
頭
、
明
和
三
年
成
七
月
十
八
日
ぷ
、

安
永
十
年
丑
二
月
廿
一
日
J
『
寛
政
十
二
申
正
月
十
三
日

記
叫
』

物
頭
、
『
寛
政
十
二
申
六
月
廿
二
日
・
2
文
化

元
子
十
一
月
九
日
迄
』
、

司

法1f藤!伊
谷¥ノ野¥地
図休知
郎右彦
左衛ヱ
衛門衛
門門

文季

告漏
卯
四
月

日
企

闘1町
山L田
札勘

解
由

友
野
市
助

宮
之
原
源
之
亙

文
化
十
三
子
正
月
十
一
日
ぷ
文
政
二
卯
九
月
廿

九
日
迄
、

文
政
五
午
六
月
八
日
J
天
保
元
寅
正
月
十
五
日
迄
、

天
保
二
卯
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
二
丑
五
月
十
八
日
迄
、

天
保
十
二
丑
七
月
三
日
ぷ
、

谷
川
衣
郎
兵
衛
嘉
永
四
年
一
亥
五
月
廿
八
日
J
、

弘
化
三
午
正
月
十
一
日
ぷ
』
、

八
五

大
野
出
現
守 諸

膝
郡

志
布
志

夫惣

叡雪
i量士重
軍人玉
1t宇百
平四
r十

四
石
官会

狩

天
文
之
比
、
蓬
原
村
地
頭
と
見
ゆ
、

伊
集
院
筑
前
守
久
利
永
様
之
比
同
断
、

天
正
八
年
比
、
文
稔
二
死
去
、
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鎌
田
刑
部
左
衛
門
政
康

伊
集
院
肥
前
守
久
信

天
正
九
年
比
、
蓬
原
村
地
頭
、



鎌
田
出
雲
守
政
近

初
国
書
頭

慶
長
十
・
九
死
去
、

喜
入
大
炊
介
久
政

樺
山
権
左
衛
門
久
高

慶
長
四
年
比
、

右
松
安
右
衛
門
一
両
盛

慶
長
十
四
年
比
、

卒
田
新
左
衛
門
宗
弘

後
狩
野
介
、

川
上
因
幡
守
久
園

一
初
左
近
将
監
、
寛
永
九
年
比
、

-
島
津
中
務
久
茂

慶
安
二
年
五
月
八
日
J
『定』、

-
嶋
津
新
八
久
武

『
直
ニ
L

、

豊
前
久
守
之
弟
、
御
物
奉
行
也
、
初
主
計
清
太
夫
、

一
日
一
喜
入
氏
之
後
嗣
と
矯
る
、
延
賓
二
年
九
月
十

五
日
J
問
時
作
『
定
円
、

-
平
田
新
左
衛
門
議
初
兵
十
郎
二
郎
兵
衛
式
畑
一
環
諸
問
一
冗

総
四
年
未
七
月
廿
九
日
，
g
t同
十
二
冬
迄

-
平
田
兵
十
郎
宗
房
服
一
日
比
軒
氷
説
明
也
捕
許
口
翫
鳴
十
二
卯
五
月

・
島
津
帯
万
忠
雄
久
一
冗
之
子
、
初
主
計
、
御
家
老
也
、
時
踏
に
朝
日
朝

廿
七
日
ぷ
正
徳
五
年
未
九
月
十
一
日
迄
博
月
一
言
t
、

・
島
津
中
務
久
貫
初
又
七
備
前
内
記
、
御
護
許
可
徳
五
未

九
月
十
三
日
J
元
文
四
未
七
月
八
日
ま
て
、
『
主
役

主
殿
ト
モ
』
、

元
文
四
年
未
七
月
十
八
日
，
g
、

初
久
兵
、
後
縛
御
家
老
也
、
元
文
六
年
酉
二
月

『
廿
一
日

J
』

廿
二
日
J
延
享
四
年
卯
二
月
四
日
ま
て
、

-
島
津
帯
万
久
元

-
堀
四
郎
太
夫

-
郷
原
金
太
夫
久
雄

-
鎌
田
典
謄

延
享
四
卯
八
月
四
日
J
賓
暦
十
一
巳
七
月
廿
七
日
迄
ニ

テ
嶋
津
備
中
殿
へ
差
引
被
仰
付
候

後
山
城
、
賓
暦
十
一
巳
九
月
四
日
J
明
和
二
酉
二
月
廿

五
日
迄
、
『
後
樺
山
左
京
殿
へ
差
引
被
仰
付
候
』
、

初
久
智
権
左
衛
門
、
御
家
老
也
、
明
和
二
年
酉
八

月
朔
日
J
天
明
七
年
未
五
月
廿
七
日
迄
、

後
石
見
、
天
明
七
未
七
月
廿
八
B
J
寛
政
三
亥
二

月
廿
日
迄
、
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-
島
津
若
狭

-
島
津
仲
久
健

-
嶋
津
和
泉
久
邦

-
伊
勢
幡
磨
貞
短

寛
政
三
一
亥
三
月
廿
一
日
・
2
、

『
後
市
正
』
、
寛
政
四
子
二
月
廿
五
日
J
『
同
五
丑
五

月
六
日
迄
』
、

『

市

田

勘

解

由

牢

諒

一

一

議

長

自

貯

十

倍

四

川
田
伊
織
殿
績
評
紅
鮭
誤
記
桜
臨
時
、
一
一
月
十
九
日

秩
ハ
久
太
郎
眼
蹴
腕
一
献
一
詰
肝
十
剛
一

mh同
年
五
月
十
三
日
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種

天
正
四
高
原
軍
後
補
セ
ラ
ル
、
系
園
で
、

i
、

村
尾
源
左
衛
門
重
候
入
道
笑
栖

文
様
五
年
J
、
初
右
衛
門
兵
衛
、

米
良
駿
河
守

天
正
ノ
比
、

村
尾
右
衛
門
兵
衛
重
昌

元
和
二
年
よ
り
父
引
績
き
、

初
合
人
佐
源
左
衛
門
、
寛
永
三
丙
寅
よ
り

異
本
エ
寛
永
二
・
一
ニ
月
A
O

寛
文
二
・
二
月
迄
、
同
十
一
死

去
也
、

異
本
ニ
寛
文
八

・
伊
東
衣
郎
右
衛
門
一
臨
之
鍔
怯
一
一
時
袖
洲
口
「

d
話
時
一
ぷ
酷
昨
日

見
へ
た
り
、

下
ニ
ア
リ
可
考
、

-
村
尾
三
右
衛
門
重
候

蒲
生
正
左
エ
門
清
貞吟

味
役
・
御
使
役
、

イ
八
月
廿
三

H
J
、

寛
文
八
年
九
月
十
日
J
『定』

-
諏
訪
采
女
粂
延



-
桂
杢
之
助
忠
保

延
賓
七
・
正
月
廿
七
日
ぷ
、

吟
味
役
・
御
使
役
・
物
奉
行
、
延
賓
八
年
『
申
』

八
月
廿
二
H
J
天
和
二
迄
、

-
諏
訪
仲
右
エ
円
余
郷

-
伊
東
仁
右
衛
門

天
和
三
年
亥
五
月
十
三
日
J
貞
享
二
迄
、

比
志
嶋
彦
右
衛

蒲
生
正
左
衛
門

-
五
代
合
人

後
助
太
夫
、
元
禄
二
年
巳
八
月
二
日
ぷ
、

-
相
良
市
郎
左
衛
門

正
徳
元
卯
十
一
月
十
二
日
J
、

-
野
村
才
右
衛
門

正
徳
三
年
巴
十
一
月
十
九
日
J
、

-
新
納
伊
織
享
保
四
年
亥
十
二
月
五
日
J
享
保
七
寅
三
月
十
五
日
迄
、

・
薬
丸
長
左
衛
門
惇
銃
主
正
月
十
一
日
主
文
二
年
巳
四
月
廿

・
山
田
源
左
衛
門
錆
菅
四
年
成
正
月
十
一
日
J
同
四
年
成
九
月
四
日

・
伊
集
院
伊
膳
賓
暦
二
子
正
月
十
一
日
J
同
十
三
未
七
月
廿
八
日
山
込
、

-
相
良
四
郎
兵
衛

諸郷地頭系図

寛
政
三
亥
二
月
廿
五
日
ぷ
、

『
田
畑
武
右
衛
門
晴
獄
可
卯
正
月
廿
一
日
J
文
化
十
四
丑
二
月
十
五

川
北
孫
太
郎
政
批
山
l

四
丑
四
月
廿
五
日
ぷ
文
政
二
卯
十
一
月
十
四

円
貼
紙
》

「
川
北
孫
太
郎
衣

伊
集
院
戸
右
衛
門
域
服
部
洋
正
月
十
一
日
J
同
六
未
十
二
月
十

幅
嶋
竿
助
仕
世
紋
喰
七
申
正
月
十
一
日
ぷ
同
八
酉
三
月
十
七
日

文
政
九
成
正
月
十
一
日
ぷ
同
十
二
丑
二
月
二
日
迄
、

村
橋
昇

天
保
三
辰
正
月
十
一
日
J
、

山
田
助
左
衛
門
・
眠
時
駄
目
正
月
十
一
日
J
弘
化
四
未
十
二
月

事
水
四
年
亥
六
月
十
四
日
於
長
崎
、
」

扮
陽
理
左
衛
門

奥
四
郎

惣
高
一
蔦
六
千
八
百
六
拾
二
石
鈴

夫
三
百
四
十
八
人

『
地
頭
職
高
五
拾
石
』

宗
勝
ノ
養
子
、

平
田
出
現
守
宗
の
哩
州
諸
説
寝
・
弘
治
之
比
、
氷
蔵
元
・

永
緑
三
年
豊
州
家
ヨ
リ
差
上
ラ
レ
公
領
と
矯
り
、

同
五
年
六
月
北
郷
家
ニ
賜
フ
、
其
間
ノ
地
頭
ヵ
、

六
月
比

永
縁
五
北
郷
領
己
来
地
頭
、

九

幽
咽
験
郡

末
吉

狩

千
田
美
濃
守

シ抵共候有同第代「
」ヨ大へ之可不次時

土北土土
持郷持持

久婿掘
左津津
衛介介
門頼興
尉綱綱

興
綱
ノ
子
、
永
稔
十
年
比
、
同
十
一
年
二
月

戦
死
子
妖
肥
酒
谷
、

天
正
八
年
比
北
郷
領
之
時
也
、

天
正
十
二
・
九
月
比
、

光
綱

村
田
雅
楽
助
経
宣
入
遁
蕎
仙

慶
長
五
年
比
・
2
、
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村
田
三
郎
右
衛
門
経
昌

経
官
ア
子
也
、
慶
長
・
元
和
之
比
、



左
京
長
左
衛
門
と
云
、
寛
永
五
よ
り
正
保
之
比
、

末
吉
根
元
記
ニ
ミ
ユ
、

嶋
津
弾
正
大
弼
久
慶
正
保
・
慶
安
之
比
、

明
暦
ノ
比
ト
モ

初
左
近
将
監
、
慶
安
四
辛
卯
，
g
、

頴
娃
左
馬
介
久
政

嶋
津
豊
前
久
守

-
島
津
三
郎
右
衛
門
久
心

後
忠
朝
、

-
鎌
田
源
左
衛
門
政
有
御
使
役
・
御
家
老
、
寛
文
元
十
二
月
晦
日
J
、

・
肝
付
弾
正
久
粂
始
粂
善
又
粂
方
後
主
殿
、
寛
文
十
一
亥
三
月

三
日
λ

。『定』、

-
平
山
久
馬
介
久
行
献
成
時
一
貫
岩
城
新
左
衛
門
重
長
二
男
也
、
延

・
町
田
助
太
夫
久
居
時
諸
民
持
管
と
も
あ
り
、
元
職
十
・

・
桂
織
部
久
紡
刊
宇
右
衛
門
、
賓
永
三
成
正
月
廿
七
日
・
2
謀
略
恰

・
嶋
津
周
防
久
俸
調
味
七
閏
八
月
五
日
ぷ
享
保
十
四
年
酉
十
月
四
日

・
伊
集
院
蔵
人
久
短
混
喉
十
五
戊
正
月
廿
二
日
ぷ
同
廿
卯
八
月
九
日

元
文
元
辰
十
月
十
八
日
β
寛
保
元
酉
十
二
月
八
目
、
迄
磁
付
外
城

ニ
て
地
頭
無
之
、

-
島
津
杢
久
峯

初
又
士
口
民
部
、
寛
保
四
年
子
正
月
十
一
日
J

延
享
五
辰
五
月
廿
一
日
迄
、

『
正
月
』

始
九
良
加
野
千
八
、
御
家
老
職
、
寛
延
元
辰
八
月

廿
七
日
J
賓
暦
八
年
寅
十
二
月
廿
一
日
迄
、

初
太
郎
次
郎
、
賓
繕
曲
目
旦
公
三
男
也
、
賓
暦
十
辰
正
月

十
一
日
J
、

建一山
i

三
未
十
月
十
五
日
ぷ
安
永
四
未
七
月
廿
九

-
島
津
左
衛
門
久
甫

-
島
津
主
殿
久
漏

-
川
田
伊
織
圏
一
幅

政
永
九
年
正
月
十
一
日
・
2
天
明
二
年
三
月
朔
日

天
明
五
年
巳
五
月
十
三
日
ぷ
同
九
酉
正
月
廿
一
日
迄
、

-
新
納
内
競
久
停
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-
鎌
田
典
謄
政

寛
政
六
寅
『
正
月
十
一
日
ぷ
』
、

『
享
和
元
酉
十
二
月
廿
七
日
J
文
化
二
丑
正
月
十

一
日
迄
』
、

三
年
寅
ナ
ル
ベ
シ
、

『
文
化
十
三
寅
正
月
十
一
日
ぷ
同
五
辰
正
月
十
一
日
』
、

文
化
『
十
一
成
三
月
三
日
文
政
三
辰
正
月
十
一
日

迄』、

『
文
政
五
午
六
月
八
日
間
九
成
十
一
月
廿
八
日
迄
』
、

-
畠
山
式
部
義
短

-
伊
勢
伊
織
貞

『
樺
山
権
十
郎

後
伊
織
、
天
保
二
卯
正
月
十
一
日

2
、

赤
松
主
水

天
和
五
午
正
月
十
一
日
ぷ
、

末
川
久
馬

天
保
十
亥
九
月
四
日
ぷ
、

友
野
市
助

弘
化
三
午
正
月
十
一
日
J
、』

九

喜
入

一
天
正
八
年
比
地
頭
喜
入
式
部
太
輔
久
遁
と
有
り
、

一
文
勝
四
年
乙
未
、
肝
付
三
郎
五
郎
袋
三
轄
加
治
木
賜
此
地
、
何

此
年
十
月
廿
六
日
去
加
治
木
移
此
地
と
云
々
、



一
肝
付
弾
正
忠
粂
寛

初
三
郎
五
郎

多
云
々
、

余
三
、
慶
長
四
年
去
嘗
家
迂
阿

同
越
前
守
粂
篤

同
十
四
年

初
伴
兵
衛
粂
旬
、
慶
長
四
年
家
督
、

六
月
廿
九
日
死
去
、

同
弾
正
少
弼
粂
武
間
一
世
一
括
一

r域
住
友
十
四
年
家
督
、
寛
永
二
丑
八

同
伴
兵
衛
粂
屋
切
と
卿
馴
一
一
山
月
一
比
一
服

r親
一
部
三
年
家
督
、
延
賓
一
一
一

寛
文
二
補
大
目
附
職
、

初
件
三
郎
弾
正
案
喜
粂
方
後
続
倍
堂
、
寛

文
七
補
大
目
附
、
同
十
一
年
任
園
老
、
同
年
家
督
、

賓

永

六

丑

二

月

八

日

死

去

、

粂

加

初
左
門
帯
万
典
膳
、
貞
享
二
補
大
目
附
職
、
賓

ノ
コ
ト
カ
、

永
六
任
園
老
、
享
保
三
成
三
月
十
七
日
死
去
、

初
左
門
、
賓
永
六
補
園
老
、

同
主
殿
久
粂

同
主
殿
粂
柄

同
典
膳
粂
加

九

今
和
泉

一
天
文
十
三
辰
十
一
月
中
宮
大
明
神
棟
札
ェ
、
地
頭
津
曲
若
狭
守

件
余
任
と
有
り
、

諸郷地頭系図

一
延
享
四
年
卯
五
月
七
日
御
引
付
を
以
、
頴
娃
指
宿
之
内
よ
り
相

分
一
所
ニ
定
、

同
因
幡
忠
這

貫
太
守
士
口
貴
公
六
男
、
賜
私
領
今
和
泉
列
御
一
門

家
、
賓
暦
四
年
甲
戊
十
一
月
十
六
日
死
去
、

初
安
之
盃
、
寅
吉
貴
公
八
男
、
震
忠
郷
後
嗣
、

一
嶋
津
因
幡
忠
郷

天
正
十
二
杷
後

湯
ノ
浦
地
頭
、

木
脇
刑
部
左
衛
門
献
一
位
紅
動
咽
後

日
州
山
蔭
地
頭

ト
ア
リ
、

同
安
萎
忠
厚

同
安
馨
久
彰

高野出
岡町水

大
口

志
布
志

関
外倉

岡
押

穆男綾男山
佐之
押押 口

押

隈
之
城
押

二
階
堂
安
房
介

吉
田
六
郎
右
エ
門

初
雄
五
郎
因
幡
、
賓
島
津
兵
庫
久
徴
長
子
、
太
守

重
豪
公
養
之
潟
三
男
、
寛
政
十
二
矯
忠
道
後
嗣
、
後

市
正
、
老
披
山
松
、

初
啓
之
助
、
賓
旗
門
宣
公
七
男
、
文
政
八
矯
忠
厚
養
子
、

ハ
マ
マ
)

入
今
泉
弟
、

地
頭
代

原
源
五
左
衛
門

嘉
永
元
申
九
月
二
日
ぷ
、

原
衣
郎
左
衛
門

事
水
元
申
十
一
月
十
五
日
J
、

市
来
五
兵
衛

宮
内
藤
助

事
水
元
申
λ

タ
初
ル
、
嘉
氷
五
子
四
月
八
日
、

川
久
保
証
衣

竹
山
仲
之
進

東
郷
八
郎
衣

新
納
二
郎

岩
切
清
太

嘉
永
五
予
四
月
五
日
A
O
、
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高
城
左
京
允
重
説

長
野
地
頭

ト
ア
リ
、

九
四

知
賢

一
文
和
二
年
五
月
十
一
日
寧
氏
卿
賞
佐
多
三
郎
左
衛
門
尉
忠
光
軍

忠
、
賜
薩
州
知
賢
院
、

佐
多
氏
三
代

一
佐
多
伯
嘗
守
親
久
代
鱗
蚊
七
甲
寅
移
知
費
、
長
総
二
死
去
、

一
慶
長
十
五
年
佐
多
伯
嘗
守
忠
充
代
輔
河
遁
賜
嘗
領
知
賀
、
再
領

此
地
、
寛
永
九
年
十
一
月
十
二
日
卒
、
五
十
四
才
、

一
佐
多
丹
波
守
忠
治

初
又
太
郎
、
寛
永
九
・
正
月
九
日
卒
、
廿
八
歳
、

同
又
四
郎
久
孝
明
暦
二
丙
申
閏
四
月
九
日
卒
、
廿
九
歳
、

同
丹
波
久
利
博
一
一
一
州
北
…
伊
官
掛
川
町
一
宮
ハ
衛
門
書
展
三
男
也
、
寛
文

芸

備

前

久

達

瑚

謀

議

享

語

圏

勢

龍

別

・

持

訟

日
島
津
名
字
奔
領
、
享
保
四
・
八
月
廿
一
日
卒
、

島
津
杢
久
豪
均
一
輪
、
内
記
、
享
保
三
補
園
老
、
延
享
二
丑
十
月

島
津
杢
久
峯
醐
一
特
攻
郎
、
賓
太
守
繕
聖
公
三
男
也
、
明
和
九
辰

同
石
見
久
邦
-
認
一
十
理
一
明
卒
哨
泉
、
天
明
七
任
園
老
、
寛
政
三
亥

初
太
郎
失
郎
、

同
杢
久
典

『
地
頭
系
図
』

九
五

日
置
郡

市
来

大
寺
美
作
守
高
幸

旦
両
紀
伊
守
義
治

川
上
上
野
守
忠
克

多
田
紀
伊
介
頼
盆

新
納
常
陸
介
忠
苗

山
田
戴
人
有
徳
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寛
正
の
比
、

賓
久
代
地
頭
也
、

薩
州
領
ノ
時
地
頭
也
、

天
文
八
年
六
月
ヨ
リ
串
木
野
一
所
と
ミ
ュ
、

薩
州
賓
久
領
ノ
時
也
、

天
文
八
年
比
、

頼
盆
謀
計
ノ
企
ア
ル
ト
テ
、
忠
苗
等
賞
久
ノ
命

ヲ
受
計
因
て
地
頭
ニ
補
セ
ラ
ル
、

新
納
伊
勢
守
康
久
入
道
一
珪

費
久
公
御
代
、

初
右
エ
門
佐
、
弘
治
中
、
市
来
地
頭

職
、
永
稔
・
元
亀
比
迄
、
天
文
八
年

ヨ
リ
加
世
田
地
頭
職
ヲ
賜
ヒ
シ
ト

ミ
ユ
レ
ハ
、
加
世
田
ヨ
リ
市
来
ニ

縛
セ
シ
ナ
ラ
ン
、

元
亀
中
ヨ
リ
天
正
二
年
迄
市

来
地
頭
、
初
右
エ
門
佐
伊

勢
守
、
天
正
中
大
崎
地
頭
、

合
志
地
頭
、
慶
長
の
初
串
木

野
地
頭
と
あ
り
、

新
納
五
郎
右
ヱ
門
久
能
人
道
遊
甫

比
志
島
宮
内
少
輔
園
員

三年入
俣十這
御一喚
陣月翁
ニ十美
御五濃
使日守
衆ヨ義
トリ住
ア同ノ
リ十弟
、年也
死、

天此
正

地ー

比
志
島
宮
内
少
輔
園
貞
後
紀
伊
守
、
天
正
十
年
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介
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家
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也
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切
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野
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地
頭
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弘
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一
家

吉
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下
野
守
忠
張
寛
永
九
年
比
、
同
十
六
年
迄
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仁
種
競
人
頼
景
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内
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一
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年
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使
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寛
永
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計
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澗
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仁
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門
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友
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仁
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右
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叫
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介
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系
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を
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に
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を
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し
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で
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は
、
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い
ろ
は
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に
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